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第１章 総  則 

 

第１節 総  則 

１‐１‐１ 適  用 

１．本共通仕様書は，京都市上下水道局（以下「発注者」という。）が発注する水道管路施設工事

及び下水道管路施設工事並びに浄水場，配水池，水環境保全センター，ポンプ場等の土木工事（以

下「工事」という。）に係る，工事請負契約約款（以下「契約書」という。）及び設計図書の内容

について，統一的な解釈及び運用を図るとともに，その他必要な事項を定め，もって契約の適正

な履行の確保を図るためのものである。 

２．受注者は，共通仕様書の適用にあたって発注者のもとで，建設業法第 18 条に定める建設工事

の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならない。また，受注者はこれら監督，

検査にあたっては，地方自治法第 234 条の 2（契約の履行の確保），同法施行令第 167 条の 15（監

督又は検査の方法）及び京都市上下水道局契約規程第 39 条（監督）及び第 40 条（検査）に基づ

くものであることを認識しなければならない。 

３．契約図書に添付されている図面，特記仕様書及び工事数量総括表に記載された事項は，この共

通仕様書に優先する。 

４．特記仕様書，図面，工事数量総括表等の間に相違がある場合，または図面からの読み取りと図

面に書かれた数字が相違する場合，受注者は監督員に確認して指示を受けなければならない。 

５．受注者は，信義に従って誠実に工事を履行し，監督員の指示がない限り工事を継続しなければ

ならない。ただし，契約書第 26 条（臨機の措置）に定める内容等の措置を行う場合は，この限

りではない。 

６．設計図書は，ＳＩ単位を使用するものとする。ＳＩ単位については，ＳＩ単位と非ＳＩ単位が

併記されている場合は（ ）内を非ＳＩ単位とする。 

７．次の項目に対しては，受注者独自の判断で施工せず，必ず監督員に報告して確認しなければな

らない。 

（１）設計図書に明示していない事項の処理 

（２）設計変更に係る事項の処理 

（３）地元関係者等との協議に係る事項の処理 

（４）天災，その他不可抗力による事項の処理 

 

１‐１‐２ 用語の定義 

１．本仕様で規定されている監督員とは，総括監督員，主任監督員，担当監督員を総称していう。

受注者には主として主任監督員及び担当監督員が対応する。 
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２．本仕様で規定されている総括監督員とは，監督総括業務を担当し，主に，受注者に対する指示，

承諾または協議，関連工事の調整，設計図書の変更，および一時中止または打切り等の業務のう

ち特に重要なものの処理を行う者をいう。また，主任監督員および担当監督員の指揮監督並びに

監督業務の掌理を行う者をいう。 

３．本仕様で規定されている主任監督員とは現場監督総括業務を担当し，主に，受注者に対する指

示，承諾または協議，関連工事の調整，設計図書の変更，一時中止または打切り，契約図書に基

づく工程の管理，立会，段階確認，および工事材料検査の実施等の業務のうち重要なものの処理

を行い，また，担当監督員の指揮監督並びに現場監督総括業務および一般監督業務の掌理を行う

者をいう。 

４．本仕様で規定されている担当監督員は，一般監督業務を担当し，主に受注者に対する指示，承

諾または協議，契約図書に基づく工程の管理，立会，段階確認，および工事材料検査の実施等，

監督業務全般の処理（特に重要なもの及び重要なものを除く。）を行う者をいう。 

５．契約図書とは，契約書及び設計図書をいう。 

６．設計図書とは，仕様書，図面，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書等をいう。また，

工事数量総括表を含むものとする。 

７．仕様書とは，各工事に共通する共通仕様書と各工事ごとに規定される特記仕様書を総称してい

う。 

８．共通仕様書とは，各建設作業の順序，使用材料の品質，数量，仕上げの程度，施工方法等工事

を施工するうえで必要な技術的要求，工事内容を説明したもののうち，あらかじめ定型的な内容

を盛り込み作成したものをいう。 

９．特記仕様書とは，共通仕様書を補足し，工事の施工に関する明細または工事に固有の技術的要

求を定める図書をいう。 

なお，設計図書に基づき監督員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し監督員が承諾した

書面は，特記仕様書に含まれる。 

10．現場説明書とは，工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件等を説明す

るための書類をいう。 

11．質問回答書とは，質問受付時に入札参加者が提出した契約条件等に対して発注者が回答する書

面をいう。 

12．図面とは，入札に際して発注者が示した設計図，発注者から変更または追加された設計図等を

いう。 

なお，設計図書に基づき監督員が受注者に指示した図面および受注者が提出し，監督員が書面

により承諾した図面を含むものとする。 

13．工事数量総括表とは，工事施工に関する工種，設計数量及び規格を示した書類をいう。 

14．指示とは，契約図書の定めに基づき，監督員が受注者に対し，工事の施工上必要な事項につい

て書面をもって示し，実施させることをいう。 

15．承諾とは，契約図書で明示した事項について，発注者若しくは監督員または受注者が書面によ

り同意することをいう。 
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16．協議とは，書面により契約図書の協議事項について，発注者または監督員と受注者が対等の立

場で合議し，結論を得ることをいう。 

17．提出とは，監督員が受注者に対し，または受注者が監督員に対し工事に係わる書面またはその

他の資料を説明し，差し出すことをいう。 

18．提示とは，監督員が受注者に対し，または受注者が監督員に対し工事に係わる書面またはその

他の資料を示し，説明することをいう。 

19．報告とは，受注者が監督員に対し，工事の状況または結果について書面をもって知らせること

をいう。 

20．通知とは，発注者または監督員と受注者または現場代理人の間で，監督員が受注者に対し，ま

たは受注者が監督員に対し，工事の施工に関する事項について，書面をもって知らせることをい

う。 

21．書面とは，手書き，印刷等の伝達物をいい，発行年月日を記載し，署名または押印したものを

有効とする。 

（１）緊急を要する場合は，ファクシミリまたはＥメールにより伝達できるものとするが，後日

有効な書面と差し替えるものとする。 

（２）電子納品を行う場合は，別途監督員と協議するものとする。 

22．確認とは，契約図書に示された事項について，臨場もしくは関係資料により，その内容につい

て契約図書との適合を確かめることをいう。 

23．立会とは，契約図書に示された項目において，監督員が臨場し，内容を確認することをいう。 

24．段階確認とは，設計図書に示された施工段階において，監督員が臨場等により，出来形，品質，

規格，数値等を確認することをいう。 

25．工事検査とは，検査員が契約書第 31 条，第 37 条，第 38 条に基づいて給付の完了の確認を行

うことをいう。 

26．検査員とは，契約書第 31 条第２項の規定に基づき，工事検査を行うために発注者が定めた者

をいう。 

27．同等以上の品質とは，特記仕様書で指定する品質または特記仕様書に指定がない場合，監督員

が承諾する試験機関の品質確認を得た品質または，監督員の承諾した品質をいう。 

なお，試験機関での品質の確認のために必要となる費用は，受注者の負担とする。 

28．工期とは，契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期間を含めた始

期日から終期日までの期間をいう。 

29．工事開始日とは，工期の始期日または設計図書において規定する始期日をいう。 

30．工事着手日とは，工事開始日以降の実際の工事のための準備工事（現場事務所等の建設または

測量を開始することをいい，詳細設計を含む工事にあってはそれを含む）の初日をいう。 

31．工事とは，本体工事及び仮設工事，またはそれらの一部をいう。 

32．本体工事とは，設計図書に従って，工事目的物を施工するための工事をいう。 

33．仮設工事とは，各種の仮工事であって，工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。 

34．工事区域とは，工事用地，その他設計図書で定める土地または水面の区域をいう。 
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35．現場とは，工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定される

場所をいう。 

36．ＳＩとは，国際単位系をいう。 

37．現場発生品とは，工事の施工により現場において副次的に生じたもので，その所有権は発注者

に帰属する。 

38．ＪＩＳ規格とは，日本工業規格をいう。 

 

１‐１‐３ 設計図書の照査等 

１．受注者からの要求があり，監督員が必要と認めた場合，受注者に図面を貸与することができる。

ただし，共通仕様書等市販・公開されているものについては，受注者が備えなければならない。 

２．受注者は，施工前および施工途中において，自らの負担により契約書第１８条第１項第１号か

ら第５号に係る設計図書の照査を行い，該当する事実がある場合は，監督員にその事実が確認で

きる資料を書面により提出し，確認を求めなければならない。 

なお，確認できる資料とは，現地地形図，設計図との対比図，取合い図，施工図等を含むもの

とする。また，受注者は，監督員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従

わなければならない。 

３．受注者は，契約の目的のために必要とする以外は，契約図書，及びその他の図書を監督員の承

諾なくして第三者に使用させ，または伝達してはならない。 

 

１‐１‐４ 請負代金内訳書 

１．受注者は，契約書第３条に請負代金内訳書（以下「内訳書」という。）を規定されたときは，

所定の様式に基づき作成し，監督員を通じて発注者に提出しなければならない。 

２．監督員は，内訳書の内容に関し受注者の同意を得て，説明を受けることができるものとする。 

 

１‐１‐５ 工程表 

受注者は，契約書第３条に規定する工程表を所定の様式に基づき作成し，発注者に提出しなけ

ればならない。 

 

１‐１‐６ 施工計画書 

１．受注者は，工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画

書を監督員に提出しなければならない。 

受注者は，施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。 

この場合，受注者は，施工計画書に次の事項について記載しなければならない。また，監督員

がその他の項目について補足を求めた場合には，追記するものとする。ただし，受注者は維持工

事等簡易な工事においては監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。 

（１）工事概要 

（２）計画工程表 
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（３）現場組織表 

（４）指定機械 

（５）主要資材 

（６）施工方法（主要機械，補助工法施工計画，仮設備計画，工事用地等を含む） 

（７）施工管理計画 

（８）安全管理 

（９）緊急時の体制及び対応 

（10）交通管理 

（11）環境対策 

（12）現場作業環境の整備 

（13）再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 

（14）その他 

２．受注者は，施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には，そのつど当該工事に着手する前

に変更に関する事項について，変更施工計画書を監督員に提出しなければならない。 

３．受注者は，施工計画書を提出した際，監督員が指示した事項について，さらに詳細な施工計画

書を提出しなければならない。 

 

１‐１‐７ CORINSへの登録  

受注者は，受注時または変更時において工事請負代金額が 500 万円以上の工事について，工事実

績情報システム（CORINS）に基づき，受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録の

ための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたうえ，受注時は契約後，土曜日，日曜日，祝

日等を除き 10 日以内に，登録内容の変更時は変更があった日から土曜日，日曜日，祝日等を除き

10 日以内に，完成時は工事完成後 10 日以内に，訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければな

らない。登録対象は，工事請負代金額 500 万以上(単価契約の場合は契約総額)の全ての工事とし，

受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。 

なお，変更登録時は，工期，技術者に変更が生じた場合に行うものとし，工事請負代金のみ変更

の場合は，原則として登録を必要としない。また，登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に

届いた際には，その写しを直ちに監督員に提示しなければならない。 

なお，変更時と完成時の間が 10 日間に満たない場合は，変更時の提示を省略できるものとする。 

 

１‐１‐８ 監督員 

１．当該工事における監督員の権限は，契約書第９条第２項に規定した事項である。 

２．監督員がその権限を行使するときは，書面により行うものとする。ただし，緊急を要する場合

は監督員が，受注者に対し口頭による指示等を行えるものとする。口頭による指示等が行われた

場合には，後日書面により監督員と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。 
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１‐１‐９ 工事用地等の使用 

１．受注者は，発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は，善良なる管理者の注意を

もって維持・管理するものとする。 

２．設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必要とする用

地については，自ら準備し，確保するものとする。この場合において，工事の施工上受注者が必

要とする用地とは，営繕用地（受注者の現場事務所，宿舎，駐車場）及び型枞または鉄筋作業場

等専ら受注者が使用する用地並びに構造物掘削等に伴う借地等をいう。 

３．受注者は，工事の施工上必要な土地等を第三者から借用または買収したときは，その土地等の

所有者との間の契約を遵守し，その土地等の使用による苦情または紛争が生じないように努めな

ければならない。 

４．受注者は，第１項に規定した工事用地等の使用終了後は，設計図書の定めまたは監督員の指示

に従い復旧の上，直ちに発注者に返還しなければならない。工事の完成前に発注者が返還を要求

した場合も遅延なく発注者に返還しなければならない。 

５．発注者は，第１項に規定した工事用地等について受注者が復旧の義務を履行しないときは受注

者の費用負担において自ら復旧することができるものとし，その費用は受注者に支払うべき請負

代金額から控除するものとする。この場合において，受注者は，復旧に要した費用に関して発注

者に異議を申し立てることができない。 

６．受注者は，提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。 

 

１‐１‐10 工事の着手 

受注者は，特記仕様書に定めのある場合を除き，特別の事情がない限り，速やかに工事に着手し

なければならない。 

 

１‐１‐11 工事の下請負 

受注者は，下請負に付する場合には，次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。 

１．受注者が，工事の施工につき総合的に企画，指導及び調整するものであること。 

２．下請負者が京都市の競争入札有資格者である場合には，入札参加停止期間中でないこと。 

３．下請負者は，当該下請負工事の施工能力を有すること。 

 

１‐１‐12 施工体制台帳 

１．受注者は，工事を施工するために締結した下請負契約の請負代金額（当該 下請負契約が２以

上ある場合は，それらの請負代金の総額）が 3,000 万円以上になる場合，国土交通省令及び「施

工体制台帳に係る書類の提出について」（平成 13 年 3 月 30 日付け国官技第 70 号，国営技第 30

号）に従って記載した施工体制台帳を作成し，工事現場に備えるとともに，監督員に提出しなけ

ればならない。 
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２．第１項の受注者は，国土交通省令及び「施工体制台帳に係る書類の提出について」（平成 13 年

3 月 30 日付け国官技第 70 号，国営技第 30 号）に従って，各下請負者の施工の分担関係を表示

した施工体系図を作成し，公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って，工事

関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに監督員に提出しなければなら

ない。 

３．第１項の受注者は，工事担当技術者台帳（所定様式）を追加して施工体制台帳を作成し，工事

現場に備えるとともに，速やかに監督員に提出しなければならない。 

なお，様式には監理技術者，主任技術者（下請負含む）及び元請負の専門技術者（専任してい

る場合のみ）の顔写真，氏名，生年月日，所属会社名を記載するものとする。また，顔写真は，

顔が判別できる鮮明な写真を用いるものとする。 

４．第１項の受注者は，次の号に掲げる書類の写しを施工体制台帳に添付し，速やかに監督員に提

出しなければならない。 

（１）下請契約書（２次以下の下請契約書も含む） 

（２）監理技術者資格を有することを証する書面 

（３）当該監理技術者が，作成特定建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている

者であることを証する書面 

（４）主任技術者資格を有することを証する書面 

（５）当該主任技術者が作成特定建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者

であることを証する書面 

５．第１項の受注者は，監理技術者，主任技術者（下請負者を含む）及び受注者の専門技術者（専

任している場合のみ）に，工事現場内において，工事名，工期，顔写真，所属会社名及び社印の

入った名札等を着用させなければならない。 

 

（名札の例） 

 

 

 

 

 

 

６．第１項の受注者は，施工体制台帳及び施工体系図，工事担当技術者台帳（所定様式）及び第４

項に掲げる添付書類に変更が生じた場合は，そのつどすみやかに監督員に提出しなければならな

い。 

 

  

監理（主任）技術者 

      氏 名 ○○ ○○ 

      工事名 ○○○○ 工事  

      工 期 自  年  月  日 

          至  年  月  日 

      会 社 ○○建設㈱   

 

 

写真 

 

印 
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１‐１‐13 受注者相互の協力 

受注者は，契約書第２条の規定に基づき隣接工事または関連工事の請負業者と相互に協力し，施

工しなければならない。また，他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも，これら

関係者と相互に協力しなければならない。 

 

１‐１‐14 調査・試験に対する協力 

１．受注者は，発注者が自らまたは発注者が指定する第三者が行う調査および試験に対して，監督

員の指示によりこれに協力しなければならない。この場合，発注者は，具体的な内容等を事前に

受注者に通知するものとする。 

２．受注者は，当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には，次

の各号に掲げる協力をしなければならない。また，工期経過後においても同様とする。 

（１）調査票等に必要事項を正確に記入し，発注者に提出する等必要な協力をしなければならな

い。 

（２）調査票等を提出した事業所を発注者が，事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場

合には，その実施に協力しなければならない。 

（３）正確な調査票等の提出が行えるよう，労働基準法等に従い就業規則を作成すると共に賃金

台帳を調製・保存する等，日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わな

ければならない。 

（４）対象工事の一部について下請契約を締結する場合には，当該下請負工事の受注者（当該下

請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）が前号と同様の義務を負う旨を定めなけ

ればならない。 

３．受注者は，当該工事が発注者の実施する諸経費動向調査の対象工事となった場合には，調査等

の必要な協力をしなければならない。また，工期経過後においても同様とする。 

４．受注者は，当該工事が発注者の実施する施工合理化調査の対象工事となった場合には，調査等

の必要な協力をしなければならない。また，工期経過後においても同様とする。 

５．受注者は，京都市上下水道局低入札価格調査取扱要領（以下「要領」という。）第２条に基づ

く低入札価格調査の対象工事となった場合は，誠意をもってその調査に協力するとともに，要領

第 12 条に規定する重点監督及び重点検査に応じなければならない。 

６．受注者は，工事現場において独自の調査・試験等を行う場合，具体的な内容を事前に監督員に

説明し，承諾を得なければならない。 

また，受注者は，調査・試験等の成果を発表する場合，事前に発注者に説明し，承諾を得なけ

ればならない。 
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１‐１‐15 工事の一時中止 

１．発注者は，契約書第 20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては，受注者に対し

てあらかじめ書面をもって通知した上で，必要とする期間，工事の全部または一部の施工につい

て一時中止をさせることができる。 

なお，暴風，豪雤，洪水，高潮，地震，地すべり，落盤，火災，騒乱，暴動その他自然的また

は人為的な事象による工事の中断については，１‐１‐50臨機の措置により，受注者は，適切に

対応しなければならない。 

（１）埋蔵文化財の調査，発掘の遅延および埋蔵文化財が新たに発見され，工事の続行が不適当

または不可能となった場合 

（２）関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合 

（３）工事着手後，環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合 

２．発注者は，受注者が契約図書に違反しまたは監督員の指示に従わない場合等，監督員が必要と

認めた場合には，工事の中止内容を受注者に通知し，工事の全部または一部の施工について一時

中止させることができるものとする。 

３．前１項および２項の場合において，受注者は施工を一時中止する場合は，中止期間中の維持・

管理に関する基本計画書を監督員に提出し，承諾を得るものとする。また，受注者は工事の続行

に備え工事現場を保全しなければならない。 

 

１‐１‐16 設計図書の変更 

１．設計図書の変更とは，入札に際して発注者が示した設計図書を，受注者に行った工事の変更

指示に基づき，発注者が修正することをいう。 

２．変更契約手続きを文書により確実に行うよう，工事の変更の際には文書による指示及び協議

がないものについては，契約変更の対象としない。 

 

１‐１‐17 工期変更 

１．契約書第 17 条第１項，第 18 条第５項，第 19 条，第 20 条第３項，第 21 条及び第 42 条第２

項の規定に基づく工期の変更について，契約書第 23 条の工期変更協議の対象であるか否かを監

督員と受注者との間で確認する（本条において以下「事前協議」という。）ものとし，監督員は

その結果を受注者に通知するものとする。 

２．受注者は，契約書第 18 条第５項及び第 19 条に基づき設計図書の変更または訂正が行われた場

合，第１項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について，必要

とする変更日数の算出根拠，変更工程表その他必要な資料を添付の上，契約書第 23 条第２項に

定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督員に提出しなければならない。 

３．受注者は，契約書第 20 条に基づく工事の全部もしくは一部の施工が一時中止となった場合，

第１項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について，必要とす

る変更日数の算出根拠，変更工程表その他必要な資料を添付の上，契約書第 23 条第２項に定め

る協議開始の日までに工期変更の協議書を監督員に提出するものとする。 



10 

 

４．受注者は，契約書第 21 条に基づき工期の延長を求める場合，第１項に示す事前協議において

工期変更協議の対象であると確認された事項について，必要とする延長日数の算出根拠，変更工

程表その他必要な資料を添付の上，契約書第 23 条第２項に定める協議開始の日までに工期変更

の協議書を監督員に提出するものとする。 

５．受注者は，契約書第 22 条第１項に基づき工期の短縮を求められた場合，可能な短縮日数の算

出根拠，変更工程表その他必要な資料を添付し，契約書第 23 条第 2 項に定める協議開始の日ま

でに工期変更の協議書を監督員に提出しなければならない。 

 

１‐１‐18 支給材料および貸与物件 

１．受注者は，支給材料及び貸与物件を契約書第 15 条第７項の規定に基づき善良な管理者の注意

をもって管理しなければならない。 

２．受注者は，支給材料及び貸与物件の受払状況を記録した帳簿を備え付け，常にその残高を明ら

かにしておかなければならない。 

３．受注者は，工事完成時（完成前に工事工程上，支給材料の精算が可能な場合は，その時点。）

に，土木工事にあっては支給品精算書を，監督員に提出しなければならない。 

４．契約書第 15 条第１項に規定する「引渡場所」は，設計図書または監督員の指示によるものと

する。 

５．受注者は，契約書第 15 条第８項「不用となった支給材料または貸与物件の返還」の規定に基

づき返還する場合，監督員の指示に従うものとする。 

なお，受注者は，返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはできないものと

する。 

６．受注者は，支給材料及び貸与物件の修理等を行う場合，事前に監督員の承諾を得なければなら

ない。 

７．受注者は，支給材料及び貸与物件を他の工事に流用してはならない。 

８．支給材料及び貸与物件の所有権は，受注者が管理する場合でも発注者に属するものとする。 

 

１‐１‐19 工事現場発生品 

１．受注者は，設計図書に定められた現場発生品について，現場発生品調書を作成し，設計図書ま

たは監督員の指示する場所で監督員に引き渡さなければならない。 

２．受注者は，第１項以外のものが発生した場合，監督員に通知し，監督員が引き渡しを指示した

ものについては，現場発生品調書を作成し，監督員の指示する場所で監督員に引き渡さなければ

ならない。 

３．受注者は，市章，局章の表示があるものは監督員の指示又は承諾なく再使用をしてはならない。 
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１‐１‐20 建設副産物 

１．受注者は，掘削により発生した石，砂利，砂その他の材料を工事に用いる場合，設計図書によ

るものとするが，設計図書に明示がない場合には，本体工事又は設計図書に指定された仮設工事

にあっては，監督員と協議するものとし，設計図書に明示がない任意の仮設工事にあたっては，

監督員の承諾を得なければならない。 

２．受注者は，産業廃棄物が搬出される工事にあたっては，産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）

または電子マニフェストにより，適正に処理されていることを確認するとともに監督員に提示し

なければならない。 

３．受注者は，建設副産物適正処理推進要綱（国土交通事務次官通達，平成 14 年 5 月 30 日），再

生資源の利用の促進について（建設大臣官房技術審議官通達，平成 3 年 10 月 25 日），建設汚泥

の再生利用に関するガイドライン（国土交通事務次官通達，平成 18 年 6 月 12 日）を遵守して，

建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。 

４．受注者は，土砂，砕石または加熱アスファルト混合物を工事現場に搬入する場合には，再生資

源利用計画を所定の様式に基づき作成し，施工計画書に含め監督員に提出しなければならない。 

５．受注者は，建設発生土，コンクリート塊，アスファルト・コンクリート塊，建設発生木材，建

設汚泥または建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には，再生資源利用促進計画を所定の

様式に基づき作成し，施工計画書に含め監督員に提出しなければならない。 

６．受注者は，再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には，工事完了後速や

かに実施状況を記録した「再生資源利用計画書（実施書）」及び「再生資源利用促進計画書（実

施書）」を監督員に提出しなければならない。 

（１）再生資源利用（促進）計画書の作成 

受注者は，当初契約請負金額が 100 万円以上の全ての工事について，該当する搬入資材及

び建設副産物の搬出の有無に関わらず，工事着手前に建設リサイクルデータ統合システム

（CREDAS）による再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成し，記載内容に

ついて監督員に確認を得たうえ，その写しを監督員に１部提出するものとする。 

なお，作成した計画書は，工事完成後１年間保存すること。 

（２）再生資源利用（促進）実施書の作成 

受注者は，最終契約請負金額が 100 万円以上の全ての工事について，該当する搬入資材及

び建設副産物の搬出の有無に関わらず，工事完成後，速やかに建設リサイクルデータ統合シ

ステム（CREDAS）による再生資源利用実施書（所定様式）及び再生資源利用促進実施書（所

定様式）を作成し，記載内容について監督員の確認を得たうえ，その写しを監督員に１部提

出するものとする。また，そのデータを格納したフロッピーディスク等にて保存し，監督員

に提出するものとする。 

なお，作成した実施書は工事完成後１年間保存することとする。 

７．受注者は，産業廃棄物及び建設発生土が発生する工事を行う場合は，受入施設における搬入前，

搬入中，搬入後の写真を工事写真に添付のうえ，監督員に提出すること。 
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８．建設副産物の適正処理 

（１）産業廃棄物が発生する場合の対応 

「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（平成 15 年 12 月 26 日条例第

45 号）及び「京都市産業廃棄物不適正処理対策要綱」（平成 12 年 6 月 1 日実施）を遵守し，

第 2 項のマニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されていることを確認すること。

このとき，受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるＡ票，Ｂ２票，Ｄ票等につ

いては，その原本を検査時までに監督員へ提示し，その確認を受け，廃棄物の種類ごと，行

き先（処分事業場）ごとに代表的な帳票の写しを監督員に随時提出すること。 

（２）建設廃棄物が発生する場合の対応 

工事の施工により搬出する建設廃棄物は，廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受

けた施設へ搬出するものとする。特記仕様書に示す搬出先については監督員の承諾を得て変

更を行うことができるが，原則として設計変更の対象としない。 

（３）建設発生土が発生する場合の対応 

受入施設が発行する書類，伝票などの写しを監督員に随時提出するとともに，その原本の

照合による確認を検査時までに監督員に受けるものとする。（ただし，建設発生土を他工事

へ流用する場合は除く。）また，受入場所が自由処分の場合，必要な受入場所の関係法令，

条例等の許可又は届出の写しを監督員に提出すること。 

なお，受注者の提案により搬出先を変更する場合は，受入単価を確認するため，搬出先の

請求書等を提出することとし，処理にかかる費用が設計金額を下回る場合は，原則として設

計変更の対象とする。 

９．建設副産物処理計画書 

受注者は，「建設副産物適正処理推進要綱」に基づき，すべての建設副産物を対象とし，建設

廃棄物の収集又は処理を委託する場合には，その委託契約書の写しを添付し，工事着手時までに

監督員に提出し，その承諾を受けなければならない。また，その内容に変更が生じる場合は，そ

のつど変更した「再生資源利用促進計画書」及び廃棄物処理の委託契約書の写し（委託関係に変

更がある場合のみ）を監督員に提出し，その承諾を受けなければならない。 

10．再生資材の使用について 

工事で，クラッシャーラン，粒度調整砕石，加熱アスファルト安定処理混合物，加熱アスファ

ルト混合物を使用する場合は，原則として下表の再生資材を使用するものとする。ただし，再生

材製造工場の都合等により下記の再生資材の使用が困難な場合については，監督員と協議のうえ

新材とするものとし，設計変更の対象とする。 
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再生資材 
備考 

資材名 規格 総称記号 

再生クラッシャ－ラン C-40(30) RC-40(30) 

As 塊再生品 RC-40(30) 

Co 塊再生品 CRC-40(30) 

As 塊 Co 塊 ミックス再生品 

MRC-40 

 

再生粒度調整砕石 

 

 

M-30(40) 

 

 

RM-30(40) 

 

As 塊再生 RM-30(40) 

As 塊 Co 塊 ミックス再生品 

MRM-30 

再生加熱アスファルト 

安定処理混合物 

アスファルト 安

定処理 

 

REAsSoS 

 

As 塊再生品 REAsSoS 

As 塊 Co 塊 ミックス再生品 

MREAsSoS 

再生加熱アスファルト 

混合物 

粗粒度アスコン REAsC  

密粒度アスコン REAsD  

細粒度アスコン REAsF  

なお，再生資材を使用する場合は，どろ・ごみ・不純物（タイル，レンガ等）・有害物質等が

含まれていないこと，及び下記等により品質が適正なものであるか確認のうえ使用するものとす

る。 

（１）上記再生資材を路盤材又は舗装材として使用する場合の品質等は「舗装再生便覧」による

ものとする。ただし，ミックス再生品（MRC-40，MRM-30）については，さらに「再生混

合材について」（下表１－１，２）にも留意すること。 

（２）ミックス再生品による再生加熱アスファルト安定処理混合物（MREAsSoS）の品質基準等

については，「再生混合加熱アスファルト安定処理路盤材について」（下表１－３，４）によ

るものとする。 

（３）再生クラッシャーランを小型構造物の基礎材及び裏込材として使用する場合は，ＪＩＳ

A5001 に規定する粒度分布の範囲のものを使用するものとし，構造物の立地条件等を考慮

して適正な品質のものを使用するものとする。 
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表１－１ 再生混合材の暫定品質基準 

再  生  混  合  材  料  名 
再生混合１ 

（ＭＲＭ－３０） 

再生混合２ 

（ＭＲＣ－４０） 

舗装種別 アスファルト舗装 

骨通 

材過 

フ質 

ル量 

イ百 

分分 

試率 

験  

(%) 

３７．５mm  ９５～１００ 

３１．５mm ９５～１００  

１９   mm ６０～９０ ５０～８０ 

１３．２mm   

４．７５mm ３０～６５ １５～４５ 

２．３６mm ２０～５０ ５～３０ 

１．１８mm   

０．４２５mm １０～３０  

０．０７５mm ２～１０  

単位体積重量  （kg／㍑）   

比量 

重試 

吸験 

 水 

表 乾 比 重   

カ サ 比 重   

絶 乾 比 重   

給  水  量（％）   

スリヘリ減量    （％） ５０以下 ５０以下 

ｺｽｼ特 

ﾝﾃ|性 

ｼﾝ 

液 性 限 界（％）   

塑 性 限 界（％）   

塑 性 指 数 Ｉｐ ４以下 ６以下 

締め特固   

性 

最大乾燥密度  (t/m3)   

最適含水比  （％）   

修 正ＣＢＲ    （％） ８０以上 ３０以上 

 

表１－２ 再生混合材にかかる配合割合 
 

 

骨 材 

再生混合路

盤の種類 
上層路盤材 

MRM-30 

下層路盤材 

MRC-40 

アスファルト再生骨材 ２５～５５％ ２５～６５％ 

コンクリート再生骨材 ５５～２５％ ６５～２５％ 

砕          石 ― ― 

スクリーニングス ２０％ １０％ 
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表１－３ 再生混合加熱アスファルト安定処理路盤材の暫定品質基準 

品質管理項目 

MREAsSos 
（再生混合加熱ｱｽﾌｧﾙ卜安定処理路盤材） 

コンクリート再生骨材 アスファルト再生骨材 

骨
材
ふ
る
い
分

け
試
験 

質
量
通
過
百
分

率(

％) 

３７．５mm ９５～１００ 

１９．０mm ５０～１００ 

２．３６mm ２０～６０ 

０．０７５mm ０～１０ 

比重・吸水率     ％   

洗い損失量      ％  ５以下 

すりヘり減量     ％ ５０以下  

注1 安定性      ％   

軟 石  量     ％   

偏平・細長量      ％   

塑性指数（ＰI）   ％ ９以下 ９以下 

アスファルト被膜剥雛   

旧アスファルト含有量  ％  ３．８以上 

旧アスファルト針入 1/10mm  ２０以上 

旧アスファルト軟化点 ℃   

マーシャル安定度 ㎏ ３５０以上 

フロー値        1/10㎜ １０～４０ 

空隙率               ％ ３～１２ 

残留安定度           ％ ７５以上 

標準アスファルト量  ％ ４．０以上 

基  準  密  度 t/m3 ２．３０以上 

外     観     等 

◎再生骨材には，どろ・ごみ・不純物（タイル，
レンガ等）・有害物質等含んではならない。 
◎破砕にはインパクトクラッシャを使用し，再生
骨材に偏平・細長がないこと。 

注 ・安定性については基準を設けないが，橋梁及び山間部等凍結融解の影響を強く受ける箇所

には原則として使用しないこと。 

・配合設計にかかる工場検査を実施すること。 

・砕石及びスクリーニングスの品質管理については，『アスファルト舗装要綱』によること。 
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表１－４ 再生混合加熱アスファルト安定処理路盤材にかかる配合割合 

 

骨 材 

再生混合路盤の種類 MREAsSos 

(再生混合ｱｽｧﾙﾄ安定処理) 

アスファルト再生骨材 ３０～９％ 

コンクリート再生骨材 ０～２１％ 

砕          石 
７０％ 

スクリーニングス 

 

１‐１‐21 監督員による検査（確認を含む）及び立会等 

１．受注者は設計図書に従って，工事の施工について監督員の立会にあたっては，あらかじめ別に

定める立会願を監督員に提出しなければならない。 

２．監督員は，工事が契約図書どおりおこなわれているかどうかの確認をするために必要に応じ，

工事現場または製作工場に立ち入り，立会し，または資料の提出を請求できるものとし，受注者

はこれに協力しなければならない。 

３．受注者は，監督員による検査（確認を含む）及び立会に必要な準備，人員及び資機材等の提供

並びに写真その他資料の整備をするものとする。 

なお，監督員が製作工場において立会および監督員による検査（確認を含む）を行う場合，受

注者は監督業務に必要な設備等の備わった執務室を提供しなければならない。 

４．監督員による検査（確認を含む）及び立会の時間は，監督員の勤務時間内とする。ただし，や

むを得ない理由があると監督員が認めた場合はこの限りではない。 

５．受注者は，契約書第９条第２項第３号，第 13 条第２項または第 14 条第１項もしくは同条第２

項の規定に基づき，監督員の立会を受け，材料検査（確認を含む）に合格した場合にあっても，

契約書第 17 条および第 31 条に規定する義務を免れないものとする。 

６．段階確認は，次に掲げる各号に基づいて行うものとする。 

（１）受注者は，表１－５ 段階確認一覧表に示す確認時期において，段階確認を受けなければ

ならない。 

（２）受注者は，事前に段階確認に係わる報告（種別，細別，施工予定時期等）を所定の様式に

より監督員に提出しなければならない。また，監督員から段階確認の実施について通知があ

った場合には，受注者は，段階確認を受けなければならない。 

（３）受注者は，段階確認に臨場するものとし，監督員の確認を受けた書面を，検査時までに監

督員へ提出しなければならない。 

（４）受注者は，監督員に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機会を提供す

るものとする。 

７．監督員は，設計図書に定められた段階確認において臨場を机上とすることができる。この場合

において，受注者は，施工管理記録，写真等の資料を整備し，監督員にこれらを提示し確認を受

けなければならない。 
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表１－５  段階確認一覧表 

種  別 細  別 確認時期 確認事項 確認頻度 

指定仮設 土留工 打設時 使用材料の規格・長さ，
打設機械の確認 

種類ごと 
1 回/1工事 

掘削完了時 出来形 1 回/1工事 

地中連続壁工 
（壁式） 
（柱列式） 
 

施工時 掘削の垂直精度 
掘削深度の検尺 
安定液の配合 
コンクリートの配合 
湧水・漏水の状況 

施工条件（長さ・厚さ
別）の変化ごと 

掘削完了時 出来形 1 回/1工事 

固結工 粉体噴射攪拌工 
高圧噴射攪拌工 
ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ攪拌工 
生石灰パイル工 

施工時 使用材料 
掘削深度 

一般：1回/20本 
 

施工完了時 基準高，位置，間隔，
杭径 

一般：1回/20本 
 

薬液注入工 施工時 使用材料，掘削深度， 
注入量 

一般：1回/20本 
 

施工完了時 効果の確認 施工条件の変化ごと 

排水工 ウェルポイント工 設置完了時 
 

段数，ピッチ，深度，
延長等 

施工条件の変化ごと 

施工時 排水量，放流先の状況 1 回/1工事 

ディープウェル工 設置完了時 
 

本数，深度，ポンプ能
力，排水設備等 

施工条件の変化ごと 

施工時 排水量，放流先の状況 1 回/1工事 

土工 掘削工 
埋戻し工 
 

掘削時 土質，変化位置 1 回/1 土質の変化時
（管渠工事では管径変
化ごと） 

床堀掘削完
了時 

支持地盤 
(直接基礎) 

1 回/1構造物 

埋戻し前 出来形及び数量 1 回/1工事 

既成杭工 打込み杭 
（既製コンクリー
ト杭） 
（鋼管杭） 
（Ｈ鋼杭） 

打込み時 使用材料，長さ，溶接
部の適否，杭の支持力 

試験杭(全数)＋ 
一般：1回/10本 
 
 

施工完了時 基準高，偏心量 

杭頭処理完
了時 

杭頭処理状況，杭頭補
強鉄筋 

場所打杭工 
 
 
 

リバース杭 
オールケーシング杭 

アースドリル杭 
大口径杭 
 

掘削完了時 掘削深度 試験杭(全数)＋ 
一般：1回/10本 
 

鉄筋組立て
完了時 

配筋等の施工状況の適
否 

施工完了時 基準高，偏心量 

杭頭処理完
了時 

杭頭処理状況，杭頭補
強鉄筋 

躯体工 コンクリート工 
 

施工前 コンクリートの配合計
画書，打設計画書 

1 回/1施工単位 

鉄筋工 
 
 
 
 

鉄筋組立て
完了時 

配筋等の施工状況の適
否 

主要な配筋は原則全て 
臨場頻度は主要なコン
クリート打設回数の
30％程度 
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管渠布設工 開削工 
 
 

埋戻し前 出来形 
使用材料の品質及び数
量 

1 回/1管径ごと 

小口径推進工 
推進工 
シールド工 

堀進開始前 設備の状況 1 回/1路線ごと 

施工時 使用材料の品質及び数
量 

1 回/1路線ごと 

整備工 アスファルト舗装
工 
(路盤，基層，表層) 

舗装設時 使用材料，敷均し，締
固め状況，舗設温度，
厚さ（路盤，基層，表
層） 

1 回/1工事 

場内配管工 
 
 

施工時 出来形 
使用材料の品質及び数
量 

1 回/1工種ごと 

植栽工 
(種子吹付工) 

施工時 浮石，その他の雑物除
去等 

1 回/1工事 

植栽工(芝付工) 
 

施工時 土羽打状況，衣土の締
固め等 

1 回/1工事 

植栽工(植生穴工) 施工時 間隔，径，深さ等 1 回/1工事 

付帯工 
 
 
 

コンクリート防食
工 
 
 
 

被覆層着手
前 

下地状況 
材料の品質及び搬入数
量 

1 回/1工事 

被覆層施工
後 

出来形 
材料の使用数量(空袋
確認) 

1 回/1工事 

越流堰工，蓋設置
工，手摺工，塗装工，
埋込管工，角落し工 

着手前 
施工後 

出来形 
使用材料の品質及び数
量 

1 回/1工事 
 
 

注１ 表中の「確認の頻度」は，監督員が行う段階確認の実施頻度の目安であり，段階確認の実施にあた

っては，工事内容及び施工状況を勘案のうえ，設定するものとする。 

注２ 「確認の頻度」において，杭等の全数が 1 回あたりの基準数に満たない場合には，１構造物につい

て尐なくとも１回実施するものとする。 

注３ 受注者は，段階確認に係る報告を監督員に事前に提出し，臨場の有無を確認しなければならない。 

注４ 上記以外の項目については，監督員が定める。 

 

１‐１‐22 数量の算出 

１．受注者は，出来形数量を算出するために出来形測量を実施しなければならない。 

２．受注者は，出来形測量の結果を基に，土木工事数量算出要領（案）及び設計図書に従って，出

来形数量を算出し，その結果を監督員に提出しなければならない。出来形測量の結果が，設計図

書の寸法に対し，土木工事施工管理基準及び規格値を満たしていれば，出来形数量は設計数量と

する。 

なお，設計数量とは，設計図書に示された数量及びそれを基に算出された数量をいう。 
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１‐１‐23 工事完成図書の納品 

１．受注者は，工事完成図書として以下の書類を提出しなければならない。 

① 工事打合せ簿（出来形，品質管理資料を含む） 

② 施工計画書 

③ 完成図面 

④ 工事写真 

⑤ 段階確認書 

⑥ その他必要書類 

２．受注者は，電子納品にあたっては「京都市上下水道局電子納品実施要領」に基づくものとする。 

 

１‐１‐24 工事完成図 

受注者は，設計図書に従って工事完成図を作成し，監督員に提出しなければならない。ただし，

各種ブロック製作工等工事目的物によっては，監督員の承諾を得て工事完成図を省略することが出

来るものとする。 

 

１‐１‐25 完成検査 

１．受注者は，契約書第 31 条の規定に基づき，完成通知書を監督員に提出しなければならない。 

２．受注者は，完成通知書を監督員に提出する際には，次の各号に掲げる要件をすべて満たさなく

てはならない。 

（１）設計図書（追加，変更指示も含む。）に示されるすべての工事が完成していること。 

（２）契約書第 17 条第１項の規定に基づき，監督員の請求した改善が完了していること。 

（３）設計図書により義務付けられた工事記録写真，出来形管理資料，工事関係図及び工事に関

する報告書及び資料等の整備がすべて完了していること。 

（４）契約変更を行う必要が生じた工事においては，最終変更契約を発注者と締結していること。 

３．発注者は，完成検査に先立って，受注者に対して監督員を通じて検査日を通知するものとする。 

４．検査員は，監督員及び受注者の臨場の上，工事目的物を対象として契約図書と対比し，次の各

号に掲げる検査を行うものとする。 

（１）工事の出来形について，形状，寸法，精度，数量，品質及び出来ばえ 

（２）工事管理状況に関する書類，記録及び写真等 

５．検査員は，修補の必要があると認めた場合には，受注者に対して，期限を定めて修補の指示を

行うことができるものとする。また，提出図書類等における不備等についても改善措置を指示す

ることができる。 

６．修補の完了が確認された場合は，その指示の日から補修完了の確認の日までの期間は，契約書

第 31 条第２項に規定する期間に含めないものとする。 

７．受注者は，当該工事完成検査については，本章１‐１‐21第３項の規定を準用する。 
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１‐１‐26 一部完成検査 

１．受注者は，契約書第 38条１項及び第 31条第 1項の規定に基づき，工事の完成に先立って引渡

を受けるべきことを指定した部分（以下「指定部分」という）にかかる工事目的物が完了したと

きは，発注者に一部完成通知書を提出しなければならない。 

２．受注者は，契約書第 38 条第 1 項の工事の完成の通知を行った場合は，指定部分にかかる出来

高に関する資料を作成し，監督員に提出しなければならない。 

３．受注者は，一部完成通知書を監督員に提出する際には，指定部分について，次の各号に掲げる

要件をすべて満たさなくてはならない。 

（１）設計図書（追加，変更指示も含む。）に示されるすべての工事が完成していること。 

（２）契約書第 17条第１項の規定に基づき，監督員が請求した改造が完了していること。 

（３）設計図書により義務付けられた工事記録写真，出来形管理資料，工事関係図及び工事に関

する報告書及び資料等の整備がすべて完了していること。 

（４）契約変更を行う必要が生じた工事においては，最終変更契約を発注者と締結していること。 

４．発注者は，一部完成検査に先立って，受注者に対して監督員を通じて検査日を通知するものと

する。  

５．検査員は，監督員及び受注者の臨場のうえ，契約書，設計図書を元に指定部分にかかる工事目

的物を対象として工事の出来高に関する資料と対比し，次の各号に掲げる検査を行うものとする。 

（１）工事の出来形について，形状，寸法，精度，数量，品質及び出来ばえ 

（２）工事管理状況に関する書類，記録及び写真等 

６．検査員は，修補の必要があると認めた場合には，受注者に対して，期限を定めて指示を行うこ

とができるものとする。また，提出図書類等における不備等についても改善措置を指示すること

ができる。 

７．受注者は，当該一部完成検査については，本章１‐１‐21第３項の規定を準用する。 

 

１‐１‐27 部分検査 

１．受注者は，契約書第 37 条第３項の部分払の確認の請求を行った場合，部分検査を受けなけれ

ばならない。 

２．受注者は，契約書第 37 条に基づく部分払いの請求を行うときは，前項の検査を受ける前に工

事の出来高に関する資料を作成し，監督員に提出しなければならない。 

３．検査員は，監督員及び受注者の臨場のうえ，契約書，設計図書を元に工事目的物を対象として

工事の出来高に関する資料と対比し，次の各号に掲げる検査を行うものとする。 

（１）工事の出来形について，形状，寸法，精度，数量，品質及び出来ばえの検査を行う。 

（２）工事管理状況に関する書類，記録及び写真等を参考にして検査を行う。 

４．検査員は，修補の必要があると認めた場合には，受注者に対して，期限を定めて補修の指示を

行うことができるものとする。また，提出図書類等における不備等についても改善措置を指示す

ることができる。 

５．受注者は，当該部分検査については，本章１‐１‐21第３項の規定を準用する。 
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６．発注者は，部分検査に先立って，受注者に対して監督員を通じて検査日を通知するものとする。 

 

１‐１‐28 確認検査 

１．受注者は，確認検査を受けるときは，確認検査申請書を監督員に提出しなければならない。 

２．発注者は，確認検査に先立って，受注者に対して監督員を通じて検査日を通知するものとする。  

３．検査員は，監督員及び受注者の臨場のうえ，契約書，設計図書を元に工事目的物を対象として

工事の出来高に関する資料と対比し，次の各号に掲げる検査を行うものとする。 

（１）工事の出来形について，形状，寸法，精度，数量，品質及び出来ばえの検査を行う。 

（２）工事管理状況に関する書類，記録及び写真等を参考にして検査を行う。 

４．検査員は，修補の必要があると認めた場合には，受注者に対して，期限を定めて補修の指示を

行うことができるものとする。また，提出図書類等における不備等についても改善措置を指示す

ることができる。 

５．当該確認検査については，本章１‐１‐21第３項の規定を準用する。 

 

１‐１‐29 部分使用 

１．発注者は，受注者の同意を得て部分使用できるものとする。 

２．受注者は，発注者が契約書第 33 条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合には

確認検査又は監督員による品質及び出来形等の検査（確認を含む）を受けるものとする。 

 

１‐１‐30 工場等派遣中間検査 

１．受注者は，機器類の製作が完了すれば，事前に適用規格に基づき全品社内検査を実施し，社内

試験報告書に社内試験成績書及び関連機器の試験成績書等を添えて発注者に提出すること。 

なお，設計図書等で指定された立会いによる検査対象品については，当該製作工場において発

注者の立会いによる検査（以下「工場等派遣中間検査」という）を実施する。 

２．工場等派遣中間検査受検に当たって，受注者はそのつど工場等派遣中間検査申請書及び同検査

要領書を発注者に提出すること。また，社内試験成績書及び関連機器の試験成績書等，必要な書

類を事前に提出すること。 

３．工場等派遣中間検査の完了後，受注者は工場等派遣中間検査成績書を発注者に提出すること。 

４．受注者は，工場等派遣中間検査に必要な人員及び資機材の準備，写真，資料等の整備に必要な

費用を負担する。 

 

１‐１‐31 施工管理 

１．受注者は，工事の施工にあたっては，施工計画書に示される作業手順に従い施工し，品質及び

出来形が設計図書に適合するよう，十分な施工管理をしなければならない。 

２．監督員は，以下に掲げる場合，設計図書に品質管理の測定頻度及び出来形管理の測定密度を示

す場合は，これを変更することができるものとする。この場合，受注者は，監督員の指示に従う

ものとする。これに伴う費用は，受注者の負担とするものとする。 
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（１）工事の初期で作業が定常的になっていない場合 

（２）管理試験結果が限界値に異常接近した場合 

（３）試験の結果，品質及び出来形に均一性を欠いた場合 

（４）前各号に掲げるもののほか，監督員が必要と判断した場合 

３．受注者は，施工に先立ち工事現場またはその周辺の一般通行人等が見易い場所に，「道路工事

現場における標示施設等の設置基準」及び「道路工事保安施設設置基準」に従い下記様式図１－

１に示す工事標示板を設置し，工事完成後は速やかに標示板を撤去しなければならない。ただし，

標示板の設置が困難な場合は，監督員の承諾を得て省略することができるものとする。 

なお，設置基準中の表現は，「舗装修繕工事」を「水道工事」又は｢公共下水工事｣と読み替え

るなど，上下水道工事に適切な表現にすると共に，工事目的の表現も内容を把握しやすい表現と

し，設置前に監督員の確認を受けなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－１ 工事標示板記載例 

注１ 色彩は，「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文，「舗装修繕工事」等の工事種別については

青地に白抜き文字とし，「○○○○をなおしています」等の工事目的，工事期間については

青色文字，その他の文字及び線は黒色，地を白色とする。 

  

 

発注者 京都市上下水道局 

○○部○○課・センター 

電話 075-○○○-○○○○ 

施工者 ○○建設株式会社 

電話  ○○-○○○-○○○ 
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注２ 工事標示板表示例（水道・・・工事種別は水道工事） 

主な工種 工事目的（標示例） 

供給関連工事（配連） 水道管の新設を行っています 

水道管の取替を行っています 

水道管の撤去を行っています 
新設（増設・取替・撤去）工事 

修繕・補修工事 水道管の修理を行っています 

支障移設工事 水道管の移設を行っています 

緊急工事 緊急で水道管の水漏れを直しています 

点検・補修工事 水道管の点検・修理を行っています 

路面復旧工事 水道管の埋設跡の復旧を行っています 

 

注３ 工事標示板表示例（下水道・・・工事種別は公共下水道工事） 

主な工種 工事目的（標示例） 

雤水対策  雤に強い安全・安心の街づくりのための浸水対策工事です  

合流改善  

 

河川の清流を守り．雤に強い街づくりのための合流式下水

道改善工事です  

汚水整備  トイレの水洗化および地球環境と水環境を守るための工

事です  

改築・更新  老朽化した下水道管を補修するための工事です  

排水路整備  雤に強い安全・安心の街づくりのための  

雤水排水路の整備工事です  

他公共事業関連  道路新設・拡幅等による下水道管新設工事です  

道路事業等に伴

う支障移設  

道路改良工事等による移設工事です  

 

４．受注者は，工事期間中現場内及び周辺の整理整頓に努めなければならない。 

５．受注者は，施工に際し施工現場周辺並びに他の構造物及び施設などへ影響を及ぼさないよう施

工しなければならない。また，影響が生じた場合には直ちに監督員へ通知し，その対応方法等に

関して協議するものとする。また，損傷が受注者の過失によるものと認められる場合，受注者自

らの負担で原形に復元しなければならない。 

６．受注者は，作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所，現場事務所及び作業員宿舎

等における良好な作業環境の確保に努めなければならない。 

７．受注者は，工事中に物件を発見または拾得した場合，直ちに監督員および関係官公庁へ通知し，

その指示を受けるものとする。 
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８．受注者は，出来形管理基準および品質管理基準により施工管理を行い，その記録及び関係書類

を直ちに作成，保管し，完成検査時までに監督員へ提出しなければならない。ただし，それ以外

で監督員からの請求があった場合は直ちに提示しなければならない。 

なお，出来形管理基準及び品質管理基準が定められていない工種については，監督員と協議の

上，施工管理を行うものとする。 

 

１‐１‐32 履行報告 

受注者は，契約書第11条の規定に基づき，履行状況を所定の様式に基づき作成し，監督員に提

出しなければならない。 

 

１‐１‐33 工事関係者に対する措置請求 

１．発注者は，現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して，著しく不

適当と認められるものがあるときは，受注者に対して，その理由を明示した書面により，必要な

措置をとるべきことを請求することができる。 

２．発注者または監督員は，主任技術者（監理技術者），専門技術者（これらの者と現場代理人を

兼務する者を除く。）が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して，著しく不適

当と認められるものがあるときは，受注者に対して，その理由を明示した書面により，必要な措

置をとるべきことを請求することができる。 

 

１‐１‐34 工事中の安全確保 

１．受注者は，土木工事安全施工技術指針（国土交通大臣官房技術審議官通達，平成 13 年３月 29

日），建設機械施工安全技術指針（建設省建設経済局建設機械課長  平成６年 11 月１日）を参考

にして，常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。ただし，

これらの指針は当該工事の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。 

２．受注者は，工事施工中，監督員及び管理者の許可なくして，流水及び水陸交通の支障となるよ

うな行為，または公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。 

３．受注者は，建設工事公衆災害防止対策要綱（建設事務次官通達，平成５年１月 12 日）を遵守

して災害の防止を図らなければならない。 

４．受注者は，土木工事に使用する建設機械の選定，使用等について，設計図書により建設機械が

指定されている場合には，これに適合した建設機械を使用しなければならない。ただし，より条

件に合った機械がある場合には，監督員の承諾を得て，それを使用することができる。 

５．受注者は，工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう

必要な措置を施さなければならない。 

６．受注者は，豪雤，出水，土石流，その他天災に対しては，天気予報などに注意を払い，常に災

害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておくとともに，下記事項および「局地的な雤に

対する下水道管渠内工事等安全対策の手引き（案）」（国土交通省下水道部）を遵守すること。 
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（１）出水時期における既設の合流式下水道管や雤水路等の内部での作業は，できるだけ行わな

い，または，最小限の作業とすること。 

（２）既設の合流式下水道管や雤水路等の内部で作業する場合は，気象情報や降雤状況に注意し

安全の確保に努めること。 

（３）既設の合流式下水道管や雤水路等での作業については，施工計画書に避難方法などを記載

し，全作業員に周知すること。 

（４）既設の合流式下水道管や雤水路等に流水機能を阻害する構造物を設置しないこと。 

（５）台風や夕立の際には突風や強風が発生することがあるため，重機や看板類等の転倒・飛散

防止対策を行うこと。 

７．受注者は，工事現場付近における事故防止のため一般の立入りを禁止する場合，その区域に，

柵，門扉，立入禁止の標示板等を設けなければならない。 

８．受注者は，工事期間中，安全巡視を行い，工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い，

安全を確保しなければならない。また，大型連休前には再点検を行い，不審者の侵入，不審物の

放置等が起きないよう，現場養生を行うこと。 

９．受注者は，工事現場のイメージアップを図るため，現場事務所，作業員宿舎，休憩所または作

業環境等の改善を行い，快適な職場を形成するとともに，地域との積極的なコミュニケーション

及び現場周辺の美装化に努めるものとする。 

10．受注者は，工事着手後，作業員全員の参加により月当たり，半日以上の時間を割当て，次の各

号から実施する内容を選択し，定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。 

（１）安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育 

（２）当該工事内容等の周知徹底 

（３）工事安全に関する法令，通達，指針等の周知徹底 

（４）当該工事における災害対策訓練 

（５）当該工事現場で予想される事故対策 

（６）その他，安全・訓練等として必要な事項 

11．受注者は，工事の内容に応じた安全教育及び安全訓練等の具体的な計画を作成し，施工計画書

に記載して，監督員に提出しなければならない。 

12．受注者は，安全教育および安全訓練等の実施状況について，ビデオ等または工事報告等に記録

した資料を整備および保管し，監督員の請求があった場合は直ちに提示するものとする。 

13．受注者は，所轄警察署，道路管理者，鉄道事業者，河川管理者，労働基準監督署等の関係者及

び関係機関と緊密な連絡を取り，工事中の安全を確保しなければならない。 

14．受注者は，工事現場が隣接しまたは同一場所において別途工事がある場合は，請負業者間の安

全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに，非常時における臨機の措置を定める等の連絡調

整を行うため，関係者による工事関係者連絡会議を組織するものとする。 

15．監督員が，労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）第 30 条第１項に規定する措置を講じる

者として，同条第２項の規定に基づき，受注者を指名した場合には，受注者はこれに従うものと

する。 



26 

 

16．受注者は，工事中における安全の確保をすべてに優先させ，労働安全衛生法等関連法令に基づ

く措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転，電気設備等については，関係法令に基

づいて適切な措置を講じておかなければならない。 

17．災害発生時においては，第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものとし，

応急処置を講じるとともに，直ちに監督員及び関係機関に通知しなければならない。 

18．受注者は，工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には，当該物件の位置，深さ等を

調査し監督員に報告しなければならない。 

19．受注者は施工中，管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は，監督員に報告し，その処置に

ついては占用者全体の立会を求め，管理者を明確にしなければならない。 

20．受注者は，地下埋設物件等に損害を与えた場合は，直ちに監督員に報告するとともに関係機関

に連絡し応急措置をとり，補修しなければならない。 

 

１‐１‐35 爆発及び火災の防止 

１．受注者は，火薬類の使用については，以下の規定によらなければならない。 

（１）受注者は，発破作業に使用する火薬類等の危険物を備蓄し，使用する必要がある場合，火

薬類取締法等関係法令を遵守しなければならない。また，関係官公庁の指導に従い，爆発等

の防止の措置を講じるものとする。 

なお，監督員の請求があった場合には，直ちに従事する火薬類取扱保安責任者の火薬類保

安手帳及び従事者手帳を提示しなければならない。 

（２）現地に火薬庫等を設置する場合は，火薬類の盗難防止のための立入防止柵，警報装置等を

設置し保管管理に万全の措置を講ずるとともに，夜間においても，周辺の監視等を行い安全

を確保しなければならない。 

２．受注者は，火気の使用については，以下の規定によらなければならない。 

（１）受注者は，火気の使用を行う場合は，工事中の火災予防のため，その火気の使用場所およ

び日時，消火設備等を施工計画書に記載しなければならない。 

（２）受注者は，喫煙等の場所を指定し，指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならな

い。 

（３）受注者は，ガソリン，塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い，周

辺の整理に努めなければならない。 

（４）受注者は，伐開除根，掘削等により発生した雑木，草等を野焼きしてはならない。 

 

１‐１‐36 後片付け 

受注者は，工事の全部または一部の完成に際して，一切の受注者の機器，余剰資材，残骸及び

各種の仮設物を片付けかつ撤去し，現場及び工事にかかる部分を清掃し，かつ整然とした状態に

するものとする。ただし，設計図書において存置するとしたものを除く。また，工事検査に必要

な足場，はしご等は，監督員の指示に従って存置し，検査終了後撤去するものとする。 
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１‐１‐37 事故報告書 

受注者は，工事の施工中に事故が発生した場合には，直ちに監督員に通報するとともに，監督

員が指示する様式（工事事故報告書）で指示する期日までに，提出しなければならない。 

 

１‐１‐38 環境対策 

１．受注者は，建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（建設大臣官房技術審議官通達，昭和 62 年 3

月 30 日），関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上，騒音，振動，大気汚染，水質汚濁等の問題

については，施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し，周辺地域の環境保全に努

めなければならない。 

２．受注者は，環境への影響が予知され，又は発生した場合は，直ちに応急措置を講じ監督員に報

告し，監督員の指示があればそれに従わなければならない。また，第三者からの環境問題に関す

る苦情に対しては，誠意をもってその対応にあたり，その交渉等の内容は，後日紛争とならない

よう文書で確認する等明確にしておくとともに，状況を随時監督員に報告し，指示があればそれ

に従うものとする。 

３．監督員は，工事の施工に伴い地盤沈下，地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生じた

場合には，受注者に対して，受注者が善良な管理者の注意義務を果たし，その損害が避け得なか

ったか否かの判断をするための資料の提示を求めることができる。この場合において，受注者は

必要な資料を提示しなければならない。 

４．受注者は，工事において表１－６に示す建設機械を使用する場合は，「排出ガス対策型建設機

械指定要領（平成 3 年 10 月 8 日付建設省経機発第 249 号，最終改正平成 14 年 4 月 1 日付国総

施第 225 号）」，「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（国土交通省告示第 348 号，

平成 18 年 3 月 17 日）」もしくは「第３次排出ガス対策型建設機械指定要領（平成 18 年 3 月 17

日付国総施第 215 号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。 

なお，「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成 17 年法律第 51 号）」に基づき，

技術基準に適合するものとして届出された特定特殊自動車を，工事にて使用する場合はこの限り

ではない。排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は，平成 7 年度建設技術評価制度公募課

題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」，またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発

建設技術の技術審査・証明事業，又はこれと同等の開発目的で実施された建設技術審査証明事業

評価された浄化ガス装置を装着することで，排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。ただし，

これにより難い場合は，監督員と協議するものとする。排出ガス対策型建設機械又は排出ガス浄

化装置を装着した建設機械を使用する場合，受注者は施工現場において使用する建設機械の写真

撮影を行い，監督員に提出するものとする。 
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１次基準ラベル         ２次基準ラベル        ３次基準ラベル 

 

 

 

 

 

 

 

参考図 排出ガス対策型建設機械指定ラベル（一般工事用） 

 

表１－６ 

機  種 備  考 

一般工事用建設機械 

・バックホウ 

・トラクタショベル（車輪式） 

・ブルドーザ 

・発動発電機（可搬式） 

・空気圧縮機（可搬式） 

・油圧ユニット（以下に示す基礎工事用機械のうち，ベースマシ

ーンとは別に，独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニット

を搭載しているもの；油圧ハンマ，バイブロハンマ，油圧式鋼管

圧入・引抜機，油圧式杭圧入・引抜機，アースオーガ，オールケ

ーシング掘削機，リバースサーキュレーションドリル，アースド

リル，地下連続壁施工機，全回転型オールケーシング掘削機） 

・ロードローラ，タイヤローラ，振動ローラ 

・ホイールクレーン 

ディーゼルエンジン（エン

ジン出力 7.5kw 以上 260kw

以下）を搭載した建設機械に

限る。 

 

上記において「これにより難い場合」とは，供給側に問題があり，排出ガス対策型建設機械を

調達する事ができない場合であり，受注者の都合で調達できない場合は認めないものとする。 

対策型の使用が困難な場合には，監督員の承諾を得て未対策型を使用することができるが，こ

の場合は設計変更（減額）の対象とすること。 
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５．受注者は，設計図書において低騒音型建設機械を採用することを指定された場合，「建設工事

に伴う騒音振動対策技術指針」（昭和 62 年 3 月 30 日建設省経機発第 58 号）に基づき低騒音型建

設機械の使用原則を図る地域であるため，「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平

成 9 年度建設省告示第 1536 号）に基づき指定された低騒音型建設機械を使用するものとする。

ただし，これにより難い場合は，必要書類を提出し監督員と協議するものとする。 

なお，低騒音型建設機械を使用する場合は，施工現場において使用する建設機械の「新基準’

97 ラベル」が確認できる写真を監督員に提出するものとする。また，「旧基準’89 ラベル」の機

種においても新基準の指定を受けているケースもあるため建設機械メーカーに確認し，新基

準’97 ラベルに貼替えを行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

参考図 低騒音型建設機械指定ラベル（’97 基準ラベル） 

 

上記において「これにより難い場合」とは，以下のように供給側に問題があり，低騒音型建設

を調達することができない場合であり，受注者の都合で調達できない場合は認めないものとする。 

（１）市内にあるリース業者に低騒音型建設機械の在庫がない。 

（２）近畿地方整備局管内のメーカーの販売拠点から低騒音型建設機械を調達するのに大幅な時

間がかかる。 

以上（1）（2）等の要因で対策型の使用が困難な場合には，監督員の承諾を得て未対策型を使

用することができるが，この場合は設計変更（減額）の対象とすること。 

６．受注者は，設計図書において低騒音型建設機械を採用することを指定されていない場合でも，

現場条件により低騒音型建設機械を使用しなければならない場合は，監督員と協議するものとし，

前６項の規定により低騒音型建設機械を使用するものとする。 

７．受注者は，工事の施工にあたって，超低騒音型建設機械を使用する必要がある場合は，「建設

工事に伴う騒音振動対策技術指針」（昭和 62 年 3 月 30 日建設省経機発第 58 号）に基づき低騒音

型建設機械の使用原則を図る地域であるため，「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規

程」（平成 9 年度建設省告示第 1536 号）に基づき指定された超低騒音型建設機械を使用するもの

とする。ただし，これにより難い場合は，必要書類を提出し監督員と協議するものとする。 

なお，超低騒音型建設機械を使用する場合は，施工現場において使用する建設機械の「新基準’

97 ラベル」が確認できる写真を監督員に提出するものとする。また，「旧基準’89 ラベル」の機

種においても新基準の指定を受けているケースもあるため建設機械メーカーに確認し，新基

準’97 ラベルに貼替えを行うこと。 
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参考図 超低騒音型建設機械指定ラベル（’97 基準ラベル） 

 

上記において「これにより難い場合」とは，以下のように供給側に問題があり，超低騒音型建設

を調達することができない場合であり，受注者の都合で調達できない場合は認めないものとする。 

（１）市内にあるリース業者に超低騒音型建設機械の在庫がない 

（２）近畿地方整備局管内のメーカーの販売拠点から超低騒音型建設機械を調達するのに大幅な

時間がかかる 

以上（1）（2）等の要因で対策型の使用が困難な場合には，監督員の承諾を得て未対策型を使用

することができるが，この場合は設計変更（減額）の対象とすること。 

８．受注者は，資材，工法，建設機械または目的物の使用にあたっては，事業ごとの特性を踏まえ，

必要とされる強度や耐久性，機能の確保，コスト等に留意しつつ，「国等による環境物品等の調達

の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号。「グリーン購入法」という。）」第 6 条の規定に

基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」で定める特定調達品目の使用を積極的に推

進するものとし，その調達実績の集計結果を監督員に提出するものとする。 

なお，集計および提出の方法や，特定調達品目を使用するに際して必要となる設計図書の変更

については，監督員と協議するものとする。 

 

１‐１‐39 文化財の保護 

１．受注者は，工事の施工に当たって文化財の保護に十分注意し，使用人等に文化財の重要性を十

分認識させ，工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し，監督員に報告し，その指示

に従わなければならない。 

２．受注者が，工事の施工に当たり，文化財その他の埋蔵物を発見した場合は，発注者との契約に

係る工事に起因するものとみなし，発注者が，当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するもの

である。 
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１‐１‐40 交通安全管理 

１．受注者は，工事用運搬路として，公衆に供する道路を使用するときは，積載物の落下等により，

路面を損傷し，あるいは汚損することのないようにするとともに，特に第三者に工事公害による

損害を与えないようにしなければならない。 

なお，第三者に工事公害による損害を及ぼした場合は，契約書第 28 条によって処置するもの

とする。 

２．受注者は，工事用車両による土砂，工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については，関

係機関と打合せを行い，交通安全に関する担当者，輸送経路，輸送期間，輸送方法，輸送担当業

者，交通誘導員の配置，標識安全施設等の設置場所，その他安全輸送上の事項について計画をた

て，災害の防止を図らなければならない。 

なお，交通誘導員については，警備業法に基づき以下のとおりとする。 

（１）交通誘導員Ａ 

高速自動車国道と自動車専用道路並びに都道府県公安委員会が必要と認めた道路（表１－

７）で交通誘導軽微業務を行う場合，｢警備員等の検定等に関する規則｣で交通誘導業務を行

う場所ごとに１名以上の配置が義務付けされた検定合格者のことであり，規則上の適用を受

ける具体人数は，警備担当（交通規則担当とは別）と協議すること。警備業者の警備員とす

る。 

（２）交通誘導員Ｂ 

規則上の適用を受けない交通誘導員であり，検定合格の有無で判断するものではない。警

備業者の警備員とする。 

 

表１－７ 

府県名 路線名 区間 告示及び施工日 

京都府 一般国道 1号 

一般国道 9号 

一般国道 24号 

一般国道 27号 

一般国道 162号 

一般国道 163号 

一般国道 171号 

一般国道 175号 

一般国道 176号 

一般国道 178号 

 

 

 

 

京都府の全域 

告示 Ｈ19.2.28 

施工 Ｈ19.9. 1 

３．受注者は，ダンプトラック等の大型輸送機械で大量の土砂，工事用資材等の輸送をともなう工

事は，事前に関係機関と協議のうえ，交通安全等輸送に関する必要な事項の計画を立て，書面で

監督員に提出しなければならない。 
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４．受注者は，供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては，交通の安全について，監督員，

道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに，道路標識，区画線及び道路標示に関する命

令（昭和 35 年 12 月 17 日総理府・建設省令第３号），道路工事現場における標示施設等の設置基

準（建設省道路局長通知，昭和 37 年 8 月 30 日），道路工事現場における標示施設等の設置基準

の一部改正について（局長通知 平成 18 年 3 月 31 日 国道利 37 号・国道国防第 205 号）道路

工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について（国土交通省道路局路政課長，国

道・防災課長通知 平成 18 年 3 月 31 日 国道利 38 号・国道国防第 206 号）及び道路工事保安

施設設置基準（平成 18 年 4 月 1 日）に基づき，安全対策を講じなければならない。 

５．受注者は，設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は，設計図書の定めに従い，

工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。 

６．受注者は，指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理，補修および使用方法等

を施工計画書に記載しなければならない。この場合において，受注者は，関係機関に所要の手続

をとるものとし，発注者が特に指示する場合を除き，標識の設置その他の必要な措置を行わなけ

ればならない。 

７．発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は，受注者の責任において使用するもの

とする。 

８．受注者は，特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては，その

定めに従うとともに，関連する受注者と緊密に打合せ，相互の責任区分を明らかにして使用する

ものとする。 

９．受注者は，公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料または設備を保管

してはならない。受注者は，毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断するとき

には，交通管理者協議で許可された常設作業帯内を除き一般の交通に使用される路面からすべて

の設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。 

10．受注者は，工事の施工にあたっては，作業区域の標示および関係者への周知など，必要な安全

対策を講じなければならない。 

11．受注者は，建設機械，資材等の運搬にあたり，車両制限令（昭和 36 年政令第 265 号）第３条

における一般的制限値を超える車両を通行させるときは，道路法第 47 条の２に基づく通行許可

を得ていることを確認しなければならない。  
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表１－８ 一般的制限値 

   車両の諸元 一  般  的  制  限  値 

 幅 

 長さ 

 高さ 

 重量  総 重 量 

 

軸 重 

隣接軸重 

の 合 計 

 

 

輪荷重 

 最小回転半径 

   2.5ｍ 

  12.0ｍ 

   3.8ｍ 

  20.0ｔ（ただし，高速自動車国道・指定道路について 

         は，軸距・長さに応じ最大 25.0ｔ） 

  10.0ｔ 

  隣り合う車軸に係る軸距 1.8ｍ未満の場合は 18ｔ 

  （隣り合う車軸に係る軸距が 1.3ｍ以上で，かつ当該 

  隣り合う車軸に係る軸重が 9.5ｔ以下の場合は 19ｔ）， 

1.8ｍ以上の場合は 20ｔ 

   5.0ｔ 

  12.0ｍ 

 

ここでいう車両とは，人が乗車し，または貨物が積載されている場合にはその状態における

ものをいい，他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。 

 

１‐１‐41 施設管理 

受注者は，工事現場における公物（各種公益企業施設を含む。）または部分使用施設（契約書第

33条の適用部分）について，施工管理上，契約図書における規定の履行を以っても不都合が生ず

る恐れがある場合には，その処置について監督員と協議できるものとする。 

なお，当該協議事項は，契約書第9条の規定に基づき処理されるものとする。 

 

１‐１‐42 諸法令の遵守 

１．受注者は，当該工事に関する諸法令を遵守し，工事の円滑な進捗を図るとともに，諸法令の適

用運用は受注者の責任において行わなければならない。 

なお，主な法令は以下に示す通りである。 

（１）地方自治法      （昭和 22年法律第 67号） 

（２）建設業法      （昭和 24年法律第 100号） 

（３）下請代金支払遅延等防止法    （昭和 31年法律第 120号） 

（４）労働基準法      （昭和 22年法律第 49号） 

（５）労働安全衛生法     （昭和 47年法律第 57号） 

（６）作業環境測定法     （昭和 50年法律第 28号） 

（７）じん肺法      （昭和 35年法律第 30号） 

（８）雇用保険法      （昭和 49年法律第 116号） 

（９）労働者災害補償保険法    （昭和 22年法律第 50号） 

（10）健康保険法      （昭和 11年法律第 70号） 

（11）中小企業退職金共済法    （昭和 34年法律第 160号） 
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（12）建設労働者の雇用の改善等に関する法律  （昭和 51年法律第 33号） 

（13）出入国管理及び難民認定法    （平成３年法律第 94号） 

（14）道路法      （昭和 27年法律第 180号） 

（15）道路交通法      （昭和 35年法律第 105号） 

（16）道路運送法      （昭和 26年法律第 183号） 

（17）道路運送車両法     （昭和 26年法律第 185号） 

（18）砂防法      （明治 30年法律第 29号） 

（19）地すべり等防止法     （昭和 33年法律第 30号） 

（20）河川法      （昭和 39年法律第 167号） 

（21）水道法      （昭和 32年法律第 177号） 

（22）下水道法      （昭和 33年法律第 79号） 

（23）航空法      （昭和 27年法律第 231号） 

（24）公有水面埋立法     （大正 10年法律第 57号） 

（25）軌道法      （大正 10年法律第 76号） 

（26）森林法      （昭和 26年法律第 249号） 

（27）環境基本法      （平成５年法律第 91号） 

（28）火薬類取締法     （昭和 25年法律第 149号） 

（29）大気汚染防止法     （昭和 43年法律第 97号） 

（30）騒音規制法      （昭和 43年法律第 98号） 

（31）水質汚濁防止法     （昭和 45年法律第 138号） 

（32）湖沼水質保全特別措置法    （昭和 59年法律第 61号） 

（33）振動規制法      （昭和 51年法律第 64号） 

（34）廃棄物の処理及び清掃に関する法律   （昭和 45年法律第 137号） 

（35）文化財保護法     （昭和 25年法律第 214号） 

（36）砂利採取法      （昭和 43年法律第 74号） 

（37）電気事業法      （昭和 39年法律第 170号） 

（38）消防法      （昭和 23年法律第 186号） 

（39）測量法      （昭和 24年法律第 188号） 

（40）建築基準法      （昭和 25年法律第 201号） 

（41）都市公園法      （昭和 31年法律第 79号） 

（42）建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律  （平成 12年法律第 104号） 

（43）土壌汚染対策法     （平成 14年法律第 53号） 

（44）駐車場法     （平成 18年 5月改正 法律第 46号） 

（45）自然環境保全法   （昭和 47年法律第 85号） 

（46）自然公園法   （昭和 32年法律第 161号） 

（47）公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 （平成 12年法律第 127号） 

（48）国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 （平成 12年法律第 100号） 
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（49）河川法施行法   （昭和 39年法律第 168号） 

（50）緊急失業対策法   （昭和 24年法律第 89号） 

（51）技術士法   （昭和 58年法律第 25号） 

（52）計量法   （平成４年法律第 51号） 

（53）厚生年金保険法   （昭和 29年法律第 115号） 

（54）資源の有効な利用の促進に関する法律   （平成３年法律第 48号） 

（55）最低賃金法   （昭和 34年法律第 137号） 

（56）職業安定法   （昭和 22年法律第 141号） 

（57）所得税法   （昭和 40年法律第 33号） 

（58）著作権法   （昭和 45年法律第 48号） 

（59）電波法   （昭和 25年法律第 131号） 

（60）土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 

    （昭和 42年法律第 131号） 

（61）労働保険の保険料の徴収等に関する法律   （昭和 44年法律第 84号） 

（62）農薬取締法   （昭和 23年法律第 82号） 

（63）毒物及び劇物取締法   （昭和 25年法律第 303号） 

（64）特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律   （平成 18年法律第 62号） 

（65）公共工事の品質確保の促進に関する法律   （平成 17年法律第 18号） 

（66）改正警備業法   （平成 16年法律第 50号） 

（67）ダイオキシン類対策特別措置法   （平成 11年法律第 105号） 

（68）悪臭防止法   （昭和 46年法律第 91号） 

（69）再生資源の利用の促進に関する法律   （平成 3年法律第 48号） 

（70）製造物責任法   （平成 6年法律第 85号） 

（71）エネルギーの使用の合理化に関する法律   （昭和 54年法律第 49号） 

（72）高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

   （平成 19年 3月改正法律第 19号） 

２．受注者は，諸法令を遵守し，これに違反した場合発生するであろう責務が，発注者に及ばない

ようにしなければならない。 

３．受注者は，当該工事の計画，図面，仕様書および契約そのものが第１項の諸法令に照らし不適

当であったり矛盾していることが判明した場合には直ちに監督員に報告し，その確認を請求しな

ければならない。 

 

１‐１‐43 官公庁等への手続等 

１．受注者は，工事期間中，関係官公庁およびその他の関係機関との連絡を保たなければならない。 

２．受注者は，工事施工にあたり受注者の行うべき関係官公庁およびその他の関係機関への届出等

を，法令，条例または設計図書の定めにより実施しなければならない。 
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３．受注者は，諸手続きにおいて許可，承諾等を得たときは，その書面の写しを監督員に提示しな

ければならない。 

なお，監督員から請求があった場合は，写しを提出しなければならない。 

４．受注者は，手続きに許可承諾条件がある場合これを遵守しなければならない。 

なお，受注者は，許可承諾内容が設計図書に定める事項と異なる場合，監督員に報告し，その

指示を受けなければならない。 

５．受注者は，工事の施工に当たり，地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならな

い。 

６．受注者は，地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり，受注者が対応すべき場合は誠意

をもってその解決に当たらなければならない。 

７．受注者は，地方公共団体，地域住民等と工事の施工上必要な交渉を，自らの責任において行う

ものとする。受注者は，交渉に先立ち，監督員に事前報告の上，これらの交渉に当たっては誠意

をもって対応しなければならない。 

８．受注者は，前項までの交渉等の内容は，後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にして

おくとともに，状況を随時監督員に報告し，指示があればそれに従うものとする。 

 

１‐１‐44 施工時期及び施工時間の変更 

１．受注者は，設計図書に施工時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合は，

あらかじめ監督員と協議するものとする。 

２．受注者は，設計図書に施工時間が定められていない場合で，官公庁の休日または夜間に，現道

上の工事または監督員が把握していない作業を行うにあたっては，事前に理由を付した書面によ

って監督員に提出しなければならない。 

 

１‐１‐45 工事測量 

１．受注者は，工事着手後直ちに測量を実施し，測量標（仮ＢＭ），工事用多角点の設置及び用地

境界，中心線，縦断，横断等を確認しなければならない。測量結果が設計図書に示されている数

値と差異を生じた場合は監督員の指示を受けなければならない。 

なお，測量標（仮ＢＭ）及び多角点を設置するための基準となる点の選定は，監督員の指示を

受けなければならない。また受注者は，測量結果を監督員に提出しなければならない。 

２．受注者は，工事施工に必要な仮水準点，多角点，基線，法線，境界線の引照点等を設置し，施

工期間中適宜これらを確認し，変動や損傷のないよう努めければならない。変動や損傷が生じた

場合，監督員に報告し，ただちに水準測量，多角測量等を実施し，仮の水準点，多角点，引照点

等を復元しなければならない。 

３．受注者は，用地幅杭，測量標（仮ＢＭ），工事用多角点及び重要な工事用測量標を移設しては

ならない。ただし，これを存置することが困難な場合は，監督員の承諾を得て移設することがで

きる。また，用地幅杭が現存しない場合は，監督員に報告し指示に従わなければならない。 

なお，移設する場合は，隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければならない。 
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４．受注者は，丁張，その他工事施工の基準となる仮設標識を，設置しなければならない。 

５．受注者は，工事の施工に当たり，損傷を受けるおそれのある杭または障害となる杭の設置換え，

移設及び復元を含めて，発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければならない。 

６．水準測量及び水深測量は，設計図書に定められている基準高あるいは工事用基準面を基準とし

て行うものとする。 

 

１‐１‐46 提出書類 

受注者は，別紙｢工事関係提出書類の様式一覧｣に示す必要な図書類について，別に定める書式に

より作成し，それぞれの時期に必要な部数を監督員に提出することとする。これに定めのない必要

な図書類は監督員の指示による。 

 

１‐１‐47 不可抗力による損害 

１．受注者は，災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し，当該被害が契約書第 29 条の規定の

適用を受けると思われる場合には，直ちに工事災害通知書により監督員に報告するものとする。 

２．契約書第 29 条第１項に規定する「設計図書で定めた基準」とは，次の各号に掲げるものをい

う。 

（１）降雤に起因する場合次のいずれかに該当する場合とする。 

① 24 時間雤量（任意の連続 24 時間における雤量をいう。）が 80mm 以上 

② １時間雤量（任意の 60 分における雤量をいう。）が 20mm 以上 

③ 連続雤量（任意の 72 時間における雤量をいう。）が 150mm 以上 

④ その他設計図書で定めた基準 

（２）強風に起因する場合 

最大風速（10 分間の平均風速で最大のものをいう。）が 15m/秒以上あった場合 

（３）河川沿いの施設にあたっては，河川の警戒水位以上，またはそれに準ずる出水により発生

した場合 

（４）地震，津波，豪雪に起因する場合周囲の状況により判断し，相当の範囲にわたって他の一

般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合 

３．契約書第 29 条第２項に規定する「乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」

とは，設計図書及び契約書第 26 条に規定する予防措置を行ったと認められないもの及び災害の

一因が施工不良等受注者の責によるとされるものをいう。 

 

１‐１‐48 特許権等 

１．受注者は，特許権等を使用する場合，設計図書に特許権等の対象である旨明示が無く，その使

用に関した費用負担を契約書第８条に基づき発注者に求める場合，権利を有する第三者と使用条

件の交渉を行う前に，監督員と協議しなければならない。 
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２．受注者は，業務の遂行により発明または考案したときは，書面により監督員に報告するととも

に，これを保全するために必要な措置を講じなければならない。また，出願及び権利の帰属等に

ついては，発注者と協議するものとする。 

３．発注者が，引渡しを受けた契約の目的物が著作権法（昭和 45 年法律第 48 号第２条第１項第１

号）に規定される著作物に該当する場合は，当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。 

なお，前項の規定により出願および権利等が発注者に帰属する著作物については，発注者はこ

れを自由に加除または編集して利用することができる。 

 

１‐１‐49 保険の付保及び事故の補償 

１．受注者は，雇用保険法，労働者災害補償保険法，健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定

により，雇用者等の雇用形態に応じ，雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければ

ならない。 

２．受注者は，雇用者等の業務に関して生じた負傷，疾病，死亡及びその他の事故に対して責任を

もって適正な補償をしなければならない。 

３．受注者は，建設業退職金共済制度の趣旨に基づき，建設業退職金共済組合に加入し，発注者用

掛金収納書の原本（コピー不可）を工事契約締結後 1ヶ月以内に施工担当課に提出（掛金収納書

には「工事名・発注者名(局名・施工担当課名)・契約番号を記載のうえ，「建設業退職金共済組

合証紙購入報告書」に貼付。複数の工事を一括契約した場合は，工事ごとに建設業退職金共済組

合証紙購入報告書が必要）すること。期限内に提出出来ない特別の事情がある場合は，その事由

及び証紙購入予定時期を文書により申し出ること。 

なお，建設業退職金共済制度の対象となる労働者を雇用しない場合は，「不提出理由書」を提

出すること。 

４．建設業退職金共済制度の対象となる労働者の共済手帳に，証紙を貼付すること。また，下請契

約を締結する際には下請負業者に対して本制度の周知徹底を図ること。 

なお，下請負業者の規模が小さく管理事務の処理の面で万全でない場合は受注者がその事務を

代行すること。 

５．受注者は，「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」という標識（シール）を，現場事務

所及び工事現場の出入り口等の見やすい場所に掲示すること。 

６．工事担当課が必要と認めた場合は，本制度の執行状況等の関係資料を提出すること。 

７. 証紙の貼付状況等を３ケ月に一度及び完成時に，施工担当課に報告すること。 

 

建設業退職金共済制度 

適用事業主工事現場標識 

（シール） 
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１‐１‐50 臨機の措置 

１．受注者は，災害防止等のため必要があると認めるときは，臨機の措置をとらなければならない。

また，受注者は，措置をとった場合には，その内容をすみやかに監督員に報告しなければならな

い。 

２．監督員は，暴風，豪雤，洪水，地震，地すべり，落盤，火災，騒乱，暴動その他自然的または

人為的事象（以下「天災等」という。）に伴い，工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵

守に重大な影響があると認められるときは，受注者に対して臨機の措置をとることを請求するこ

とができる。 

 

１‐１‐51 公共工事等における新技術活用の促進 

受注者は，新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ）等を活用することにより，使用することが有

用と思われる新技術等が明らかになった場合は，監督員に報告するものとする。 

 

１‐１‐52 酸素欠乏症及び硫化水素中毒等の防止 

１．受注者は，酸素欠乏症及び硫化水素中毒の危険作業に当たっては，作業に係る業務に従事する

作業員に対し，あらかじめ法令で定める酸素欠乏症及び硫化水素中毒の危険作業に係る特別の教

育を実施しなければならない。 

２．受注者は，人孔及び管渠等に出入し，又は，これらの内部で作業を行う場合は，酸素欠乏症等

防止規則で定める酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の指示に従い，酸素欠乏空気，有毒ガス等

の有無を作業前と作業中は常時調査し，換気等事故防止に必要な措置を講じなければならない。 

３．受注者は，作業中，酸素欠乏空気，有毒ガス等が発生した場合は，直ちに必要な措置を講ずる

とともに，監督員及びその他関係機関に連絡を行わなければならない。 

 

１‐１‐53 衛生管理 

浄水場（稼働中のもので，配水場その他これに準ずる箇所を含む）構内での工事に従事する作業

員は，水道法第 21 条及び水道法施行規則第 16 条の定めを遵守し，病原体がし尿に排せつされる感

染症患者の有無を調べるため，6 ヵ月ごとに検便検査結果を監督員に報告しなければならない。 

 

１‐１‐54 現場事務所等 

１. 受注者は，現場事務所，労務者休憩所，材料倉庫，営繕設備を設け，かつ，必要な設備を備え

なければならない。ただし，監督員が必要でないと認めたときは，この限りではない。 

２．受注者は，業務連絡が常時円滑に行えるように体制を整えなければならない。 

３．受注者は，第１項及び第２項により設置する建物には，火災及び盗難の予防及び保安について

必要な措置を施さなければならない。 

４．受注者は，仮設建物，仮囲い等の設置に当たっては，その期間及び周囲の状況に応じたものに

しなければならない。 
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第２章 土  工 

 

第１節 適  用 

１．本章は，盛土，法面成形及び比較的大規模な掘削を伴う土工について適用するものとする。床

堀及び管路掘削等の土工については，「第５章 一般施工」の「５‐３‐３ 作業土工（床掘り・

埋戻し）」，「第６章 水道工事」の「６‐１‐４ 管路土工」，「第７章 下水道工事」の「第２

節 管路土工」を適用する。 

２．本章に特に定めのない事項については，第４章材料の規定によるものとする。 

 

 

第２節 適用すべき諸基準 

受注者は，設計図書において特に定めのない事項については，下記の基準類によらなければなら

ない。なお，基準類と設計図書に相違がある場合は，原則として設計図書の規定に従うものとし，

疑義がある場合は監督員に確認をもとめなければならない。 

日本道路協会 道路土工－施工指針     （昭和 61 年 11 月） 

日本道路協会 道路土工要      （平成 21 年６月） 

日本道路協会 道路土工－軟弱地盤対策工指針   （昭和 61 年 11 月） 

日本道路協会 道路土工－のり面工・斜面安定工指針   （平成 11 年３月） 

日本道路協会 道路土工－土質調査指針    （昭和 61 年 11 月） 

土木研究センター 建設発生土利用技術マニュアル   （平成 16 年９月） 

国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱    （平成 14 年５月） 

建設省 堤防余盛基準について     （昭和 44 年１月） 

土木研究センター ジオテキスタイルを用いた補強土の設計施工マニュアル 

         （平成 12 年２月） 

国土開発技術研究センター 河川土工マニュア   （平成 21 年４月） 

国土交通省 建設汚泥処理土利用技術基準    （平成 18 年６月） 

国土交通省 発生土利用基準     （平成 18 年８月） 

京都市建設局 道路掘削及び路面復旧工事標準仕様書   （平成 18 年４月） 
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第３節 土工 

２‐３‐１ 一般事項 

１．地山の土及び岩の分類は，表２－１によるものとする。 

受注者は，設計図書に示された現地の土及び岩の分類の境界を確められた時点で，監督員の確

認を受けなければならない。また，受注者は，設計図書に示された土及び岩の分類の境界が現地

の状況と一致しない場合は，契約書第 18 条第１項の規定により監督員に通知しなければならな

い。 

なお，確認のための資料を整備および保管し，監督員の請求があった場合は遅滞なく提示する

とともに，検査時までに監督員へ提出しなければならない。 
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表２－１ 土及び岩の分類表 

名       称 
説             明 摘  要 

Ａ Ｂ Ｃ 

土 

礫質

土 

礫まじり

土 

礫の混入があって掘削時の

能率が低下するもの。 

礫の多い砂，礫の多い砂

質土，礫の多い粘性土 
礫(Ｇ) 

礫質土(ＧＦ) 

砂質

土 及

び砂 

砂 
バケット等に山盛り形状に

なりにくいもの。 

海岸砂丘の砂     

マサ土 
砂(Ｓ) 

砂質土  

(普通土) 

掘削が容易で，バケット等

に山盛り形状にし易く空げ

きの尐ないもの。 

砂質土，マサ土    

粒度分布の良い砂       

条件の良いローム 

砂(Ｓ) 

砂質土(ＳＦ) 

シルト(Ｍ) 

粘性

土 

粘性土 

バケット等に付着し易く空

げきの多い状態になり易い

もの，トラフィカビリティ

が問題となり易いもの。 

ローム 

粘性土 シルト(Ｍ) 

粘性土(Ｃ) 

高含水比

粘性土 

バケットなどに付着し易く

特にトラフィカビリティが

悪いもの 

条件の悪いローム 

条件の悪い粘性土 

火山灰質粘性土 

シルト(Ｍ) 

粘性土(Ｃ) 

火山灰質粘性土（Ｖ)有

機質土(Ｏ) 

岩
ま
た
は
石 

岩塊 

玉石 

岩塊 

玉石 

岩塊，玉石が混入して掘削しにくく，バケット等に空

げきのでき易いもの。 

岩塊，玉石は粒径 7.5cm 以上とし，まるみのあるの

を玉石とする。 

玉石まじり土岩塊起

砕された岩，ごろご

ろした河床 

軟 

岩 

軟 

岩 

Ⅰ 

第三紀の岩石で固結の程度が弱いもの。 

風化がはなはだしくきわめてもろいもの。 

指先で離しうる程度のものでき裂の間隔は１～５cm

くらいのものおよび第三紀の岩石で固結の程度が良

好なもの。 

風化が相当進み多尐変色を伴い軽い打撃で容易に割

れるもの，離れ易いもので，き裂間隔は５～10cm 程

度のもの。 

地山弾性波速度  

700～2800ｍ／sec 

Ⅱ 

凝灰質で堅く固結しているもの。 

風化が目にそって相当進んでいるもの。 

き裂間隔が 10～30cm程度で軽い打撃により離しうる

程度，異質の硬い互層をなすもので層面を楽に離しう

るもの。 

硬 

岩 

中 硬  

岩 

石灰岩，多孔質安山岩のように，特にち密でなくても

相当の固さを有するもの。 

風化の程度があまり進んでいないもの。 

硬い岩石で間隔 30～50cm 程度のき裂を有するもの。 

地山弾性波速度 

2000～4000ｍ／sec 

硬 

岩 

Ⅰ 

花崗岩，結晶片岩等で全く変化していないもの。 

き裂間隔が１ｍ内外で相当密着しているもの。 

硬い良好な石材を取り得るようなもの。 地山弾性波速度  

3000ｍ／sec 以上 
Ⅱ 

けい岩，角岩などの石英質に富む岩質で最も硬いも

の。風化していない新鮮な状態のもの。 

き裂が尐なく，よく密着しているもの。 
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２．受注者は，建設発生土については，１‐１‐20建設副産物の規定により適切に処理しなければ

ならない。 

３．受注者は，建設発生土受入れ地及び建設廃棄物処理地の位置，及び建設発生土の内容等につい

ては，設計図書及び監督員の指示に従わなければならない。 

なお，受注者は，施工上やむを得ず指定された場所以外に建設発生土または，建設廃棄物を処

分する場合には，事前に設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

４．受注者は，建設発生土処理にあたり１‐１‐６ 施工計画書 第１項の施工計画書の記載内容に

加えて設計図書に基づき以下の事項を施工計画書に記載しなければならない。 

（１）処理方法（場所・形状等） 

（２）排水計画 

（３）場内維持等 

５．受注者は，建設発生土の受入れ地への搬入に先立ち，指定された建設発生土の受入れ地につい

て地形を実測し，資料を監督員に提出しなければならない。ただし，受注者は，実測困難な場合

等には，これに代わる資料により，設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

６．建設発生土受入れ地については，受注者は，建設発生土受入地ごとの特定条件に応じて施工し

なければならない。 

７．受注者は，伐開除根作業における伐開発生物の処理方法については，設計図書によるものとす

るが，設計図書に示されていない場合には，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

８．受注者は，伐開除根作業範囲が設計図書に示されていない場合には，表２－２に従い施工しな

ければならない。 

 

表２－２ 伐開除根作業 

 

 

 

 

 

 

 

９．受注者は，盛土及び地山法面の雤水による侵食や土砂崩れを発生させないよう施工しなければ

ならない。 

10．受注者は，工事箇所に工事目的物に影響をおよぼすおそれがあるような予期できなかった湧水

が発生した場合には，工事を中止し，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。ただ

し緊急を要する場合には応急措置を施すとともに，監督員に報告しなければならない。 

11．受注者は，工事施工中については，雤水等の滞水を生じないような排水状態を維持しなければ

ならない。 

  

区   分 
種    別 

雑草・ささ類 倒木 古根株 立木 

道路 

盛土高1 mを超える場合 
地面で刈り
取る 

除去 根元で切り取る 同左 

盛土高1 m以下の場合 
根からすき
取る 

〃 抜根除去 〃 

河川 盛土箇所全部 
地面で刈り
取る 

〃 〃 〃 
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12．受注者は，軟弱地盤上の盛土の施工にあたり，沈下のおそれのある場所の盛土の丁張を，常時

点検しなければならない。 

13．受注者は，軟弱地盤上の盛土工施工時の沈下量確認方法については，設計図書によらなければ

ならない。 

14．受注者は，軟弱地盤及び地下水位の高い地盤上に盛土工を行う場合には，すみやかに排水施設

を設け，盛土敷の乾燥を図らなければならない。 

15．軟弱地盤上の盛土工の施工の一段階の高さは設計図書によるものとし，受注者は，その沈下や

周囲の地盤の水平変化等を監視しながら盛土を施工し，監督員の承諾を得た後，次の盛土に着手

しなければならない。 

16．受注者は，軟弱地盤上の盛土の施工中，予期できなかった沈下または滑動等が生ずるおそれが

あると予測された場合には，工事を中止し，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

ただし，緊急を要する場合には応急措置を施すとともに監督員に報告しなければならない。 

 

２‐３‐２ 掘削工 

１．受注者は，掘削の施工にあたり，掘削中の土質に著しい変化が認められた場合，または埋設物

を発見した場合は，工事を中止し，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。ただし，

緊急を要する場合には，応急措置を施すとともに監督員に報告しなければならない。 

２．受注者は，水門等の上流側での掘削工を行うにあたり，流下する土砂その他によって管理施設，

許可工作物等，他の施設の機能に支障を与えてはならない。受注者は，特に指定されたものを除

き水の流れに対して影響を与える場合には，掘削順序，方向または高さ等についてあらかじめ設

計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。水中掘削を行う場合も同様とするものとす

る。 

３．受注者は，掘削工の施工中に，自然に崩壊，地すべり等が生じた場合，あるいはそれらを生ず

るおそれがあるときは，工事を中止し，必要に応じ災害防止のための措置をとらなければならな

い。受注者は，災害防止のための措置をとった後，速やかにその措置内容を監督員に報告しなけ

ればならない。 

４．受注者は，掘削工の施工中の地山の挙動を監視しなければならない。 

５．受注者は，掘削工により発生する残土を受入れ地へ運搬する場合には，沿道住民に迷惑がかか

らないようにつとめなければならない。 

６．受注者は，掘削の施工にあたり，現場の地形，掘削高さ，掘削量，地層の状態（岩の有無），

掘削土の運搬方法などから，使用機械を設定しなければならない。 

 

２‐３‐３ 盛土工 

１．受注者は，盛土工を施工する地盤で盛土の締固め基準を確保できないような予測しない軟弱地

盤・有機質土・ヘドロ等の不良地盤が現れた場合には，敷設材工法等の処置工法について，設計

図書に関して監督員と協議しなければならない。 

２．受注者は，水中で盛土工を行う場合の材料については，設計図書によるものとする。 
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３．受注者は，盛土工箇所に管渠等がある場合には，盛土を両側から行ない偏圧のかからないよう

締固めなければならない。 

４．受注者は，盛土工の作業終了時または作業を中断する場合には，表面に３～５％程度の横断勾

配を設けるとともに，平坦に締固め，排水が良好に行われるようにしなければならない。 

５．受注者は，盛土部分を運搬路に使用する場合，常に良好な状態に維持するものとし，盛土に悪

影響を及ぼさないようにしなければならない。 

６．受注者は，盛土工の施工においては，一層の仕上り厚を 30cm 以下とし，各層ごとに締固めな

ければならない。 

７．受注者は，盛土工の主材料が岩塊，玉石である場合は，空隙を細かい材料で充てんしなければ

ならない。止むを得ず 30cm 程度のものを使用する場合は，最下層に使用しなければならない。 

８．受注者は，１：４より急な勾配を有する地盤上に盛土工を行う場合には，特に指示する場合を

除き，段切を行い盛土と現地盤との密着を図り，滑動を防止しなければならない。 

９．受注者は，構造物の隣接箇所や狭い箇所の盛土工の施工については，タンパ，振動ローラ等の

小型締固め機械により締固めなければならない。 

なお，現場発生土等を用いる場合は，その中で良質な材料を用いて施工しなければならない。 

10．受注者は，盛土工の締固め作業の実施にあたり，適切な含水比の状態で施工しなければならな

い。 

11．受注者は，盛土工作業中，予期できなかった沈下等の有害な現象のあった場合に，工事を中止

し，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。ただし，緊急を要する場合には，応急

処置を施すとともに監督員に報告しなければならない。 

12．受注者は，土の採取に先立ち，指定された採取場について地形を実測し，資料を監督員に提出

しなければならない。ただし，受注者は，実測困難な場合等には，これに代わる資料により，設

計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

13．受注者は，土の採取にあたり，採取場の維持及び修復について採取場ごとの条件に応じて施工

するとともに，土の採取中，土質に著しい変化があった場合には，設計図書に関して監督員と協

議しなければならない。 

14．受注者は採取土盛土及び購入土盛土の施工にあたって，採取土及び購入土を運搬する場合には

沿道住民に迷惑がかからないようにつとめなければならない。流用土盛土及び発生土盛土の施工

にあたっても，一般道路を運搬に利用する場合も同様とするものとする。 

 

２‐３‐４ 法面整形工 

１．受注者は，掘削（切土）部法面整形の施工にあたり，ゆるんだ転石，岩塊等は，整形した法面

の安定のために取り除かなければならない。 

なお，浮石が大きく取り除くことが困難な場合には，設計図書に関して監督員と協議しなけれ

ばならない。 

２．受注者は，盛土部法面整形の施工にあたり，法面の崩壊が起こらないように締固めを行わなけ

ればならない。 
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２‐３‐５ 残土処理工 

１．残土処理工とは作業土工で生じた残土の工区外への運搬及び受入れ地の整形処理までの一連

作業をいう。 

２．残土を受入れ地へ運搬する場合には，沿道住民に迷惑がかからないようつとめなければならな

い。  
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第３章 無筋・鉄筋コンクリート 

 

第１節 適  用 

１．本章は，無筋・鉄筋コンクリート構造物，プレストレストコンクリート構造物に使用するコン

クリート，鉄筋，型枞等の施工その他これらに類する事項について適用するものとする。 

なお，付属的かつ小規模であり，監督員が認めた場合はこの限りではない。 

２．本章に特に定めのない事項については，第４章 材料の規定によるものとする。 

３．受注者は，コンクリートの施工にあたり，設計図書に定めのない事項については，「コンクリ

ート標準示方書（施工編）」（土木学会 ，平成 20年 3月）のコンクリートの品質の規定によらな

ければならない。これ以外による場合は，施工前に，設計図書に関して監督員の承諾を得なけれ

ばならない。 

４．受注者は，コンクリートの使用にあたって「アルカリ骨材反応抑制対策について」（国土交通

省大臣官房技術審議官通達，平成 14年７月 31 日）および「アルカリ骨材反応抑制対策について」

の運用について（国土交通省官房技術調査課長通達，平成 14 年７月 31 日）を遵守し，アルカリ

骨材反応抑制対策の適合を確認しなければならない。 

 

 

第２節 適用すべき諸基準 

１．受注者は，設計図書において特に定めのない事項については，下記の基準類によらなければな

らない。なお，基準類と設計図書に相違がある場合は，原則として設計図書の規定に従うものと

し，疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。 

土木学会 コンクリート標準示方書（施工編）   （2007 年改訂） 

土木学会 コンクリート標準示方書（設計編）   （2007 年改訂） 

土木学会 コンクリート標準示方書（規準編）   （2007 年改訂） 

土木学会 コンクリートのポンプ施工指針    （平成 12 年２月） 

国土交通省 アルカリ骨材反応抑制対策について   （平成 14年７月 31日） 

国土交通省 「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について （平成 14年７月 31日） 

土木学会 鉄筋定着・継手指針     （平成 20 年８月） 

（社）日本圧接協会 鉄筋のガス圧接工事標準仕様書  （平成 17 年４月） 

２．受注者は，コンクリートの使用にあたって，以下に示す許容塩化物量以下のコンクリートを使

用しなければならない。 

（１）鉄筋コンクリート部材，ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部材（シー

ス内のグラウトを除く）及び用心鉄筋を有する無筋コンクリート部材における許容塩化物量

（Cl-）は，0.30 ㎏/m3 以下とする。 
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（２）プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材およびオートクレープ養生を行う

製品における許容塩化物量（Cl-）は 0.30 ㎏/m3 以下とする。また，グラウトに含まれる塩

化物イオン総量は，セメント質量の 0.08%以下としなければならない。 

（３）アルミナセメントを用いる場合，電食の恐れがある場合等は，試験結果等から適宜定める

ものとし，特に資料がない場合の許容塩化物量（Cl-）は 0.30 ㎏/m3 以下とする。 

 

 

第３節 レディーミクストコンクリート 

３‐３‐１ 一般事項 

本節は，レディーミクストコンクリートの製造に関する一般的事項を取り扱うものとする。なお，

本節に規定していない製造に関する事項は，JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）を適用

する。 

 

３‐３‐２ 工場の選定 

１．受注者は，レディーミクストコンクリートを用いる場合には，JIS マーク表示認証工場（改正

工業標準化法（平成 16 年 6 月 9 日公布）に基づき国に登録された民間の第三者機関（登録認証

機関）により認証を受けた工場）で，かつ，コンクリートの製造，施工，試験，検査及び管理な

どの技術的業務を実施する能力のある技術者（コンクリート主任技士等）が常駐しており，配合

設計及び品質管理等を適切に実施できる工場（全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に

基づく監査に合格した工場等）から選定し，JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）に適

合するものを用いなければならない。これ以外の場合は，本条３，４項の規定によるものとする。 

２．受注者は，JIS マーク表示認証工場で製造され JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）

により粗骨材の最大寸法，空気量，スランプ，水セメント比および呼び強度等が指定されるレデ

ィーミクストコンクリートについては，配合に臨場するとともに製造会社の材料試験結果，配合

の決定に関する確認資料を整備および保管し，監督員の請求があった場合は，遅滞なく提示する

とともに，検査時までに監督員へ提出しなければならない。 

３．受注者は，JIS マーク表示認証工場が工事現場近くに見当たらない場合は，使用する工場につ

いて，設計図書に指定したコンクリートの品質が得られることを確認の上，その資料により監督

員の確認を得なければならない。 

なお，コンクリートの製造，施工，試験，検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のあ

る技術者が常駐しており，配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場から選定しなければ

ならない。 

４．受注者は，JIS マーク表示認証工場でない工場で製造されたレディーミクストコンクリート及

び JIS マーク表示認証工場であっても JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）以外のレデ

ィーミクストコンクリートを用いる場合は，設計図書及び３‐４‐４材料の計量及び練混ぜの規

定によるものとし，配合に臨場し，製造会社の材料試験結果，配合の決定に関する確認資料によ

り監督員の確認を得なければならない。 
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５．受注者は，レディーミクストコンクリートの品質を確かめるための検査を JIS A 5308（レディ

ーミクストコンクリート）により実施しなければならない。 

なお，生産者等に検査のため試験を代行させる場合は受注者がその試験に臨場しなければなら

ない。また，現場練りコンクリートについても，これに準ずるものとする。 

６．本工事においてレディミクスコンクリート使用量が１日当たり 100m3 以上施工するコンクリ

ート工において，「レディミクスコンクリート単位水量測定要領（案）」（以下測定要領という）

に基づき，単位水量の測定を実施するものである。測量機器は，測定要領の「２.測定機器」によ

るものとし，使用する機器を施工計画書に記載するものとする。単位水量の測定は，測定要領の

「５.測定頻度」及び「６.管理基準・測定結果と対応」により実施することとする。 

 

３‐３‐３ 配合 

１．受注者は，コンクリートの配合において，設計図書の規定のほか，構造物の目的に必要な強度，

耐久性，ひび割れ抵抗性，鋼材を保護する性能，水密性及び作業に適するワーカビリティーをも

つ範囲内で単位水量を尐なくするように定めなければならない。 

２．受注者は，施工に先立ち，あらかじめ配合試験を行い，表３－１の示方配合表を作成し，その

資料により監督員の確認を得なければならない。ただし，すでに使用実績があり，品質管理デー

タがある場合は，配合試験を行わず，他工事（公共工事に限る）の配合表によることができるも

のとする。 

３．受注者は，土木コンクリート構造物の耐久性を向上させるため，一般の環境条件の場合のコン

クリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は，鉄筋コンクリートについては 55％以

下，無筋コンクリートについては 60％以下とするものとする。ただし，水セメント比の上限値の

変更に伴い呼び強度を変更する場合は，設計変更の対象としないものとする。また，水セメント

比を減ずることにより施工性が著しく低下する場合は，必要に応じて，高性能減水剤の使用等の

検討を行い，監督員の承諾を得るものとし，設計変更の対象とする。  

表３－１ 示方配合表 

粗骨材の 

最大寸法 

(mm) 

スランプ 

 

(cm) 

水セメン

ト比 

W/C(%) 

空気量 

 

(%) 

細骨材率 

S / a 

(%) 

単 位 量 (kg/m3) 

水 

Ｗ 

セメント 

C 

混和材 

F 

細骨材 

S 

粗骨材 

G 

混和剤 

A 

 

４．受注者は，示方配合を現場配合に直す場合には，骨材の含水状態，５mm ふるいに留まる細骨

材の量，５mm ふるいを通る粗骨材の量，および混和剤の希釈水量等を考慮しなければならない。 

５．受注者は，使用する材料を変更したり，示方配合の修正が必要と認められる場合には，本条２

項の規定に従って示方配合表を作成し，事前に監督員の確認を得なければならない。 

６．受注者は，セメント混和材料を使用する場合には，材料の品質に関する資料により使用前に監

督員の確認を得なければならない。 
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第４節 現場練りコンクリート 

３‐４‐１ 一般事項 

本節は，現場練りコンクリートの製造に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

 

３‐４‐２ 材料の貯蔵 

１．受注者は，防湿性のあるサイロに，セメントを貯蔵しなければならない。また，貯蔵中にわず

かでも固まったセメントは使用してはならない。 

２．受注者は，ごみ，その他不純物が混入しない構造の容器または防湿性のあるサイロ等に，混和

材料を分離，変質しないように貯蔵しなければならない。また，貯蔵中に分離，変質した混和材

料を使用してはならない。 

３．受注者は，ゴミ，泥，その他の異物が混入しないよう，かつ，大小粒が分離しないように，排

水設備の整った貯蔵施設に骨材を貯蔵しなければならない。 

 

３‐４‐３ 配  合 

受注者は，コンクリートの配合については，３‐３‐３配合の規定によるものとする。 

 

３‐４‐４ 材料の計量及び練混ぜ 

１．計量装置 

（１）各材料の計量方法及び計量装置は，工事に適し，かつ，各材料を規定の計量誤差内で計量

できるものとする。なお，受注者は，施工に先立ち各材料の計量方法及び計量装置について，

監督員に報告しなければならない。 

（２）受注者は，材料の計量設備の計量精度の定期的な点検を行わなければならない。 

なお，点検結果の資料を整備および保管し，監督員の請求があった場合は遅滞なく提示し

なければならない。 

２．材料の計量 

（１）計量は，現場配合によって行わなければならない。また，骨材の表面水率の試験は，JIS A 

1111（細骨材の表面水率試験方法）若しくは JIS A 1125（骨材の含水率試験方法および含水

率に基づく表面水率の試験方法）または監督員の承諾を得た方法によらなければならない。

なお，骨材が乾燥している場合の有効吸水率の値は，骨材を適切な時間吸水させて求めなけ

ればならない。 

（２）受注者は，３‐３‐３配合で定めた示方配合を現場配合に修正した内容をその都度，監督

員に通知しなければならない。 

（３）計量誤差は，１回計量分に対し，「表３－２計量の許容誤差」の値以下とする。 

（４）連続ミキサを使用する場合，各材料は容積計量してよいものとする。 

その計量誤差は，ミキサの容量によって定められる規定の時間当たりの計量分を質量に換

算して，「表３－２計量の許容誤差」の値以下とする。なお，受注者は，ミキサの種類，練

混ぜ時間などに基づき，規定の時間当たりの計量分を適切に定めなければならない。 
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（５）材料の計量値は，自動記録装置により記録しなければならない。 

 

表３－２ 計量の許容誤差 

材料の種類 最大値（％） 

水 １ 

セメント １ 

骨材 ３ 

混和材 ２※ 

混和剤 ３ 

※高炉スラグ微粉末の場合は，１（％）以内 

 

（６）受注者は，各材料を，一練り分ずつ重量で計量しなければならない。ただし，水及び混和

剤溶液は容積で計量してもよいものとする。 

なお，一練りの量は，工事の種類，コンクリートの打込み量，練りまぜ設備，運搬方法等

を考慮して定めなければならない。 

（７）受注者は，混和剤を溶かすのに用いた水または混和剤をうすめるのに用いた水は，練り混

ぜ水の一部としなければならない。 

３．練混ぜ 

（１）受注者は，コンクリートの練混ぜに際し，可傾式または強制練りバッチミキサおよび連続

ミキサを使用するものとする。 

（２）受注者は，ミキサの練混ぜ試験を，JIS A 1119（ミキサで練り混ぜたコンクリート中のモ

ルタルの差及び粗骨材量の差の試験方法）及び土木学会規準「連続ミキサの練混ぜ性能試験

方法」により行わなければならない。 

（３）受注者は，JIS A 8603（コンクリートミキサ）に適合するか，または同等以上の性能を有

するミキサを使用しなければならない。ただし，機械練りが不可能でかつ簡易な構造物の場

合で，手練りで行う場合には，受注者は，設計図書に関して監督員の承諾を得なければなら

ない。 

（４）受注者は，練混ぜ時間を試験練りによって定めなければならない。やむを得ず，練り混ぜ

時間の試験を行わない場合は，その最小時間は可傾式バッチミキサを用いる場合１分30秒，

強制練りバッチミキサを用いる場合１分とするものとする。 

（５）練混ぜは，あらかじめ定めた練混ぜ時間の３倍以内で，行わなければならない。 

（６）受注者は，ミキサ内のコンクリートを排出し終わった後でなければ，ミキサ内に新たに材

料を投入してはならない。 

（７）受注者は，使用の前後にミキサを清掃しなければならない。 

（８）ミキサは，練上げコンクリートを排出するときに材料の分離を起こさない構造でなければ

ならない。 
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（９）受注者は，連続ミキサを用いる場合，練混ぜ開始後，最初に排出されるコンクリートを用

いてはならない。 

なお，この場合の廃棄するコンクリート量は，ミキサ部の容積以上とする。 

（10）受注者は，コンクリートを手練りにより練り混ぜる場合は，水密性が確保された練り台の

上で行わなければならない。 

（11）受注者は，練上りコンクリートが均等質となるまでコンクリート材料を練り混ぜなければ

ならない。 

 

 

第５節 運搬・打設 

３‐５‐１ 一般事項 

本節は，コンクリートの運搬及び打設に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

 

３‐５‐２ 準備 

１．受注者は，レディーミクストコンクリートの運搬に先立ち，搬入間隔，経路，荷下し場所等の

状況を把握しておかなければならない。 

２．受注者は，コンクリートの打込み前に型枞，鉄筋等が設計図書に従って配置されていることを

確かめなければならない。 

３．受注者は，打設に先立ち，打設場所を清掃し，鉄筋を正しい位置に固定しなければならない。

また，コンクリートと接して吸水の恐れのあるところは，あらかじめ湿らせておかなければなら

ない。 

 

３‐５‐３ 運搬 

１．受注者は，コンクリート練混ぜ後，速やかに運搬しなければならない。 

２．受注者は，材料の分離その他コンクリートの品質を損なうことのないように，コンクリートを

運搬しなければならない。 

３．受注者は，運搬車の使用にあたって，練りまぜたコンクリートを均一に保持し，材料の分離を

起こさずに，容易に完全に排出できるトラックアジテータを使用しなければならない。これによ

り難い場合は，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

 

３‐５‐４ 打設 

１．受注者は，コンクリートを速やかに運搬し，直ちに打込み，十分に締固めなければならない。

練混ぜてから打ち終わるまでの時間は，原則として外気温が 25℃を超える場合で 1.5 時間，25℃

以下の場合で２時間を超えないものとする。これ以外で施工する可能性がある場合は，設計図書

に関して監督員の承諾を得なければならない。 

なお，この時間中，コンクリートを日光，風雤等に対し保護しなければならない。 
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２．受注者は，コンクリートの打込みを，日平均気温が４℃を超え 25℃以下の範囲に予想されると

きに実施しなければならない。日平均気温の予想がこの範囲にない場合には，本章第８節暑中コ

ンクリート，第９節寒中コンクリートの規定によらなければならない。 

３．受注者は，１回の打設で完了するような小規模構造物を除いて１回（１日）のコンクリート打

設高さを施工計画書に明記しなければならない。ただし，受注者は，これを変更する場合には，

施工計画書に記載し，監督員に提出しなければならない。 

４．受注者は，コンクリートの打設作業中，型枞のずれ，浮上り，目地材の離れ及び鉄筋の配置を

乱さないように注意しなければならない。 

５．受注者はコンクリートポンプを用いる場合は，「コンクリートのポンプ施工指針（案）５章圧

送」（土木学会，平成 12年２月）の規定によらなければならない。また，受注者はコンクリート

プレーサ，ベルトコンベア，その他を用いる場合も，材料の分離を防ぐようこれらを配置しなけ

ればならない。 

６．受注者は，ベルトコンベヤを使用する場合，適切な速度で十分容量のある機種を選定し，終端

にはバッフルプレート及びシュートを設け，材料が分離しない構造のものとしなければならない。 

なお，配置にあたっては，コンクリートの横移動ができるだけ尐なくなるようにしなければな

らない。 

７．受注者は，バケット及びスキップを使用する場合，コンクリートに振動を与えないよう適切な

処置を講じなければならない。また，排出口は，排出時に材料が分離しない構造のものとしなけ

ればならない。 

８．受注者は，打設にシュートを使用する場合には縦シュートを用いるものとし，漏斗管，フレキ

シブルなホース等により，自由に曲がる構造のものを選定しなければならない。 

なお，これにより難い場合は，事前に監督員の承諾を得なければならない。 

９．受注者は，打設したコンクリートを型枞内で横移動させてはならない。 

10．受注者は，一区画内のコンクリートの一層を打設が完了するまで連続して打設しなければなら

ない。 

11．受注者は，コンクリートの打上り面が一区画内でほぼ水平となるように打設しなければならな

い。 

なお，締固め能力等を考慮して，コンクリート打設の１層の高さを定めなければならない。 

12．受注者は，コンクリートの打設作業に際しては，あらかじめ打設計画書を作成し，適切な高さ

に設定してこれに基づき，打設作業を行わなければならない。また，受注者は，型枞の高さが高

い場合には，型枞にコンクリートが付着して硬化するのを防ぐため，型枞に投入口を設けるか，

縦シュートあるいはポンプ配管の吐出口を打込み面近くまで下げてコンクリートを打ち込まな

ければならない。この場合，シュート，ポンプ配管，バケット，ホッパー等の吐出口と打込み面

までの高さは 1.5ｍ以下とするものとする。 

13．受注者は，著しい材料分離が生じないように打込まなければならない。 
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14．受注者は，コンクリートを２層以上に分けて打込む場合，上層のコンクリートの打込みは，下

層のコンクリートが固まり始める前に行い，上層と下層が一体になるように施工しなければなら

ない。 

15．受注者は，コンクリートの打込み中，表面にブリーディング水がある場合には，これを取り除

いてからコンクリートを打たなければならない。 

16．受注者は，コンクリートの打上りに伴い，不要となったスペーサーを可能なかぎり取除かなけ

ればならない。 

17．受注者は，壁または柱のような幅に比べて高さが大きいコンクリートを連続して打込む場合に

は，打込み及び締固めの際，ブリーディングの悪影響を尐なくするように，コンクリートの１回

の打込み高さや打上り速度を調整しなければならない。 

18．受注者は，アーチ形式のコンクリートの打込みにあたって，その端面がなるべくアーチと直角

になるように打込みを進めなければならない。 

19．受注者は，アーチ形式のコンクリートの打込みにあたって，アーチの中心に対し，左右対称に

同時に打たなければならない。 

20．受注者は，アーチ形式のコンクリートの打継目を設ける場合は，アーチ軸に直角となるように

設けなければならない。また，打込み幅が広いときはアーチ軸に平行な方向の鉛直打継目を設け

てもよいものとする。 

 

３‐５‐５ 締固め 

１．受注者は，コンクリートの締固めに際し，バイブレーターを用いなければならない。なお，薄

い壁等バイブレーターの使用が困難な場所には，型枞振動機を使用しなければならない。 

２．受注者は，コンクリートが鉄筋の周囲及び型枞の隅々に行き渡るように打設し，速やかにコン

クリートを十分締め固めなければならない。 

３．受注者は，コンクリートを２層以上に分けて打設する場合，バイブレーターを下層のコンクリ

ート中に 10cm 程度挿入し，上層と下層が一体となるように入念に締め固めなければならない。 

 

３‐５‐６ 沈下ひびわれに対する処置 

１．受注者は，スラブまたは梁のコンクリートが壁または柱のコンクリートと連続している構造の

場合，沈下，ひび割れを防止するため，壁または柱のコンクリートの沈下がほぼ終了してからス

ラブまたは梁のコンクリートを打設しなければならない。また，張出し部分を持つ構造物の場合

も，前記と同様にして施工しなければならない。 

２．受注者は，沈下ひびわれが発生した場合，直ちにタンピングや再振動を行い，これを消さなけ

ればならない。 
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３‐５‐７ 打継目 

１．受注者は，設計図書で定められていない場所に打継目を設ける場合，構造物の強度，耐久性，

水密性及び外観を害しないように，その位置，方向及び施工方法を定め，監督員の承諾を得なけ

ればならない。 

２．受注者は，打継目を設ける場合には，せん断力の小さい位置に設け打継面を部材の圧縮力の作

用する方向と直角になるよう施工しなければならない。 

３．受注者は，やむを得ずせん断力の大きい位置に打継目を設ける場合には，打継目に，ほぞ，ま

たは溝を造るか，鋼材を配置して，これを補強しなければならない。 

４．受注者は，硬化したコンクリートに，新コンクリートを打継ぐ場合には，その打込み前に，型

枞をしめ直し，硬化したコンクリートの表面のレイタンス，緩んだ骨材粒，品質の悪いコンクリ

ート，雑物などを取り除き吸水させなければならない。また受注者は，構造物の品質を確保する

必要がある場合には，旧コンクリートの打継面を，ワイヤブラシで表面を削るか，チッピング等

により粗にして十分吸水させ，セメントペースト，モルタルあるいは湿潤面用エポキシ樹脂など

を塗った後，新コンクリートを打継がなければならない。 

５．受注者は，床組みと一体になった柱または壁の打継目を設ける場合には，床組みとの境の付近

に設けなければならない。スラブと一体となるハンチは，床組みと連続してコンクリートを打つ

ものとする。張出し部分を持つ構造物の場合も，同様にして施工するものとする。 

６．受注者は，床組みにおける打継目を設ける場合には，スラブまたは，はりのスパンの中央付近

に設けなければならない。ただし，受注者は，はりがそのスパンの中央で小ばりと交わる場合に

は，小ばりの幅の約２倍の距離を隔てて，はりの打継目を設け，打継目を通る斜めの引張鉄筋を

配置して，せん断力に対して補強しなければならない。 

７．目地の施工は，設計図書の定めによるものとする。 

８．受注者は，伸縮継目の目地の材質，厚，間隔については設計図書によるものとするが，特に定

めのない場合は瀝青系目地材料厚を１cm，施工間隔 10ｍ程度とする。 

９．受注者は，温度変化や乾燥収縮などにより生じるひび割れを集中させる目的で，必要に応じて

ひび割れ誘発目地を設ける場合は監督員と協議の上，設置するものとする。ひび割れ誘発目地は，

構造物の強度および機能を害さないように，その構造および位置を定めなければならない。 

 

３‐５‐８ 表面仕上げ 

１．受注者は，せき板に接して露出面となるコンクリートの仕上げにあたっては，平らなモルタル

の表面が得られるように打込み，締固めをしなければならない。 

２．受注者は，せき板に接しない面の仕上げにあたっては，締固めを終り，ならしたコンクリート

の上面に，しみ出た水がなくなるかまたは上面の水を処理した後でなければ仕上げ作業にかかっ

てはならない。 
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３．受注者は，コンクリート表面にできた突起，すじ等はこれらを除いて平らにし，豆板，欠けた

箇所等は，その不完全な部分を取り除いて水で濡らした後，本体コンクリートと同等の品質を有

するコンクリート，またはモルタルのパッチングを施し平らな表面が得られるように仕上げなけ

ればならない。 

 

３‐５‐９ 養生 

１．受注者はコンクリートの打込み後の一定期間を，硬化に必要な温度及び湿度条件を保ち，有害

な作用の影響を受けないように，養生しなければならない。 

２．受注者は，コンクリートの露出面を養生用マット，ぬらした布等で，これを覆うか，または散

水，湛水を行い，尐なくとも表３－３の期間，常に湿潤状態を保たなければならない。 

表３－３ コンクリートの養生期間 

日平均気温 
普通ポルトランドセ

メント 
混合セメントＢ種 

早強ポルトランドセ

メント 

１５℃以上 ５日 ７日 ３日 

１０℃以上 ７日 ９日 ４日 

５℃以上 ９日 １２日 ５日 

注 寒中コンクリートの場合は，本章第９節寒中コンクリートの規定による。養生期間とは，湿潤

状態を保つ期間のことである。 

 

３．受注者は，温度制御養生を行う場合には，温度制御方法及び養生日数についてコンクリートの

種類及び構造物の形状寸法を考慮して，養生方法を施工計画書に記載しなければならない。 

４．受注者は，蒸気養生，その他の促進養生を行う場合には，コンクリートに悪影響を及ぼさない

よう養生を開始する時期，温度の上昇速度，冷却速度，養生温度及び養生時間などの養生方法を

施工計画書に記載しなければならない。 

なお，膜養生を行う場合には，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

 

 

第６節 鉄筋工 

３‐６‐１ 一般事項 

１．本節は，鉄筋の加工，鉄筋の組立て，鉄筋の継手，ガス圧接その他これらに類する事項につい

て定めるものとする。 

２．受注者は，施工前に，配筋図，鉄筋組立図，及びかぶり詳細図により組立可能か，また配力鉄

筋及び組立筋を考慮したかぶりとなっているかを照査し，不備を発見したときは監督員にその事

実が確認できる資料を書面により提出し確認を求めなければならない。  

３．受注者は，亜鉛メッキ鉄筋の加工を行う場合，その特性に応じた適切な方法でこれを行わなけ

ればならない。 
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４．受注者は，エポキシ系樹脂塗装鉄筋の加工・組立を行う場合，塗装並びに鉄筋の材質を害さな

いよう，衝撃・こすれによる損傷のないことを作業完了時に確認しなければならない。 

５．エポキシ系樹脂塗装鉄筋の切断・溶接による塗膜欠落や，加工・組立にともなう有害な損傷部

を確認した場合，受注者は，十分清掃した上，コンクリートの打込み前に適切な方法で補修しな

ければならない。 

 

３‐６‐２ 貯蔵 

受注者は，鉄筋を直接地表に置くことを避け，倉庫内に貯蔵しなければならない。また，屋外に

貯蔵する場合は，雤水等の侵入を防ぐためシート等で適切な覆いをしなければならない。 

 

３‐６‐３ 加工 

１．受注者は，鉄筋の材質を害しない方法で加工しなければならない。 

２．受注者は，鉄筋を常温で加工しなければならない。ただし，鉄筋をやむを得ず熱して加工する

ときには，既往の実績を調査し，現地において試験施工を行い，悪影響を及ぼさないことを確認

した上で施工方法を定め，施工しなければならない。 

なお，調査・試験および確認資料を整備および保管し，監督員の請求があった場合は，遅滞な

く提示するとともに検査時までに監督員へ提出しなければならない。 

３．受注者は，鉄筋の曲げ形状の施工にあたり，設計図書に鉄筋の曲げ半径が示されていない場合

は，「コンクリート標準示方書（設計編）第 13 章鉄筋に関する構造細目」（土木学会，平成 20年

3月）の規定によらなければならない。 

４．受注者は，原則として曲げ加工した鉄筋を曲げ戻してはならない。 

 

図３－１ 鉄筋のかぶり 

 

５．受注者は，設計図書に示されていない鋼材（組立用鉄筋など）を配置する場合は，その鋼材に

ついても所定のかぶりを確保し，かつその鋼材と他の鉄筋とのあきを粗骨材の最大寸法の４／３

以上としなければならない。 

 

鉄筋のかぶり 

主鉄筋までの距離 
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３‐６‐４ 組立て 

１．受注者は，鉄筋を組立てる前にこれを清掃し浮きさびや鉄筋の表面についた泥，油，ペンキ，

その他鉄筋とコンクリートの付着を害するおそれのあるものは，これを除かなければならない。 

２．受注者は，図面に定めた位置に，鉄筋を配置し，コンクリート打設中に動かないよう十分堅固

に組み立てなければならない。 

なお，必要に応じて図面に示されたもの以外の組立用鉄筋等を使用するものとする。また，受

注者は，鉄筋の交点の要所を，直径 0.8mm 以上のなまし鉄線，またはクリップで緊結し，鉄筋

が移動しないようにしなければならない。また，設計図書に特別な組立用架台等が指定されてい

る場合は，それに従うものとする。 

３．受注者は，設計図書に特に定めのない限り，鉄筋のかぶりを保つよう，スペーサーを設置する

ものとし，構造物の側面については１m2 あたり２個以上，構造物の底面については，１m2 あた

り４個以上設置しなければならない。鉄筋のかぶりとはコンクリート表面から鉄筋までの最短距

離をいい，設計上のコンクリート表面から主鉄筋の中心までの距離とは異なる。また，受注者は，

型枞に接するスペーサーについてはコンクリート製あるいはモルタル製で本体コンクリートと

同等以上の品質を有するものを使用しなければならない。 

なお，これ以外のスペーサーを使用する場合は使用前に監督員の承諾を得なければならない。 

４．受注者は，鉄筋を組立ててからコンクリートを打ち込むまでに鉄筋の位置がずれたり，泥，油

等の付着がないかについて確認し，清掃してからコンクリートを打たなければならない。 

５．受注者は，上層部の鉄筋の組立てを下層部のコンクリート打設後 24 時間以上経過した後に行

わなければならない。 

６．受注者は，鉄筋の組立て終了後，監督員の段階確認を受けること。また，組立て終了後，長期

間たったときは，コンクリートの打設前に再び段階確認を受けること。 

なお，段階確認に合格したものでないとコンクリートの打設をしてはならない。 

 

３‐６‐５ 継手 

１．受注者は，設計図書に示されていない鉄筋の継手を設けるときには，継手の位置及び方法につ

いて，施工前に設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

２．受注者は，鉄筋の重ね継手を行う場合は，設計図書に示す長さを重ね合わせて，直径 0.8mm

以上のなまし鉄線で数箇所緊結しなければならない。 

３．受注者は，設計図書に明示した場合を除き，継手を同一断面に集めてはならない。また，受注

者は，継手を同一断面に集めないため，継手位置を軸方向に相互にずらす距離は，継手の長さに

鉄筋直径の 25 倍か断面高さのどちらか大きい方を加えた長さ以上としなければならない。 

４．受注者は，鉄筋の継手に圧接継手，溶接継手または機械式継手を用いる場合には，鉄筋の種類，

直径および施工箇所に応じた施工方法を選び，その品質を証明する資料を監督員に提出しなけれ

ばならない。 

５．受注者は，将来の継ぎたしのために構造物から鉄筋を露出しておく場合には，損傷，腐食等を

うけないようにこれを保護しなければならない。 
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６．受注者は，鉄筋の継手位置として，引張応力の大きい断面を避けなければならない。 

７．受注者は，継手部と隣接する鉄筋とのあき，または継手部相互のあきを粗骨材の最大寸法以上

としなければならない。 

 

３‐６‐６ ガス圧接 

１．圧接工は，JIS Z 3881（鉄筋のガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準）に定められ

た試験の種類のうち，その作業に該当する試験の技量を有する技術者でなければならない。また，

自動ガス圧接装置の取扱者は，JIS G 3112 （鉄筋コンクリート用棒鋼）に規定する棒鋼を酸素・

アセチレン炎により圧接する技量を有する技術者でなければならない。 

なお，ガス圧接の施工方法は，熱間押し抜き法とする場合は，設計図書に関して監督員の承諾

を得るものとする。また，資格証明書の写しを監督員に提出するものとする。 

２．受注者は，鉄筋のガス圧接箇所が設計図書どおりに施工できない場合は，その処置方法につい

て施工前に監督員と協議しなければならない。 

３．受注者は，規格または形状の著しく異なる場合及び径の差が７mm を超える場合は圧接しては

ならない。ただし，Ｄ41 とＤ51 の場合はこの限りではない。 

４．受注者は，圧接面を圧接作業前にグラインダー等でその端面が直角で平滑となるように仕上げ

るとともに，さび，油，塗料，セメントペースト，その他の有害な付着物を完全に除去しなけれ

ばならない。 

５．突合わせた圧接面は，なるべく平面とし周辺のすき間は以下のとおりとする。 

（１）SD490 以外の鉄筋を圧接する場合：すき間３mm 以下 

（２）SD490 の鉄筋を圧接する場合：すき間２mm 以下，ただし SD490 以外の鉄筋を自動ガス

圧接する場合は，すき間は２mm 以下とする。 

６．受注者は，降雪雤または，強風等の時は作業をしてはならない。ただし，作業が可能なように，

遮へいした場合は作業を行うことができるものとする。 

 

 

第７節 型枠・支保 

３‐７‐１ 一般事項 

本節は，型枞・支保として構造，組立て，取外しその他これらに類する事項について定めるもの

とする。 

なお，付属的かつ小規模であり，監督員が認めた場合はこの限りではない。 

 

３‐７‐２ 構造 

１．受注者は，型枞・支保をコンクリート構造物の位置及び形状寸法を正確に保つために十分な強

度と安定性を持つ構造としなければならない。 

２．受注者は，特に定めのない場合はコンクリートのかどに面取りができる型枞を使用しなければ

ならない。 
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３．受注者は，型枞を容易に組立て及び取りはずすことができ，せき板またはパネルの継目はなる

べく部材軸に直角または平行とし，モルタルのもれない構造にしなければならない。 

４．受注者は，支保の施工にあたり，荷重に耐えうる強度を持った支保を使用するとともに，受け

る荷重を適切な方法で確実に基礎に伝えられるように適切な形式を選定しなければならない。 

５．受注者は，支保の基礎に過度の沈下や不等沈下などが生じないようにしなければならない。 

 

３‐７‐３ 組立て 

１．受注者は，型枞を締付けるにあたって，ボルトまたは棒鋼を用いなければならない。また，外

周をバンド等で締め付ける場合，その構造，施工手順等を施工計画書に記載しなければならない。 

なお，受注者は，これらの締付け材を型枞取り外し後，コンクリート表面に残しておいてはな

らない。 

２．受注者は，型枞の内面に，はく離剤を均一に塗布するとともに，はく離剤が，鉄筋に付着しな

いようにしなければならない。 

３．受注者は，型枞・支保の施工にあたり，コンクリート部材の位置，形状及び寸法が確保され工

事目的物の品質・性能が確保できる性能を有するコンクリートが得られるように施工するものと

し，コンクリート打ち込み前に監督員の段階確認を受け，合格してからコンクリートを打設しな

ければならない。 

 

３‐７‐４ 取外し 

１．受注者は，型枞・支保の取外しの時期及び順序について，設計図書に定められていない場合に

は，構造物と同じような状態で養生した供試体の圧縮強度をもとに，セメントの性質，コンクリ

ートの配合，構造物の種類とその重要性，部材の種類及び大きさ，部材の受ける荷重，気温，天

候，風通し等を考慮して，取外しの時期及び順序の計画を，施工計画書に記載しなければならな

い。 

２．受注者は，コンクリートがその自重及び施工中に加わる荷重を受けるのに必要な強度に達する

まで，型枞・支保を取外してはならない。 

３．受注者は，型枞の組立に使用した締付け材の穴及び壁つなぎの穴を，本体コンクリートと同等

以上の品質を有するモルタル等で補修しなければならない。 

 

 

第８節 暑中コンクリート 

３‐８‐１ 一般事項 

１．本節は，暑中コンクリートの施工に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

なお，本節に定めのない事項は，本章第３節レディーミクストコンクリート，第４節現場練り

コンクリート及び第５節運搬・打設の規定によるものとする。 

２．受注者は，日平均気温が 25℃を超えることが予想されるときは，暑中コンクリートとしての施

工を行わなければならない。 
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３．受注者は，コンクリートの材料の温度を，品質が確保できる範囲内で使用しなければならない。 

 

３‐８‐２ 施工 

１．受注者は，暑中コンクリートにおいて，減水剤，ＡＥ減水剤，流動化剤等を使用する場合は JIS 

A 6204（コンクリート用化学混和剤）の規格に適合する遅延形のものを使用しなければならない。 

なお，遅延剤を使用する場合には使用したコンクリートの品質を確認し，その使用方法添加量

等について施工計画書に記載しなければならない。 

２．受注者は，コンクリートの打設前に，地盤，型枞等のコンクリートから吸水する恐れのある部

分は十分吸水させなければならない。また，型枞及び鉄筋等が直射日光を受けて高温になる恐れ

のある場合は，散水及び覆い等の適切な処置を講じなければならない。 

３．打設時のコンクリート温度は，35℃以下とする。 

４．受注者は，コンクリートの運搬時にコンクリートが乾燥したり，熱せられたりすることの尐な

い装置及び方法により運搬しなければならない。 

５．コンクリートを練混ぜてから打設終了までの時間は，1.5 時間を超えてはならないものとする。 

６．受注者は，コンクリートの打設をコールドジョイントが生じないよう行わなければならない。 

７．受注者は，暑中コンクリートの施工に当たり，高温によるコンクリートの品質の低下がないよ

うに，材料，配合，練りまぜ，運搬，打込み及び養生について，打込み時及び打込み直後におい

てコンクリートの温度が低くなるように対策を講じなければならない。 

 

３‐８‐３ 養生 

受注者は，コンクリートの打設を終了後，速やかに養生を開始し，コンクリートの表面を乾燥か

ら保護しなければならない。また，特に気温が高く湿度が低い場合には，打込み直後の急激な乾燥

によってひび割れが生じることがあるので，直射日光，風等を防ぐために必要な処置を施さなけれ

ばならない。 

 

 

第９節 寒中コンクリート 

３‐９‐１ 一般事項 

１．本節は，寒中コンクリートの施工に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

なお，本節に定めのない事項は，本章第３節レディーミクストコンクリート，第４節現場練り

コンクリート及び第５節運搬・打設の規定によるものとする。 

２．受注者は，日平均気温が４℃以下になることが予想されるときは，寒中コンクリートとしての

施工を行わなければならない。 

３．受注者は，寒中コンクリートの施工にあたり，材料，配合，練りまぜ，運搬，打込み，養生，

型枞・支保についてコンクリートが凍結しないように，また，寒冷下においても設計図書に示す

品質が得られるようにしなければならない。 
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３‐９‐２ 施工 

１．受注者は，寒中コンクリートにおいて以下によらなければならない。 

（１）受注者は，凍結しているか，または氷雪の混入している骨材をそのまま用いてはならない。 

（２）受注者は，材料を加熱する場合，水または骨材を加熱することとし，セメントはどんな場

合でも直接これを熱してはならない。骨材の加熱は，温度が均等で，かつ過度に乾燥しない

方法によるものとする。 

（３）受注者は，ＡＥコンクリートを用いなければならない。これ以外を用いる場合は，使用前

に設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

２．受注者は，熱量の損失を尐なくするようにコンクリートの練りまぜ，運搬及び打込みを行わな

ければならない。 

３．受注者は，打込み時のコンクリートの温度を，構造物の断面最小寸法，気象条件等を考慮して，

５～20℃の範囲に保たなければならない。 

４．受注者は，セメントが急結を起こさないように，加熱した材料をミキサに投入する順序を設定

しなければならない。 

５．受注者は，鉄筋，型枞等に氷雪が付着した状態でコンクリートを打設してはならない。また，

地盤が凍結している場合，これを溶かし，水分を十分に除去した後に打設しなければならない。 

６．受注者は，凍結融解によって害をうけたコンクリートを除かなければならない。 

 

３‐９‐３ 養生 

１．受注者は，養生方法及び養生期間について，外気温，配合，構造物の種類及び大きさ，その他

養生に影響を与えると考えられる要因を考慮して計画しなければならない。 

２．受注者は，コンクリートの打込み終了後ただちにシートその他材料で表面を覆い，養生を始め

るまでの間のコンクリートの表面の温度の急冷を防がなければならない。 

３．受注者は，コンクリートが打込み後の初期に凍結しないように保護し，特に風を防がなければ

ならない。 

４．受注者は，コンクリートに給熱する場合，コンクリートが局部的に乾燥または熱せられること

のないようにしなければならない。また，保温養生終了後，コンクリート温度を急速に低下させ

てはならない。 

５．受注者は，養生中のコンクリートの温度を５℃以上に保たなければならない。また，養生期間

については，特に監督員が指示した場合のほかは，表３－４の値以上とするものとする。 

なお，表３－４の養生期間の後，さらに２日間はコンクリート温度を０℃以上に保たなければ

ならない。また，湿潤養生に保つ養生日数として表３－３に示す期間も満足する必要がある。 
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表３－４ 寒中コンクリートの養生期間 

 

注：W/C＝55％の場合を示した。W/C がこれと異なる場合は増減する。 

 

 

第10節 マスコンクリート 

３‐10‐１ 一般事項 

本節は，マスコンクリートの施工に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

 

３‐10‐２ 施工 

１．受注者は，マスコンクリートの施工にあたって，事前にセメントの水和熱による温度応力及び

温度ひび割れに対する十分な検討を行わなければならない。 

２．受注者は，温度ひび割れに関する検討結果に基づき，打込み区画の大きさ，リフト高さ，継目

の位置及び構造，打込み時間間隔を設定しなければならない。 

３．受注者は，あらかじめ計画した温度を超えて打ち込みを行ってはならない。 

４．受注者は，養生にあたって，温度ひび割れ制御が計画どおりに行えるようコンクリート温度を

制御しなければならない。 

５．受注者は，温度ひび割れに制御が適切に行えるよう，型枞の材料及び構造を選定するとともに，

型枞を適切な期間存置しなければならない。 

 

 

第11節 水中コンクリート 

３‐11‐１ 一般事項 

本節は，水中コンクリートの施工に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

なお，本節に定めのない事項は，本章第３節レディーミクストコンクリート，第４節現場練りコ

ンクリート，第５節運搬・打設及び第７節型枞・支保の規定によるものとする。 

 

３‐11‐２ 施工 

１．受注者は，コンクリートを静水中に打設しなければならない。これ以外の場合であっても，流

速は 0.05m/s 以下でなければ打設してはならない。 

  

普　通

ポルトランド

(1) 5 ℃ 9　日 5　日 12 　日

10 ℃ 7　日 4　日 9 　日

(2) 5 ℃ 4　日 3　日 5 　日

10 ℃ 3　日 2　日 4 　日

連続してあるいはしばしば
水で飽和される部分

普通の露出状態にあり
(1) に属さない部分

普通の場合

セメントB種

混　合早強ポルトランド
普通ポルトランド

＋促進剤

断　面

構造物の
露出状態

セメントの
種類

養
生温

度
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２．受注者は，コンクリートを水中落下させないようにし，かつ，打設開始時のコンクリートは水

と直接接しないような工夫をしなければならない。 

３．受注者は，コンクリート打設中，その面を水平に保ちながら，規定の高さに達するまで連続し

て打設しなければならない。 

なお，やむを得ず打設を中止した場合は，そのコンクリートのレイタンスを完全に除かなけれ

ば次のコンクリートを打設してはならない。 

４．受注者は，レイタンスの発生を尐なくするため，打設中のコンクリートをかきみださないよう

にしなければならない。 

５．受注者は，コンクリートが硬化するまで，水の流動を防がなければならない。 

なお，設計図書に特別の処置が指定されている場合は，それに従わなければならない。 

６．受注者は，水中コンクリートに使用する型枞について，仕上げの計画天端高が，水面より上に

ある場合は，水面の高さ以上のところに，型枞の各面に水抜き穴を設けなければならない。 

７．コンクリートは，トレミーまたはコンクリートポンプを使用して打設しなければならない。こ

れにより難い場合は，設計図書に関して監督員の承諾を得た代替工法で施工しなければならない。 

８．トレミー打設 

（１）トレミーは，水密でコンクリートが自由落下できる大きさとし，打設中は常にコンクリー

トで満たさなければならない。また，トレミーは，打設中水平移動してはならない。 

（２）受注者は，１本のトレミーで打ち込む面積について，コンクリートの水中流動距離を考慮

して過大であってはならない。 

（３）受注者は，トレミーの取扱いの各段階における状態をあらかじめ詳しく検討し，打込み中

のコンクリートに対して好ましくない状態が起こらないよう，予防措置を講じなければなら

ない。 

（４）受注者は，特殊なトレミーを使用する場合には，その適合性を確かめ，使用方法を十分検

討しなければならない。 

９．コンクリートポンプ打設 

（１）コンクリートポンプの配管は，水密でなければならない。 

（２）打込みの方法は，トレミーの場合に準じなければならない。 
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第４章 材 料 

 

第１節 適  用 

工事に使用する材料は，設計図書に品質規格を特に明示した場合を除き，この共通仕様書に示す規

格に適合したもの，またはこれと同等以上の品質を有するものとする。 

なお，受注者が同等以上の品質を有するものとして，海外の建設資材を用いる場合は，海外建設資

材品質審査・証明事業実施機関が発行する海外建設資材品質審査証明書（以下「海外建設資材品質審

査証明書」という。）を材料の品質を証明する資料とすることができる。ただし，監督員が設計図書

に関して承諾した材料及び設計図書に明示されていない仮設材料については除くものとする。また，

ＪＩＳ規格が定まっている建設資材のうち，海外のＪＩＳマーク表示認証工場以外で生産された建設

資材を使用する場合は，海外建設資材品質審査証明書を監督員に提出するものとする。ただし，ＪＩ

Ｓ認証外の製品として生産・納入されている建設資材については，海外建設資材品質審査証明書ある

いは，日本国内の公的機関で実施した試験結果資料を監督員に提出するものとする。 

 

 

第２節 工事材料の品質及び検査（確認を含む） 

１．受注者は，工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任において整備，保管し，

検査時までに監督員へ提出するとともに，監督員の請求があった場合は遅滞なく提示しなければ

ならない。 

２．契約書第 13 条第１項に規定する「中等の品質」とは，ＪＩＳ規格に適合したものまたは，こ

れと同等以上の品質を有するものをいう。 

３．受注者は，設計図書において試験を行うこととしている工事材料について，ＪＩＳまたは設計

図書で指示する方法により，試験を行わなければならない。 

４．受注者は，設計図書において指定された工事材料について，見本または品質を証明する資料を

監督員に提出しなければならない。 

５．受注者は，工事材料を使用するまでにその材質に変質が生じないよう，これを保管しなければ

ならない。 

なお，材質の変質により工事材料の使用が，不適当と監督員から指示された場合には，これを

取り替えるとともに，新たに搬入する材料については，再検査（または確認）を受けなければな

らない。 

６．受注者は，表４－１の工事材料を使用する場合には，その外観及び品質規格証明書等を照合し

て確認した資料を事前に監督員に提出し，監督員の確認を受けなければならない。 

７．下水道工事に使用する下水道用二次製品は，設計図書及び特記仕様書に特に明示されている場

合を除き，別紙「下水道用資器材仕様書」によるものとする。 
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表４－１ 指定材料の品質確認一覧 

区   分 確認 材 料 名 摘  要 

鋼 材 

構造用圧延鋼材  

プレストレストコンクリート用鋼

材 

（ポストテンション） 

 

鋼製ぐい及び鋼矢板 仮設材は除く 

セ メ ン ト 及 び 

混 和 材 

セメント JIS 製品以外 

混和材料 JIS 製品以外 

セ メ ン ト 

コ ン ク リ ー ト 

製 品 

セメントコンクリート製品一般 JIS 製品以外 

コンクリート杭，コンクリート矢

板 
JIS 製品以外 

塗 料 塗料一般  

そ の 他 

レディーミクストコンクリート JIS 製品以外 

アスファルト混合物 
事前審査制度の認定混合

物を除く 

場所打ぐい用 

レディーミクストコンクリート 
JIS 製品以外 

薬液注入材  

種子・肥料  

薬剤  

現場発生品  

 

 

第３節 土 

４‐３‐１ 一般事項 

工事に使用する土は，設計図書における各工種の施工に適合するものとする。 

 

 

第４節 石 

４‐４‐１ 石材 

天然産の石材については，以下の規格に適合するものとする。  

JIS A 5003（石材） 

 

４‐４‐２ 割ぐり石 

割ぐり石は，以下の規格に適合するものとする。 

JIS A 5006（割ぐり石） 



67 

 

４‐４‐３ 雑割石 

雑割石の形状は，おおむねくさび形とし，うすっぺらなもの及び細長いものであってはならない。

前面はおおむね四辺形であって二稜辺の平均の長さが控長の２／３程度のものとする。 

 

４‐４‐４ 雑石（粗石） 

雑石は，天然石または破砕石ものとし，うすっぺらなもの及び細長いものであってはならない。 

 

４‐４‐５ 玉 石 

玉石は，天然に産し，丸みをもつ石で通常おおむね 15cm～25cm のものとし，形状は概ね卵体と

し，表面が粗雑なもの，うすっぺらなもの及び細長いものであってはならない。 

 

４‐４‐６ ぐり石 

ぐり石は，玉石または割ぐり石で 20cm 以下の小さいものとし，主に基礎・裏込ぐり石に用いる

ものであり，うすっぺらなもの及び細長いものであってはならない。 

 

４‐４‐７ その他の砂利，砕石，砂 

１．砂利，砕石の粒度，形状及び有機物含有量は，この仕様書における関係条項の規定に適合する

ものとする。 

２．砂の粒度及びごみ・どろ・有機不純物等の含有量は，この仕様書における関係条項の規定に適

合するものとする。 

 

 

第５節 骨 材 

４‐５‐１ 一般事項 

１．道路用砕石，コンクリート用砕石及びコンクリート用スラグ粗（細）骨材は，以下の規格に適

合するものとする。 

JIS A 5005（コンクリート用砕石及び砕砂） 

JIS A 5011－1（コンクリート用スラグ骨材（高炉スラグ骨材）） 

JIS A 5011－2（コンクリート用スラグ骨材（フェロニッケルスラグ骨材）） 

JIS A 5011－3（コンクリート用スラグ骨材（銅スラグ骨材）） 

JIS A 5011－4（コンクリート用スラグ骨材（電気炉酸化スラグ骨材）） 

JIS A 5015（道路用鉄鋼スラグ） 

JIS A 5021（コンクリート用再生骨材Ｈ） 

２．受注者は，骨材を寸法別及び種類別に貯蔵しなければならない。 

３．受注者は，骨材に有害物が混入しないように貯蔵しなければならない。 

４．受注者は，粒度調整路盤材等を貯蔵する場合には，貯蔵場所を平坦にして清掃し，できるだけ

骨材の分離を生じないようにし，貯蔵敷地面全面の排水を図るようにしなければならない。 
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５．受注者は，水硬性粒度調整鉄鋼スラグ，細骨材，または細粒分を多く含む骨材を貯蔵する場合

は，防水シートなどで覆い，雤水がかからないようにしなければならない。 

６．受注者は，石粉，石灰，セメント，回収ダスト，フライアッシュを貯蔵する場合に，防湿的な

構造を有するサイロまたは倉庫等を使用しなければならない。 

７．受注者は，細骨材として海砂を使用する場合は，細骨材貯蔵設備の排水不良に起因して濃縮さ

れた塩分が滞留することのないように施工しなければならない。 

８．受注者は，プレストレストコンクリート部材に細骨材として海砂を使用する場合には，シース

内のグラウト及びプレテンション方式の部材の細骨材に含まれる塩分の許容限度は，原則として

細骨材の絶乾質量に対し NaCl に換算して 0.03％以下としなければならない。 

 

４‐５‐２ セメントコンクリート用骨材 

１．細骨材及び粗骨材の粒度は，表４－２，３の規格に適合するものとする。 

 

表４－２ 無筋・鉄筋コンクリート，舗装コンクリートの細骨材の粒度の範囲 

（１）無筋・鉄筋コンクリート，舗装コンクリート 

ふるいの呼び寸法(mm) ふるいを通るものの重量百分率(%) 

10 100 

5 90～100 

2.5 80～100 

1.2 50～90 

0.6 25～65 

0.3 10～35 

0.15 2～10 注 1 

注 1 砕砂あるいはスラグ細骨材を単独に用いる場合には，2～15％にしてよい。混合使用する場合で，0.15mm 通

過分の大半が砕砂あるいはスラグ細骨材である場合には 15％としてよい。 

注 2 連続した２つのふるいの間の量は 45％を超えないのが望ましい。 

注 3 空気量が 3％以上で単位セメント量が 250kg/m3 以上のコンクリートの場合，良質の鉱物質微粉末を用いて細

粒の不足分を補う場合等に 0.3mm ふるいおよび 0.15mm ふるいを通るものの質量百分率の最小値をそれぞ

れ 5 および 0 に減らしてよい。 
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表４－３ 無筋・鉄筋コンクリート，舗装コンクリートの粗骨材の粒度の範囲 

（１）無筋・鉄筋コンクリート，舗装コンクリート 

     ふるいの呼び 

         寸法(mm) 

 粗骨材の 

  大きさ(mm) 

ふるいを通るものの質量百分率（％） 

100 80 60 50 40 30 25 20 15 10 5 2.5 

50－5 － － 100 
95～ 

100 
－ － 

35～ 

70 
－ 

10～ 

30 
－ 

0～ 

5 
－ 

40－5 － － － 100 
95～ 

100 
－ － 

35～ 

70 
－ 

10～ 

30 

0～ 

5 
－ 

30－5 － － － － 100 
95～ 

100 
－ 

40～ 

75 
－ 

10～ 

35 

0～ 

10 

0～ 

5 

25－5 － － － － － 100 
95～ 

100 
－ 

30～ 

70 
－ 

0～ 

10 

0～ 

5 

20－5 － － － － － － 100 
90～ 

100 
－ 

20～ 

55 

0～ 

10 

0～ 

5 

15－5 － － － － － － － 100 
90～ 

100 

40～ 

70 

0～ 

15 

0～ 

5 

10－5 － － － － － － － － 100 
90～ 

100 

0～ 

40 

0～ 

10 

50－251） － － 100 
90～ 

100 

35～ 

70 
－ 

0～ 

15 
－ 

0～ 

5 
－ －  

40－201） － － － 100 
90～ 

100 
－ 

20～ 

55 

0～ 

15 
－ 

0～ 

5 
－  

30－151） － － － － 100 
90～ 

100 
－ 

20～ 

55 

0～ 

15 

0～ 

10 
－  

注 これらの粗骨材は，骨材の分離を防ぐために，粒の大きさ別に分けて計量する場合に用いるものであって，単

独に用いるものではない。 

 

２．硫酸ナトリウムによる安定性の試験で，損失質量が品質管理基準の規格値を超えた細骨材及び

粗骨材は，これを用いた同程度のコンクリートが，予期される気象作用に対して満足な耐凍害性

を示した実例がある場合には，これを用いてよいものとする。また，これを用いた実例がない場

合でも，これを用いてつくったコンクリートの凍結融解試験結果から満足なものであると認めら

れた場合には，これを用いてよいものとする。 

３．気象作用をうけない構造物に用いる細骨材は，本条２項を適用しなくてもよいものとする。 
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４．化学的あるいは物理的に不安定な細骨材及び粗骨材は，これを用いてはならない。ただし，そ

の使用実績，使用条件，化学的あるいは物理的安定性に関する試験結果等から，有害な影響をも

たらさないものであると認められた場合には，これを用いてもよいものとする。 

５．すりへり試験を行った場合のすりへり減量の限度は，舗装コンクリートの場合は 35％以下とす

る。 

なお，積雪寒冷地においては，すりへり減量が 25％以下のものを使用するものとする。 

 

４‐５‐３ アスファルト舗装用骨材 

砕石・再生砕石及び鉄鋼スラグの粒度は，表４－４，５，６の規格に適合するものとする。 
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表４－４ 砕石の粒度 

ふるい目の開き 

粒度範囲(mm) 

 呼び名 

ふるいを通るものの質量百分率（％） 

106m

m 
75mm 63mm 53mm 

37.5m

m 

31.5m

m 

26.5m

m 
19mm 

13.2m

m 

4.75m

m 

2.36m

m 

1.18m

m 

425μ

m 

75μ

m 

単 

粒 

度 

砕 

石 

S－80 

(1 号) 

80～

60 
100 

85～ 

100 

０～ 

15 
           

S－60 

(2 号) 

60～

40 
 100 

85～ 

100 
－ 

０～ 

15 
         

S－40 

(3 号) 

40～

30 
   100 

85～ 

100 

０～ 

15 
        

S－30 

(4 号) 

30～

20 
    100 

85～ 

100 
－ 

０～ 

15 
      

S－20 

(5 号) 

20～

13 
      100 

85～ 

100 

０～ 

15 
     

S－13 

(6 号) 

13～

５ 
       100 

85～ 

100 

０～ 

15 
    

S－５ 

(7 号) 

５～

2.5 
        100 

85～ 

100 

０～ 

25 

０～ 

５ 
  

粒
度
調
整
砕
石 

Ｍ－40 
40～

０ 
   100 

95～ 

100 
－ － 

60～ 

90 
－ 

30～ 

65 

20～ 

50 
－ 

10～ 

30 

２～ 

10 

Ｍ－30 
30～

０ 
    100 

95～ 

100 
－ 

60～ 

90 
－ 

30～ 

65 

20～ 

50 
－ 

10～ 

30 

２～ 

10 

Ｍ－25 
25～

０ 
     100 

95～ 

100 
－ 

55～ 

85 

30～ 

65 

20～ 

50 
－ 

10～ 

30 

２～ 

10 

ク
ラ
ッ
シ
ャ
ー
ラ
ン 

Ｃ－40 
40～

０ 
   100 

95～ 

100 
－ － 

50～ 

80 
－ 

15～ 

40 

５～ 

25 
   

Ｃ－30 
30～

０ 
    100 

95～ 

100 
－ 

55～ 

85 
－ 

15～ 

45 

５～ 

30 
   

Ｃ－20 
20～

０ 
      100 

95～ 

100 

60～ 

90 

20～ 

50 

10～ 

35 
   

注１ 呼び名別粒度の規定に適合しない粒度の砕石であっても，他の砕石，砂，石粉等と合成したときの粒度が，

所要の混合物の骨材粒度に適合すれば使用することができる。 

注２ 花崗岩や頁岩などの砕石で，加熱によってすりへり減量が特に大きくなったり破壊したりするものは表層に

用いてはならない。 
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表４－５ 再生砕石の粒度 

粒 度 範 囲 

 (呼び名) 

 ふるい目 

   の開き 

40～０ 

(RC－40) 

30～０ 

(RC－30) 

20～０ 

(RC－20) 

通 

過 

質 

量 

百 

分 

率 

（
％
） 

53mm 100   

37.5mm 95～100 100  

31.5mm － 95～100  

26.5mm － － 100 

19mm 50～80 55～85 95～100 

13.2mm － － 60～90 

4.75mm 15～40 15～45 20～50 

2.36mm ５～25 ５～30 10～35 

注 再生骨材の粒度は，モルタル粒などを含んだ解砕されたままの見かけの骨材粒度を使用する。 

 

表４－６ 再生粒度調整砕石の粒度 

粒 度 範 囲 

 (呼び名) 

  ふるい目 

   の開き 

40～０ 

(RM－40) 

30～０ 

(RM－30) 

25～０ 

(RM－25) 

通 

過 

質 

量 

百 

分 

率
（
％
） 

53mm 100   

37.5mm 95～100 100  

31.5mm － 95～100 100 

26.5mm － － 95～100 

19mm 60～90 60～90 － 

13.2mm － － 55～85 

4.75mm 30～65 30～65 30～65 

2.36mm 20～50 20～50 20～50 

425μm 10～30 10～30 10～30 

75μm ２～10 ２～10 ２～10 

注 再生骨材の粒度は，モルタル粒などを含んだ解砕されたままの見かけの骨材粒度を使用する。 
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２．砕石の材質については，表４－７によるものとする。 

表４－７ 安定性試験の限度 

用   途 表層・基層 上層路盤 

損失量 ％ 12 以下 20 以下 

注 試験方法は，｢舗装調査・試験法便覧〔第２分冊〕｣の「A004 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験方

法」による。 

 

３．砕石の品質は，表４－８の規格に適合するものとする。 

表４－８ 砕石の品質 

用 途 

項 目 
表層・基層 上層路盤 

表 乾 比 重         

吸 水 率  ％         

すり減り減量 ％         

2.45 以上 

3.0 以下 

30 以下注） 

－ 

－ 

50 以下 

注１ 表層，基層用砕石のすり減り減量試験は，粒径 13.2～4.75mm のものについて実施する。 

注２ 上層路盤用砕石については主として使用する粒径について行えばよい。 

 

４．鉄鋼スラグは，硫黄分による黄濁水が流出せず，かつ，細長いあるいは偏平なもの，ごみ，泥，

有機物などを有害量含まないものとする。その種類と用途は表４－９によるものとする。また，

単粒度製鋼スラグ，クラッシャーラン製鋼スラグ及び水硬性粒度調整鉄鋼スラグの粒度規格は

JIS A 5015（道路用鉄鋼スラグ）によるものとし，その他は砕石の粒度に準ずるものとする。 

表４－９ 鉄鋼スラグの種類と主な用途 

名  称 呼び名 用  途 

単粒度製鋼スラグ SS 加熱アスファルト混合物用 

クラッシャーラン製鋼スラグ CSS 瀝青安定処理（加熱混合）用 

粒度調整鉄鋼スラグ MS 上層路盤材 

水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS 上層路盤材 

クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS 下層路盤材 
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５．鉄鋼スラグの規格は，表４－10 の規格に適合するものとする。 

表４－10 鉄鋼スラグの規格 

呼び名 

修  正 

C B R 

％ 

一軸圧縮 

強  さ 

MPa 

単位容積 

質  量 

kg/l 

呈  色 

判定試験 

水浸膨張比 

％ 

エージング 

期間 

MS 

HMS 

CS 

80 以上 

80 以上 

30 以上 

－ 

1.2 以上 

－ 

1.5 以上 

1.5 以上 

－ 

呈色なし 

呈色なし 

呈色なし 

1.5 以下 

1.5 以下 

1.5 以下 

６ヵ月以上 

６ヵ月以上 

６ヵ月以上 

注 1 呈色判定は，高炉徐冷スラグを用いた鉄鋼スラグに適用する。 

注２ 水浸膨張比は，製鋼スラグを用いた鉄鋼スラグに適用する。 

 

６．製鋼スラグの規格は，表４－11 の規格に適合するものとする。 

表４－11 製鋼スラグの規格 

呼び名 
表乾密度 

（g/㎝ 3） 

吸水率 

（％） 

すりへり 

減  量 

（％） 

水浸膨張比 

（％） 

エージング 

期   間 

CSS 

SS 

－ 

2.45 以上 

－ 

3.0 以下 

50 以下 

30 以下 

2.0 以下 

2.0 以下 

３ヵ月以上 

３ヵ月以上 

注１ 試験方法は，「舗装調査・試験法便覧」を参照する。 

注２ エージングとは高炉スラグの黄濁水の発生防止や，製鋼スラグの中に残った膨張性反応物質（遊離石

灰）を反応させるため，鉄鋼スラグを屋外に野積みし，安定化させる処理をいう。エージング期間の

規定は，製鋼スラグを用いた鉄鋼スラグにのみ適用する 

注３ 水浸膨張比の規定は，製鋼スラグを用いた鉄鋼スラグにのみ適用する。 

 

７．砂は，天然砂，人工砂，スクリーニングス（砕石ダスト）などを用い，粒度は混合物に適合す

るものとする。 

８．スクリーニングス（砕石ダスト）の粒度は，表４－12 の規格に適合するものとする。 

表４－12 スクリーニングスの粒度範囲 

ふるい目の開き 

  呼び名 

種類 

ふるいを通るものの質量百分率 ％ 

4.75mm 2.36mm 600μm 300μm 150μm 75μm 

ス ク リ ー

ニングス 

F.2.5 
100 85～100 25～55 15～40 7～28 0～20 

JIS A 5001 （道路用砕石） 

  



75 

 

４‐５‐４ アスファルト用再生骨材 

再生加熱アスファルト混合物に用いるアスファルトコンクリート再生骨材の品質は表４－13 の

規格に適合するものとする。 

表４－13 アスファルトコンクリート再生骨材の品質 

項 目 

 

名 称 

旧アスファルト 

含有量 

（％） 

旧アスファルト 

針入度 

（25℃）1/10mm 

骨材の微粒分量

試験で 75μm を

通過する量（％） 

規格値 3.8 以上 20 以上 5 以下 

注 1 各項目は 13～0mm の粒度区分のものに適用する。 

注 2 アスファルトコンクリート再生骨材の旧アスファルト含有量及び骨材の微粒分量試験で 75μm を通過

する量は，アスファルトコンクリート再生骨材の乾燥質量に対する百分率で表したものである。 

注 3 骨材の微粒分量試験は JIS A 1103（骨材の微粒分量試験方法）により，試料のアスファルトコンクリー

ト再生骨材の水洗い前の 75μm ふるいにとどまるものと，水洗い後の 75μm ふるいにとどまるものを

乾燥もしくは 60℃以下の乾燥炉で乾燥し，その質量差を求めたものである（旧アスファルトはアスファ

ルトコンクリート再生骨材の質量に含まれるが，75μm ふるい通過分に含まれる旧アスファルトは微量

なので，骨材の微粒分量試験で失われる量の一部として扱う）。 

  

４‐５‐５ フィラー 

１．フィラーは，石灰岩やその他の岩石を粉砕した石粉，消石灰，セメント，回収ダスト及びフラ

イアッシュなどを用いる。石灰岩を粉砕した石粉の水分量は 1.0％以下のものを使用する。 

２．石灰岩を粉砕した石粉，回収ダスト及びフライアッシュの粒度範囲は表４－14 の規格に適合す

るものとする。 

表４－14 石粉，回収ダスト及びフライアッシュの粒度範囲 

ふるい目(μm) ふるいを通るものの質量百分率(％) 

600 

150 

75 

100 

90～100 

70～100 

 

３．フライアッシュ，石灰岩以外の岩石を粉砕した石粉をフィラーとして用いる場合は表４－15

に適合するものとする。  



76 

 

表４－15 フライアッシュ，石灰岩以外の岩石を粉砕した 

石粉をフィラーとして使用する場合の規定 

項  目 規  定 

塑性指数（P I）         

フロー試験  ％         

吸 水 膨 張  ％         

剥 離 試 験         

4 以 下     

5 0 以 下     

3 以 下     

1／4 以下 

 

４．消石灰をはく離防止のためにフィラーとして使用する場合の品質は，JIS R 9001（工業用石灰）

に規定されている生石灰（特号及び１号），消石灰（特号及び１号）の規格に適合するものとす

る。 

表４－16 工業用石灰 

種 類 等級 
酸化カルシウム 

ＣａＯ（％） 

不 純 分 

（％） 

二酸化炭素 

ＣＯ２（％） 

粉末度残分（％） 

600μ

ｍ 

150μ

ｍ 

生 石 灰 

特号 

１号 

２号 

93.0 以上 

90.0 以上 

80.0 以上 

3.2 以下 

－ 

－ 

2.0 以下 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

消 石 灰 

特号 

１号 

２号 

72.5 以上 

70.0 以上 

65.0 以上 

3.0 以下 

－ 

－ 

1.5 以下 

－ 

－ 

全通 

全通 

全通 

5.0 以下 

－ 

－ 

注 ここでいう不純分とは，二酸化けい素（SiO2），酸化アルミニウム（Al2O3）， 

  酸化第二鉄（Fe2O3）及び酸化マグネシウム（MgO）の合計量である。 

 

５．セメントをはく離防止のためにフィラーとして使用する場合の品質は，JIS R 5210（ポルトラ

ンドセメント），および JIS R 5211（高炉セメント）の規格に適合するものとする。 

 

４‐５‐６ 安定材 

１．瀝青安定処理に使用する瀝青材料の品質は，表４－17 に示す舗装用石油アスファルトの規格及

び表４－18 に示す石油アスファルト乳剤の規格に適合するものとする。 
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表４－17 舗装用石油アスファルトの規格 

              種 類 

 項  目 
40～60 60～80 80～100 100～120 

針入度 ( 2 5 ℃ ) １ / 1 0 m m 
40 を超え 

60 以下 

60 を超え 

80 以下 

80 を超え 

100 以下 

100 を超え 

120 以下 

軟 化 点 ℃ 47.0～55.0 44.0～52.0 42.0～50.0 40.0～50.0 

伸 度 ( 1 5 ℃ ) c m 10 以上 100 以上 100 以上 100 以上 

ト ル エ ン 可 溶 分  ％ 99.0 以上 99.0 以上 99.0 以上 99.0 以上 

引 火 点 ℃ 260 以上 260 以上 260 以上 260 以上 

薄 膜 加 熱 質 量 変 化 率  ％ 0.6 以下 0.6 以下 0.6 以下 0.6 以下 

薄膜加熱針入度残留率  ％ 58 以上 55 以上 50 以上 50 以上 

蒸 発 後 の 針 入 度 比  ％ 110 以下 110 以下 110 以下 110 以下 

密     度（ 1 5℃） g / c ㎤ 1.000 以上 1.000 以上 1.000 以上 1.000 以上 

注 各種類とも 120℃，150℃，180℃のそれぞれにおける動粘度を試験表に付記しなければならない。 
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表４－18 石油アスファルト乳剤の規格 

   種類及び記号  

 

 項   目  

カチオン乳剤  
ノニオン  

乳剤  

PK－ 1 PK－ 2 PK－ 3 PK－ 4 
MK－

1 
MK－ 2 

MK－

3 
MN－ 1 

エングラー度 

（25℃） 
３～15 １～6 ３～40 ２～30 

ふるい残留分   (%) 

（1.18mm） 
0.3以下 0.3以下 

付着度 2／3以上 － － 

粗粒度骨材混合性 － 

均等で

あるこ

と 

－ － 

密粒度骨材混合性 － 

均等で

あるこ

と 

－ － 

土まじり骨材混合性(％) － ５以下 － 

セメント混合性   (％) － 1.0以下 

粒子の電荷 陽（＋） － 

蒸発残留分   (％) 60以上 50以上 57以上 57以上 

蒸
発
残
留
物 

針入度（25℃） 

（1/10mm） 

100を 

超え 

200以下 

150を 

超え 

300以下 

100を 

超え 

300以下 

60を 

超え 

150以下 

60を 

超え 

200以下 

60を 

超え 

300以下 

60を 

超え 

300以下 

トルエン可溶分 

（％） 

 

98以上 

 

97以上 97以上 

貯蔵安定度（24hr） 

（質量％） 
１以下 １以下 

凍結安定度 

（－5℃） 
－ 

粗粒子，塊

のないこ

と 

－ － 

主な用途 

温
暖
期
浸
透
用 

お
よ
び
表
面
処

理
用 

寒
冷
期
浸
透
用 

お
よ
び
表
面
処

理
用 

プ
ラ
イ
ム
コ
ー

ト
用 

及
び
セ
メ
ン
ト 

安
定
処
理
層
養

生
用 

タ
ッ
ク
コ
ー
ト

用 

粗
粒
度
骨
材
混

合
用 

密
粒
度
骨
材
混

合
用 

土
混
り
骨
材
混

合
用 

セ
メ
ン
ト
・
乳

剤 

安
定
処
理
剤 

JIS K 2208（石油アスファルト乳剤） 

注 種類記号の説明 Ｐ：浸透用，Ｍ：混合用 

エングラー度が 15 以下の乳剤については JIS K 2208 6.3 によって求め，15 を超える乳剤については JIS 

K 2208 6.4 によって粘度を求め，エングラー度に換算する。 

 

２．セメント安定処理に使用するセメントは，JIS に規定されている JIS R 5210（ポルトランドセ

メント），および JIS R 5211（高炉セメント）の規格に適合するものとする。 
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３．石灰安定処理に使用する石灰は，JIS R 9001（工業用石灰）に規定にされる生石灰（特号およ

び１号），消石灰（特号および１号），またはそれらを主成分とする石灰系安定材に適合するもの

とする。 

 

 

第６節 木 材 

４‐６‐１ 一般事項 

１．工事に使用する木材は，有害な腐れ，割れ等の欠陥のないものとする。 

２．設計図書に示す寸法の表示は，製材においては仕上がり寸法とし，素材については特に明示す

る場合を除き末口寸法とするものとする。 

 

 

第７節 鋼 材 

４‐７‐１ 一般事項 

１．工事に使用する鋼材は，さび，くされ等変質のないものとする。 

２．受注者は，鋼材をじんあいや油類等で汚損しないようにするとともに，防蝕しなければならな

い。 

 

４‐７‐２ 構造用圧延鋼材 

構造用圧延鋼材は，以下の規格に適合するものとする。 

 JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 

 JIS G 3106（溶接構造用圧延鋼材） 

 JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼） 

 JIS G 3114（溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材） 

 

４‐７‐３ 軽量形鋼 

軽量形鋼は，以下の規格に適合するものとする。 

 JIS G 3350（一般構造用軽量形鋼） 

 

４‐７‐４ 鋼 管 

鋼管は，以下の規格に適合するものとする。 

 JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管） 

 JIS G 3452（配管用炭素鋼管） 

 JIS G 3457（配管用アーク溶接炭素鋼鋼管） 

 JIS G 3466（一般構造用角形鋼管） 
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４‐７‐５ 鋳鉄品，鋳鋼品及び鍛鋼品 

鋳鉄品，鋳鋼品及び鍛鋼品は，以下の規格に適合するものとする。 

 JIS G 5501（ねずみ鋳鉄品） 

 JIS G 5101（炭素鋼鋳鋼品） 

 JIS G 3201（炭素鋼鍛鋼品） 

 JIS G 5102（溶接構造用鋳鋼品） 

 JIS G 5111（構造用高張力炭素鋼及び低合金鋼鋳鋼品） 

 JIS G 4051（機械構造用炭素鋼鋼材） 

 JIS G 5502（球状黒鉛鋳鉄品） 

 

４‐７‐６ ボルト用鋼材 

ボルト用鋼材は，以下の規格に適合するものとする。 

 JIS B 1180（六角ボルト） 

 JIS B 1181（六角ナット） 

 JIS B 1186（摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット） 

 JIS B 1256（平座金） 

JIS B 1198（頭付きスタッド） 

 JIS M 2506（ロックボルト及びその構成部品） 

 トルシア形高力ボルト・六角ナット・平座金のセット（日本道路協会） 

 支圧接合用打込み式高力ボルト・六角ナット・平座金暫定規格（日本道路協会）（1971） 

 

４‐７‐７ 溶接材料 

溶接材料は，以下の規格に適合するものとする。 

 JIS Z 3211（軟鋼用被覆アーク溶接棒） 

 JIS Z 3212（高張力鋼用被覆アーク溶接棒） 

 JIS Z 3214（耐候性鋼用被覆アーク溶接棒） 

 JIS Z 3312（軟鋼及び高張力鋼用マグ溶接ソリッドワイヤ） 

 JIS Z 3313（軟鋼，高張力鋼及び低温用鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ） 

 JIS Z 3315（耐候性鋼用炭酸ガスアーク溶接ソリッドワイヤ） 

 JIS Z 3320（耐候性鋼用炭酸ガスアーク溶接フラックス入りワイヤ） 

 JIS Z 3351（炭素鋼及び低合金鋼用サブマージアーク溶接ソリッドワイヤ） 

 JIS Z 3352（炭素鋼及び低合金鋼用サブマージアーク溶接フラックス） 

 

４‐７‐８ 鉄 線 

鉄線は，以下の規格に適合するものとする。 

 JIS G 3532（鉄線） 
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４‐７‐９ ワイヤロープ 

ワイヤロープは，以下の規格に適合するものとする。 

 JIS G 3525（ワイヤロープ） 

 

４‐７‐10 プレストレストコンクリート用鋼材 

プレストレストコンクリート用鋼材は，以下の規格に適合するものとする。 

 JIS G 3536（ＰＣ鋼線及びＰＣ鋼より線） 

 JIS G 3109（ＰＣ鋼棒） 

 JIS G 3137（細径異形ＰＣ鋼棒） 

 JIS G 3502（ピアノ線材） 

 JIS G 3506（硬鋼線材） 

 

４‐７‐11 鉄 網 

鉄網は，以下の規格に適合するものとする。 

 JIS G 3551（溶接金網及び鉄筋格子） 

 JIS G 3552（ひし形金網） 

 

４‐７‐12 鋼製ぐい及び鋼矢板 

鋼製ぐい及び鋼矢板は，以下の規格に適合するものとする。 

 JIS A 5523（溶接用熱間圧延鋼矢板） 

 JIS A 5525（鋼管ぐい） 

 JIS A 5526（Ｈ型鋼ぐい） 

 JIS A 5528（熱間圧延鋼矢板） 

 JIS A 5530（鋼管矢板） 

 

４‐７‐13 鋼製支保工 

鋼製支保工は，以下の規格に適合するものとする。 

 JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 

 JIS B 1180（六角ボルト） 

 JIS B 1181（六角ナット） 

 JIS B 1186（摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット） 

 

４‐７‐14 鉄線じゃかご 

鉄線じゃかごの規格及び品質は以下の規格に準ずるものとする。亜鉛アルミニウム合金めっき鉄

線を使用する場合は，アルミニウム含有率 10％，めっき付着量 300g/m2 以上のめっき鉄線を使用

するものとする。 

 JIS A 5513（じゃかご） 
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４‐７‐15 コルゲートパイプ 

コルゲートパイプは，以下の規格に適合するものとする。 

 JIS G 3471（コルゲートパイプ及びコルゲートセクション） 

 

４‐７‐16 ガードレール（路側用，分離帯用） 

ガードレール（路側用，分離帯用）は，以下の規格に適合するものとする。 

１．ビーム（袖ビーム含む） 

 JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 

 JIS G 3454（圧力配管用炭素鋼鋼管） 

２．支 柱 

 JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管） 

 JIS G 3466（一般構造用角形鋼管） 

３．ブラケット 

 JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 

４．ボルトナット 

 JIS B 1180（六角ボルト） 

 JIS B 1181（六角ナット） 

ブラケット取付け用ボルト（ねじの呼びＭ20）は 4.6 とし，ビーム継手用及び取付け用ボルト

（ねじの呼びＭ16）は 6.8 とするものとする。 

 

４‐７‐17 ガードケーブル（路側用，分離帯用） 

ガードケーブル（路側用，分離帯用）は，以下の規格に適合するものとする。 

１．ケーブル 

 JIS G 3525（ワイヤロープ） 

ケーブルの径は 18mm，構造は３×７g/Ｏとする。なお，ケーブル一本当りの破断強度は 160kN

以上の強さを持つものとする。 

２．支 柱 

 JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管） 

３．ブラケット 

 JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 

４．索端金具 

ソケットはケーブルと調整ねじを取付けた状態において，ケーブルの一本当りの破断強度以上

の強さを持つものとする。 

５．調整ねじ 

強度は，ケーブルの破断強度以上の強さを持つものとする。 
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６．ボルトナット 

 JIS B 1180（六角ボルト） 

 JIS B 1181（六角ナット） 

ブラケット取付け用ボルト（ねじの呼びＭ12）及びケーブル取付け用ボルト（ねじの呼びＭ10）

はともに 4.6 とするものとする。 

 

４‐７‐18 ガードパイプ（歩道用，路側用） 

ガードパイプ（歩道用，路側用）は，以下の規格に適合するものとする。 

１．パイプ 

 JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管） 

２．支 柱 

 JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管） 

３．ブラケット 

 JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 

４．継 手 

 JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 

 JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管） 

５．ボルトナット 

 JIS B 1180（六角ボルト） 

 JIS B 1181（六角ナット） 

ブラケット取付け用ボルト（ねじの呼びＭ16）は 4.6 とし，継手用ボルト（ねじの呼びＭ16〔種

別Ａｐ〕Ｍ14〔種別Ｂｐ及びＣｐ〕）は 6.8 とする。 

 

４‐７‐19 ボックスビーム（分離帯用） 

ボックスビーム（分離帯用）は，以下の規格に適合するものとする。 

１．ビーム 

 JIS G 3466（一般構造用角形鋼管） 

２．支 柱 

 JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 

３．パドル及び継手 

 JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 

４．ボルトナット 

 JIS B 1180（六角ボルト） 

 JIS B 1181（六角ナット） 

パドル取付け用ボルト（ねじの呼びＭ16）及び継手用ボルト（ねじの呼びＭ20）はともに 6.8

とする。 
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第８節 セメント及び混和材料 

４‐８‐１ 一般事項 

１．工事に使用するセメントは，普通ポルトランドセメント及び高炉セメントを使用するものとし，

他のセメント及び混和材料を使用する場合は，設計図書によるものとする。 

２．受注者は，セメントを防湿的な構造を有するサイロまたは倉庫に，品種別に区分して貯蔵しな

ければならない。 

３．セメントを貯蔵するサイロは，底にたまって出ない部分ができないような構造とするものとす

る。 

４．受注者は，貯蔵中に塊状になったセメント，または湿気をうけた疑いのあるセメント，その他

異常を認めたセメントの使用にあたっては，これを用いる前に試験を行い，その品質を確かめな

ければならない。 

５．受注者は，セメントの貯蔵にあたって温度，湿度が過度に高くならないようにしなければなら

ない。 

６．受注者は，混和剤に，ごみ，その他の不純物が混入しないよう，液状の混和剤は分離したり変

質したり凍結しないよう，また，粉末状の混和剤は吸湿したり固結したりしないように，これを

貯蔵しなければならない。 

７．受注者は，貯蔵中に前項に示す分離・変質等が生じた混和剤やその他異常を認めた混和剤につ

いて，これらを用いる前に試験を行い，性能が低下していないことを確かめなければならない。 

８．受注者は，混和材を防湿的なサイロまたは，倉庫等に品種別に区分して貯蔵し，入荷の順にこ

れを用いなければならない。 

９．受注者は，貯蔵中に吸湿により固結した混和材，その他異常を認めた混和材の使用にあたって，

これを用いる前に試験を行い，その品質を確かめなければならない。 
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４‐８‐２ セメント 

１．セメントは表４－19 の規格に適合するものとする。 

表４－19 セメントの種類 

JIS 番号 名  称 区   分 摘   要 

Ｒ 5210 ポルトランド 

セメント 

(１)普通ポルトランド 

(２)早強ポルトランド 

(３)中庸熱ポルトランド 

(４)超早強ポルトランド 

(５)低熱ポルトランド 

(６)耐硫酸塩ポルトランド 

低アルカリ形については付属書

による 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

Ｒ 5211 高炉セメント  

(１)Ａ種高炉 

(２)Ｂ種高炉 

(３)Ｃ種高炉 

高炉スラグの分量（質量％） 

   5 を超え 30 以下 

   30 を超え 60 以下 

     60 を超え 70 以下 

Ｒ 5212 シリカセメント  

 

(１)Ａ種シリカ 

(２)Ｂ種シリカ 

(３)Ｃ種シリカ 

シリカ質混合材の分量（質量％） 

      5 を超え 10 以下 

     10 を超え 20 以下 

     20 を超え 30 以下 

Ｒ 5213 フライアッシュ

セメント 

 

 

(１)Ａ種フライアッシュ 

(２)Ｂ種フライアッシュ 

(３)Ｃ種フライアッシュ 

フライアッシュ分量（質量％） 

      5 を超え 10 以下 

     10 を超え 20 以下 

     20 を超え 30 以下 

Ｒ 5214 エコセメント  

(１)普通エコセメント 

(２)速硬エコセメント 

塩化物イオン量（質量％） 

     0.1 以下 

     0.5 以上 1.5 以下 

 

２．コンクリート構造物に使用する普通ポルトランドセメントは，次項以降の規定に適合するもの

とする。 

なお，小規模工種で，１工種当たりの総使用量が 10m3 未満の場合は，この項の適用を除外す

ることができる。 

３．普通ポルトランドセメント及び高炉セメントＢ種の品質は，表４－20 の規格に適合するものと

する。 
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表４－20 普通ポルトランドセメント及び高炉セメントＢ種の品質 

品        質 普通ポルトランドセメント 高炉セメントＢ種 

比 表 面 積  cm2/ｇ 2,500 以上 3,000 以上 

凝        結 

ｈ 

始  発 min 60 以上 60 以上 

終  結 h 10 以下 10 以下 

安定性 
パット法 良 良 

ルシャチリエ法 mm 10 以下 10 以下 

圧 縮 強 さ 

N/mm2 

３d 12.5 以上 10.0 以上 

７d 22.5 以上 17.5 以上 

28d 42.5 以上 42.5 以上 

水  和  熱 

J/g 

７d （※） － 

28d （※） － 

化学成分％ 

酸化マグネシウム 5.0 以下 6.0 以下 

三酸化硫黄 3.5 以下 4.0 以下 

強熱減量 5.0 以下 5.0 以下 

全アルカリ(Na o eq) 0.75 以下 － 

塩化物イオン 0.035 以下 － 

注 全アルカリ(Na o eq) の算出は，JIS R 5210(ポルトランドセメント)付属書ポルトランドセメント（低ア

ルカリ形）による。 

（※）測定値を報告する。 

 

４．原材料，製造方法，検査，包装及び表示は，JIS R 5210（ポルトランドセメント）の規定によ

るものとする。 

 

４‐８‐３ 混和材料 

１．混和材として用いるフライアッシュは，JIS A 6201（コンクリート用フライアッシュ）の規格

に適合するものとする。 

２．混和材として用いるコンクリート用膨張材は，JIS A 6202（コンクリート用膨張材）の規格に

適合するものとする。 

３．混和材として用いる高炉スラグ微粉末は，JIS A 6206（コンクリート用高炉スラグ微粉末）の

規格に適合するものとする。 

４．混和剤として用いる AE 剤，減水剤，AE 減水剤，高性能 AE 減水剤，高性能減水剤，流動化

剤および硬化促進剤は，JIS A 6204（コンクリート用化学混和剤）の規格に適合するものとする。 

５．急結剤は，JSCE-D 102 に適合するものとする。 
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４‐８‐４ コンクリート用水 

１．コンクリートに使用する練混水は，水道または JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）

付属書 3 に適合したものでなければならない。また養生水は，油，酸，塩類等コンクリートの表

面を侵す物質を有害量含んではならない。 

２．受注者は，鉄筋コンクリートには，海水を練りまぜ水として使用してはならない。ただし，用

心鉄筋を配置しない無筋コンクリートには海水を用いても良い。 

 

 

第９節 セメントコンクリート製品 

４‐９‐１ 一般事項 

１．セメントコンクリート製品は有害なひび割れ等損傷のないものでなければならない。 

２．セメントコンクリート中の塩化物含有量は，コンクリート中に含まれる塩化物イオン（Cl-）の

総量で表すものとし，練りまぜ時の全塩化物イオンは 0.30 ㎏／m3 以下とする。なお，これを超

えるものを使用する場合は，設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

受注者は，セメントコンクリート製品の使用にあたって「アルカリ骨材反応抑制対策について」

（国土交通大臣官房技術審議官通達，平成 14 年７月 31日）及び「アルカリ骨材反応抑制対策に

ついて」の運用について（国土交通省大臣官房技術調査課長通達，平成 14年７月 31日）を遵守

し，アルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認し，確認した資料を監督員に提出しなければならな

い。 

 

４‐９‐２ セメントコンクリート製品 

セメントコンクリート製品は次の規格に適合するものとする。 

 JIS A 5361（プレキャストコンクリート製品－種類，製品の呼び方及び表示の通則） 

 JIS A 5364（プレキャストコンクリート製品－材料及び製造方法の通則） 

 JIS A 5365（プレキャストコンクリート製品－検査方法通則） 

 JIS A 5371（プレキャスト無筋コンクリート製品） 

 JIS A 5372（プレキャスト鉄筋コンクリート製品） 

 JIS A 5373（プレキャストプレストレストコンクリート製品） 

 JIS A 5406（建築用コンクリートブロック） 

 JIS A 5506（下水道用マンホールふた） 

 

 

第10節 瀝青材料 

４‐10‐１ 一般瀝青材料 

１．舗装用石油アスファルトは，本章４‐５‐６安定材の表４－17 の規格に適合するものとする。 
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２．ポリマー改質アスファルトは表４－21 の性状に適合するものとする。また，受注者は，プラン

トミックスタイプについては，使用する舗装用石油アスファルトに改質材料を添加し，その性状

が表４－21 に示す値に適合していることを確認しなければならない。 

 

表４－21 ポリマー改質アスファルトの標準的性状 

    種類 

Ⅰ型 Ⅱ型 

Ⅲ型     H 型   

項目     付加記号   
Ⅲ 型

－W 

Ⅲ型－

WF 
  H 型－F 

軟化点 ℃ 50.0 以上 56.0以上 70.0 以上 80.0 以上 

伸度 
  （7℃）  ㎝ 30 以上 － － － － 

  （15℃） ㎝ － 30 以上 50 以上 50 以上 － 

タフネス（25℃）  Ｎ・ｍ 5.0 以上 8.0 以上 16 以上 20 以上 － 

テナシティ（25℃） Ｎ・ｍ 2.5 以上 4.0 以上 － － － 

粗骨材の剥離面積率 ％ － － － 5 以下 － － 

フラース脆化点 ℃ － － － － 
-12 以

下 
－ -12 以下 

曲げ仕事量（-20℃） kPa － － － － － － 400以上 

曲げスティフネス（-20℃） MPa － － － － － － 100以下 

針入度（25℃） 
1/10

㎜ 
40 以上 

薄膜加熱質量変化率 ％ 0.6 以下 

薄膜加熱後の針入度残留率 ％ 65 以上 

引火点 ℃ 260 以上 

密度（15℃） g/c ㎥ 試験表に付記 

最適混合温度 ℃ 試験表に付記 

最適締固め温度 ℃ 試験表に付記 

付加記号の略字 Ｗ：耐水性（Water resistance）Ｆ：可撓性（Flexibility） 

 

３．セミブローンアスファルトは，表４－22 の規格に適合するものとする。 

表４－22 セミブローンアスファルト（ＡＣ－100）の規格 

項        目 規 格 値 

粘度(60℃)Pa･s 1，000±200 

粘度(180℃) mm2/s 200 以下 

薄膜加熱質量変化率 ％ 0.6 以下 

針    入    度(25℃)１/10mm 40 以上 

トルエン可溶分 ％ 99.0 以上 

引火点℃ 260 以上 

密度(15℃)g/cm3 1.000 以上 

粘度比（60℃，薄膜加熱後/加熱前） 5.0 以下 

注１ 180 ℃での粘度のほか，140 ℃，160 ℃における動粘度を試験表に付記すること。 

 

４．硬質アスファルトに用いるアスファルトは表４－23 の規格に適合するものとし，硬質アスファ

ルトの性状は表４－24 の規格に適合するものとする。  
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表４－23 硬質アスファルトに用いるアスファルトの標準的性状 

種類 

項目 

石油アスファルト 

20～40 

トリニダッドレイク 

アスファルト 

針入度（25℃） 1/10mm 20 を超え 40 以下 1～4 

軟化点 ℃ 55.0～65.0 93～98 

伸度（25℃） cm 50 以上 － 

蒸発質量変化率 ％ 0.3 以下 － 

トルエン可溶分 ％ 99.0 以上 52.5～55.5 

引火点 ℃ 260 以上 240 以上 

密度（15℃） g/cm3 1.00 以上 1.38～1.42 

注 石油アスファルト 20～40 の代わりに，石油アスファルト 40～60 などを使用する場合も

ある 

 

表４－24 硬質アスファルトの標準的性状 

項   目 標準値 

針入度（25℃） 1/10mm 15～30 

軟化点 ℃ 58～68 

伸度（25℃） cm 10 以上 

蒸発質量変化率 ％ 0.5 以下 

トルエン可溶分 ％ 86～91 

引火点 ℃ 240 以上 

密度（15℃） g/cm3 1.07～1.13 
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５．石油アスファルト乳剤は表４－18，25 の規格に適合するものとする。 

表４－25 ゴム入りアスファルト乳剤の標準的性状 

              種類および記号 

 項 目 
ＰＫＲ-Ｔ 

エングラー度（25℃） 1～10 

セイボルトフロール秒（50℃）      ｓ － 

ふるい残留分（1.18mm）        ％ 0.3 以下 

付着度 2/3 以上 

粒子の電荷 陽（ + ） 

留出油分（360℃までの） － 

蒸発残留分               ％ 50 以上 

蒸
発
残
留
物 

針入度（25℃）1/10mm       60 を超え 150 以下 

軟化点              ℃ 42.0 以上 

タフネス 
（25℃）N・ｍ 3.0 以上 

（15℃）N・ｍ － 

テナシティ 
（25℃）N・ｍ 1.5 以上 

（15℃）N・ｍ － 

貯蔵安定度（24ｈｒ）質量        ％ 1 以下 

浸透性                 ｓ － 

凍結安定度（-5℃） － 

（日本アスファルト乳剤協会規格）  

 

４‐10‐２ その他の瀝青材料 

その他の瀝青材料は，以下の規格に適合するものとする。 

 JIS A 6005（アスファルトルーフィングフェルト） 

 JIS K 2439（クレオソート油，加工タール，タールピッチ） 

 

４‐10‐３ 再生用添加剤 

再生用添加剤の品質は，労働安全衛生法施行令に規定されている特定化学物質を含まないものと

し，表４－26，４－27，４－28 の規格に適合するものとする。 
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表４－26 再生用添加剤の品質（エマルジョン系）路上表層再生用 

   路上表層再生用 

項   目 単位 規格値 試験方法 

粘   度 (25℃) SFS 15～85 舗装調査・試験法便覧参照 

蒸 発 残 留 分 ％ 60 以上 〃 

蒸
発
残
留
物 

引  火  点  (COC) ℃ 200 以上 〃 

粘     度  (60℃) mm2/S 50～300 〃 

薄膜加熱後の粘度比(60℃)  2 以下 〃 

薄膜加熱質量変化率 ％ 6.0 以下 〃 

 

表４－27 再生用添加剤の品質（オイル系）路上表層再生用 

   路上表層再生用 

項   目 単位 規格値 試験方法 

引   火   点(COC) ℃ 200 以上 舗装調査・試験法便覧参照 

粘       度(60℃) mm2/S 50～300 〃 

薄膜加熱後の粘度比(60℃)  2 以下 〃 

薄膜加熱質量変化率 ％ 6.0 以下 〃 

 

表４－28 再生用添加時の品質プラント再生用 

   プラント再生用 

項   目 標準的性状 

動  粘  度 (60℃) mm2/s 80～1,000 

引  火  点 ℃ 230 以上 

薄膜加熱後の粘度比 (60℃) 2 以下 

薄膜加熱質量変化率 ％ ±3 以下 

密     度 (15℃) g/cm3 報 告 

組  成  分  析 報 告 

 

 

第11節 芝及びそだ 

４‐11‐１ 芝（姫高麗芝，高麗芝，野芝，人工植生芝） 

１．芝は成育が良く緊密な根茎を有し，茎葉の萎縮，徒長，むれ，病虫害等のないものとする。 

２．受注者は，芝を切取り後，すみやかに運搬するものとし，乾燥，むれ，傷み，土くずれ等のな

いものとしなければならない。 
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４‐11‐２ そ だ 

そだに用いる材料は，針葉樹を除く堅固でじん性に富むかん木とするものとする。 

 

 

第12節 目地材料 

４‐12‐１ 注入目地材 

１．注入目地材は，コンクリート版の膨張，収縮に順応し，コンクリートとよく付着し，しかもひ

びわれが入らないものとする。 

２．注入目地材は，水に溶けず，また水密性のものとする。 

３．注入目地材は，高温時に流れ出ず，低温時にも衝撃に耐え，土砂等異物の侵入を防げ，かつ，

耐久的なものとする。 

４．注入目地材で加熱施工式のものは，加熱したときに分離しないものとする。 

 

４‐12‐２ 目地板 

目地板は，コンクリートの膨張収縮に順応し，かつ耐久性に優れたものとする。 

 

 

第13節 塗 料 

４‐13‐１ 一般事項 

１．受注者は，ＪＩＳの規格に適合する塗料を使用するものとし，また，希釈剤は塗料と同一製造

者の製品を使用するものとする。 

２．受注者は，塗料は工場調合したものを用いなければならない。 

３．受注者は，さび止めに使用する塗料は，油性系さび止め塗料とするものとする。 

４．受注者は，道路標識の支柱のさび止め塗料もしくは，下塗塗料については以下の規格に適合し

たものとする。 

 JIS K 5621（一般用さび止めペイント） 

 JIS K 5623（亜酸化鉛さび止めペイント） 

 JIS K 5625（シアナミド鉛さび止めペイント） 

 JIS K 5674（鉛・クロムフリーさび止めペイント） 

５．受注者は，塗料を，直射日光を受けない場所に保管し，その取扱いは関係諸法令，諸法規を遵

守して行わなければならない。 

６．塗料の有効期限は，ジンクリッチペイントの亜鉛粉末は，製造後６ケ月以内，その他の塗料は

製造後 12 ケ月以内とするものとし，受注者は，有効期限を経過した塗料は使用してはならない。 
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第14節 道路標識及び区画線 

４‐14‐１ 道路標識 

標識板，支柱，補強材，取付金具，反射シートの品質は，以下の規格に適合するものとする。 

１．標識板 

 JIS G 3131（熱間圧延軟鋼板及び鋼帯） 

 JIS G 3141（冷間圧延鋼板及び鋼帯） 

 JIS K 6744（ポリ塩化ビニル被覆金属板） 

 JIS H 4000（アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条） 

 JIS K 6718（プラスチック-メタクリル樹脂板） 

 ガラス繊維強化プラスチック板（Ｆ．Ｒ．Ｐ） 

２．支 柱 

 JIS G 3452（配管用炭素鋼管） 

 JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管） 

 JIS G 3192（熱間圧延形鋼の形状，寸法，質量及びその許容差） 

 JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 

３．補強材及び取付金具 

 JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 

 JIS G 3131（熱間圧延軟鋼板及び鋼帯） 

 JIS G 3141（冷間圧延鋼板及び鋼帯） 

 JIS H 4100（アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材） 

４．反射シート 

標示板に使用する反射シートは，ガラスビーズをプラスチックの中に封入したレンズ型反射シ

ートまたは，空気層の中にガラスビーズをプラスチックで覆ったカプセルレンズ型反射シートと

し，その性能は表４－29，４－30 に示す規格以上のものとする。また，反射シートは，屋外に

さらされても，著しい色の変化，ひびわれ，剥れが生じないものとする。 

なお，表４－29，４－30 に示した品質以外の反射シートを用いる場合に，受注者は監督員の

確認を得なければならない。  
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表４－29 反射性能（反射シートの再帰反射係数） 

 観測角° 入射角° 白 黄 赤 緑 青 

封
入
レ
ン
ズ
型 

12’ 
5° 70 50 15 9.0 4.0 

30° 30 22 6.0 3.5 1.7 

20’ 
5° 50 35 10 7.0 2.0 

30° 24 16 4.0 3.0 1.0 

2° 
5° 5.0 3.0 0.8 0.6 0.2 

30° 2.5 1.5 0.4 0.3 0.1 

注 試験及び測定方法は，JIS Z 9117（保安用反射シート及びテープ）による。 

 

表４－30 反射性能（反射シートの再帰反射係数） 

 観測角° 入射角° 白 黄 赤 緑 青 

カ
プ
セ
ル
レ
ン
ズ
型 

12’ 
5° 250 170 45 45 20 

30° 150 100 25 25 11 

20’ 
5° 180 122 25 21 14 

30° 100 67 14 12 8.0 

2° 
5° 5.0 3.0 0.8 0.6 0.3 

30° 2.5 1.8 0.4 0.3 0.1 

注 試験及び測定方法は，JIS Ｚ 9117 （保安用射シート及びテープ）による。 

 

４‐14‐２ 区画線 

区画線の品質は以下の規格に適合するものとする。 

 JIS K 5665（路面表示用塗料） 

 １種（トラフィックペイント常温） 

 ２種（     〃     加熱） 

 ３種１号（   〃     溶融） 

 

 

第15節 その他 

４‐15‐１ エポキシ系樹脂接着剤 

エポキシ系樹脂接着剤は，接着，埋込み，打継ぎ，充てん，ライニング注入等は設計図書による

ものとする。 
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４‐15‐２ 合成樹脂製品 

合成樹脂製品は以下の規格に適合するものとする。 

 JIS K 6741（硬質ポリ塩化ビニル管） 

 JIS K 6742（水道用ポリ硬質塩化ビニル管） 

 JIS K 6745（プラスチック－硬質ポリ塩化ビニルシート－タイプ，寸法及び特性－第１部：厚

さ 1mm 以上の板） 

 JIS K 6761（一般用ポリエチレン管） 

 JIS K 6762（水道用ポリエチレン二層管） 

 JIS K 6773（ポリ塩化ビニル止水板） 

 JIS A 6008（合成高分子系ルーフィングシート） 

 JIS C 8430（硬質塩化ビニル電線管）  
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第５章 一般施工 

 

第１節 適 用 

１．本章は，各工事において共通的に使用する工種，基礎工，石・ブロック積（張）工，一般舗装

工，地盤改良工，工場製品輸送工，構造物撤去工，仮設工，法面工（共通），擁壁工（共通），植

栽工，推進工，シールド工，その他これらに類する工種について適用するものとする。 

２．本章に特に定めのない事項については，第３章無筋・鉄筋コンクリート及び第４章材料の規定

によるものとする。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

受注者は，設計図書において特に定めのない事項については，下記の基準類によらなければな

らない。 

なお，基準類と設計図書に相違がある場合は，原則として設計図書の規定に従うものとし，疑

義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。 

 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編Ⅱ鋼橋編）   （平成 14 年３月） 

 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編Ⅳ下部構造編） （平成 14 年３月） 

 日本道路協会 鋼道路橋施工便覧   （昭和 60 年２月） 

 日本道路協会 鋼道路橋塗装・防食便覧   （平成 17 年 12 月） 

 日本道路協会 舗装調査・試験法便覧   （平成 19 年６月） 

 日本道路協会 アスファルト舗装工事共通仕様書解説   （平成４年 12 月） 

 日本道路協会 転圧コンクリート舗装技術指針（案）   （平成２年 11 月） 

 建設省 薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定   （昭和 49 年７月） 

 建設省 薬液注入工事に係る施工管理等について   （平成２年９月） 

 日本薬液注入協会 薬液注入工法の設計・施工指針   （平成元年６月） 

 建設省 仮締切堤設置基準（案）   （平成 10 年６月） 

 環境庁 水質汚濁に係わる環境基準   （昭和 46 年 12 月） 

 日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説   （平成 20 年１月） 

 日本道路協会 杭基礎施工便覧   （平成 19 年１月） 

 全国特定法面保護協会 のり枞工の設計施工指針   （平成 18 年 11 月） 

 地盤工学会 グラウンドアンカー設計・施工基準・同解説   （平成 12 年３月） 

 日本道路協会 道路土工－軟弱地盤対策工指針   （昭和 61 年 11 月） 

 日本道路協会 道路土工－施工指針   （昭和 61 年 11 月） 

 日本道路協会 道路土工－のり面・斜面安定工指   （平成 11 年３月） 

 日本道路協会 道路土工－擁壁工指針   （平成 11 年３月） 

 日本道路協会 道路土工－カルバート工指針   （平成 21 年度版） 
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 日本道路協会 道路土工－仮設構造物工指針   （平成 11 年３月） 

 日本道路協会 道路土工－排水工指針   （昭和 62 年６月） 

 日本道路協会 舗装再生便覧   （平成 16 年２月） 

 日本道路協会 舗装施工便覧   （平成 18 年２月） 

 日本道路協会 鋼管矢板基礎設計施工便覧   （平成９年 12 月） 

 建設省 トンネル工事における可燃性ガス対策について   （昭和 53 年７月） 

 建設業労働災害防止協会 ずい道工事等における換気技術指針（設計及び保守管理） 

    （平成 17 年６月） 

 建設省 道路付属物の基礎について   （昭和 50 年７月） 

 日本道路協会 道路標識設置基準・同解説   （昭和 62 年１月） 

 日本道路協会 視線誘導標設置基準・同解説   （昭和 59 年 10 月） 

 建設省 土木構造物設計マニュアル（案）[土工構造物・橋梁編] （平成 11 年 11 月） 

 建設省 土木構造物設計マニュアル（案）に係わる設計・施工の手引き（案） 

 [ボックスカルバート・擁壁編]   （平成 11 年 11 月） 

 国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱   （平成 14 年５月） 

 労働省 ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン （平成 20 年３月） 

 国土交通省 土木構造物設計マニュアル（案）[樋門編]  （平成 13 年 12 月） 

 国土交通省 土木構造物設計マニュアル（案）に係わる設計・施工の手引き（案） 

    （平成 13 年 12 月） 

 労働省 騒音障害防止のためのガイドライン   （平成４年 10 月） 

 厚生労働省 手すり先行工法等に関するガイドライン   （平成 21 年） 

 

 

第３節 共通的工種 

５‐３‐１ 一般事項 

本節は，各工事に共通的に使用する工種として作業土工（床掘り・埋戻し），矢板工，縁石工，

小型標識工，防止柵工，路側防護柵工，区画線工，道路付属物工，コンクリート面塗装工，路面排

水工，境界工，プレキャストカルバート工，側溝工の他これらに類する工種について定めるものと

する。 

 

５‐３‐２ 材 料 

１．縁石工で使用するアスカーブの材料は，５‐６‐３ アスファルト舗装の材料の規定によるも

のとする。 

２．縁石工において，縁石材料にコンクリート二次製品を使用する場合は，使用する材料は，４‐

９‐２ セメントコンクリート製品の規定によるものとする。また，長尺物の緑石については JIS 

A 5308（レディーミクストコンクリート）に準ずるものとする。 
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３．小型標識工に使用する反射シートは，JISZ 9117（保安用反射シート及びテープ）又は，カプ

セルレンズ型反射シートを用いるものとする。 

４．塗装仕上げをする場合の路側防護柵工で使用する材料は，以下によるものとする。 

（１）溶融亜鉛めっき仕上げの場合は，溶融亜鉛めっき法により，亜鉛めっきを施し，その上に

工場にて仕上げ塗装を行わなければならない。この場合受注者は，めっき面に燐酸塩処理な

どの下地処理を行わなければならない。 

（２）溶融亜鉛めっき仕上げの場合は，亜鉛の付着量を JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び

鋼帯） 構造用（Ｚ27）の 275g/m2（両面付着量）以上とし，防錆を施さなければならない。

ただし，亜鉛めっきが外面のみのパイプを使用する場合，内面を塗装その他の方法で防蝕を

施したものでなければならない。その場合受注者は，耐触性が前述以上であることを確認し

なければならない。 

（３）熱硬化性アクリル樹脂塗装仕上げの場合は，熱硬化性アクリル樹脂塗料を用いて，20μm

以上の塗装厚としなければならない。 

（４）受注者は，ガードケーブルのロープの素線に対しては，亜鉛付着量が JIS G 3525（ワイ

ヤロープ）で定めた 300g/m2以上の亜鉛めっきを施さなければならない。 

（５）受注者は，支柱については，埋込み部分に亜鉛めっき後，黒ワニスを用いて内外面とも塗

装を行わなければならない。 

（６）ボルト・ナット（オートガードに使用するボルト・ナットを除く）については，（１），（２）

により亜鉛めっきを施したものを用いるものとするが，ステンレス製品を用いる場合は，無

処理とするものとする。 

５．亜鉛めっき地肌のままの場合の路側防護柵工で使用する材料は，以下によるものとする。 

（１）受注者は，ケーブル以外の材料については，成形加工後，溶融亜鉛めっきを施さなければ

ならない。 

（２）受注者は，亜鉛の付着量をビーム，パイプ，ブラケット，パドル，支柱の場合 JIS H 8641

（溶融亜鉛めっき）２種（HDZ55）の 550g/m2（片面の付着量）以上とし，その他の部材（ケ

ーブルは除く）の場合は同じく２種（HDZ35）の 350g/m2（片面の付着量）以上としなけれ

ばならない。 

（３）ガードレール用ビームの板厚が 3.2mm 未満となる場合については，上記の規定にかかわ

らず本条１項の規定によるものとする。また，受注者は，歩行者，自転車用防護柵が，成形

加工後溶融亜鉛めっきが可能な形状と判断できる場合は，（２）のその他の部材の場合によ

らなければならない。 

（４）受注者は，ガードケーブルのロープの素線に対して付着量が 300g/m2以上の亜鉛めっきを

施さなければならない。 

６．受注者は，視線誘導標を使用する場合，設計図書に明示した場合を除き，以下の形状及び性能

を有するものを使用しなければならない。 
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（１）反射体 

ア．受注者は，形状が丸型で直径 70mm 以上 100mm 以下の反射体を用いなければならな

い。また，受注者は，反射体裏面を蓋などで密閉し，水，ごみなどの入らない構造としな

ければならない。 

イ．受注者は，色が白色又は橙色で次に示す色度範囲にある反射体を用いなければならない。 

白色 0.31+0.25x≧y≧0.28+0.25x 

        0.50≧x≧0.41 

橙色 0.44≧y≧0.39 

        y≧0.99－x 

ただし，ｘ，ｙは JIS Z 8701（色の表示方法－ＸＹＺ表色系及びＸ10Ｙ10Ｚ10 表色系）

の色度座標である。 

ウ．受注者は，反射性能が JIS D 5500（自動車用ランプ類）に規定する反射性試験装置に

よる試験で，表５－１に示す値以上である反射体を用いなければならない。 

 

表５－１ 反射体 

（ 単位： ｃｄ／ 10.76  lx）  

反射体の色  

 

入射角 

 観測角  

白  色  橙  色  

0°  10°  20°  0°  10°  20°  

0.2°  35  28  21  22  18  13  

0.5°  17  14  10  11  9  6  

1.5°  0 .55  0 .44  0 .33  0 .34  0 .28  0 .20  

注  上表 は，反 射有効 径 70mm の場合 の値 である 。  

 

（２）支 柱 

ア．受注者は，反射体を所定の位置に確実に固定できる構造の支柱を用いなければならない。 

イ．受注者は，白色又はこれに類する色の支柱を用いなければならない。 

ウ．使用する支柱の諸元の標準は表５－２に示すものとする。 
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表５－２ 支柱の諸元 

設置 

場所 

設 置 条 件  

長  

さ

(mm) 

材    質  

鋼  
ア ル ミ ニ

ウ ム 合 金  
合 成 樹 脂  

反 射 体

の 設 置

高 さ

( cm)  

基 礎 の 種 類  

外 径 ×厚 さ  

(mm)×

(mm) 

外 径 ×厚 さ  

(mm)×

(mm) 

外 径 ×厚 さ  

(mm)×

(mm) 

一般

道 
90  

コ ン ク リ ー ト

基 礎  
1 ,150  

34×2.3 

  以上  

45×3 

 以上  

60×4.5 

(89)以上  土 中 埋 込 基 礎  1 ,450  

自動

車専

用道 

90  
コ ン ク リ ー ト

基 礎  
1 ,175  

34× 1.6  

  以上  

34× 2  

 以上  

60×3.5  

  以上  120  
コ ン ク リ ー ト

基 礎  
1 ,525  

注  （） 書きは ，材料 にポリ エチレ ン樹脂 を使用 する場 合。  

 

エ．塗装仕上げする鋼管の場合 

（ア）受注者は，溶融亜鉛めっき法により，亜鉛めっきを施し，その上に工場にて仕上げ

塗装を行わなければならない。この場合，受注者は，めっき面に燐酸塩処理などの下

地処理を行わなければならない。 

（イ）受注者は，亜鉛の付着量を JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）構造用＜

Ｚ27＞の 275g／m2（両面付着量）以上としなければならない。ただし，亜鉛めっき

が外面のみのパイプの場合，受注者は，内面を塗装その他の方法で防蝕を施さなけれ

ばならない。その場合，耐蝕性は，前述以上とするものとする。 

（ウ）受注者は，熱硬化性アクリル樹脂塗装以上の塗料を用いて，20μm 以上の塗装で仕

上げ塗装しなければならない。 

オ．亜鉛めっき地肌のままの場合 

受注者は，支柱に使用する鋼管及び取付金具に亜鉛の付着量が JIS H 8641（溶融亜鉛

めっき）２種（HDZ35）の 350g／m2（片面の付着量）以上の溶融亜鉛めっきを施さなけ

ればならない。受注者は，ボルト，ナットなども溶融亜鉛めっきで表面処理をしなければ

ならない。 

 

５‐３‐３ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

１．受注者は，埋設物を発見した場合は，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

２．受注者は，作業土工における床掘りの施工にあたり，地質の硬軟，地形及び現地の状況を考慮

して設計図書に示した工事目的物の深さまで掘り下げなければならない。 

３．受注者は，床掘りにより崩壊又は破損のおそれがある構造物等を発見した場合には，応急措置

を講ずるとともに直ちに設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 
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４．受注者は，床掘りの仕上がり面においては，地山を乱さないように，かつ不陸が生じないよう

に施工しなければならない。 

５．受注者は，岩盤床掘りを発破によって行う場合には設計図書に定める仕上げ面を超えて発破を

行わないように施工しなければならない。万一誤って仕上げ面を超えて発破を行った場合は，計

画仕上がり面まで修復しなければならない。この場合，修復個所が目的構造物の機能を損なわず，

かつ現況地盤に悪影響を及ぼさない方法で施工しなければならない。 

６．受注者は，床掘り箇所の湧水及び滞水などは，ポンプあるいは排水溝を設けるなどして排除し

なければならない。 

７．受注者は，施工上やむを得ず，既設構造物等を設計図書に定める断面を超えて床掘りの必要が

生じた場合には，事前に設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

８．受注者は，監督員が指示する構造物の埋戻し材料については，この仕様書における関係各項に

定めた土質のものを用いなければならない。 

９．受注者は，埋戻しにあたり，埋戻し箇所の残材，廃物，木くず等を撤去し，一層の仕上がり厚

を 30cm 以下を基本として十分締固めながら埋戻さなければならない。 

10．受注者は，埋戻し箇所に湧水及び滞水などがある場合には，施工前に排水しなければならない。 

11．受注者は，構造物の隣接箇所や狭い箇所において埋戻しを行う場合は，小型締固め機械を使用

し均一になるように仕上げなければならない。 

なお，これにより難い場合は，設計図書に関して監督員と協議するものとする。 

12．受注者は，埋戻しを行うにあたり埋設構造物がある場合は，偏土圧が作用しないように，埋戻

さなければならない。 

13．受注者は，河川構造物付近のように水密性を確保しなければならない箇所の埋戻しにあたり，

埋戻し材に含まれる石等が一ケ所に集中しないように施工しなければならない。 

14．受注者は，埋戻しの施工にあたり，適切な含水比の状態で行わなければならない。 

 

５‐３‐４ 矢板工 

１．矢板とは，鋼矢板，軽量鋼矢板，コンクリート矢板，アルミ矢板，広幅鋼矢板及び可とう鋼矢

板をいうものとする。 

２．鋼矢板の継手部は，かみ合わせて施工しなければならない。 

なお，これにより難い場合は設計図書に関して監督員と協議するものとする。 

３．受注者は，打込み方法，使用機械等については，設計図書によるものとするが，設計図書に示

されていない場合には，打込み地点の土質条件，立地条件，矢板の種類等に応じたものを選ばな

ければならない。 

４．受注者は，矢板の打込みにあたり，導材を設置するなどして，ぶれ，よじれ，倒れを防止し，

また，隣接矢板が共下りしないように施工しなければならない。 

５．受注者は，設計図書に示された深度に達する前に矢板が打込み不能となった場合は，原因を調

査するとともに，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 
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６．受注者は，控索材の取付けにあたり，各控索材が一様に働くように締付けを行わなければなら

ない。 

７．受注者は，ウォータージェットを用いて矢板を施工する場合は，最後の打ち止めを併用機械で

貫入させ，落ち着かせなければならない。 

８．受注者は，矢板の引抜き跡の空洞を砂等で充てんするなどして地盤沈下等を生じないようにし

なければならない。空隙による地盤沈下の影響が大きいと判断される場合は，設計図書に関して

監督員と協議しなければならない。 

９．受注者は，鋼矢板の運搬，保管にあたり，変形を生じないようにしなければならない。 

10．受注者は，腹起しの施工にあたり，矢板と十分に密着するようにし，隙間が生じた場合にはパ

ッキング材を用いて土圧を均等に受けるようにしなければならない。 

11．受注者は，腹起しの施工にあたり，受け金物，吊りワイヤ等によって支持するものとし，振動

その他により落下することのないようにしなければならない。 

12．受注者は，コンクリート矢板の運搬にあたり，矢板を２点以上で支えなければならない。 

13．受注者は，コンクリート矢板の保管にあたり，矢板を水平に置くものとし，３段以上積み重ね

てはならない。 

14．受注者は，落錘によりコンクリート矢板を打込む場合，落錘の重量は矢板の質量以上，錘の落

下高は２ｍ程度として施工しなければならない。 

15．受注者は，鋼矢板防食を行うにあたり，現地状況に適合した防食を行わなければならない。 

16．受注者は，鋼矢板防食を行うにあたり，部材の運搬，保管，打込み時などに，部材を傷付けな

いようにしなければならない。 

17．受注者は，控え版の施工にあたり，外力による転倒，滑動及び沈下によって控索材に曲げが生

じぬように施工しなければならない。 

18．受注者は，控え版の据付けにあたり，矢板側の控索材取付け孔と控え版側の取付け孔の位置が，

上下及び左右とも正しくなるように調整しなければならない。 

 

５‐３‐５ 縁石工 

１．石工の施工にあたり，縁石ブロック等は，あらかじめ施工した基盤の上に据付けるものとする。

敷モルタルの配合は，１：３（セメント：砂）とし，この敷モルタルを基礎上に敷均した後，縁

石ブロック等を図面に定められた線形及び高さに合うよう十分注意して据付けなければならな

い。 

２．アスカーブの施工については，５‐６‐６ アスファルト舗装工の規定によるものとする。 

３．アスカーブの施工にあたり，アスファルト混合物の舗設は，既設舗層面等が清浄で乾燥してい

る場合のみ施工するものとする。気温が５℃以下のとき，又は雤天時には施工してはならない。 

 

５‐３‐６ 小型標識工 

１．受注者は，認識上適切な反射特性を持ち，耐久性があり，維持管理が容易な反射材料を用いな

ければならない。 
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２．受注者は，全面反射の標識を用いるものとするが，警戒標識及び補助標識の黒色部分は無反射

としなければならない。 

３．受注者は，標示板基板表面を機械的に研磨（サウンディング処理）し，ラッカーシンナー又は，

表面処理液（弱アルカリ性処理液）で脱脂洗浄を施した後乾燥を行い，反射シートを貼付けるの

に最適な表面状態を保たなければならない。 

４．受注者は，反射シートの貼付けは，真空式加熱圧着機で行わなければならない。やむを得ず他

の機械で行う場合は，あらかじめ施工計画書にその理由・機械名等を記載し，使用にあたっては，

その性能を十分に確認しなければならない。手作業による貼付けを行う場合は，反射シートが基

板に密着するよう脱脂乾燥を行い，ゴムローラなどを用い転圧しなければならない。 

なお，気温が 10℃以下における屋外での貼付け及び 0.5m2以上の貼付けは行ってはならない。 

５．受注者は，重ね貼り方式又は，スクリーン印刷方式により，反射シートの貼付けを行わなけれ

ばならない 

６．受注者は，反射シートの貼付けについて，反射シートの表面の歪み，しわ，ふくれのないよう

均一に仕上げなければならない。 

７．受注者は，２枚以上の反射シートを接合して貼付けるか，あるいは，組として使用する場合は，

あらかじめ反射シート相互間の色合わせ（カラーマッチング）を行い，標示板面が日中及び夜間

に均一，かつそれぞれ必要な輝きを有するようにしなければならない。 

８．受注者は，２枚以上の反射シートを接合して使用する場合には，５～10mm 程度重ね合わせな

ければならない。 

９．受注者は，スクリーン印刷方式で標示板を製作する場合には，印刷した反射シート表面に，ク

リアー処理を施さなければならない。ただし，黒色の場合は，クリアー処理の必要はないものと

する。 

10．受注者は，素材加工に際し，縁曲げ加工をする標示板については，基板の端部を円弧に切断し，

グラインダーなどで表面を滑らかにしなければならない。 

11．受注者は，取付け金具及び板表面の補強金具（補強リブ）すべてを工場において溶接により取

付けるものとし，現場で取付けてはならない。 

12．受注者は，標示板の素材に鋼板を用いる場合には，塗装に先立ち脱錆（酸洗い）などの下地処

理を行った後，燐酸塩被膜法などによる錆止めを施さなければならない。 

13．受注者は，支柱素材についても本条 12 項と同様の方法で錆止めを施すか，錆止めペイントに

よる錆止め塗装を施さなければならない。 

14．受注者は，支柱の上塗り塗装につや，付着性及び塗膜硬度が良好で長期にわたって変色，退色

しないものを用いなければならない。 

15.受注者は，支柱用鋼管及び取付け鋼板などに溶融亜鉛メッキする場合，その付着量を JIS H 8641

（溶融亜鉛めっき）２種の（HDZ55）550g/m2（片面の付着量）以上としなければならない。た

だし，厚さ 3.2mm 未満の鋼材については２種（HDZ35）350g/m2（片面の付着量）以上とする

ものとする。 
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16．受注者は，防錆処理にあたり，その素材前処理，メッキ及び後処理作業を JIS H 8641（溶融

亜鉛めっき）の規定により行わなければならない。 

なお，ネジ部はメッキ後ネジさらい，又は遠心分離をしなければならない。 

17．受注者は，メッキ後加工した場合，鋼材の表面の水分，油分などの付着物を除去し，入念な清

掃後にジンクリッチ塗装で現場仕上げを行わなければならない。 

18．ジンクリッチ塗装用塗料は，亜鉛粉末の無機質塗料として塗装は２回塗りで 400～500g/m2，

又は塗装厚は２回塗りで，40～50μm とするものとする。 

19．ジンクリッチ塗装の塗り重ねは，塗装１時間以上経過後に先に塗布した塗料が乾燥状態になっ

ていることを確認して行うものとする。 

 

５‐３‐７ 防止柵工 

１．受注者は，防止柵を設置する場合，現地の状況により，位置に支障があるとき又は，位置が明

示されていない場合には，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

２．受注者は，支柱の施工にあたって，地下埋設物に破損や障害を発生させないようにするととも

に既設舗装に悪影響を及ぼさないよう施工しなければならない。 

３．塗装を行わずに，亜鉛めっき地肌のままの部材等を使用する場合に受注者は，ケーブル以外は

成形加工後，溶融亜鉛めっきを JIS H 8641 （溶融亜鉛めっき）２種（HDZ35）の 350g/m2（片

面付着量）以上となるよう施工しなければならない。 

 

５‐３‐８ 路側防護柵工 

１．受注者は，土中埋込み式の支柱を打込み機，オーガーボーリングなどを用いて堅固に建て込ま

なければならない。この場合受注者は，地下埋設物に破損や障害が発生させないようにするとと

もに既設舗装に悪影響を及ぼさないよう施工しなければならない。 

２．受注者は，支柱の施工にあたって設置穴を掘削して埋戻す方法で土中埋込み式の支柱を建て込

む場合，支柱が沈下しないよう穴の底部を締固めておかなければならない。 

３．受注者は，支柱の施工にあたって橋梁，擁壁，击渠などのコンクリートの中に防護柵を設置す

る場合，設計図書に定められた位置に支障があるとき，又は位置が明示されていない場合，設計

図書に関して監督員と協議して定めなければならない。 

４．受注者は，ガードレールのビームを取付ける場合は，自動車進行方向に対してビーム端の小口

が見えないように重ね合わせ，ボルト・ナットで十分締付けなければならない。 

５．受注者は，ガードケーブルの端末支柱を土中に設置する場合，打設したコンクリートが設計図

書で定めた強度以上あることを確認した後，コンクリート基礎にかかる所定の力を支持できるよ

う土砂を締固めながら埋戻しをしなければならない。 

６．受注者は，ガードケーブルを支柱に取付ける場合，ケーブルにねじれなどを起こさないように

するとともに所定の張力（Ａ種は 20kN，Ｂ種及びＣ種は 9.8kN）を与えなければならない。 
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５‐３‐９ 区画線工 

１．受注者は，溶融式，ペイント式，高視認性，仮区画線の施工について設置路面の水分，泥，砂

じん，ほこりを取り除き，均一に接着するようにしなければならない。 

２．受注者は，溶融式，ペイント式，高視認性，仮区画線の施工に先立ち施工箇所，施工時間帯，

施工種類について監督員の指示を受けるとともに，所轄警察署とも打ち合わせを行い，交通渋滞

をきたすことのないよう施工しなければならない。 

３．受注者は，溶融式，ペイント式，高視認性，仮区画線の施工に先立ち路面に作図を行い，施工

箇所，施工延長，施工幅等の適合を確認しなければならない。 

４．受注者は，溶融式，高視認性区画線の施工にあたって，塗料の路面への接着をより強固にする

よう，プライマーを路面に均等に塗布しなければならない。 

５．受注者は，溶融式，高視認性区画線の施工にあたって，やむを得ず気温５℃以下で施工しなけ

ればならない場合は，路面を予熱し路面温度を上昇させた後施工しなければならない。 

６．受注者は，溶融式，高視認性区画線の施工にあたって，常に 180～220℃の温度で塗料を塗布

できるよう溶解漕を常に適温に管理しなければならない。 

７．受注者は，塗布面へガラスビーズを散布する場合，風の影響によってガラスビーズに片寄りが

生じないよう注意して，反射に明暗がないよう均等に固着させなければならない。 

８．受注者は，区画線の消去については，表示材（塗料）のみの除去を心掛け，路面への影響を最

小限にとどめなければならない。また，受注者は消去により発生する塗料粉じんの飛散を防止す

る適正な処理を行わなければならない。 

 

５‐３‐10 道路付属物工 

１．受注者は，視線誘導標の施工にあたって，設置場所，建込角度が安全かつ，十分な誘導効果が

得られるように設置しなければならない。 

２．受注者は，視線誘導標の施工にあたって，支柱を打込む方法によって施工する場合，支柱の傾

きに注意するとともに支柱の頭部に損傷を与えないよう支柱を打込まなければならない。また，

受注者は，地下埋設物に破損や障害が発生させないように施工しなければならない。 

３．受注者は，視線誘導標の施工にあたって，支柱の設置穴を掘り埋戻す方法によって施工する場

合，支柱が沈下しないよう穴の底部を締固めておかなければならない。 

４．受注者は，視線誘導標の施工にあたって，支柱を橋梁，擁壁，击渠などのコンクリート中に設

置する場合，設計図書に定めた位置に設置しなければならないが，その位置に支障があるとき，

また，位置が明示されていない場合は，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

５．受注者は，距離標を設置する際は，設計図書に定められた位置に設置しなければならないが，

設置位置が明示されていない場合には，左側に設置しなければならない。ただし，障害物などに

より所定の位置に設置できない場合は，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

６．受注者は，道路鋲を設置する際は，設計図書に定められた位置に設置しなければならないが，

設置位置が明示されていない場合は，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 
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５‐３‐11 コンクリート面塗装工 

１．受注者は，塗装に先立ちコンクリート面の素地調整において，以下の項目に従わなければなら

ない。 

（１）受注者は，コンクリート表面に付着したレイタンス，塵あい（埃），油脂類，塩分等の有

害物や脆弱部等，前処理のプライマーの密着性に悪影響を及ぼすものは確実に除去しなけれ

ばならない。 

（２）受注者は，コンクリート表面に小穴，亀裂等のある場合，有離石灰を除去し，穴埋めを行

い，表面を平滑にしなければならない。 

２．受注者は，塗装にあたり，塗り残し，ながれ，しわ等のないよう全面を均一の厚さに塗り上げ

なければならない。 

３．受注者は，次の場合，塗装を行ってはならない。 

（１）気温が，コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー，コンクリート塗装用エポキシ樹脂

塗料中塗及び柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗を用いる場合で５℃以下のとき，コンクリート塗

装用ふっ素樹脂塗料上塗及び柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗を用いる場合で０℃以下のとき 

（２）湿度が 85％以上のとき 

（３）風が強いとき及びじんあいが多いとき 

（４）塗料の乾燥前に降雪雤のおそれがあるとき 

（５）コンクリートの乾燥期間が３週間以内のとき 

（６）コンクリート表面の含水率は高周波水分計で８％以上のとき 

（７）コンクリート面の漏水部 

（８）その他監督員が不適当と認めたとき 

４．受注者は，塗り重ねにおいては，前回塗装面，塗膜の乾燥及び清掃状態を確認して行わなけれ

ばならない。 

 

５‐３‐12 路面排水工 

１．受注者は，Ｌ型側溝又はＬＯ型側溝，プレキャストＵ型側溝及び管渠等の設置については，設

計図書又は監督員の指示する勾配で，下流側又は低い側から設置するとともに，底面は滑らかで

一様な勾配になるように施工しなければならない。 

２．受注者は，Ｌ型側溝及びＬＯ型側溝，プレキャストＵ型側溝及び管渠等のコンクリート製品の

接合部について，基礎を堅固にして沈下を生じさせないように据え付けるとともに，継目から漏

水しないようモルタルを十分に充填しなければならない。この場合において，据え付けは道路面

に合わせて，路面に滞水しないよう注意して行わなければならない。 

３．受注者は，路面排水工の施工に当たり，石垣，擁壁，建物の基礎等の構造物に近接して掘削す

る場合は，基礎の確認その他必要な調査を行い，崩壊又は沈下を起こさないように施工しなけれ

ばならない。 

４．受注者は，路面排水工の施工に先立ち，監督員と立ち会いのうえ用地境界を確認しなければな

らない。 
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５．受注者は，側溝工の有効断面を妨げる地下埋設物については事前に調査をし，支障となる場合

は監督員の指示を受けなければならない。 

６．受注者は，側溝底高の決定に当たっては，既設側溝の溝底高及び既設宅地等からの排水を確認

して行い，側溝は，流れに支障とならないように施工しなければならない。 

７．受注者は，側溝の設置に当たり，民家への出入口には必ず堅固な歩板等を設け，出入り口に支

障を及ぼさないように施工しなければならない。 

８．受注者は，側溝の施工に当たっては，蓋掛りの水平，垂直部をとおりよく仕上げて，蓋据付を

馴染みよくしなければならない。 

９．受注者は，溝底のインバート仕上げに当たり，コンクリート打設時に荒仕上げをし，硬化直前

に金ごて等で凹凸のないよう入念に仕上げるとともに，溝底に石張りを施工する場合は，基礎コ

ンクリートにモルタルを敷均した後，板石を所定の形に敷並べなければならない。 

 

５‐３‐13 境界工 

１．受注者は，境界杭の設置については，設計図書によるものとし，設置に際しては隣接所有者と

の問題が生じないように立会しなければならい。万一隣接所有者と問題が生じた場合，速やかに

監督員に報告しなければならない。 

２．受注者は，境界杭の設置に当たっては，設計図書に示す場合を除き，杭の中心線を用地境界線

上に一致させ，文字が官地側になるよう設置しなければならない。 

３．受注者は，境界杭及び境界鋲の施工に当たっては，設置後動かないよう突固め等の処理を行わ

なければならない。 

 

５‐３‐14 プレキャストカルバート工 

１．受注者は，現地の状況により設計図書に示された据付け勾配により難い場合は，設計図書に関

して監督員と協議しなければならない。 

２．受注者は，プレキャストカルバート工の施工については，基礎との密着をはかり，接合面が食

い違わぬように注意して，カルバートの下流側又は低い側から設置しなければならない。 

３．受注者は，プレキャストボックスカルバートの縦締め施工については，「道路土工－カルバー

ト工指針 ４‐２‐２（２）敷設工」（日本道路協会，平成 11 年 3 月）の規定によらなければな

らない。これ以外の施工方法による場合は，施工前に設計図書に関して監督員の承諾を得なけれ

ばならない。 

４．受注者は，プレキャストパイプの施工については，ソケットのあるパイプの場合はソケットを

カルバートの上流側又は高い側に向けて設置しなければならない。ソケットのないパイプの接合

は，カラー接合又は印ろう接合とし，接合部はモルタルでコーキングし，漏水が起こらないよう

に施工するものとする。 

５．受注者は，プレキャストパイプの施工については，管の一部を切断する必要のある場合は，切

断によって使用部分に損傷が生じないように施工しなければならない。損傷させた場合は，取換

えなければならない。 
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５‐３‐15 側溝工 

１．受注者は，プレキャストＵ型側溝，Ｌ型側溝，自由勾配側溝の継目部の施工は，付着，水密性

を保ち段差が生じないように施工しなければならない。 

２．受注者は，側溝蓋の設置については，側溝本体及び路面と段差が生じないよう平坦に施工しな

ければならない。 

 

 

第４節 基礎工 

５‐４‐１ 一般事項 

１．本節は，基礎工として既製杭工，場所打杭工，深礎工，その他これらに類する工種について定

めるものとする。 

２．受注者は，切込砂利，砕石基礎工，割ぐり石基礎工の施工においては，床掘り完了後（割ぐり

石基礎には割ぐり石に切込砂利，砕石などの間隙充てん材を加え）締固めながら仕上げなければ

ならない。 

 

５‐４‐２ 既製杭工 

１．既製杭工とは，既製コンクリート杭，鋼管杭，及びＨ鋼杭をいうものとする。 

２．既製杭工の工法は，打込み杭工法及び中掘り杭工法とし，プレボーリングの取扱いは，設計図

書によるものとする。 

３．受注者は，試験杭の施工に際して，設計図書に示されていない場合には，各基礎ごとに，設計

図書に示す工事目的物の基礎杭の一部として使用できるように最初の一本を試験杭として施工

しなければならない。これにより難い場合は，設計図書に関して監督員と協議しなければならな

い。 

４．受注者は，あらかじめ杭の打止め管理方法（ペン書き法による貫入量，リバウンドの測定ある

いは杭頭計測法による動的貫入抵抗の測定など）等を定め施工計画書に記載し，施工にあたり施

工記録を整備及び保管し，監督員の請求があった場合は，遅滞なく提示するとともに検査時まで

に監督員へ提出しなければならない。 

５．受注者は，既製杭工の施工後に，地表面に凹凸や空洞が生じた場合には，５‐３‐３作業土工

（床掘り・埋戻し）の規定により，これを埋戻さなければならない。 

６．受注者は，既製杭工の杭頭処理に際して，杭本体を損傷させないように行わなければならない。 

７．受注者は，既製杭工の打込み方法，使用機械等については打込み地点の土質条件，立地条件，

杭の種類に応じたものを選ばなければならない。 

８．受注者は，コンクリート既製杭工の打込みに際し，キャップは杭径に適したものを用いるもの

とし，クッションは変形のないものを用いなければならない。 

９．受注者は，既製杭工の施工にあたり，杭頭打込みの打撃等により損傷した場合は，杭の機能を

損なわないように，修補又は取り替えなければならない。 
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10．受注者は，既製杭工の施工を行うにあたり，設計図書に示された杭先端の深度に達する前に打

込み不能となった場合は，原因を調査するとともに，設計図書に関して監督員と協議しなければ

ならない。また，支持力の測定値が，設計図書に示された支持力に達しない場合は，受注者は，

設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

11．受注者は，中掘り杭工法で既製杭工を施工する場合には，掘削及び沈設中は土質性状の変化や

杭の沈設状況などを観察し，杭先端部及び杭周辺地盤を乱さないように，沈設しなければならな

い。また，先端処理については，試験杭等の打止め条件に基づいて，最終打止め管理を適正に行

わなければならない。 

12．受注者は，既製杭工の打込みを終わり，切断した残杭を再び使用する場合は，設計図書に関し

て監督員の承諾を得なければならない。 

13．既製コンクリート杭の施工については，以下の各号の規定によるものとする。 

（１）受注者は，杭の適用範囲，杭の取扱い，杭の施工法分類は JIS A 7201（遠心力コンクリー

トくいの施工標準）の規格によらなければならない。 

（２）受注者は，杭の打込み，埋込みは JIS A 7201（遠心力コンクリートくいの施工標準）の規

定によらなければならない。 

（３）受注者は，杭の継手は JIS A 7201（遠心力コンクリートくいの施工標準）の規定によらな

ければならない。 

14．受注者は，杭の施工を行うにあたり，JIS A 7201（遠心力コンクリートくいの施工標準）⑧施

工 8.3 くい施工で，8.3.2 埋込み工法を用いる施工の先端処理方法が，セメントミルク噴出撹拌方

式又は，コンクリート打設方式の場合は，杭先端が設計図書に示された支持層付近に達した時点

で支持層の確認をするとともに，確認のための資料を整備及び保管し，監督員の請求があった場

合は，遅滞なく提示するとともに，検査時までに監督員へ提出しなければならない。セメントミ

ルクの噴出撹拌方式の場合は，受注者は，過度の掘削や長時間の撹拌などによって杭先端周辺の

地盤を乱さないようにしなければならない。また，コンクリート打設方式の場合においては，受

注者は，根固めを造成する生コンクリートを打込むにあたり，孔底沈殿物（スライム）を除去し

た後，トレミー管などを用いて杭先端部を根固めしなければならない。 

15．受注者は，既製コンクリート杭又は鋼管杭の先端処理をセメントミルク噴出攪拌方式による場

合は，杭基礎施工便覧に示されている工法技術又はこれと同等の工法技術によるものとし，受注

者は施工に先立ち，当該工法技術について，設計図書に関して監督員の承諾を得なければならな

い。ただし，最終打撃方式及びコンクリート打設方式はこれらの規定には該当しない。 

16．受注者は，既製コンクリート杭の施工を行うにあたり，根固め球根を造成するセメントミルク

の水セメント比は設計図書に示されていない場合は，60％以上かつ 70％以下としなければなら

ない。掘削時及びオーガ引上げ時に負圧を発生させてボイリングを起こす可能性がある場合は，

杭中空部の孔内水位を常に地下水位より低下させないよう十分注意して掘削しなければならな

い。また，撹拌完了後のオーガの引上げに際して，吸引現象を防止する必要がある場合には，貧

配合の安定液を噴出しながら，ゆっくりと引上げるものとする。 
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17．受注者は，既製コンクリート杭のカットオフの施工にあたっては，杭内に設置されている鉄筋

等の鋼材を傷付けないように，切断面が水平となるように行わなければならない。 

18．受注者は，殻運搬処理を行うにあたり，運搬物が飛散しないように，適正な処理を行わなけれ

ばならない。 

19．受注者は，鋼管杭及びＨ鋼杭の運搬，保管にあたっては，杭の表面，Ｈ鋼杭のフランジ縁端部，

鋼管杭の継手，開先部分などに損傷を与えないようにしなければならない。また，杭の断面特性

を考えて大きなたわみ，変形を生じないようにしなければならない。 

20．受注者は，鋼管杭及びＨ鋼杭の頭部を切りそろえる場合には，杭の切断面を水平かつ平滑に切

断し，鉄筋，ずれ止めなどを取付けるときは，確実に施工しなければならない。 

21．既製杭工における鋼管杭及びＨ鋼杭の現場継手については，以下の各号の規定によるものとす

る。 

（１）受注者は，鋼管杭及びＨ鋼杭の現場継手については，アーク溶接継手とし，現場溶接に際

しては溶接工の選定及び溶接の管理，指導，検査を行う溶接施工管理技術者を常駐させると

ともに，下記の規定によらなければならない。 

（２）受注者は，鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接は，JIS Z 3801（手溶接技術検定における試験方法及

び判定基準）に定められた試験のうち，その作業に該当する試験（又は同等以上の検定試験）

に合格した者でかつ現場溶接の施工経験が６ヵ月以上の者に行わせなければならない。ただ

し半自動溶接を行う場合は， JIS Z 3841（半自動溶接技術検定における試験方法及び判定

基準）に定められた試験の種類のうち，その作業に該当する試験（又はこれと同等以上の検

定試験）に合格した者でなければならない。 

（３）受注者は，鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接に従事する溶接工の資格証明書の写しを監督員に提出

しなければならない。また，溶接工は資格証明書を常携し，監督員が資格証明書の提示を求

めた場合は，これに応じなければならない。 

（４）受注者は，鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接には直流又は交流アーク溶接機を用いるものとし，二

次側に電流計，電圧計を備えておき，溶接作業場にて電流調節が可能でなければならない。 

（５）受注者は，降雪雤時，強風時に露天で鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接作業を行ってはならない。

ただし，作業が可能なように，遮へいした場合等には，設計図書に関して監督員の承諾を得

て作業を行うことができる。また，気温が５℃以下の時は溶接を行ってはならない。ただし，

気温が－10～＋５℃の場合で，溶接部から 100mm 以内の部分がすべて＋36℃以上に予熱し

た場合は施工できるものとする。 

（６）受注者は，鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接部の表面のさび，ごみ，泥土等の有害な付着物をワイ

ヤブラシ等でみがいて清掃し，乾燥させなければならない。 

（７）受注者は，鋼管杭の上杭の建込みにあたっては，上下軸が一致するように行い，表５－３

の許容値を満足するように施工しなければならない。 

なお，測定は，上杭の軸方向を直角に近い異なる二方向から行うものとする。 
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表５－３ 現場円周溶接部の目違いの許容値 

外   径 許容量 摘   要 

700mm 未満 2mm 以下 
上 ぐ い と 下 ぐ い の 外 周 長 の 差 で 表

し，その差を 2mm×π以下とする。 

700mm 以上 1016mm 以下  3mm 以下 
上 ぐ い と 下 ぐ い の 外 周 長 の 差 で 表

し，その差を 3mm×π以下とする。 

1016mm を超え 1524mm 以下 4mm 以下 
上 ぐ い と 下 ぐ い の 外 周 長 の 差 で 表

し，その差を 4mm×π以下とする。 

 

（８）受注者は，鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接完了後，溶接箇所について，欠陥の有無の確認を行わ

なければならない。 

なお，確認の結果，発見された欠陥のうち手直しを要するものについては，グラインダー

又はガウジングなどで完全にはつり取り，再溶接して補修しなければならない。 

（９）受注者は，斜杭の場合の鋼杭及びＨ鋼杭の溶接にあたり，自重により継手が引張りを受け

る側から開始しなければならない。 

（10）受注者は，本項（７）及び（８）の当該記録を整備及び保管し，監督員の請求があった場

合は，遅滞なく提示するとともに，検査時までに監督員へ提出しなければならない。 

（11）受注者は，Ｈ鋼杭の溶接にあたり，まず下杭のフランジの外側に継目板をあて周囲をすみ

肉溶接した後，上杭を建込み上下杭軸の一致を確認のうえ，継目板を上杭にすみ肉溶接しな

ければならない。突き合わせ溶接は両側フランジ内側に対しては片面Ｖ形溶接，ウェブに対

しては両面Ｋ形溶接を行うものとする。ウェブに継目板を使用する場合，継目板の溶接はフ

ランジと同一の順序とし，杭断面の突き合わせ溶接はフランジ，ウェブとも片面Ｖ形溶接を

行うものとする。 

22．受注者は，鋼管杭における中掘り杭工法の先端処理については，本条 14 項 15 項及び 16 項の

規定によるものとする。 

23．受注者は，鋼管杭防食を行うにあたり，現地状況に適合した防食を行わなければならない。 

24．受注者は，鋼管杭防食の施工を行うにあたり，部材の運搬，保管，打込み時などに部材を傷付

けないようにしなければならない。 

 

５‐４‐３ 場所打杭工 

１．受注者は，設計図書に従って試験杭を施工しなければならない。ただし，設計図書に示されて

いない場合には，各基礎ごとに，設計図書に示す工事目的物の基礎杭の一部として使用できるよ

うに最初の一本を試験杭として施工しなければならない。 

２．受注者は，杭長決定の管理方法等を定め施工計画書に記載し，施工にあたり施工記録を整備及

び保管し，監督員の請求があった場合は，遅滞なく提示するとともに検査時までに監督員へ提出

しなければならない。 
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３．受注者は，場所打杭工の施工後に，地表面に凹凸や空洞が生じた場合には，５‐３‐３作業土

工（床掘り・埋戻し）の規定により，これを掘削土の良質な土を用いて埋戻さなければならない。 

４．受注者は，場所打杭工の杭頭処理に際して，杭の本体を損傷させないように行わなければなら

ない。 

５．受注者は，場所打杭工の施工に使用する掘削機械の作業中の水平度や安定などを確保するため

に，据付け地盤を整備しなければならない。掘削機は，杭位置に据付けなければならない。 

６．受注者は，場所打杭工の施工を行うにあたり，周辺地盤及び支持層を乱さないように掘削し，

設計図書に示された深度に達する前に掘削不能となった場合は，原因を調査するとともに，設計

図書に関して，監督員と協議しなければならない。 

７．受注者は，場所打杭工の施工を行うにあたり，常に鉛直を保持し，所定の深度まで確実に掘削

しなければならない。 

８．受注者は，場所打杭工の施工にあたり，地質に適した速度で掘削しなければならない。 

９．受注者は，場所打杭工の施工にあたり，設計図書に示した支持地盤に達したことを，掘削深さ，

掘削土砂，地質柱状図及びサンプルなどにより確認し，その資料を整備及び保管し，監督員の請

求があった場合は，遅滞なく提示するとともに，検査時までに監督員へ提出しなければならない。

また，受注者は，コンクリート打込みに先立ち孔底沈殿物（スライム）を除去しなければならな

い。 

10．受注者は，場所打杭工における鉄筋かごの建込み中及び建込み後に，湾曲，脱落座屈などを防

止するとともに，鉄筋かごには，設計図書に示されたかぶりが確保できるように，スペーサーを

同一深さ位置に 4 箇所以上，深さ方向５ｍ間隔以下で取付けなければならない。 

11．受注者は，場所打杭工における鉄筋かごの継手は重ね継手としなければならない。これにより

難い場合は，設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

12．受注者は，場所打杭工における鉄筋かごの組立てにあたっては，アークすみ肉溶接により接合

する場合溶接に際しては，断面減尐などを生じないよう注意して作業を行わなければならない。

また，コンクリート打込みの際に鉄筋が動かないように堅固なものとしなければならない。 

なお，鉄筋かごを運搬する場合には，変形を生じないようにしなければならない。 

13．受注者は，場所打杭工のコンクリート打込みにあたっては，トレミー管を用いたプランジャー

方式によるものとし，打込み量及び打込み高を常に計測しなければならない。これにより難い場

合は，設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。また，受注者は，トレミー管下端

とコンクリート立上り高の関係をトレミー管の位置，コンクリート打込み数量より検討し，トレ

ミー管をコンクリート内に打込み開始時を除き，２ｍ以上入れておかなければならない。 

14．受注者は，場所打杭工の施工にあたり，連続してコンクリートを打込み，レイタンス部分を除

いて品質不良のコンクリート部分を見込んで設計図書に示す打上り面より孔内水を使用しない

場合で 50cm 以上，孔内水を使用する場合で 80cm 以上高く打込み，硬化後，設計図書に示す高

さまで取り壊さなければならない。 
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15．受注者は，オールケーシング工法の施工におけるケーシングチューブの引抜きにあたり，鉄筋

かごの共上りを起こさないようにするとともに，引抜き最終時を除き，ケーシングチューブ下端

をコンクリート打設面より２ｍ以上コンクリート内に挿入しておかなければならない。 

16．受注者は，すべての杭について，床堀完了後（杭頭余盛部の撤去前）に杭頭部の杭径を確認す

るとともに，その状況について写真撮影を行い監督員に提出するものとする。その際，杭径が出

来形管理基準を満たさない状況が発生した場合は，補修方法等について監督員と協議を行うもの

とする。 

17．受注者は，リバース工法，アースドリル工法，ダウンザホールハンマー工法及び大口径ボーリ

ングマシン工法の施工にあたり，掘削中には孔壁の崩壊を生じないように，孔内水位を外水位よ

り低下させてはならない。また，掘削深度，排出土砂，孔内水位の変動及び安定液を用いる場合

の孔内の安定液濃度，比重等の状況について管理しなければならない。 

18．受注者は，リバース工法，アースドリル工法，ダウンザホールハンマー工法及び大口径ボーリ

ングマシン工法において鉄筋かごを降下させるにあたり，孔壁に接触させて孔壁崩壊を生じさせ

ないようにしなければならない。 

19．受注者は，殻運搬処理を行うにあたり，運搬物が飛散しないように行わなければならない。 

20．受注者は，泥水処理を行うにあたり，水質汚濁に係わる環境基準について（環境庁告示），京

都市水質汚濁防止対策指導要綱等に従い，適切に処理を行わなければならない。 

21．受注者は杭土処理を行うにあたり，適切な方法及び機械を用いて処理しなければならない。 

22．受注者は，周辺地域の地下水利用状況等から作業に伴い水質水量等に影響を及ぼす恐れのある

場合には，あらかじめその調査・対策について設計図書に関して監督員と協議しなければならな

い。 

23．受注者は，基礎杭施工時における泥水・油脂等が飛散しないようにしなければならない。 

 

５‐４‐４ 深礎工 

１．受注者は，仮巻コンクリートの施工を行う場合は，予備掘削を行いコンクリートはライナープ

レートと隙間なく打設しなければならない。 

２．受注者は，深礎掘削を行うにあたり，常に鉛直を保持し支持地盤まで連続して掘削するととも

に，余掘りは最小限にしなければならない。また，常に孔内の排水を行うものとする。 

３．受注者は，掘削孔の全長にわたって土留工を行い，かつ撤去してはならない。これにより難い

場合は，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

なお，掘削完了後，支持地盤の地質が水を含んで軟化するおそれがある場合には，すみやかに

孔底をコンクリートで覆うものとする。 

４．受注者は，孔底が設計図書に示す支持地盤に達したことを，掘削深度，掘削土砂，地質柱状図

などにより確認し，その資料を整備及び保管し，監督員の請求があった場合は，遅滞なく提示す

るとともに，検査時までに監督員へ提出しなければならない。 

５．受注者は，コンクリート打設にあたっては，打込み量及び打込み高を常に計測しなければなら

ない。 
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６．受注者は，深礎工において鉄筋を組立てる場合は，曲がりやよじれが生じないように，土留材

に固定しなければならない。 

７．鉄筋かごの継手は，重ね継手とする。これにより難い場合は，監督員の承諾を得なければなら

ない。 

８．受注者は，鉄筋かごの組立てにあたり，コンクリート打込みの際に鉄筋が動かないように堅固

なものとすること，土留め材を取り外す場合はあらかじめ主鉄筋の間隔，かぶりに十分な配慮が

なされていることを確認しておかなければならない。 

９．受注者は，土留め材と地山との間に生じた空隙部には，全長にわたって裏込注入を行わなけれ

ばならない。 

なお，裏込注入材料が設計図書に示されていない場合には，監督員の承諾を得なければならな

い。 

10．裏込材注入圧力は，低圧（0.1N／mm2 程度）とするが，これにより難い場合は，施工に先立

って監督員の承諾を得なければならない。 

11．受注者は，掘削中に湧水が著しく多くなった場合には，設計図書に関して監督員と協議しなけ

ればならない。 

12．受注者は，ライナープレートの組立てにあたっては，偏心と歪みをできるだけ小さくするよう

にしなければならない。 

13．受注者は，グラウトの注入方法については，施工計画書に記載し，施工にあたっては施工記録

を整備保管し，監督員の請求があった場合は直ちに提示するとともに，検査時までに監督員へ提

出しなければならない。 

14．受注者は，殻運搬処理を行うにあたり，運搬物が飛散しないように，適正な処理を行わなけれ

ばならない。 

 

 

第５節 石・ブロック積（張）工 

５‐５‐１ 一般事項 

１．本節は，石・ブロック積（張）工として作業土工，コンクリートブロック工，緑化ブロック工，

石積（張）工その他これらに類する工種について定めるものとする。 

２．受注者は，石・ブロック積（張）工の施工に先立ち，石・ブロックに付着したごみ，泥等の汚

物を取り除かなければならない。 

３．受注者は，石・ブロック積（張）工の施工にあたっては，等高を保ちながら積み上げなければ

ならない。 

４．受注者は，コンクリートブロック工及び石積（張）工の水抜き孔を設計図書に基づいて施工す

るとともに，勾配について定めがない場合には，２％程度の勾配で設置しなければならない。 

なお，これにより難い場合は，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

５．受注者は，コンクリートブロック工及び石積（張）工の施工にあたり，設計図書に示されてい

ない場合は谷積としなければならない。 
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図５－１ 谷  積 

 

６．受注者は，裏込めに割ぐり石を使用する場合は，クラッシャーラン等で間隙を充てんしなけれ

ばならない。 

７．受注者は，端末部及び曲線部等で間隙が生じる場合は，半ブロックを用いるものとし，半ブロ

ックの設置が難しい場合は，コンクリート等を用いて施工しなければならない。 

８．受注者は，端部保護ブロック及び天端コンクリートの施工にあたっては，裏込め材の流出，地

山の漏水や浸食等が生じないようにしなければならない。 

９．受注者は，石・ブロック積（張）工の基礎の施工にあたっては，沈下，壁面の変形などの石・

ブロック積（張）工の安定に影響が生じないようにしなければならない。 

 

５‐５‐２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については，５‐３‐３作業土工（床掘り・埋戻し）の規定によるものとする。 

 

５‐５‐３ コンクリートブロック工 

１．コンクリートブロック工とは，コンクリートブロック積，コンクリートブロック張り，連節ブ

ロック張り及び天端保護ブロックをいうものとする。 

２．コンクリートブロック積とは，プレキャストコンクリートブロックによって練積されたもので，

法勾配が１：１より急なものをいうものとする。コンクリートブロック張りとは，プレキャスト

ブロックを法面に張付けた，法勾配が１：１若しくは１：１よりゆるやかなものをいうものとす

る。 

３．受注者は，コンクリートブロック張りの施工に先立って，砕石，割ぐり石又はクラッシャーラ

ンを敷均し，締固めを行わなければならない。また，ブロックは凹凸なく張込まなければならな

い。 

４．受注者は，コンクリートブロック工の空張の積み上げにあたり，胴がい及び尻がいを用いて固

定し，胴込め材及び裏込め材を充てんした後，天端付近に著しい空げきが生じないように入念に

施工し，締固めなければならない。 

５．受注者は，コンクリートブロック工の練積又は練張の施工にあたり，合端を合わせ尻かいを用

いて固定し，胴込めコンクリートを充てんした後に締固め，合端付近に空隙が生じないようにし

なければならない。 
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６．受注者は，コンクリートブロック工の練積における裏込めコンクリートは，設計図書に示す厚

さを背面に確保するために，裏型枞を設けて打設しなければならない。ただし，コンクリート打

設した後に，裏型枞を抜き取り，隙間を埋めておかなければならない。 

なお，これにより難い場合は，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

７．受注者は，コンクリートブロック工の練積又は練張における伸縮目地，水抜き孔などの施工に

あたり，施工位置については設計図書に従って施工しなければならない。 

なお，これにより難い場合は，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

８．受注者は，コンクリートブロック工の練積又は練張における合端の施工にあたり，設計図書に

関して監督員の承諾を得なければ，モルタル目地を塗ってはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－２ コンクリートブロック工 

 

９．受注者は，プレキャストコンクリート板を使用するコンクリートブロック張りにおいて，末端

部及び曲線部等で間隙が生じる場合には半ブロックを用いるものとし，半ブロックの設置が難し

い場合はコンクリート等を用いなければならない。また，縦継目はブロック相互の目地が通らな

いように施工するものとする。 

10．受注者は，プレキャストコンクリート板を使用するコンクリートブロック張りにおいて，ブロ

ックの目地詰めには，空隙を生じないように目地材を充てんし，表面を平滑に仕上げなければな

らない。 

11．受注者は，連節ブロックの連結材の接合方法について，あらかじめ施工計画書に記載しなけれ

ばならない。 

 

５‐５‐４ 緑化ブロック工 

１．受注者は，緑化ブロック基礎のコンクリートは設計図書に記載されている打継目地以外には打

継目地なしに一体となるように，打設しなければならない。 

２．受注者は，緑化ブロック積の施工にあたり，各ブロックのかみ合わせを確実に行わなければな

らない。 

３．受注者は，緑化ブロック積の施工にあたり，緑化ブロックと地山の間に空隙が生じないように

裏込めを行い，１段ごとに締固めなければならない。 
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４．受注者は，工事完了引渡しまでの間，緑化ブロックに植栽を行った植物が枯死しないように養

生しなければならない。工事完了引渡しまでの間に植物が枯死した場合は，受注者はその原因を

調査し監督員に報告するとともに，再度施工し，施工結果を監督員に報告しなければならない。 

 

５‐５‐５ 石積（張）工 

１．受注者は，石積（張）工の基礎の施工にあたり，使用する石のうち大きな石を根石とするなど，

安定性を損なわないように据付けなければならない。 

２．受注者は，石積（張）工の施工に先立って，砕石，割ぐり石又はクラッシャーランを敷均し，

締固めを行わなければならない 。 

３．受注者は，石積工の施工における裏込めコンクリートは，設計図書に示す厚さを背面に確保す

るために，裏型枞を設けて打設しなければならない。ただし，コンクリート打設した後に，裏型

枞を抜き取り，隙間を埋めておくものとする。 

なお，これにより難い場合は，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

 

 

第６節 一般舗装工 

５‐６‐１ 一般事項 

１．本節は，一般舗装工として舗装準備工，アスファルト舗装工，半たわみ性舗装工，排水性舗装

工，透水性舗装工，グースアスファルト舗装工，コンクリート舗装工，薄層カラー舗装工，ブロ

ック舗装工，路面切削工，舗装打換え工，オーバーレイ工，その他これらに類する工種について

定めるものとする。 

２．下層路盤の築造工法は，粒状路盤工法，セメント安定処理工法，及び石灰安定処理工法を標準

とするものとする。 

３．上層路盤の築造工法は，粒度調整工法，セメント安定処理工法，石灰安定処理工法，瀝青安定

処理工法，セメント・瀝青安定処理工法を標準とするものとする。 

４．受注者は，路盤の施工に先立って，路床面又は下層路盤面の浮石，その他の有害物を除去しな

ければならない。 

５．受注者は，路床面又は下層路盤面に異常を発見したときは，設計図書に関して監督員と協議し

なければならない。 

６．路面復旧の範囲について，道路管理者の管理する道路においては，各道路管理者と協議の上決定す

るものとする。 

７．路面復旧は，掘削から基層までは必ずその日に作業を終了し，表層についても出来るだけその

日に施工するものとする。ただし，やむを得ず基層まで施工できない場合は，監督員の承諾を得

て作業を中断することが出来る。この場合は，特に，一般交通及び保安に危険な状態のまま現場

を放置することのないよう措置しなければならない。 

８．受注者は，作業においては，水道の消火栓，仕切弁等弁室及び止水栓蓋，ガス会社弁室，下水道，

地下ケーブルのマンホール等を隠ぺいしてはならない。 
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９．受注者は，区画線及び交通鋲等を損傷した場合は，必ず原形に復旧しなければならない。 

10．受注者は，舗装工において，使用する材料のうち，必要な試験が伴う材料及び工種については，

舗装試験法便覧の規定に基づき試験を実施し資料の提出をしなければならない。 

11．受注者は，工事の規模，掘削届等の条件によりアスファルト舗装試験（コア検寸，密度試験等）

を実施してデータの提出をしなければならない。 

 

５‐６‐２ 材 料 

１．舗装工で使用する材料については，以下の各規定によらなければならない。舗装工で使用する

材料については，５‐６‐３アスファルト舗装の材料，５‐６‐４コンクリート舗装の材料の規

定によるものとする。 

２．舗装工で以下の材料を使用する場合の品質は，設計図書によるものとする。 

（１）半たわみ性舗装工で使用する浸透用セメントミルク及び混合物 

（２）グースアスファルト混合物 

３．受注者は，設計図書によりポーラスアスファルト混合物の配合設計を行わなければならない。

また，配合設計によって決定したアスファルト量，添加材料については，監督員の承諾を得なけ

ればならない。 

４．受注者は，舗設に先だって決定した配合の混合物について，混合所で試験練りを行い，設計図

書に示す物性と照合し，異なる場合は，骨材粒度及びアスファルト量の修正を行わなければなら

ない。 

５．受注者は，本条４項で修正した配合によって製造した混合物の最初の１日の舗設状況を観察し，

必要な場合には配合を修正し，監督員の承諾を得て現場配合を決定しなければならない。 

６．橋面防水層の品質規格試験方法は，「道路橋床版防水便覧 第４章４．２照査」（日本道路協会，

平成１９年３月）の規定によらなければならない。 

 

５‐６‐３ アスファルト舗装の材料 

１．アスファルト舗装工に使用する材料について，以下は設計図書によるものとする。 

（１）粒状路盤材，粒度調整路盤材，セメント安定処理に使用するセメント，石灰安定処理に使

用する石灰，加熱アスファルト安定処理・セメント安定処理・石灰安定処理に使用する骨材，

加熱アスファルト安定処理に使用するアスファルト，表層・基層に使用するアスファルト及

びアスファルト混合物の種類 

（２）セメント安定処理・石灰安定処理・加熱アスファルト安定処理に使用する骨材の最大粒径

と品質 

（３）粒度調整路盤材の最大粒径 

（４）石粉以外のフィラーの品質 

２．受注者は，以下の材料の試験結果を，工事に使用する前に監督員に提出しなければならない。

ただし，これまでに使用実績があるものを用いる場合には，その試験成績表を監督員が承諾した

場合には，受注者は，試験結果の提出を省略する事ができるものとする。 
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（１）粒状路盤材及び粒度調整路盤材 

（２）加熱アスファルト安定処理，基層及び表層に使用する骨材 

（３）基層及び表層に使用するアスファルトコンクリート再生骨材 

３．受注者は，使用する以下の材料の試験成績書を工事に使用する前に監督員に提出しなければな

らない。 

（１）セメント安定処理に使用するセメント 

（２）石灰安定処理に使用する石灰 

４．受注者は，使用する以下の材料の品質を証明する資料を工事に使用する前に監督員に提出しな

ければならない。 

（１）加熱アスファルト安定処理，基層及び表層に使用するアスファルト 

（２）再生用添加剤 

（３）プライムコート及びタックコートに使用する瀝青材料 

なお，製造後 60 日を経過した材料は，品質が規格に適合するかどうかを確認するものとする。 

５．受注者は，ごく小規模な工事（総使用量 500ｔ未満あるいは施工面積 2,000m2 未満）におい

ては，使用実績のある以下の材料の試験成績書の提出によって，試験結果の提出に代えることが

できるものとする。 

（１）粒状路盤材及び粒度調整路盤材 

（２）セメント安定処理，石灰安定処理に使用する骨材 

６．受注者は，ごく小規模な工事（総使用量 500ｔ未満あるいは施工面積 2,000m2 未満）におい

ては，これまでの実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）又は定期試験結果の提

出により，以下の骨材の骨材試験を省略することができるものとする。 

（１）加熱アスファルト安定処理に使用する骨材 

（２）基層及び表層に使用する骨材 

７．下層路盤に使用する粒状路盤材は，粘土塊，有機物，ごみ等を有害量含まず，表５－４の規格

に適合するものとする。 
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表５－４ 下層路盤の品質規格 

工   法  種   別  試験項目  試験方法  規格値  

粒状路盤  

クラッシャーラン  

砂利，砂  

再生クラッシャー

ラン等  

PI  
舗装調査・試験法便覧  

F005 
※ 6 以下  

修正 CBR(%)  
舗装調査・試験法便覧  

E001 

※ 20 以上  

[30 以上 ]  

高炉徐冷スラグ  呈色判定試験  
舗装調査・試験法便覧  

E002 
呈色なし  

製鋼スラグ  

水浸膨張比      

(%)  

舗装調査・試験法便覧  

E004 
1.5 以下  

エージング  

期間  
－  6 ヵ月以上  

注１ 特に指示されない限り最大乾燥密度の 95%に相当する CBR を修正 CBR とする。 

注２ 鉄鋼スラグには PI は適用しない。 

注３ アスファルトコンクリート再生骨材を含む再生クラッシャーランを用いる場合で，上層路盤，

基層，表層の合計厚が次に示す数値より小さい場合は，修正 CBR の規格値の値は[  ]内の

数値を適用する。なお 40℃で CBR 試験を行う場合は 20%以上としてよい。 

北海道地方─────20cm 

東北地方──────30cm 

その他の地域────40cm 

注４ 再生クラッシャーランに用いるセメントコンクリート再生骨材は，すりへり減量が 50％以下

とするものとする。 

注５ 鉄鋼スラグのうち，高炉徐冷スラグにおいては，呈色判定試験を行い合格したもの，また，

製鋼スラグにおいては，６ヶ月以上養生した後の水浸膨張比が規定値以下のものでなければ

ならない。ただし，電気炉スラグを３ケ月以上通常エージングした後の水浸膨張比が 0.6％

以下となる場合，及び製鋼スラグを促進エージングした場合は，施工実績などを参考にし，

膨張性が安定したことを確認してエージング期間を短縮することができる。 
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８．上層路盤に使用する粒度調整路盤材は以下の規格に適合するものとする。 

（１）粒度調整路盤材は，粒度調整砕石，再生粒度調整砕石，粒度調整鉄鋼スラグ，水硬性粒度

調整鉄鋼スラグ又は砕石，クラッシーャラン，鉄鋼スラグ，砂，スクリーニングス等を本項

（２）に示す粒度範囲に入るように混合したものとする。これらの粒度調整路盤材は，細長

いあるいは偏平な石片，粘土塊，有機物ごみ，その他を有害量含まず，表５－５，表５－６，

表５－７の規格に適合するものとする。 

表５－５ 上層路盤の品質規格 

種   別  試験項目  試験方法  規格値  

粒度調整砕石  

PI  
舗装調査・試験法便覧  

F005 
4 以下  

修正 CBR（％）  
舗装調査・試験法便覧  

E001 
80 以上  

再生粒度調整砕石  

PI  
舗装調査・試験法便覧  

F005 
4 以下  

修正 CBR（％）  
舗装調査・試験法便覧  

E001 

80 以上  

[90 以上 ]  

注 １  粒 度 調 整 路 盤 に 用 い る 破 砕 分 級 さ れ た セ メ ン ト コ ン ク リ ー ト 再 生 骨 材 は ，

す りへり 減量が 50%以 下とす るもの とする 。  

注 ２  ア スファ ルトコ ンクリ ート再 生骨材 を含む 再生粒 度調整 砕石の 修正 CBR は ，

[  ]内 の数値 を適用 する 。ただ し， 40℃で CBR 試 験を 行った 場合 は 80 以 上

と する。  

 

表５－６ 上層路盤の品質規格 

種   別  試験項目  試験方法  規格値  

粒度調整鉄鋼スラグ 

呈色判定試験  
舗装調査・試験法便覧  

E002 
呈色なし  

水浸膨張比 (％ )  
舗装調査・試験法便覧  

E004 
1.5 以下  

エージング期間  －  6 ヵ月以上  

一軸圧縮強さ  

(MPa)  

舗装調査・試験法便覧  

E013 
－  

修正 CBR 

(％ )  

舗装調査・試験法便覧  

E001 
80 以上  

単位容積質量  

(kg／ l)  

舗 装 調 査 ・ 試 験 法 便 覧  

A023 
1.5 以上  
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表５－７ 上層路盤の品質規格 

種   別  試験項目  試験方法  規格値  

水硬性粒度調整  

鉄鋼スラグ  

呈色判定試験  
舗装調査・試験法便覧  

E002 
呈色なし  

水浸膨張比 (%)  
舗装調査・試験法便覧  

E004 
1.5 以下  

エージング期間  －  6 ヵ月以上  

一軸圧縮強さ  

［ 14 日］  

(MPa)  

舗装調査・試験法便覧  

E013 
1.2 以上  

修正 CBR 

(％ )  

舗装調査・試験法便覧  

E001 
80 以上  

単位容積質量  

(kg／ l)  

舗装調査・試験法便覧  

A023 
1.5 以上  

注  表５ －６， 表５－７ に示 す 鉄鋼ス ラグ路 盤材の 品質規 格は， 修 正 CBR， 一軸

圧 縮 強 さ 及 び 単 位 容 積 質 量 に つ い て は 高 炉 徐 冷 ス ラ グ 及 び 製 鋼 ス ラ グ ， 呈 色

判 定 に つ い て は 高 炉 ス ラ グ ， 水 浸 膨 張 比 及 び エ ー ジ ン グ 期 間 に つ い て は 製 鋼

ス ラグに それぞ れ適用 する。  

 

（２）粒度調整路盤材の粒度範囲は，表５－８の規格に適合するものとする。 

 

表５－８ 粒度調整路盤材の粒度範囲 

     ふるい目 

    粒度範囲 

 呼び名  

通過質量百分率(％) 

53mm 37.5mm 31.5mm 26.5mm 19mm 13.2mm 4.75mm 2.36mm 425μm 75μm 

粒
度
調
盤
砕
石 

M－40 40～0 100 95～100 －  －  60～90 －  30～65 20～50 10～30 2～10 

M－30 30～0 －  100 95～100 －  60～90 －  30～65 20～50 10～30 2～10 

M－25 25～0 －  －  100 95～100 －  55～85 30～65 20～50 10～30 2～10 

 

９．上層路盤に使用する加熱アスファルト安定処理の舗装用石油アスファルトは，４‐５‐６安定

材の舗装用石油アスファルトの規格のうち，100 ～120 を除く 40～60，60～80 及び 80～100 の

規格に適合するものとする。 

10．加熱アスファルト安定処理に使用する製鋼スラグ及びアスファルトコンクリート再生骨材は表

５－９，表５－10の規格に適合するものとする。 
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表５－９ 鉄鋼スラグの品質規格 

材     料     名  呼び名  
表乾密度  

（g/cm3）  

吸水率

（％）  

すりへり減

量（％）  

水   浸  

膨張比（％）  

クラッシャーラン  

製鋼スラグ  
ＣＳＳ  －  －  50 以下  2.0 以下  

単粒度製鋼スラグ  ＳＳ  2.45 以上  3.0 以下  30 以下  2.0 以下  

注  水 浸 膨 張 比 の 規 格 は ， ３ ヵ 月 以 上 通 常 エ ー ジ ン グ し た 後 の 製 鋼 ス ラ グ に 適 用

す る。ま た，試 験方法 は舗装 調査・ 試験法 便覧  B014 を参 照す る。  

 

表５－10 アスファルトコンクリート再生骨材の品質 

項  目  

 

名  称  

旧 アスフ ァルト  

含 有量  

（ ％）  

旧 アスフ ァルト  

針 入度  

（ 25℃ ） 1/10mm 

骨 材の微 粒分量

試 験で 75μ m を

通 過する 量（％） 

規 格値  3 .8 以 上  20 以 上  5 以 下  

注 １  各 項目は 13～ 0mm の 粒度区 分のもの に適用 する。  

注 ２  ア ス フ ァ ル ト コ ン ク リ ー ト 再 生 骨 材 の 旧 ア ス フ ァ ル ト 含 有 量 及 び 骨 材 の 微

粒 分量試 験で 75μ m を 通過す る量は，アス ファル トコン クリー ト再生 骨材

の 乾燥質 量に対 する百 分率で 表した もので ある。  

注 ３  骨 材の微 粒分量 試験は JIS A 1103（ 骨材の 微粒分 量試験 方法） により ，試

料 のアス ファル トコン クリー ト再生 骨材の 水洗い 前の 75μ m ふ るいに とど

ま るもの と，水洗い 後の 75μ m ふ るい にとど まるも のを乾 燥若し くは 60℃

以 下 の 乾 燥 炉 で 乾 燥 し ， そ の 質 量 差 を 求 め た も の で あ る （ 旧 ア ス フ ァ ル ト

は アスフ ァルト コンク リート 再生骨 材の質 量に含 ま れる が， 75μ m ふ るい

通 過 分 に 含 ま れ る 旧 ア ス フ ァ ル ト は 微 量 な の で ， 骨 材 の 微 粒 分 量 試 験 で 失

わ れる量 の一部 として 扱う ）。  

 

11．受注者は，セメント及び石灰安定処理に用いる水に油，酸，強いアルカリ，有機物等を有害含

有量を含んでいない清浄なものを使用しなければならない。 

12．アスファルト舗装の基層及び表層に再生アスファルトを使用する場合は，４‐５‐６安定材に

示す 100～120 を除く 40～60，60～80，80～100 の規格に適合するものとする。 

13．受注者は，アスファルト舗装の基層及び表層に再生アスファルトを使用する場合，以下の各規

定に従わなければならない。 

（１）受注者は，アスファルト舗装の基層及び表層に再生アスファルトを使用する場合，プラン

トで使用する再生用添加剤の種類については，工事に使用する前に監督員の承諾を得なけれ

ばならない。 
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（２）再生加熱アスファルト混合物の再生用添加剤は，アスファルト系又は，石油潤滑油系とす

る。 

14．再生アスファルト混合物及び材料の規格は，舗装再生便覧による。 

15．剥離防止対策 

（１）フィラーの一部に消石灰やセメントを用いる場合は，その使用量は，アスファルト混合物

全質量に対して１～３％を標準とする。 

（２）剥離防止剤を用いる場合は，その使用量は，アスファルト全質量に対して 0.3％以上とす

る。 

16．アスファルト舗装の基層及び表層に使用する骨材は，砕石，玉砕，砂利，製鋼スラグ，砂及び

再生骨材とするものとする。 

17．アスファルト舗装の基層及び表層に使用する細骨材は，天然砂，スクリーニングス，高炉水砕

スラグ，クリンカーアッシュ，又はそれらを混合したものとする。 

18．アスファルト舗装の基層及び表層に使用するフィラーは，石灰岩やその他の岩石を粉砕した石

粉，消石灰，セメント，回収ダスト及びフライアッシュ等とするものとする。 

19．アスファルト舗装の基層及び表層に使用する加熱アスファルト混合物は，以下の各規定に従わ

なければならない。 

（１）アスファルト舗装の基層及び表層に使用する加熱アスファルト混合物は，表５－11，５－

12の規格に適合するものとする。 

（２）密粒度アスファルト混合物の骨材の最大粒径は車道部 20mm，歩道部及び車道部のすりつ

け舗装は 20mm 又は 13mm とする。 

（３）アスカーブの材料については設計図書によるものとする。 

20．表５－11，５－12 に示す種類以外の混合物のマーシャル安定度試験の基準値及び粒度範囲は，

設計図書によるものとする。 
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表５－11 マーシャル安定度試験基準値 

混 合 物  

の 種 類  

① 

粗粒度ア

スファル

ト混合物 

 

② 

密粒度 

アスフ 

ァルト 

混合物 

 

③ 

細粒度ア

スファル

ト混合物 

 

④ 

密粒度ギャッ

プアスファル

ト混合物 

 

⑤ 

密粒度 

アスフ 

ァルト 

混合物 

 

⑥ 

細粒度ギ

ャップア

スファル

ト混合物 

 

⑦ 

細粒度ア

スファル

ト混合物 

 

⑧ 

密粒度ギャ

ップアスフ

ァルト混合

物 

 

⑨ 

開粒度ア

スファル

ト混合物 

 

20 20 13 13 13 (20F) (13F) (13F) (13F) (13F) 13 

突固め 

回 数 

1,000≦T 75 
50 

75 

T＜1,000 50 50 

空隙率（％） 3～7 3～6 3～7 3～5 2～5 3～5 － 

飽和度（％） 65～85 70～85 65～85 75～85 75～90 75～85 － 

安定度  kN 
4.90 

以上 

4.90 

(7.35) 

以上 

4.90 

以上 

3.43 

以上 

4.90 

以上 

3.43 

以上 

フロー値 

（1/100cm） 
20～40 20～80 20～40 

注１ T：舗装計画交通量（台／日・方向） 

注２ 積雪寒冷地域の場合や，1,000≦T＜3,000 であっても流動によるわだち掘れの恐れが尐な

いところでは突き固め回数を 50 回とする。 

注３ （ ）内は，1,000≦T で突固め回数を 75 回とする場合の基準値を示す。 

注４ 水の影響を受けやすいと思われる混合物又はそのような箇所に舗設される混合物は，次式

で求めた残留安定度 75％以上が望ましい。 

残留安定度（％）＝（60℃，48 時間水浸後の安定度（kN）／安定度（kN））×100 

注５ 開粒度アスファルト混合物を，歩道の透水性舗装の表層として用いる場合，一般に突固め

回数を 50 回とする。 
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表５－12 アスファルト混合物の種類と粒度範囲 

混合物の種類 

① 

粗粒度 

アスフ

ァルト 

混合物 

 

② 

密粒度 

アスファルト 

混合物 

 

③ 

細粒度 

アスフ

ァルト 

混合物 

 

④ 

密粒度 

ギャッ

プアス

ファル

ト 

混合物 

⑤ 

密粒度 

アスファルト 

混合物 

 

⑥ 

細粒度 

ギャッ

プアス

ファル

ト 

混合物 

⑦ 

細粒度 

アスフ 

ァルト 

混合物 

 

⑧ 

密粒度 

ギャッ

プアス

ファル

ト 

混合物 

 

⑨ 

開粒度 

アスフ 

ァルト 

混合物 

 

⑩ 

ポーラス 

アスファルト 

混合物 

 

(20) (20) (13) (13) (13) (20F) (13F) (13F) (13F) (13F) (13) (20) (13) 

仕上がり厚 cm 4～6 4～6 3～5 3～5 3～5 4～6 3～5 3～5 3～4 3～5 3～4 4～5 4～5 

最大粒径 20 20 13 13 13 20 13 13 13 13 13 20 13 

通
過
質
量
百
分
率
（
％
） 

26.5mm 

19 mm 

13.2mm 

4.75mm 

2.36mm 

600μm 

300μm 

150μm 

 75μm 

100 

95～100 

70～90 

35～55 

20～35 

11～23 

 5～16 

 4～12 

2～7 

100 

95～100 

75～90 

45～65 

 

100 

95～100 

55～70 

 

100 

95～100 

65～ 80 

50～ 65 

25～ 40 

12～ 27 

 8～ 20 

 4～ 10 

 

100 

95～100 

35～ 55 

30～ 45 

20～ 40 

15～ 30 

 5～ 15 

 4～ 10 

100 

95～100 

75～95 

 

100～95

～100 

 

100 

95～100 

60～ 80 

45～ 65 

40～ 60 

20～ 45 

10～ 25 

8～ 13 

 

100 

95～100 

75～90 

65～ 80 

40～ 65 

20～ 45 

15～30 

8～ 15 

 

100 

95～100 

45～ 65 

30～45 

25～40 

20～40 

10～ 25 

8～ 12 

 

100 

95～100 

23～45 

15～ 30 

8～20 

4～15 

4～10 

2～ 7 

100 

95～100 

64～84 

10～31 

 

100 

90～100 

11～35 
52～72 

40～60 

25～45 

16～33 

 8～21 

 6～11 

35～50 

18～30 

10～21 

 6～16 

 4～ 8 

10～20 

 

 

 

3～7 

アスファルト

量％ 
4.5～6 5～7 6～8 

4.5 ～

6.5 
6～8 6～8 

7.5 ～

9.5 

5.5 ～

7.5 

3.5 ～

5.5 
4～6 

 

21．プライムコートで使用する石油アスファルト乳剤は，設計図書に示す場合を除き，JIS K 2208

（石油アスファルト乳剤）のＰＫ－３の規格に適合するものとする。 

22．タックコートで使用する石油アスファルト乳剤は，設計図書に示す場合を除き，JIS K 2208（石

油アスファルト乳剤）のＰＫ－４の規格に適合するものとする。 

 

５‐６‐４ コンクリート舗装の材料 

１．コンクリート舗装工で使用する材料について，以下は設計図書によるものとする。 

（１）アスファルト中間層を施工する場合のアスファルト混合物の種類 

（２）転圧コンクリート舗装の使用材料 

２．コンクリート舗装工で使用する以下の材料等は，５‐６‐３アスファルト舗装の材料の規格に

適合するものとする。 

（１）上層・下層路盤の骨材 

（２）セメント安定処理，石灰安定処理，加熱アスファルト安定処理に使用する材料及び加熱ア

スファルト安定処理のアスファルト混合物 

３．コンクリート舗装工で使用するコンクリートの強度は，設計図書に示す場合を除き，材令 28

日において求めた曲げ強度で 4.5MPa とするものとする。 

４．転圧コンクリート舗装において，転圧コンクリート版を直接表層に用いる場合のコンクリート

の設計基準曲げ強度は，設計図書に示す場合を除き，Ｌ，Ａ及びＢ交通においては 4.5MPa，ま

た，Ｃ交通においては 5MPa とするものとする。 
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５‐６‐５ 舗装準備工 

１．受注者は，アスファルト舗装工，コンクリート舗装工の表層あるいは基層の施工に先立って，

上層路盤面の浮石，その他の有害物を除去し，清掃しなければならない。 

２．受注者は，アスファルト舗装工，コンクリート舗装工の表層及び基層の施工に先立って上層路

盤面又は基層面の異常を発見したときは，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

３．受注者は降雤直後及びコンクリート打設２週間以内は防水層の施工を行ってはならない。また，

防水層は気温５℃以下で施工してはならない。 

 

５‐６‐６ アスファルト舗装工 

１．受注者は，下層路盤の施工において以下の各規定に従わなければならない。 

（１）受注者は，粒状路盤の敷均しにあたり，材料の分離に注意しながら，１層の仕上がり厚さ

で 20cm を超えないように均一に敷均さなければならない。 

（２）受注者は，粒状路盤の締固めを行う場合，修正ＣＢＲ試験によって求めた最適含水比付近

の含水比で，締固めなければならない。ただし，路床の状態，使用材料の性状等によりこれ

により難い場合は，設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

２．受注者は，上層路盤の施工において以下の各規定に従わなければならない。 

（１）受注者は，各材料を均一に混合できる設備によって，承諾を得た粒度及び締固めに適した

含水比が得られるように混合しなければならない。 

（２）受注者は，粒度調整路盤材の敷均しにあたり，材料の分離に注意し，一層の仕上がり厚が

15cm 以下を標準とし，敷均さなければならない。ただし，締固めに振動ローラを使用する

場合には，仕上がり厚の上限を 20cm とすることができるものとする。 

（３）受注者は，粒度調整路盤材の締固めを行う場合，修正ＣＢＲ試験によって求めた最適含水

比付近の含水比で締固めなければならない。 

３．受注者は，路盤においてセメント及び石灰安定処理を行う場合に，以下の各規定に従わなけれ

ばならない。 

（１）安定処理に使用するセメント量及び石灰量は，設計図書によるものとする。 

（２）受注者は，施工に先だって，「舗装調査・試験法便覧 」（日本道路協会，平成 19 年６月）

に示される「E013 安定処理混合物の一軸圧縮試験方法」により一軸圧縮試験を行い，使用

するセメント量及び石灰量について監督員の承諾を得なければならない。 

（３）セメント量及び石灰量決定の基準とする一軸圧縮強さは，設計図書に示す場合を除き，表

５－13の規格によるものとする。ただし，これまでの実績がある場合で，設計図書に示すセ

メント量及び石灰量の路盤材が，基準を満足することが明らかであり，監督員が承諾した場

合には，一軸圧縮試験を省略することができるものとする。 
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表５－13 安定処理路盤の品質規格 

   下層 路 盤  

工   法  機   種  試験項目  試験方法  規格値  

セメント  

 安定処理  
－  

一軸圧縮強さ  

［７日］  

舗装調査・試験法

便覧  E013 
0.98MPa 

石   灰  

安定処理  
－  

一軸圧縮強さ   

［ 10 日］  

舗装調査・試験法

便覧  E013 
0.7MPa 

   上層 路 盤  

工   法  機   種  試験項目  試験方法  規格値  

セメント  

安定処理  
－  

一軸圧縮強さ  

［７日］  

舗装調査・試験法

便覧  E013 
2.9MPa 

石   灰  

安定処理  
－  

一軸圧縮強さ  

［ 10 日］  

舗装調査・試験法

便覧  E013 
0.98MPa 

 

（４）監督員の承諾したセメント量及び石灰量と，設計図書に示されたセメント量及び石灰量と

の開きが，±0.7%未満の場合には，契約変更を行わないものとする。 

（５）受注者は，「舗装調査・試験法便覧 」（日本道路協会，平成 19年６月）に示される「F007 

突固め試験方法」によりセメント及び石灰安定処理路盤材の最大乾燥密度を求め，監督員の

承諾を得なければならない。 

（６）受注者は，監督員が承諾した場合以外は，気温 5℃以下のとき及び雤天時に，施工を行っ

てはならない。 

（７）受注者は，下層路盤の安定処理を施工する場合に，路床の整正を行った後，安定処理をし

ようとする材料を均一な層状に整形し，その上に本項（２）～（５）により決定した配合量

のセメント又は石灰を均一に散布し，混合機械で１～２回空練りした後，最適含水比付近の

含水比になるよう水を加えながら混合しなければならない。 

（８）受注者は，下層路盤の安定処理を行う場合に，敷均した安定処理路盤材を最適含水比付近

の含水比で，締固めなければならない。ただし，路床の状態，使用材料の性状等によりこれ

により難い場合は，設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

（９）受注者は，下層路盤の安定処理を行う場合に，締固め後の１層の仕上がり厚さが 30cm を

超えないように均一に敷均さなければならない。 

（10）受注者は，下層路盤のセメント安定処理を行う場合，締固めは，水を加え，混合後２時間

以内で完了するようにしなければならない。 

（11）上層路盤の安定処理の混合方式は，設計図書によるものとする。 

（12）受注者は，上層路盤の安定処理を行う場合に，路盤材の分離を生じないよう敷均し，締固

めなければならない。 
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（13）受注者は，上層路盤の安定処理を行う場合に，１層の仕上がり厚さは，最小厚さが最大粒

径の３倍以上かつ 10cm 以上，最大厚さの上限は 20cm 以下でなければならない。ただし締

固めに振動ローラを使用する場合には，仕上がり厚の上限を 30cm とすることができるもの

とする。 

（14）受注者は，上層路盤の安定処理を行う場合，セメント安定処理路盤の締固めは，混合後２

時間以内に完了するようにしなければならない。 

（15）受注者は，一日の作業工程が終わったときは，道路中心線に直角に，かつ鉛直に，横断施

工目地を設けなければならない。また，横断方向の施工目地は，セメントを用いた場合は施

工端部を垂直に切り取り，石灰を用いた場合には前日の施工端部を乱して，それぞれ新しい

材料を打ち継ぐものとする。 

（16）受注者は，セメント及び石灰安定処理路盤を２層以上に施工する場合の縦継目の位置を１

層仕上がり厚さの２倍以上，横継目の位置は，１ｍ以上ずらさなければならない。 

（17）受注者は，加熱アスファルト安定処理層，基層又は表層と，セメント及び石灰安定処理層

の縦継目の位置を 15cm 以上，横継目の位置を１ｍ以上ずらさなければならない。 

（18）養生期間及び養生方法は，設計図書によるものとする。 

（19）受注者は，セメント及び石灰安定処理路盤の養生を仕上げ作業完了後直ちに行わなければ

ならない。 

４．受注者は，路盤において加熱アスファルト安定処理を行う場合に，以下の各規定によらなけれ

ばならない。 

（１）加熱アスファルト安定処理路盤材は，表５－14に示すマーシャル安定度試験基準値に適合

するものとする。供試体の突固め回数は両面各々50 回とするものとする。 

 

表５－14 マーシャル安定度試験基準値 

項             目  基       準       値  

安定度  kN 3.43 以上  

フロー値  (1／ 100cm) 10～ 40 

空げき率   (％ )  3～ 12 

注  25mm を超え る骨 材部分 は，同重 量だけ 25mm～ 13mm で 置 き換え てマー シ

ャ ル安定 度試験 を行う 。  

 

（２）受注者は，加熱アスファルト安定処理路盤材の粒度及びアスファルト量の決定にあたって

は，配合設計を行い，監督員の確認を得なければならない。ただし，これまでに実績（過去

１年以内にプラントから生産され使用した）がある加熱アスファルト安定処理路盤材を用い

る場合には，これまでの実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）または，定

期試験による配合設計書を監督員が承諾した場合に限り，配合設計を省略することができる

ものとする。 
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（３）受注者は，ごく小規模な工事（総使用量 500ｔ未満あるいは施工面積 2,000m2 未満）に

おいては，これまでの実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）又は定期試験

による試験結果の提出によって，配合設計を省略することができるものとする。 

（４）受注者は，加熱アスファルト安定処理路盤材の基準密度の決定にあたっては，監督員の確

認を得た配合で，室内で配合された混合物から３個のマーシャル供試体を作製し，次式によ

り求めたマーシャル供試体の密度の平均値を基準密度としなければならない。なお，マーシ

ャル供試体を作製にあたっては，25mm を超える骨材だけ 25～13mm の骨材と置き換える

ものとする。ただし，これまでに実績（過去一年以内にプラントから生産され使用した）や

定期試験で基準密度が求められている場合には，その試験結果を監督員が承諾した場合に限

り，基準密度を省略することができるものとする。 

 

 

（５）受注者は，加熱アスファルト安定処理混合物の排出時の温度について監督員の承諾を得な

ければならない。また，その変動は承諾を得た温度に対して±25℃の範囲内としなければな

らない。 

（６）受注者は，加熱アスファルト安定処理混合物を貯蔵する場合，一時貯蔵ビン又は加熱貯蔵

サイロに貯蔵しなければならない。 

（７）受注者は，劣化防止対策を施していない一時貯蔵ビンでは，12 時間以上加熱アスファルト

安定処理混合物を貯蔵してはならない。 

（８）受注者は，加熱アスファルト安定処理混合物を運搬する場合，清浄で平滑な荷台を有する

ダンプトラックを使用し，ダンプトラックの荷台内面には，混合物の付着を防止する油，又

は溶液を薄く塗布しなければならない。 

（９）受注者は，加熱アスファルト安定処理混合物の運搬時の温度低下を防ぐために運搬中はシ

ート類で覆わなければならない。 

（10）受注者は，加熱アスファルト安定処理混合物の舗設作業を監督員が承諾した場合を除き，

気温が５℃以下のときに施工してはならない。また，雤が降り出した場合，敷均し作業を中

止し，既に敷均した箇所の混合物をすみやかに締固めて仕上げを完了させなければならない。 

（11）受注者は，加熱アスファルト安定処理混合物の敷均しにあたり，敷均し機械は施工条件に

合った機種のアスファルトフィニッシャを選定するものとする。また，プライムコートの散

布は，本条５項（10），（12）～（14）号によるものとする。 

（12）受注者は，設計図書に示す場合を除き，加熱アスファルト安定処理混合物を敷均したとき

の混合物の温度は 110℃以上，また，１層の仕上がり厚さは 10cm 以下としなければならな

い。ただし，混合物の種類によって敷均しが困難な場合は，設計図書に関して監督員と協議

のうえ，混合物の温度を決定するものとする。 

（13）機械仕上げが不可能な箇所は人力施工とする。 

（14）受注者は，加熱アスファルト安定処理混合物の締固めにあたり，締固め機械は施工条件に

合ったローラを選定しなければならない。 

 密度（ｇ／ｃｍ3 ）=
表乾供試体の空中質量（ｇ）－ 供試体の水中質量（ｇ）

乾燥供試体の空中質量（ｇ）
× 常温の水の密度（ｇ／ｃｍ3 ）
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（15）受注者は，加熱アスファルト安定処理混合物を敷均した後，ローラにより締固めなければ

ならない。 

（16）受注者は，加熱アスファルト安定処理混合物をローラによる締固めが不可能な箇所は，タ

ンパ，プレート，コテ等で締固めなければならない。 

（17）受注者は，加熱アスファルト安定処理混合物の継目を締固めて密着させ平坦に仕上げなけ

ればならない。既に舗設した端部の締固めが不足している場合や，亀裂が多い場合は，その

部分を切り取ってから隣接部を施工しなければならない。 

（18）受注者は，縦継目，横継目及び構造物との接合面に瀝青材料を薄く塗布しなければならな

い。 

（19）受注者は，表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の各層の縦継目の位置を 15cm 以

上，横継目の位置を１ｍ以上ずらさなければならない。 

（20）受注者は，表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の縦継目は，車輪走行位置の直下

からずらして設置しなければならない。 

なお，表層は原則としてレーンマークに合わせるものとする。 

５．受注者は，基層及び表層の施工を行う場合に，以下の各規定に従わなければならない。 

（１）受注者は，加熱アスファルト混合物の粒度及びアスファルト量の決定にあたっては，設計

配合を行い監督員の確認を得なければならない。ただし，これまでに実績（過去１年以内に

プラントから生産され使用した）がある配合設計の場合には，これまでの実績または定期試

験による配合設計書を監督員が承諾した場合に限り，配合設計を省略することができる。 

（２）受注者は，ごく小規模な工事（総使用量 500ｔ未満あるいは施工面積 2,000m2未満）にお

いては，これまでの実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）又は定期試験に

よる配合設計書の提出によって配合設計を省略することができる。 

（３）受注者は，舗設に先立って，（1）号で決定した場合の混合物について混合所で試験練りを

行わなければならない。試験練りの結果が表５－14に示す基礎値と照合して基準値を満足し

ない場合には，骨材粒度またはアスファルト量の修正を行わなければならない。ただし，こ

れまでに製造実績のある混合物の場合には，これまでの実績（過去１年以内にプラントから

生産され使用した）または定期試験による試験練り結果報告書を監督員が承諾した場合に限

り，試験練りを省略することができる。 

（４）受注者は，ごく小規模な工事（総使用量 500ｔ未満あるいは施工面積 2,000m2 未満）に

おいては，これまでの実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）又は定期試験

による試験練り結果報告書の提出によって試験練りを省略することができる。 

（５）受注者は，混合物最初の一日の舗設状況を観察し，必要な場合には配合を修正し，監督員

の承諾を得て最終的な配合（現場配合）を決定しなければならない。 
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（６）受注者は，表層及び基層用の加熱アスファルト混合物の基準密度の決定にあたっては，（７）

号に示す方法によって基準密度をもとめ，監督員の承諾を得なければならない。ただし，こ

れまでの実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）や定期試験で基準密度が求

められている場合には，それらの結果を監督員が承諾した場合に限り，基準密度の試験を省

略することができる。 

（７）表層及び基層用の加熱アスファルトの基準密度は，監督員の承諾を得た現場配合により製

造した最初の１～２日間の混合物から，午前・午後おのおの３個のマーシャル供試体を作成

し，次式により求めたマーシャル供試体の密度の平均値を基準密度とする。 

開粒度アスファルト混合物以外の場合 

 

 

開粒度アスファルト混合物の場合 

 

 

（８）受注者は，ごく小規模な工事（総使用量 500ｔ未満あるいは施工面積 2,000m2 未満）に

おいては，実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）や定期試験で得られてい

る基準密度の試験結果を提出することにより，基準密度の試験を省略することができる。 

（９）混合所設備，混合作業，混合物の貯蔵，混合物の運搬及び舗設時の気候条件については本

条第４項（５）～（10）号によるものとする。 

（10）受注者は，施工にあたってプライムコート及びタックコートを施す面が乾燥していること

を確認するとともに，浮石，ごみ，その他の有害物を除去しなければならない。 

（11）受注者は，路盤面及びタックコート施工面に異常を発見したときは，設計図書に関して監

督員と協議しなければならない。 

（12）アスファルト基層工及び表層工の施工にあたって，プライムコート及びタックコートの使

用量は，設計図書によるものとする。 

（13）受注者は，プライムコート及びタックコートの散布にあたって，縁石等の構造物を汚さな

いようにしながら，アスファルトディストリビュータ又はエンジンスプレーヤで均一に散布

しなければならない。 

（14）受注者は，プライムコートを施工後，交通に開放する場合は，瀝青材料の車輪への付着を

防ぐため，粗目砂等を散布しなければならない。交通によりプライムコートが剥離した場合

には，再度プライムコートを施工しなければならない。 

（15）受注者は，散布したタックコートが安定するまで養生するとともに，上層のアスファルト

混合物を舗設するまでの間，良好な状態に維持しなければならない。 

（16）混合物の敷均しは，本条４項（11）～（13）号によるものとする。ただし，設計図書に示

す場合を除き，一層の仕上がり厚は７cm 以下とするものとする。 

（17）混合物の締固めは，本条４項（14）～（16）号によるものとする。 

（18）継目の施工は，本条４項（17）～（20）号によるものとする。 

密度（ｇ／ｃｍ3 ）=
表乾供試体の空中質量（ｇ）－ 供試体の水中質量（ｇ）

乾燥供試体の空中質量（ｇ）
× 常温の水の密度（ｇ／ｃｍ3 ）

密度（ｇ／ｃｍ3 ）=
供試体の断面積（ｃｍ2 ）× ノギスを用いて計測した供試体の厚さ（ｃｍ）

燥供試体の空中質量（ｇ）
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（19）アスカーブの施工は，本条５項によるものとする。 

６．受注者は，監督員の指示による場合を除き，舗装表面温度が 50℃以下になってから交通開放を

行わなければならない。 

 

５‐６‐７ 半たわみ性舗装工 

１．受注者は，流動対策として改質アスファルトを使用する場合には，４‐10‐１一般瀝青材料の

３項に規定するセミブローンアスファルト（AC-100）と同等品以上を使用しなければならない。 

２．半たわみ性舗装工の施工については，５‐６‐６ アスファルト舗装工の規定によるものとす

る。 

３．受注者は，半たわみ性舗装工の浸透性ミルクの使用量は，設計図書によらなければならない。 

４．受注者は，半たわみ性舗装工の施工にあたっては，「舗装施工便覧第９章９-４-１  半たわみ

性舗装工」（日本道路協会，平成 18年２月）の規定，「舗装施工便覧 第５章及び第６章 構築路

床・路盤の施工及びアスファルト・表層の施工」（日本道路協会，平成 18 年２月）の規定，「ア

スファルト舗装工事共通仕様書解説第 10章 10‐３‐７ 施工」（日本道路協会，平成４年 12月）

の規定，「舗装再生便覧第２章２-７施工」（日本道路協会，平成 16年２月）の規定によらなけれ

ばならない。 

 

５‐６‐８ 排水性舗装工 

１．排水性舗装工の施工については，５‐６‐６ アスファルト舗装工の規定によるものとする。 

２．受注者は，排水性舗装工の施工については，「舗装施工便覧 第７章ポーラスアスファルト混

合物の施工，第９章９‐３‐１排水機能を有する舗装」（日本道路協会，平成 18年２月）の規定，

「舗装再生便覧２－７施工」（日本道路協会，平成 16年２月）の規定によるものとする。 

３．ポーラスアスファルト混合物に用いるバインダ（アスファルト）はポリマー改質アスファルト

Ｈ型とし，表５－15 の標準的性状を満足するものでなければならない。 
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表５－15 ポリマー改質アスファルト H型の標準的性状 

    種類 H 型   

項目     付加記号   H 型－F 

軟化点 ℃ 80.0 以上 

伸度 
  （7℃）  ㎝ － － 

  （15℃） ㎝ 50 以上 － 

タフネス（25℃）  Ｎ・ｍ 20 以上 － 

テナシティ（25℃） Ｎ・ｍ － － 

粗骨材の剥離面積率 ％ － － 

フラース脆化点 ℃ － -12 以下 

曲げ仕事量（-20℃） kPa － 400 以上 

曲げスティフネス（-20℃） MPa － 100 以下 

針入度（25℃） 1/10 ㎜ 40 以上 

薄膜加熱質量変化率 ％ 0.6 以下 

薄膜加熱後の針入度残留率 ％ 65 以上 

引火点 ℃ 260 以上 

密度（15℃） g/c ㎥ 試験表に付記 

最適混合温度 ℃ 試験表に付記 

最適締固め温度 ℃ 試験表に付記 

 

４．タックコートに用いる瀝青材は，原則としてゴム入りアスファルト乳剤（ＰＫＲＴ）を使用す

ることとし，表５－16の標準的性状を満足するものでなければならない。 

表５－16 ゴム入りアスファルト乳剤の標準的性状 

                    種類及び記号 

 

 項 目 

ＰＫＲ-Ｔ 

エングラー度（25℃） 1～10 

セイボルトフロール秒（50℃）     ｓ － 

ふるい残留分（1.18㎜）        ％ 0.3以下 

付着度 2/3以上 

粒子の電荷 陽（ + ） 

留出油分（360℃までの） － 

蒸発残留分              ％ 50以上 

蒸
発
残
留
物 

針入度（25℃）1/10㎜       60を超え 150以下 

軟化点             ℃ 42.0以上 

タフネス 
（25℃）N・ｍ 3.0以上 

（15℃）N・ｍ － 

テナシティ 
（25℃）N・ｍ 1.5以上 

（15℃）N・ｍ － 

貯蔵安定度（24ｈｒ）質量       ％ 1以下 

浸透性                ｓ － 

凍結安定度（-5℃） － 

（日本アスファルト乳剤協会規格） 
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５．ポーラスアスファルト混合物の配合は表５－17 を標準とし，表５－18 に示す目標値を満足す

るように決定する。 

なお，ポーラスアスファルト混合物の配合設計は，「舗装設計施工指針」（日本道路協会，平成

18年２月）及び「舗装施工便覧」（日本道路協会，平成 18年２月）に従い，最適アスファルト量

を設定後，密度試験，マーシャル安定度試験，透水試験及びホイールトラッキング試験により設

計アスファルト量を決定する。ただし，同一の材料でこれまでに実績（過去１年以内にプラント

から生産され使用した）がある配合設計の場合には，これまでの実績又は定期試験による配合設

計書について監督員が承諾した場合に限り，配合設計を省略することができる。 

表５－ 17 ポーラスアスファルト混合物の標準的な粒度範囲  

ふるい目  

呼び寸法  

粒   度   範   囲  

最大粒径 (13) 最大粒径 (20) 

 
 

 

通
過
質
量 

 

百
分
率
（
％
） 

26.5mm －  100 

19.0mm 100 95～ 100 

13.2mm 90～ 100 64～ 84 

4.75mm 11～ 35 10～ 31 

2.36mm 10～ 20 10～ 20 

75μm 3～ 7 3～ 7 

アスファルト量  4～ 6 

注 ：上表 により 難い場 合は監 督員と 協議し なけれ ばなら ない。  

 

表５－ 18 ポーラスアスファルト混合物の目標値  

項      目 目 標 値 

 空隙率                          ％ 20 程度 

 透水係数                      cm／sec 10－２以上 

 安定度                          kN 3.43 以上 

 動的安定度（ＤＳ）            回／mm 
一般部   4,000 程度   

交差点部 5,000 程度 

注１ 突き固め回数は両面各５０回とする。（動的安定度は，Ｄ交通の場合を示している。 

他はわだち掘れ対策に準ずる。） 

注２ 上表により難い場合は監督員と協議しなければならない。 

 

６．混合時間は骨材にアスファルトの被覆が充分に行われ均一に混合できる時間とする。ポーラス

アスファルト混合物は粗骨材の使用量が多いため通常のアスファルト混合物と比較して骨材が

過加熱になりやすいなど温度管理が難しく，また，製品により望ましい温度が異なることから，

混合温度には十分注意をし，適正な混合温度で行わなければならない。 

７．施工方法については，以下の各規定によらなければならない。 
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（１）既設舗装版を不透水層とする場合は，事前又は路面切削完了後に舗装版の状況を調査し，

その結果を監督員に報告するとともに，ひび割れ等が認められる場合の雤水の浸透防止ある

いはリフレクションクラック防止のための処置は，設計図書に関して監督員の承諾を得てか

ら講じなければならない。（切削オーバーレイ，オーバーレイの工事の場合） 

（２）混合物の舗設は，通常の混合物より高い温度で行う必要があること，温度低下が通常の混

合物より早いこと及び製品により望ましい温度が異なることから，特に温度管理には十分注

意しすみやかに敷均し，転圧を行わなければならない。 

（３）排水性舗装の継目の施工にあたっては，継目をよく清掃した後，加温を行い，敷均したポ

ーラスアスファルト混合物を締固め，相互に密着させるものとする。また，すり付け部の施

工にあたっては，ポーラスアスファルト混合物が飛散しないよう入念に行わなければならな

い。 

８．受注者は，１‐１‐６第１項の施工計画書の記載内容に加えて，一般部，交差点部の標準的な

１日あたりの施工工程を記載するものとする。 

なお，作成にあたり，夏期においては初期わだち掘れ及び空隙つぶれに影響を与える交通開放

温度に，冬期においては締固め温度に影響を与えるアスファルト混合物の温度低下に留意しなけ

ればならない。 

 

５‐６‐９ 透水性舗装工 

１．透水性舗装工の施工については，舗装施工便覧第７章ポーラスアスファルト舗装工，第９章９

-３-２透水機能を有する舗装，５‐６‐６ アスファルト舗装工の規定によるものとする。 

２．ポーラスアスファルト混合物配合及び，目標値については，５‐６‐８排水性舗装工の規定に

よるものとする。 

なお，ポーラスアスファルト混合物の配合設計は，「舗装設計施工指針」（日本道路協会，平成

18年 2月）及び「舗装施工便覧」（日本道路協会，平成 18年 2月）に従い，最適アスファルト量

を設定後，密度試験，マーシャル安定度試験，透水試験及びホイールトラッキング試験により設

計アスファルト量を決定する。ただし，同一の材料でこれまでに実績（過去１年以内にプラント

から生産され使用した）がある配合設計の場合には，これまでの実績又は定期試験による配合設

計書について監督員が承諾した場合に限り，配合設計を省略することができる。 

 

５‐６‐10 コンクリート舗装工 

１．受注者は，下層路盤の施工において以下の各規定に従わなければならない。 

（１）受注者は，粒状路盤の敷均しにあたり，材料の分離に注意しながら，１層の仕上がり厚さ

で 20cm を超えないように均一に敷均さなければならない。 

（２）受注者は，粒状路盤の締固めを行う場合，修正ＣＢＲ試験によって求めた最適含水比付近

の含水比で，締固めなければならない。ただし，路床の状態，使用材料の性状等によりこれ

により難い場合は，設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

２．受注者は，上層路盤の施工において以下の各規定に従わなければならない。 
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（１）受注者は，各材料を均一に混合できる設備によって，承諾を得た粒度及び締固めに適した

含水比が得られるように混合しなければならない。 

（２）受注者は，粒度調整路盤材の敷均しにあたり，材料の分離に注意し，一層の仕上がり厚が

15cm 以下を標準とし，敷均さなければならない。ただし，締固めに振動ローラを使用する

場合には，仕上がり厚の上限を 20cm とすることができるものとする。 

（３）受注者は，粒度調整路盤材の締固めを行う場合，修正ＣＢＲ試験によって求めた最適含水

比付近の含水比で，締固めなければならない。 

３．受注者は，路盤においてセメント及び石灰安定処理を行う場合に，以下の各規定に従わなけれ

ばならない。 

（１）安定処理に使用するセメント量及び石灰量は，設計図書によるものとする。 

（２）受注者は，施工に先立って，「舗装調査・試験法便覧」（日本道路協会，平成 19 年６月）

に示される「 E013 安定処理混合物の一軸圧縮試験方法」により一軸圧縮試験を行い，使

用するセメント量及び石灰量について監督員の承諾を得なければならない。 

（３）下層路盤，上層路盤に使用するセメント及び石灰安定処理に使用するセメント石灰安定処

理混合物の品質規格は，設計図書に示す場合を除き，表５－19，表５－20の規格に適合する

ものとする。ただし，これまでの実績がある場合で，設計図書に示すセメント量及び石灰量

の路盤材が，基準を満足することが明らかであり，監督員が承諾した場合には，一軸圧縮試

験を省略することができるものとする。 

表５－ 19 安定処理路盤（下層路盤）の品質規格 

 工   法  種   別  試験項目  試験方法  規格値  

セメント  

 安定処理  
－  

一軸圧縮強さ  

［７日］  

舗装調査・試験法便覧  

E013 
0.98MPa 

石   灰  

安定処理  
－  

一軸圧縮強さ   

［ 10 日］  

舗装調査・試験法便覧  

E013 
0.5MPa 

 

表５－20 安定処理路盤（上層路盤）の品質規格 

 工   法  種   別  試験項目  試験方法  規格値  

セメント  

安定処理  
－  

一軸圧縮強さ  

［７日］  

舗装調査・試験法便覧  

E013 
2.0MPa 

石   灰  

安定処理  
－  

一軸圧縮強さ  

［ 10 日］  

舗装調査・試験法便覧  

E013 
0.98MPa 

 

（４）監督員の承諾したセメント量及び石灰量と，設計図書に示されたセメント量及び石灰量と

の開きが，±0.7%未満の場合には，契約変更を行わないものとする。 

（５）受注者は，「舗装調査・試験法便覧 」（日本道路協会，平成 19年６月）に示される「F007 

突固め試験方法」によりセメント及び石灰安定処理路盤材の最大乾燥密度を求め，監督員の

承諾を得なければならない。 
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（６）受注者は，監督員が承諾した場合以外は，気温５℃以下のとき及び雤天時に，施工を行っ

てはならない。 

（７）受注者は，下層路盤の安定処理を施工する場合に，路床の整正を行った後，安定処理をし

ようとする材料を均一な層状に整形し，その上に本項（２）～（５）により決定した配合量

のセメント又は石灰を均一に散布し，混合機械で１～２回空練りしたのち，最適含水比付近

の含水比になるよう水を加えながら混合しなければならない。 

（８）受注者は，下層路盤の安定処理を行う場合に，敷均した安定処理路盤材を最適含水比付近

の含水比で，締固めなければならない。ただし，路床の状態，使用材料の性状によりこれに

より難い場合は，監督員の承諾を得なければならない。 

（９）受注者は，下層路盤の安定処理を行う場合に，締固め後の１層の仕上がり厚さが 30cm を

超えないように均一に敷均さなければならない。 

（10）受注者は，下層路盤のセメント安定処理を行う場合，締固めは水を加え，混合後２時間以

内で完了するようにしなければならない。 

（11）上層路盤の安定処理の混合方式は，設計図書によるものとする。 

（12）受注者は，上層路盤の安定処理を行う場合に，路盤材の分離を生じないよう敷均し，締固

めなければならない。 

（13）受注者は，上層路盤の安定処理を行う場合に，１層の仕上がり厚さは，最小厚さが最大粒

径の３倍以上かつ 10cm 以上，最大厚さの上限は 20cm 以下でなければならない。ただし締

固めに振動ローラを使用する場合には，仕上がり厚の上限を 30cm とすることができるもの

とする。 

（14）受注者は，上層路盤の安定処理を行う場合に，セメント安定処理路盤の締固めは，混合後

２時間以内に完了するようにしなければならない。 

（15）受注者は，一日の作業工程が終わったときは，道路中心線に直角に，かつ鉛直に横断施工

目地を設けなければならない。また，横断方向の施工目地は，セメントを用いた場合は施工

端部を垂直に切り取り，石灰を用いた場合には前日の施工端部を乱して，それぞれ新しい材

料を打ち継ぐものとする。 

（16）受注者は，セメント及び石灰安定処理路盤を２層以上に施工する場合の縦継目の位置を１

層仕上がり厚さの２倍以上，横継目の位置は，１ｍ以上ずらさなければならない。 

（17）受注者は，加熱アスファルト安定処理層，基層又は表層と，セメント及び石灰安定処理層

の縦継目の位置を 15cm以上，横継目の位置を１ｍ以上ずらさなければならない。 

（18）養生期間及び養生方法は，設計図書によるものとする。 

（19）受注者は，セメント及び石灰安定処理路盤の養生を，仕上げ作業完了後ただちに行わなけ

ればならない。 

４．受注者は，路盤において加熱アスファルト安定処理を行う場合に，以下の各規定に従わなけれ

ばならない。 

（１）加熱アスファルト安定処理路盤材は，表５－21に示すマーシャル安定度試験基準値に適合

するものとする。供試体の突固め回数は両面各々50 回とする。 
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表５－21 マーシャル安定度試験基準値 

項             目  基       準       値  

安定度  kN 3.43 以上  

フロー値  (1／ 100cm) 10～ 40 

空げき率   (％ )  3～ 12 

注  25mm を超え る骨 材部分 は，同重 量だけ 25mm～ 13mm で 置 き換え てマー

シ ャル安 定度試 験を行 う。  

 

（２）受注者は，加熱アスファルト安定処理路盤材の粒度及びアスファルト量の決定にあたって

は，配合設計を行い，監督員の確認を得なければならない。ただし，これまでに実績（過去

１年以内にプラントから生産され使用した）がある加熱アスファルト安定処理路盤材を用い

る場合には，これまでの実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）又は，定期

試験による配合設計書を監督員が承諾した場合に限り，配合設計を省略することができるも

のとする。 

（３）受注者は，ごく小規模な工事（総使用量 500ｔ未満あるいは施工面積 2,000m2 未満）に

おいては，これまでの実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）又は定期試験

による試験結果の提出によって，配合設計を省略することができる。 

（４）受注者は，加熱アスファルト安定処理路盤材の基準密度の決定にあたっては，監督員の確

認を得た配合で，室内で配合された混合物から３個のマーシャル供試体を作製し，次式によ

り求めたマーシャル供試体の密度の平均値を基準密度としなければならない。 

なお，マーシャル供試体の作製にあたっては，25mm を超える骨材だけ 25～13mm の骨

材と置き換えるものとする。ただし，これまでに実績（過去１年以内にプラントから生産さ

れ使用した）や定期試験で基準密度が求められている場合には，その試験結果を監督員が承

諾した場合に限り，基準密度を省略することができるものとする。 

 

 

（５）受注者は，加熱アスファルト安定処理施工にあたって，材料の混合所は敷地とプラント，

材料置き場等の設備を有するものでプラントはその周辺に対する環境保全対策を施したも

のでなければならない。 

（６）プラントは，骨材，アスファルト等の材料をあらかじめ定めた配合，温度で混合できるも

のとする。 

（７）受注者は，混合作業においてコールドフィーダのゲートを基準とする配合の粒度に合うよ

うに調整し，骨材が連続的に供給できるようにしなければならない。 

（８）受注者は，混合作業においてバッチ式のプラントを用いる場合は，基準とする粒度に合う

よう各ホットビンごとの計量値を決定しなければならない。自動計量式のプラントでは，ホ

ットビンから計量する骨材の落差補正を行うものとする。 

なお，ミキサでの混合時間は，均一な混合物を得るのに必要な時間とするものとする。 

密度（ｇ／ｃｍ3 ）=
表乾供試体の空中質量（ｇ）－ 供試体の水中質量（ｇ）

乾燥供試体の空中質量（ｇ）
× 常温の水の密度（ｇ／ｃｍ3 ）
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（９）受注者は，加熱アスファルト安定処理混合物の排出時の温度について監督員の承諾を得な

ければならない。また，その変動は，承諾を得た温度に対して±25℃の範囲内としなければ

ならない。 

（10）受注者は，加熱アスファルト安定処理混合物を貯蔵する場合，一時貯蔵ビン又は加熱貯蔵

サイロに貯蔵しなければならない。 

（11）受注者は，劣化防止対策を施していない一時貯蔵ビンでは，12時間以上加熱アスファルト

安定処理混合物を貯蔵してはならない。 

（12）受注者は，加熱アスファルト安定処理混合物を運搬する場合，清浄で平滑な荷台を有する

ダンプトラックを使用し，ダンプトラックの荷台内面には，混合物の付着を防止する油，又

は溶液を薄く塗布しなければならない。 

（13）受注者は，加熱アスファルト安定処理混合物の運搬時の温度低下を防ぐために，運搬中は

シート類で覆わなければならない。 

（14）受注者は，加熱アスファルト安定処理混合物の舗設作業を監督員が承諾した場合を除き，

気温が５℃以下のときに施工してはならない。また，雤が降り出した場合，敷均し作業を中

止し，既に敷均した箇所の混合物をすみやかに締固めて仕上げを完了させなければならない。 

（15）受注者は，加熱アスファルト安定処理混合物の敷均しにあたり，敷均し機械は施工条件に

合った機種のアスファルトフィニッシャ，ブルドーザ，モーターグレーダ等を選定しなけれ

ばならない。 

（16）受注者は，設計図書に示す場合を除き，加熱アスファルト安定処理混合物を敷均したとき

の混合物の温度は 110℃以上，また，１層の仕上がり厚さは 10cm 以下としなければならな

い。ただし，混合物の種類によって敷均しが困難な場合は監督員と協議のうえ，混合物の温

度を決定するものとする。 

（17）機械仕上げが不可能な箇所は人力施工とするものとする。 

（18）受注者は，加熱アスファルト安定処理混合物の締固めにあたり，締固め機械は施工条件に

合ったローラを選定しなければならない。 

（19）受注者は，加熱アスファルト安定処理混合物を敷均した後，ローラによって締固めなけれ

ばならない。 

（20）受注者は，加熱アスファルト安定処理混合物をローラによる締固めが不可能な箇所は，タ

ンパ，プレート，コテ等で締固めなければならない。 

（21）受注者は，加熱アスファルト安定処理混合物の継目を締固めて密着させ，平坦に仕上げな

ければならない。既に舗設した端部の締固めが不足している場合や，亀裂が多い場合は，そ

の部分を切り取ってから隣接部を施工しなければならない。 

（22）受注者は，縦継目，横継目及び構造物との接合面に瀝青材料を薄く塗布しなければならな

い。 

（23）受注者は，表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の各層の縦継目の位置を 15cm 以

上，横継目の位置を１ｍ以上ずらさなければならない。 
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（24）受注者は，中間層及び加熱アスファルト安定処理層の縦継目は，車輪走行位置の直下から

ずらして設置しなければならない。 

５．受注者は，アスファルト中間層の施工を行う場合に，以下の各規定に従わなければならない。 

（１）アスファルト混合物の種類は，設計図書によるものとする。 

（２）配合設計におけるマーシャル試験に対する基準値の突固め回数は，50 回とする。 

（３）受注者は，施工面が乾燥していることを確認するとともに浮石，ごみ，その他の有害物を

除去しなければならない。 

（４）受注者は，路盤面に異常を発見したときは，設計図書に関して監督員と協議しなければな

らない。 

（５）受注者は，アスファルト中間層の施工にあたってプライムコートの使用量は，設計図書に

よらなければならない。 

（６）受注者は，プライムコート及びタックコートの散布にあたって，縁石等の構造物を汚さな

いようにしながら，アスファルトディストリビュータ又はエンジンスプレーヤで均一に散布

しなければならない。 

（７）受注者は，散布したタックコートが安定するまで養生するとともに，上層のアスファルト

混合物を舗設するまでの間，良好な状態に維持しなければならない。 

（８）混合物の敷均しは，本条４項（15）～（17）によるものとする。ただし，設計図書に示す

場合を除き，一層の仕上がり厚は７cm 以下とするものとする。 

（９）混合物の締固めは，本条４項（18）～（20）によるものとする。 

（10）継目は，本条４項（21）～（24）によるものとする。 

６．コンクリート舗装で使用するコンクリートの配合基準は，表５－22の規格に適合するものとす

る。 

表５－22 コンクリートの配合基準 

  粗骨材の最大寸法  ス     ラ     ン     プ  摘     要  

40mm 

2.5cm 又は沈下度 30 秒を標準とする。  
舗設位置  

において  6.5cm を標準とする。  

(特殊箇所のコンクリート版 )  

注  特殊 箇所と は，設計図書で示さ れた施 工箇所 をいう 。  

 

７．コンクリート舗装で使用するコンクリートの材料の質量計量誤差は１回計量分量に対し，表５

－23の許容誤差の範囲内とするものとする。 

表５－23 計量誤差の許容値 

材料の種類  水  セメント  骨     材  混   和   材  混   和   剤  

許容誤差 (%)  ±１  ±１  ±３  ±２  ±３  
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８．受注者は，コンクリート舗装の練りまぜ，型枞の設置，コンクリートの運搬・荷物卸しにあた

って，以下の各規定に従わなければならない。 

（１）受注者は，セメントコンクリート舗装の施工にあたって使用する現場練りコンクリートの

練りまぜには，強制練りミキサ又は可傾式ミキサを使用しなければならない。 

（２）受注者は，セメントコンクリート舗装の施工にあたって型枞は，十分清掃し，まがり，ね

じれ等変形のない堅固な構造とし，版の正確な仕上がり厚さ，正しい計画高さを確保するも

のとし，舗設の際，移動しないように所定の位置に据付けなければならない。また，コンク

リートの舗設後，20 時間以上経過後に取り外さなければならない。 

（３）受注者は，コンクリートの運搬は，材料ができるだけ分離しない方法で行い，練りまぜて

から舗設開始までの時間は，ダンプトラックを用いる場合は，１時間以内，またアジテータ

トラックによる場合は 1.5 時間以内としなければならない。 

（４）アジテータトラックにより運搬されたコンクリートは，ミキサ内のコンクリートを均等質

にし，等厚になるように取卸し，またシュートを振り分けて連続して，荷卸しを行うものと

する。 

（５）コンクリートの運搬荷卸しは，舗設後のコンクリートに害を与えたり荷卸しの際コンクリ

ートが分離しないようにするものとする。また，型枞やバーアセンブリ等に変形や変位を与

えないように荷卸しをしなければならない。 

（６）受注者は，ダンプトラックの荷台には，コンクリートの滑りをよくするため油類を塗布し

てはならない。 

９．受注者は，コンクリート舗装のコンクリートの敷均し，締固めにあたって，以下の各規定に従

わなければならない。 

（１）日平均気温が 25℃を超える時期に施工する場合には暑中コンクリートとしての施工ができ

るように準備しておき，コンクリートの打込み時における気温が 30℃を超える場合には，暑

中コンクリートとするものとする。また，日平均気温が ４℃以下又は，舗設後６日以内に

０℃となることが予想される場合には，寒中コンクリートとするものとする。受注者は，暑

中コンクリート及び寒中コンクリートの施工にあたっては，「舗装施工便覧第８章 ８‐４

‐10 暑中及び寒中におけるコンクリート版の施工」（日本道路協会，平成 18年 2月）の規

定によるものとし，１‐１‐６ 第１項の施工計画書に，施工・養生方法等を記載しなけれ

ばならない。 

（２）受注者は，コンクリートをスプレッダを使用して材料が分離しないよう敷均さなければな

らない。ただし，拡幅摺付部，取付道路交差部で人力施工とする場合は，型枞に沿ったとこ

ろから順序よく「スコップ返し」をしながら所要の高さで敷均すものとする。 

（３）受注者は，コンクリートを，締固め後コンクリートを加えたり，削ったりすることのない

ように敷均さなければならない。 

（４）受注者は，コンクリート版の四隅，ダウエルバー，タイバー等の付近は，分離したコンク

リートが集まらないよう特に注意し，ていねいに施工しなければならない。 
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（５）受注者は，コンクリート舗設中，雤が降ってきたときは，直ちに作業を中止しなければな

らない。 

（６）受注者が舗設中に機械の故障や，降雤のため，舗設を中止せざるを得ないときに設ける目

地は，できるだけダミー目地の設計位置に置くようにしなければならない。それができない

場合は，目地の設計位置から３ｍ以上離すようにするものとする。この場合の目地構造は，

タイバーを使った突き合わせ目地とするものとする。 

（７）受注者は，フィニッシャを使用し，コンクリートを十分に締固めなければならない。 

（８）受注者は，フィニッシャの故障，あるいはフィニッシャの使えないところなどの締固めの

ため，平面バイブレータ，棒状バイブレータを準備して，締固めなければならない。 

（９）受注者は，型枞及び目地の付近を，棒状バイブレータで締固めなければならない。また，

作業中ダウエルバー，タイバー等の位置が移動しないよう注意するものとする。 

10．受注者は，コンクリート舗装の鉄網の設置にあたって，以下の各規定に従わなければならない。 

（１）受注者は，鉄網を締固めるときに，たわませたり移動させたりしてはならない。 

（２）鉄網は，重ね継手とし，20cm 以上重ね合わせるものとする。 

（３）受注者は，鉄網の重ねを焼なまし鉄線で結束しなければならない。 

（４）受注者は，鉄網位置により，コンクリートを上下層に分けて施工する場合は，下層コンク

リートを敷均した後，上層のコンクリートを打つまでの時間を 30 分以内としなければなら

ない。 

11．受注者は，コンクリート舗装の表面仕上げにあたって，以下の各規定に従わなければならない。 

（１）受注者は，コンクリート舗装の表面を粗面仕上げとし，かつ，仕上げ面は平坦で，緻密，

堅硬な表面とし，特に縦方向の凹凸がないように仕上げなければならない。 

（２）受注者は，荒仕上げをフィニッシャによる機械仕上げ，又は簡易フィニッシャやテンプレ

ートタンパによる手仕上げで行わなければならない。 

（３）受注者は，平坦仕上げを，荒仕上げに引き続いて行い，表面仕上げ機による機械仕上げ又

はフロートによる手仕上げを行わなければならない。 

（４）受注者は，人力によるフロート仕上げを，フロートを半分ずつ重ねて行わなければならな

い。また，コンクリート面が低くてフロートが当たらないところがあれば，コンクリートを

補充してコンクリート全面にフロートが当たるまで仕上げなければならない。 

（５）受注者は，仕上げ作業中，コンクリートの表面に水を加えてはならない。著しく乾燥する

ような場合には，フォッグスプレーを用いてもよいものとする。 

（６）受注者は，仕上げ後に，平坦性の点検を行い，必要があれば不陸整正を行わなければなら

ない。 

（７）受注者は，粗面仕上げを，平坦仕上げが完全に終了し，表面の水光りが消えたら，粗面仕

上げを機械又は，人力により版全体を均等に粗面に仕上げなければならない。 

12．受注者は，コンクリート舗装のコンクリートの養生を以下の各規定に従って行わなければなら

ない。 
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（１）受注者は，表面仕上げの終わったコンクリート版は所定の強度になるまで日光の直射，風

雤，乾燥，気温，荷重並びに衝撃等有害な影響を受けないよう養生をしなければならない。 

（２）受注者は，初期養生として，表面仕上げ終了直後から，コンクリート版の表面を荒らさな

いで養生作業ができる程度にコンクリートが硬化するまで養生を行わなければならない。 

（３）受注者は，養生期間を原則試験によって定めるものとし，その期間は，現場養生を行った

供試体の曲げ強度が配合強度の 70%以上となるまでとする。交通への開放時期は，この養生

期間の完了後とする。ただし，設計強度が 4.4MPa 未満の場合は，現場養生を行った供試体

の曲げ強度が 3.5MPa 以上で交通開放を行うことする。後期養生については，その期間中，

養生マット等を用いてコンクリート版の表面を隙間なく覆い，完全に湿潤状態になるよう散

水しなければならない。 

なお，養生期間を試験によらないで定める場合には，普通ポルトランドセメントの場合は

２週間，早強ポルトランドセメントの場合は１週間，中庸熱ポルトランドセメント，フライ

アッシュセメントＢ種及び高炉セメントＢ種の場合は３週間とする。ただし，これらにより

難い場合は，１‐１‐６第１項の施工計画書に，その理由，施工方法等を記載しなければな

らない。 

（４）受注者は，コンクリートが尐なくとも圧縮強度が５MPa，曲げ強度が１MPa になるまで，

凍結しないよう保護し，特に風を防がなければならない。 

（５）受注者は，コンクリート舗装の交通開放の時期については，監督員の承諾を得なければな

らない。 

13．受注者は，転圧コンクリート舗装を施工する場合に以下の各規定に従って行わなければならな

い。 

（１）受注者は，施工に先立ち，転圧コンクリート舗装で使用するコンクリートの配合を定める

ための試験を行って理論配合，示方配合を決定し，監督員の承諾を得なければならない。 

（２）転圧コンクリート舗装において，下層路盤，上層路盤にセメント安定処理工を使用する場

合，セメント安定処理混合物の品質規格は設計図書に示す場合を除き，表５－４，表５－５

に適合するものとする。ただし，これまでの実績がある場合で，設計図書に示すセメント安

定処理混合物の路盤材が，基準を満足することが明らかであり監督員が承諾した場合には，

一軸圧縮試験を省略することができるものとする。 

（３）受注者は，「転圧コンクリート舗装技術指針（案）４－２配合条件」（日本道路協会，平成

2年 11月）に基づいて配合条件を決定し，監督員の承諾を得なければならない。 

（４）受注者は，「転圧コンクリート舗装技術指針（案）４－２配合条件」（日本道路協会，平成

2年 11月）の一般的手順に従って配合設計を行い，細骨材率，単位水量，単位セメント量を

求めて理論配合を決定しなければならない。その配合に基づき使用するプラントにおいて試

験練りを実施し，所要の品質が得られることを確認して示方配合を決定し，監督員の承諾を

得なければならない。示方配合の標準的な表し方は，設計図書に示さない場合は表５－24に

よるものとする。 
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表５－24 示方配合表 

種 
 

別 

粗骨材  

の 

最大 

寸法 

(mm) 

コンシ

ステン

シーの

目標値 

（％，秒） 

細骨材

率 s／a

（％） 

水セメ

ント比 

Ｗ／Ｃ

（％） 

単位 

粗骨材

容積 

単位量(kg／m3) 
単位容

積質量 

（kg/m3） 

含水比 

Ｗ 

（％） 
水 

Ｗ 

セメ 

ント 

Ｃ 

細骨材 

Ｓ 

粗骨材 

Ｇ 
混和剤 

理
論
配
合 

 － － － －       － 

示
方
配
合 

            

備
考 

 (１)設計基準曲げ強度＝          MPa 

 (２)配合強度＝                  MPa 

 (３)設計空隙率＝                ％ 

 (４)セメントの種類： 

 (５)混和剤の種類： 

 (６)粗骨材の種類： 

 (７)細骨材のＦＭ： 

 (８)コンシステンシー評価法： 

 (９)施工時間： 

 (10)転圧コンクリート運搬時間：        分 

 

（５）設計図書に示されない場合，粗骨材の最大寸法は 20mm とするものする。ただし，これ

により難いときは監督員の承諾を得て 25mm とすることができるものとする。 

（６）受注者は，転圧コンクリートの所要の品質を確保できる施工機械を選定しなければならな

い。 

（７）受注者は，転圧コンクリートの施工にあたって練りまぜ用ミキサとして，２軸パグミル型，

水平回転型，あるいは可傾式のいずれかのミキサを使用しなければならない。 

（８）転圧コンクリートにおけるコンクリートの練りまぜ量は公称能力の２/３程度とするが，試

験練りによって決定し，監督員の承諾を得なければならない。 

（９）運搬は本条８項（３）～（６）の規定によるものとする。ただし，転圧コンクリートを練

りまぜてから転圧を開始するまでの時間は 60 分以内とするものとする。これにより難い場

合は監督員の承諾を得て，混和剤又は遅延剤を使用して時間を延長できるが，90 分を限度と

するものとする。 

（10）受注者は，運搬中シートによりコンクリートを乾燥から保護しなければならない。 

（11）型枞は本条８項（２）の規定によるものとする。 

（12）受注者は，コンクリートの敷均しを行う場合に，所要の品質を確保できるアスファルトフ

ィニッシャによって行わなければならない。 

（13）受注者は，敷均したコンクリートを，表面の平坦性の規格を満足させ，かつ，所定の密度

になるまで振動ローラ，タイヤローラなどによって締固めなければならない。 

（14）受注者は，締固めの終了した転圧コンクリートを養生マットで覆い，コンクリートの表面

を荒らさないよう散水による湿潤養生を行わなければならない。 

（15）受注者は，散水養生を，車両の走行によって表面の剥脱，飛散が生じなくなるまで続けな

ければならない。 
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（16）受注者は，養生期間終了後，監督員の承諾を得て，転圧コンクリートを交通に開放しなけ

ればならない。 

14．受注者は，コンクリート舗装の目地を施工する場合に，以下の各規定に従わなければならない。 

（１）受注者は，目地に接するところは，他の部分と同じ強度及び平坦性をもつように仕上げな

ければならない。目地付近にモルタルばかりよせて施工してはならない。 

（２）目地を挟んだ，隣接コンクリート版相互の高さの差は２mm を超えてはならない。また，

目地はコンクリート版面に垂直になるよう施工しなければならない。 

（３）目地の肩は，半径５mm 程度の面取りをするものとする。ただし，コンクリートが硬化し

た後，コンクリートカッタ等で目地を切る場合は，面取りを行わなくともよいものとする。 

（４）目地の仕上げは，コンクリート面の荒仕上げが終わった後，面ごてで半径５mm 程度の荒

面取りを行い，水光が消えるのを待って最後の仕上げをするものとする。 

（５）受注者は，膨張目地のダウエルバーの設置において，バー端部付近に，コンクリート版の

伸縮によるひび割れが生じないよう，道路中心線に平行に挿入しなければならない。 

（６）受注者は，膨張目地のダウエルバーに，版の伸縮を可能にするため，ダウエルバーの中央

部約 10cm 程度にあらかじめ，錆止めペイントを塗布し，片側部分に瀝青材料等を２回塗布

して，コンクリートとの絶縁を図り，その先端には，キャップをかぶせなければならない。 

（７）受注者は，収縮目地を施工する場合に，ダミー目地を，定められた深さまで路面に対して

垂直にコンクリートカッタで切り込み，目地材を注入しなければならない。 

（８）受注者は，収縮目地を施工する場合に，突き合わせ目地に，硬化したコンクリート目地に

アスファルトを塗るか，又はアスファルトペーパーその他を挟んで，新しいコンクリートが

付着しないようにしなければならない。 

（９）注入目地材（加熱施工式）の品質は，表５－25を標準とする。 

表５－25 注入目地材（加熱施工式）の品質 

 

 
低弾性タイプ  高弾性タイプ  

針入度（円鍵針）  ６ mm 以下  ９ mm 以下  

弾  性（球針）   
初期貫入量  0.5～ 1.5mm 

復  元  率   60％以上  

引  張  量  ３ mm 以上  10mm 以上  

流   動  5mm 以下  ３ mm 以下  

 

15．転圧コンクリート舗装において目地は，設計図書に従うものとする。 

 

５‐６‐11 薄層カラー舗装工 

１．受注者は，薄層カラー舗装工の施工に先立ち，基盤面の有害物を除去しなければならない。 

２．受注者は，基盤面に異常を発見したときは，設計図書に関して監督員と協議しなければならな

い。 
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３．薄層カラー舗装工の上層路盤，下層路盤，薄層カラー舗装の施工については，５‐６‐６ ア

スファルト舗装工の規定によるものとする。 

４．受注者は，使用済み合材等により，色合いが悪くなる恐れのある場合には，事前にプラント，

ダンプトラック，フィニッシャの汚れを除去するよう洗浄しなければならない。 

 

５‐６‐12 ブロック舗装工 

１．ブロック舗装工の施工については，５‐６‐６ アスファルト舗装工の規定によるものとする。 

２．受注者は，ブロック舗装の施工について，ブロックの不陸や不等沈下が生じないよう基礎を入

念に締固めなければならない。 

３．受注者は，ブロック舗装の端末部及び曲線部で隙間が生じる場合，半ブロック又は，コンクリ

ートなどを用いて施工しなければならない。 

４．ブロック舗装工の施工については，「舗装施工便覧第９章９-４-８インターロッキングブロッ

ク舗装」（日本道路協会，平成 18年 2月）の施工の規定，視覚障害者用誘導ブロック設置指針・

同解説第４章施工の規定によるものとする。  

なお，基準類と設計図書に相違がある場合は，原則として設計図書の規定に従うものとし，疑

義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。 

５．目地材，サンドクッション材は，砂（細砂）を使用するものとする。 

６．受注者は，インターロッキングブロックが平坦になるように路盤を転圧しなければならない。 

 

５‐６‐13 路面切削工 

受注者は，路面切削前に縦横断測量を行い，舗設計画図面を作成し，設計図書に関して監督員

の承諾を得なければならない。縦横断測量の間隔は設計図書によるものとし，特に定めていない

場合は20ｍ間隔とする。 

 

５‐６‐14 舗装打換え工 

１．既設舗装の撤去 

（１）受注者は，設計図書に示された断面となるように，既設舗装を撤去しなければならない。 

（２）受注者は，施工中，既設舗装の撤去によって周辺の舗装や構造物に影響を及ぼす懸念が

ある場合や，計画撤去層により下層に不良部分が発見された場合には，設計図書に関して

監督員と協議しなければならない。 

２．舗 設 

受注者は，既設舗装体撤去後以下に示す以外は本仕様書に示すそれぞれの層の該当する項目

の規定に従って各層の舗設を行わなければならない。 

（１）シックリフト工法により瀝青安定処理を行う場合は，設計図書に示す条件で施工を行わ

なければならない。 

（２）舗設途中の段階で交通解放を行う場合は，設計図書に示される処置を施さなければなら

ない。 
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（３）交通解放時の舗装表面の温度は，監督員の指示による場合を除き，50℃以下としなけれ

ばならない。 

 

５‐６‐15 オーバーレイ工 

１．施工面の整備 

（１）受注者は，施工前に，縦横断測量を行い，舗設計画図面を作成し，設計図書に関して監

督員の承諾を得なければならない。縦横断測量の間隔は設計図書によるものとするが，特

に定めていない場合は20ｍ間隔とする。 

（２）受注者は，オーバーレイ工に先立って施工面の有害物を除去しなければならない。 

（３）既設舗装の不良部分の撤去や不陸の修正などの処置は，設計図書によるものとする。 

（４）受注者は，施工面に異常を発見したときは，直ちに監督員に報告し，すみやかに設計図

書に関して監督員と協議しなければならない。 

２．舗設 

（１）セメント，アスファルト乳剤，補足材等の使用量は設計図書によるものとする。 

（２）舗装途中の段階で交通解放を行う場合は，設計図書に示される処置を施さなければなら

ない。 

 

 

第７節 地盤改良工 

５‐７‐１ 一般事項 

本節は，地盤改良工として路床安定処理工，置換工，表層安定処理工，パイルネット工，サン

ドマット工，バーチカルドレーン工，締固め改良工，固結工その他これらに類する工種について

定めるものとする。 

 

５‐７‐２ 路床安定処理工 

１．受注者は，路床土と安定材を均一に混合し，締固めて仕上げなければならない。 

２．受注者は，安定材の散布を行う前に現地盤の不陸整正や必要に応じて仮排水路などを設置しな

ければならない。 

３．受注者は，所定の安定材を散布機械又は人力によって均等に散布しなければならない。 

４．受注者は，路床安定処理工にあたり，散布終了後に適切な混合機械を用いて混合しなければな

らない。また，受注者は混合中は混合深さの確認を行うとともに混合むらが生じた場合は，再混

合を行わなければならない。 

５．受注者は，路床安定処理工にあたり，粒状の石灰を用いる場合には，一回目の混合が終了した

後仮転圧して放置し，生石灰の消化を待ってから再び混合を行わなければならない。ただし，粉

状の生石灰（０～５mm）を使用する場合は，一回の混合とすることができるものとする。 

６．受注者は，路床安定処理工における散布及び混合を行うにあたり，粉塵対策について，設計図

書に関して監督員と協議しなければならない。 
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７．受注者は，路床安定処理工にあたり，混合が終了したら表面を粗均しした後，整形し締固めな

ければならない。当該箇所が軟弱で締固め機械が入れない場合には，湿地ブルドーザなどで軽く

転圧を行い，数日間養生した後に整形しタイヤローラなどで締固めるものとする。 

 

５‐７‐３ 置換工 

１．受注者は，置換のために掘削を行うにあたり，掘削面以下の層を乱さないように施工しなけれ

ばならない。 

２．受注者は，路床部の置換工にあたり，一層の敷均し厚さは，仕上がり厚で 20cm 以下としなけ

ればならない。 

３．受注者は，構造物基礎の置換工にあたり，構造物に有害な沈下及びその他の影響が生じないよ

うに十分に締め固めなければならない。 

４．受注者は，置換工において，終了表面を粗均しした後，整形し締固めなければならない。 

 

５‐７‐４ 表層安定処理工 

１．受注者は，表層安定処理工にあたり，設計図書に記載された安定材を用いて，記載された範囲，

形状に仕上げなければならない。 

２．サンドマット及び安定シートの施工については，５‐７‐６サンドマット工の規定によるもの

とする。 

３．受注者は，表層混合処理を行うにあたり，安定材に生石灰を用いこれを貯蔵する場合は，地表

面 50cm 以上の水はけの良い高台に置き，水の侵入，吸湿を避けなければならない。 

なお，受注者は，生石灰の貯蔵量が 500 ㎏越える場合は，消防法の適用を受けるので，これ

によらなければならない。 

４．受注者は，置換のための掘削を行う場合には，その掘削法面の崩壊が生じないように現地の状

況に応じて勾配を決定しなければならない。 

５．受注者は，サンドマット（海上）にあたっては，潮流を考慮し砂を所定の箇所へ投下しなけれ

ばならない。 

６．受注者は，安定材の配合について施工前に配合試験を行う場合は，安定処理土の静的締固めに

よる供試体作製方法又は，安定処理土の締固めをしない供試体の作製方法（地盤工学会）の各基

準のいずれかにより供試体を作製し，JIS A 1216（土の一軸圧縮試験方法）の規準により試験を

行うものとする。 

 

５‐７‐５ パイルネット工 

１．受注者は，連結鉄筋の施工にあたり，設計図書に記載された位置に敷設しなければならない。 

２．サンドマット及び安定シートの施工については，５‐７‐６サンドマット工の規定によるもの

とする。 

３．パイルネット工における木杭の施工については，以下の各号の規定によるものとする。 
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（１）受注者は，材質が設計図書に示されていない場合には，樹皮をはいだ生松丸太で，有害な

腐れ，割れ，曲がり等のない材料を使用しなければならない。 

（２）受注者は，先端は角すい形に削るものとし，角すい形の高さは径の 1.5 倍程度としなけれ

ばならない。 

４．パイルネット工における既製コンクリート杭の施工については，以下の各号の規定によるもの

とする。 

（１）受注者は，施工後に地表面に凹凸や空洞が生じた場合は，５‐３‐３作業土工（床掘り・

埋戻し）の規定により，これを埋戻さなければならない。 

（２）受注者は，杭頭処理にあたり，杭本体を損傷させないように行わなければならない。 

（３）受注者は，杭の施工にあたり，施工記録を整備保管するものとし，監督員が施工記録を求

めた場合については，遅滞なく提示するとともに検査時までに監督員へ提出しなけばならな

い。 

（４）受注者は，打込みにあたり，キャップは杭径に適したものを用いるものとし，クッション

は変形のないものを用いなければならない。 

（５）受注者は，杭の施工にあたり，杭頭を打込みの打撃等により損傷した場合は，これを整形

しなければならない。 

（６）受注者は，杭の施工にあたり，打込み不能となった場合は，原因を調査するとともに，設

計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

（７）受注者は，杭の打込みを終わり，切断した残杭を再び使用する場合は，設計図書に関して

監督員の承諾を得なければならない。 

（８）杭の施工については，以下の各号の規定によるものとする。 

ア．受注者は，杭の適用範囲，杭の取扱い，杭の施工法分類は JIS A 7201（遠心力コンクリ

ートくいの施工標準）の規定によらなければならない。 

イ．受注者は，杭の打込み，埋込みは JIS A 7201（遠心力コンクリートくいの施工標準）

の規定によらなければならない。 

ウ．受注者は，杭の継手は JIS A 7201（遠心力コンクリートくいの施工標準）の規定によ

らなければならない。 

（９）受注者は，杭のカットオフにあたり，杭内に設置されている鉄筋等の鋼材を傷付けないよ

うに，切断面が水平となるように行わなければならない。 

（10）受注者は，殻運搬処理にあたり，運搬物が飛散しないように行わなければならない。 

 

５‐７‐６ サンドマット工 

１．受注者は，サンドマットの施工にあたり，砂のまき出しは均一に行い，均等に荷重をかけるよ

うにしなければならない。 

２．受注者は，安定シートの施工にあたり，隙間無く敷設しなければならない。 
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５‐７‐７ バーチカルドレーン工 

１．受注者は，バーチカルドレーンの打設及び排水材の投入に使用する機械については，施工前に

施工計画書に記載しなければならない。 

２．受注者は，バーチカルドレーン内への投入材の投入量を計測し，確実に充てんしたことを確認

しなければならない。 

３．受注者は，袋詰式サンドドレーン及びペーパードレーンについてはその打設による使用量を計

測し，確実に打設されたことを確認しなければならない。 

４．受注者は，袋詰式サンドドレーン及びペーパードレーンの打設にあたり，切断及び持ち上がり

が生じた場合は，改めて打設を行わなければならない。 

５．受注者は，打設を完了したペーパードレーンの頭部を保護し，排水効果を維持しなければなら

ない。 

 

５‐７‐８ 締固め改良工 

１．受注者は，締固め改良工にあたり，地盤の状況を把握し，坑内へ設計図書に記載された粒度分

布の砂を用いて適切に充填しなければならない。 

２．受注者は，施工現場周辺の地盤や，他の構造物並びに施設などへ影響を及ぼさないよう施工し

なければならない。 

３．受注者は，海上におけるサンドコンパクションの施工にあたっては，設計図書に示された位置

に打設しなければならない。 

 

５‐７‐９ 固結工 

１．撹拌とは，粉体噴射撹拌，高圧噴射撹拌及びスラリー撹拌を示すものとする。 

２．受注者は，固結工による工事着手前に，撹拌及び注入する材料について配合試験と一軸圧縮試

験を実施するものとし，目標強度を確認しこの結果を監督員に報告しなければならない。 

３．受注者は，固結工法にあたり，施工中における施工現場周辺の地盤や他の構造物並びに施設な

どに対して振動による障害を与えないようにしなければならない。 

４．受注者は，固結工の施工中に地下埋設物を発見した場合は，直ちに工事を中止し，監督員に報

告後，占有者全体の立会を求め管理者を明確にし，その管理者と埋設物の処理にあたらなければ

ならない。 

５．受注者は，生石灰パイルの施工にあたり，パイルの頭部は１ｍ程度空打ちし，砂又は粘土で埋

戻さなければならない。 

６．受注者は，薬液注入工の施工にあたり，薬液注入工法の適切な使用に関し，技術的知識と経験

を有する現場責任者を選任し，事前に経歴書により監督員の承諾を得なければならない。 
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７．受注者は，薬液注入工事の着手前に下記について監督員の確認を得なければならない。 

（１）工法関係  

ア 注入圧 

イ 注入速度 

ウ 注入順序 

エ ステップ長 

（２）材料関係  

ア 材料（購入・流通経路等を含む） 

イ ゲルタイム 

ウ 配合 

８．受注者は，薬液注入工を施工する場合には，薬液注入工法による建設工事の施工に関する，暫

定指針（建設省通達）の規定によらなければならない。 

９．受注者は，薬液注入工における施工管理等については，薬液注入工事に係わる，施工管理等に

ついて（建設省通達）の規定によらなければならない。 

なお，受注者は，注入の効果の確認が判定できる資料を作成し提出するものとする。 

 

 

第８節 工場製品輸送工 

５‐８‐１ 一般事項 

１．本節は，工場製品輸送工として輸送工その他これらに類する工種について定めるものとする。 

２．受注者は，輸送に着手する前に１‐１‐６施工計画書第１項の施工計画への記載内容に加えて，

輸送計画に関する事項を記載し，監督員に提出しなければならない。 

 

５‐８‐２ 輸送工 

１．受注者は，部材の発送に先立ち，塗装等で組立て記号を記入しておかなければならない。 

２．受注者は，輸送中の部材の損傷を防止するために，発送前に堅固に荷造りしなければならない。 

なお，受注者は，部材に損傷を与えた場合は直ちに監督員に報告し，取り替え又は補修等の処

置を講じなければならない。 

 

 

第９節 構造物撤去工 

５‐９‐１ 一般事項 

本節は，構造物撤去工として作業土工，構造物取壊し工，防護柵撤去工，標識撤去工，道路付

属物撤去工，プレキャスト擁壁撤去工，排水構造物撤去工，かご撤去工，落石雪害防止撤去工，

ブロック舗装撤去工，緑石撤去工，冬季安全施設撤去工，骨材再生工，運搬処理工その他これら

に類する工種について定めるものとする。 
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５‐９‐２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については，５‐３‐３作業土工（床掘り・埋戻し）の規定によるものとする。 

 

５‐９‐３ 構造物取壊し工 

１．受注者は，コンクリート構造物取壊し及びコンクリートはつりを行うにあたり，本体構造物の

一部を撤去する場合には，本体構造物に損傷を与えないように施工しなければならない。 

２．受注者は，舗装版取壊しを行うにあたり，他に影響を与えないように施工しなければならない。 

３．受注者は，石積み取壊し，コンクリートブロック撤去及び吹付法面取壊しを行うにあたり，地

山法面の雤水による浸食や土砂崩れを発生させないよう施工しなければならない。 

４．受注者は，鋼材切断を行うにあたり，本体部材として兼用されている部分において，本体の部

材に悪影響を与えないように処理しなければならない。 

５．受注者は，鋼矢板及びＨ鋼杭の引抜き跡の空洞を砂等で充てんするなどして地盤沈下を生じな

いようにしなければならない。 

６．受注者は，根固めブロック撤去を行うにあたり，根固めブロックに付着した土砂，泥土，ゴミ

を現場内において取り除いた後，運搬しなければならない。 

７．受注者は，コンクリート表面処理を行うにあたっては，周辺環境や対象構造物に悪影響を与え

ないように施工しなければならない。 

８．受注者は，コンクリート表面処理を行うにあたっては，供用中の施設に損傷及び機能上の悪影

響が生じないよう施工しなければならない。 

９．受注者は，コンクリート表面処理を行うにあたっては，道路交通に対して支障が生じないよう

必要な対策を講じなければならない。 

10．受注者は，コンクリート表面処理を行うにあたっては，設計図書に従って施工しなければなら

ない。 

11．受注者は，コンクリート表面処理において発生する濁水及び廃材については，設計図書による

処分方法によらなければならない。 

 

５‐９‐４ 防護柵撤去工 

１．受注者は，ガードレール，ガードパイプ，横断･転落防止柵，ガードケーブル，立入り防止柵

の撤去に際して，供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう施工しなければならな

い。 

２．受注者は，ガードレール，ガードパイプ，横断･転落防止柵，ガードケーブル，立入り防止柵

の撤去に際して，道路交通に対して支障が生じないよう必要な対策を講じなければならない。 

３．受注者は，ガードレール，ガードパイプ，横断･転落防止柵，ガードケーブル，立入り防止柵

の撤去において，設計図書による処分方法によらなければならない。 
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５‐９‐５ 標識撤去工 

１．受注者は，標識撤去に際して，供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう施工し

なければならない。 

２．受注者は，標識撤去に際して，道路交通に対して支障が生じないよう必要な対策を講じなけれ

ばならない。 

３．受注者は，標識撤去において，設計図書による処分方法によらなければならない。 

 

５‐９‐６ 道路付属物撤去工 

１．受注者は，視線誘導標，境界杭，距離標，道路鋲，車線分離標，境界鋲等の撤去に際して，供

用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう施工しなければならない。 

２．受注者は，視線誘導標，境界杭，距離標，道路鋲，車線分離標，境界鋲等の撤去 に際して，

道路交通に対して支障が生じないよう必要な対策を講じなければならない。 

３．受注者は，視線誘導標，境界杭，距離標，道路鋲，車線分離標，境界鋲等の撤去 に伴い，適

切な工法を検討し施工しなければならない。 

４．受注者は，視線誘導標，境界杭，距離標，道路鋲，車線分離標，境界鋲等の撤去において，設

計図書による処分方法によらなければならない。 

 

５‐９‐７ プレキャスト擁壁撤去工 

１．受注者は，プレキャスト擁壁の撤去に際して，供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じ

ないよう施工しなければならない。 

２．受注者は，プレキャスト擁壁の一部を撤去する場合には，他の構造物に損傷を与えないように

施工しなければならない。 

３．受注者は，プレキャスト擁壁の撤去において，設計図書による処分方法によらなければならな

い。 

５‐９‐８ 排水構造物撤去工 

１．受注者は，排水構造物の撤去に際して，供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよ

う施工しなければならない。 

２．受注者は，排水構造物の撤去に際して，他の排水構造物施設に損傷及び機能上の悪影響が生じ

ないよう施工しなければならない。 

３．受注者は，排水構造物の撤去に際して，道路交通に対して支障が生じないよう必要な対策を講

じなければならない。 

４．受注者は，側溝・街渠，集水桝・マンホールの撤去に際して，切廻し水路を設置した場合は，

その機能を維持するよう管理しなければならない。 

５．受注者は，排水構造物の撤去において，設計図書による処分方法によらなければならない。 
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５‐９‐９ かご撤去工 

１．受注者は，じゃかご，ふとんかごの撤去にあたっては，ゴミを現場内において取り除いた後，

鉄線とぐり石を分けて運搬しなければならない。 

２．受注者は，じゃかご，ふとんかごの撤去において，設計図書による処分方法によらなければな

らない。 

   

５‐９‐10 落石雪害防止撤去工 

１．受注者は，落石防護柵撤去，落石防止網（繊維網）の撤去に際して，供用中の施設に損傷及び

機能上の悪影響が生じないよう施工しなければならない。 

２．受注者は，落石防護柵撤去，落石防止網（繊維網）の撤去にあたっては，設計図書による処分

方法によらなければならない。 

 

５‐９‐11 ブロック舗装撤去工 

１．受注者は，インターロッキングブロック，コンクリート平板ブロック及びノンスリップの撤去

に際して，供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう施工しなければならない。 

２．受注者は，インターロッキングブロック，コンクリート平板ブロック及びノンスリップの撤去

に際して，道路交通に対して支障が生じないよう必要な対策を講じなければならない。 

３．受注者は，インターロッキングブロック，コンクリート平板ブロック及びノンスリップの撤去

において，設計図書による処分方法によらなければならない。 

 

５‐９‐12 縁石撤去工 

１．受注者は，歩車道境界ブロック，地先境界ブロックの撤去に際して，供用中の施設に損傷及び

機能上の悪影響が生じないよう施工しなければならない。 

２．受注者は，歩車道境界ブロック，地先境界ブロックの撤去に際して，道路交通に対して支障が

生じないよう必要な対策を講じなければならない。 

３．受注者は，歩車道境界ブロック及び地先境界ブロックの撤去において，設計図書による処分方

法によらなければならない。 

 

５‐９‐13 冬季安全施設撤去工 

１．受注者は，吹溜式防雪柵，吹払式防雪柵の撤去に際して，供用中の施設に損傷及び機能上の悪

影響が生じないよう施工しなければならない。 

２．吹溜式防雪柵，吹払式防雪柵の撤去にあたっては，５‐９‐３構造物取壊し工の規定によるも

のとする。 

３．受注者は，吹溜式防雪柵，吹払式防雪柵の撤去にあたっては，道路交通に対して支障が生じな

いよう必要な対策を講じなければならない。 

４．受注者は，吹溜式防雪柵，吹払式防雪柵の撤去において，設計図書による処分方法によらなけ

ればならない。 
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５‐９‐14 骨材再生工 

１．骨材再生工の施工については，設計図書に明示した場合を除き，１‐１‐20建設副産物の規定

によるものとする。 

２．受注者は，構造物の破砕，撤去については，５‐９‐３構造物取壊し工及び５‐９‐６道路付

属物撤去工の規定により施工しなければならない。ただし，これらの規定により難い場合には，

設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

３．受注者は，骨材再生工の施工にあたり，現場状況，破砕物の内容，破砕量や運搬方法などから，

適切な使用機械を選定しなければならない。 

４．受注者は，骨材再生工の施工については，施工箇所以外の部分に損傷や悪影響を与えないよう

に行わなければならない。 

５．受注者は，作業ヤードの出入り口の設置及び破砕作業に際して，関係者以外の立入りの防止に

対して留意しなければならない。 

６．受注者は，破砕ホッパーに投入する材質，圧縮強度，大きさ等について使用機械の仕様，処理

能力，選別方法や再生骨材の使用目的を考慮して，小割及び分別の方法を施工計画書に記載しな

ければならない。なお，鉄筋，不純物，ごみや土砂などの付着物の処理は，再生骨材の品質及び

使用機械の適用条件に留意して行わなければならない。 

７．受注者は，コンクリート塊やアスファルト塊等の破砕や積込みにあたり，飛散，粉塵及び振動

対策の必要性について変更が伴う場合には，事前に設計図書に関して監督員と協議しなければな

らない。 

８．受注者は，作業ヤードの大きさ及び適切な施工基盤面の設備方法について変更が伴う場合は，

事前に設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

９．受注者は，作業ヤードの大きさ及び適切な施工基盤面の整備方法については，設計図書による

ものとし，これにより難い場合は，事前に設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

10．受注者は，施工上やむを得ず指定された場所以外に再生骨材や建設廃棄物を仮置き又は処分す

る場合には，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

 

５‐９‐15 運搬処理工 

１．工事の施工に伴い生じた工事現場発生品については，１‐１‐19工事現場発生品の規定による

ものとする。 

２．工事の施工に伴い生じた建設副産物については，１‐１‐20建設副産物の規定によるものとす

る。 

３．受注者は，殻運搬処理，現場発生品の運搬処理を行うにあたり，運搬物が飛散しないよう適正

に処理を行わなければならない。 
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第10節 仮設工 

５‐10‐１ 一般事項 

１．本節は，仮設工として工事用道路工，仮橋・仮桟橋工，路面覆工，土留・仮締切工，水替工，

地下水位低下工，地中連続壁工（壁式），地中連続壁工（柱列式），仮水路工，残土受入れ施設工，

作業ヤード整備工，電力設備工，コンクリート製造設備工，トンネル仮設備工，防塵対策工，汚

濁防止工，防護施設工その他これらに類する工種について定めるものとする。 

２．受注者は，仮設工については，設計図書の定め又は監督員の指示がある場合を除き，受注者の

責任において施工しなければならない。 

３．受注者は，仮設物については，設計図書の定め又は監督員の指示がある場合を除き，工事完了

後，仮設物を完全に撤去し，原形に復旧しなければならない。 

 

５‐10‐２ 工事用道路工 

１．工事用道路とは，工事用の資機材や土砂を運搬するために仮に施工された道路をいうものとす

る。 

２．受注者は，工事用道路の施工にあたり，予定交通量・地形・気候を的確に把握し，周囲の環境

に影響のないよう対策を講じなければならない。 

３．受注者は，工事用道路に一般交通がある場合には，一般交通の支障とならないようその維持管

理に留意しなければならない。 

４．受注者は，工事用道路盛土の施工にあたり，不等沈下を起さないように締固めなければならな

い。 

５．受注者は，工事用道路の盛土部法面の整形する場合は，法面の崩壊が起こらないように締固め

なければならない。 

６．受注者は，工事用道路の敷砂利を行うにあたり，石材を均一に敷均さなければならない。 

７．受注者は，安定シートを用いて，工事用道路の盛土の安定を図る場合には，安定シートと盛土

が一体化して所定の効果が発揮できるよう施工しなければならない。 

８．受注者は，殻運搬処理を行うにあたり，運搬物が飛散しないよう適正に処理を行わなければな

らない。 

９．受注者は，工事用道路を堤防等の既設構造物に設置・撤去する場合は，既設構造物に悪影響を

与えないようにしなければならない。 

 

５‐10‐３ 仮橋・仮桟橋工 

１．受注者は，仮橋・仮桟橋工を河川内に設置する際に，設計図書に定めがない場合には，工事完

了後及び工事期間中であっても出水期間中は撤去しなければならない。 

２．受注者は，覆工板と仮橋上部との接合を行うにあたり，隅角部の設置に支障があるときはその

処理方法等の対策を講じなければならない。 

３．受注者は，仮設高欄及び防舷材を設置するにあたり，その位置に支障があるときは，設置方法

等の対策を講じなければならない。 
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４．受注者は，殻運搬処理を行うにあたり，運搬物が飛散しないように行わなければならない。 

５．受注者は，杭橋脚の施工にあたり，ウォータージェットを用いる場合には，最後の打止めを落

錘等で貫入させ落ち着かせなければならない。 

 

５‐10‐４ 路面覆工 

１．受注者は，路面覆工を施工するにあたり，覆工板間の段差，隙間，覆工板表面の滑り及び覆工

板の跳ね上がり等に注意し，交通の支障とならないようにしなければならない。また，路面覆工

の横断方向端部には必ず覆工板ずれ止め材を取り付けなければならない。 

２．受注者は，覆工部の出入り口の設置及び資器材の搬入出に際して，関係者以外の立入りの防止

に対して留意しなければならない。 

３．受注者は，路面勾配がある場合に，覆工板の受桁に荷重が均等にかかるようにすると共に，受

桁が転倒しない構造としなければならない。 

 

５‐10‐５ 土留・仮締切工 

１．受注者は，周囲の状況を考慮し，本体工事の品質，出来形等の確保に支障のないように施工し

なければならない。 

２．受注者は，仮締切工の施工にあたり，河積阻害や河川管理施設，許可工作物等に対する局所的

な洗掘等を避けるような施工をしなければならない。 

３．受注者は，河川堤防の開削を伴う施工にあたり，仮締切を設置する場合には，建設省  仮締切

堤設置基準（案）の規定によらなければならない。 

４．受注者は，土留・仮締切工の仮設Ｈ鋼杭，仮設鋼矢板の打込みに先行し，支障となる埋設物の

確認のため，溝掘り等を行い，埋設物を確認しなければならない。 

５．受注者は，溝掘りを行うにあたり，一般の交通を開放する必要がある場合には，仮復旧を行い

一般の交通に開放しなければならない。 

６．受注者は，埋戻しを行うにあたり，埋戻し箇所の残材，廃物，木くず等を撤去し，目標高さま

で埋戻さなければならない。 

７．受注者は，埋戻し箇所が水中の場合には，施工前に排水しなければならない。 

８．受注者は，構造物の隣接箇所や狭い箇所において埋戻しを行う場合は，十分に締固めを行わな

ければならない。 

９．受注者は，埋戻しを行うにあたり，埋設構造物がある場合には，偏土圧が作用しないように，

埋戻さなければならない。 

10．受注者は，河川構造物付近のように水密性を確保しなければならない箇所の埋戻しにあたり，

埋戻し材に含まれる石が一ケ所に集中しないように施工しなければならない。 

11．受注者は，埋戻しの施工にあたり，適切な含水比の状態で行わなければならない。 

12．受注者は，仮設鋼矢板の打込みにおいて，埋設物等に損傷を与えないよう施工しなければなら

ない 
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13．受注者は，ウォータージェットを用いて仮設Ｈ鋼杭，鋼矢板等を施工する場合には，最後の打

止めを落錘等で貫入させ落ち着かせなければならない。 

14．受注者は，仮設Ｈ鋼杭，鋼矢板等の引抜き跡を沈下など地盤の変状を生じないよう空洞を砂等

で充てんしなければならない。 

15．受注者は，仮設アンカーの削孔施工については，地下埋設物や周辺家屋等に悪影響を与えない

ように行わなければならない。 

16．受注者は，タイロッド・腹起しあるいは切梁・腹起しの取付けにあたって各部材が一様に働く

ように締付けを行わなければならない。 

17．受注者は，横矢板の施工にあたり，掘削と並行してはめ込み，横矢板と掘削土壁との間に隙間

のないようにしなければならない。万一掘りすぎた場合は，良質な土砂，その他適切な材料を用

いて裏込を行うとともに，土留め杭のフランジと土留め板の間にくさびを打込んで，隙間のない

ように固定しなければならない。 

18．受注者は，じゃかご（仮設）施工にあたり，中詰用石材の網目からの脱落が生じないよう，石

材の選定を行わなければならない。 

19．受注者は，じゃかご（仮設）の詰石にあたり，外廻りに大きな石を配置し，かごの先端から逐

次詰込み，空隙を尐なくしなければならない。 

20．受注者は，じゃかご（仮設）の布設にあたり，床ごしらえのうえ，間割りをしてかご頭の位置

を定めなければならない。 

なお，詰石に際しては，受注者は法肩及び法尻の屈折部が扁平にならないように充てんし，適

切な断面形状に仕上げなければならない。 

21．ふとんかご（仮設）の施工については，本条 18～20 項の規定によるものとする。 

22．受注者は，締切盛土着手前に現状地盤を確認し，周囲の地盤や構造物に変状を与えないように

しなければならない。 

23．受注者は，盛土部法面の整形を行う場合には，締固めて法面の崩壊がないように施工しなけれ

ばならない。 

24．受注者は，止水シートの設置にあたり，突起物やシートの接続方法の不良により漏水しないよ

うに施工しなければならない。 

25．受注者は，殻運搬処理を行うにあたり，運搬物が飛散しないように行わなければならない。 

 

５‐10‐６ 水替工 

１．受注者は，ポンプ排水を行うにあたり，土質の確認によって，クイックサンド，ボイリングが

起きない事を検討すると共に，湧水や雤水の流入水量を充分に排水しなければならない。 

２．受注者は，本条１項の現象による法面や掘削地盤面の崩壊を招かぬように管理しなければなら

ない。 

３．受注者は，河川あるいは下水道等に排水するに場合において，設計図書に明示がない場合には，

工事着手前に，河川法，下水道法の規定に基づき，当該管理者に届出，あるいは許可を受けなけ

ればならない。 
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４．受注者は，工事により発生する濁水を関係法令等に従って，濁りの除去等の処理を行った後，

放流しなければならない。 

 

５‐10‐７ 地下水位低下工 

１．受注者は，ウェルポイントあるいはディープウェルを行うにあたり，工事着手前に土質の確認

を行い，地下水位，透水係数，湧水量等を確認し，確実に施工しなければならない。 

２．受注者は，周辺に井戸がある場合には，状況の確認につとめ被害を与えないようにしなければ

ならない。 

 

５‐10‐８ 地中連続壁工（壁式） 

１．受注者は，ガイドウォールの設置に際して，表層地盤の状況，地下水位上載荷重，隣接構造物

との関係を考慮して，形状・寸法等を決定し，所定の位置に精度よく設置しなければならない。 

２．受注者は，連壁鉄筋の組立に際して，運搬，建て込み時に変形が生じないようにしながら，所

定の位置に正確に設置しなければならない。 

３．連壁鉄筋を深さ方向に分割して施工する場合には，受注者は，建て込み時の接続精度が確保で

きるように，各鉄筋かごの製作精度を保たなければならない。 

４．受注者は，後行エレメントの鉄筋かごの建て込み前に，先行エレメントの，連壁継手部に付着

している泥土や残存している充填砕石を取り除く等エレメント間の止水性の向上を図らなけれ

ばならない。 

５．受注者は，連壁コンクリートの打設に際して，鉄筋かごの浮き上がりのないように施工しなけ

ればならない。 

６．打設天端付近では，コンクリートの劣化が生ずるため，受注者は 50cm 以上の余盛りを行う等

その対応をしなければならない。 

７．受注者は，仮設アンカーの削孔施工にあたり，地下埋設物や周辺家屋等に影響を与えないよう

に行わなければならない。 

８．受注者は，切梁・腹起しの取付けにあたり，各部材が一様に働くように締付けを行わなければ

ならない。 

９．受注者は，殻運搬処理を行うにあたり，運搬物が飛散しないように行わなければならない。 

 

５‐10‐９ 地中連続壁工（柱列式） 

１．受注者は，ガイドトレンチの設置に際して，表層地盤の状況，地下水位上載荷重，隣接構造物

との関係を考慮して，形状・寸法等を決定し，所定の位置に精度よく設置しなければならない。 

２．受注者は，柱列杭の施工に際して，各杭の施工順序，間隔，柱列線及び掘孔精度等に留意し，

連続壁の連続性の確保に努めなければならない。 

３．オーバーラップ配置の場合に，受注者は，隣接杭の材令が若く，固化材の強度が平均している

うちに掘孔しなければならない。 
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４．受注者は，芯材の建て込みに際して，孔壁を損傷しないようにするとともに，芯材を孔心に対

して垂直に建て込まなければならない。 

５．受注者は，芯材の挿入が所定の深度まで自重により行えない場合には，孔曲り，固化材の凝結，

余掘り長さ不足，ソイルセメントの攪拌不良等の原因を調査し，適切な処置を講じなければなら

ない。 

６．受注者は，仮設アンカーの削孔施工にあたり，地下埋設物や周辺家屋等に影響を与えないよう

に行わなければならない。 

７．受注者は，切梁・腹起しの取付けにあたり，各部材が一様に働くように締付けを行わなければ

ならない。 

８．受注者は，殻運搬処理を行うにあたり，運搬物が飛散しないように行わなければならない。 

 

５‐10‐10 仮水路工 

１．受注者は，工事車両等によりヒューム管，コルゲートパイプ，塩ビ管の破損を受けないよう，

設置しなければならない。 

２．受注者は，ヒューム管・コルゲートパイプ，塩ビ管の撤去後，埋戻しを行う場合には，埋戻し

に適した土を用いて締固めをしながら埋戻しをしなければならない。 

３．受注者は，素掘側溝の施工にあたり，周囲の地下水位への影響が小さくなるように施工しなけ

ればならない。また，水位の変動が予測される場合には，必要に応じて周囲の水位観測を行わな

くてはならない。 

４．受注者は，切梁・腹起しの取付けにあたり，切梁・腹起しが一様に働くように締付けを行わな

ければならない。 

５．受注者は，仮設の鋼矢板水路を行うにあたり，控索材等の取付けにおいて，各控索材等が一様

に働くように締付けを行わなければならない。 

６．受注者は，仮設Ｈ鋼杭，鋼矢板等の引抜き跡を沈下など地盤の変状を生じないよう空洞を砂等

で充てんしなければならない。 

 

５‐10‐11 残土受入れ施設工 

１．受注者は，雤水の排水処理等を含めて，搬入土砂の周囲への流出防止対策を，講じなければな

らない。 

２．受注者は，コンクリートブロック，プレキャストＬ型擁壁，プレキャスト逆Ｔ型擁壁を仮置き

する場合には，転倒，他部材との接触による損傷がないようにこれらを防護しなければならない。 

 

５‐10‐12 作業ヤード整備工 

１．受注者は，ヤード造成を施工するにあたり，工事の進行に支障のないように位置や規模を検討

し造成・整備しなければならない。 

２．受注者は，ヤード内に敷砂利を施工する場合，ヤード敷地内に砕石を平坦に敷均さなければな

らない。 
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５‐10‐13 電力設備工 

１．受注者は，受電設備，配電設備，電動機設備，照明設備を設置するにあたり，必要となる電力

量等を把握し，本体工事の施工に支障が生じない設備としなければならない。 

２．受注者は，電気事業法において定める自家用電気工作物施設の維持管理保守において電気主任

技術者を選び，監督員に報告するとともに，保守規定を制定し適切な運用をしなければならない。 

３．受注者は，騒音が予見される設備を設置する場合には，防音対策を講じるなど，周辺環境に配

慮しなければならない。 

 

５‐10‐14 コンクリート製造設備工 

１．コンクリートプラント設備は，練り上がりコンクリートを排出するときに材料の分離を起こさ

ないものとする。 

２．受注者は，コンクリートの練りまぜにおいてはバッチミキサを用いなければならない。 

３．ケーブルクレーン設備のバケットの構造は，コンクリートの投入及び搬出の際に材料の分離を

起こさないものとし，また，バケットからコンクリートの排出が容易でかつすみやかなものとす

る。 

 

５‐10‐15 トンネル仮設備工 

１．受注者は，トンネル仮設備について，本体工事の品質・性能等の確保のため，その保守に努め

なければならない。 

２．受注者は，トンネル照明設備を設置するにあたり，切羽等直接作業を行う場所，保線作業，通

路等に対して適切な照度を確保するとともに，明暗の対比を尐なくするようにしなければならな

い。また，停電時等の非常時への対応についても配慮した設備としなければならない。 

３．受注者は，用水設備を設置するにあたり，さっ孔水，コンクリート混練水，洗浄水，機械冷却

水等の各使用量及び水質を十分把握し，本体工事の施工に支障が生じない設備としなければなら

ない。 

４．受注者は，トンネル排水設備を設置するにあたり，湧水量を十分調査し，作業その他に支障が

生じないようにしなければならない。また，強制排水が必要な場合には，停電等の非常時に対応

した設備としなければならない。 

５．受注者は，トンネル換気設備の設置にあたり，発破の後ガス，粉じん，内燃機関の排気ガス，

湧出有毒ガス等について，その濃度が関係法令等で定められた許容濃度以下に坑内環境を保つも

のとしなければならない。また，停電等の非常時に対応についても考慮した設備としなければな

らない。 

６．受注者は，トンネル送気設備の設置にあたり，排気ガス等の流入を防止するように吸気口の位

置の選定に留意しなければならない。また，停電等の非常時への対応についても考慮した設備と

しなければならない。受注者は，機械による掘削作業，せん孔作業及びコンクリート等の吹付け

作業にあたり，湿式の機械装置を用いて粉じんの発散を防止するための措置を講じなければなら

ない。 
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７．受注者は，トンネル工事連絡設備の設置にあたり，通常時のみならず非常時における連絡に関

しても考慮しなければならない。 

８．受注者は，換気装置の設置にあたり，トンネルの規模，施工方法，施工条件等を考慮した上で，

坑内の空気を強制的に換気するのに効果的な換気装置のものを選定しなければならない。 

９．受注者は，集じん装置の設置にあたり，トンネル等の規模等を考慮した上で，十分な処理容量

を有しているもので，粉じんを効率よく捕集し，かつ，吸入性粉じんを含めた粉じんを清浄化す

る処理能力を有しているものを選定しなければならない。 

10．受注者は，換気の実施等の効果を確認するにあたって，半月以内ごとに１回，定期に，定めら

れた方法に従って，空気の粉じん濃度等について測定を行わなければならない。この際，粉じん

濃度（吸入性粉じん濃度）目標レベルは３㎎/m3以下とし，中小断面のトンネル等のうち３㎎/m3

を達成する事が困難と考えられるものについては，できるだけ低い値を目標レベルにすることと

する。また，各測定点における測定値の平均値が目標レベルを超える場合には，作業環境を改善

するための必要な措置を講じなければならない。 

粉じん濃度等の測定結果は関係労働者の閲覧できる措置を講じなければならない。 

11．受注者は，トンネル充電設備を設置するにあたり，機関車台数等を考慮し工事に支障が生じな

いよう充電所の大きさ及び充電器台数等を決定しなければならない。また，充電中の換気に対す

る配慮を行わなければならない。 

12．受注者は，スライドセントル組立解体にあたり，換気管及び送気管等の損傷に留意し，また移

動時にねじれなどによる変形を起こさないようにしなければならない。組立時には，可動部が長

期間の使用に耐えるようにしなければならない。 

13．受注者は，防水作業台車の構造を防水シートが作業台端部で損傷しない構造とするとともに，

作業台組立解体にあたり，施工済みの防水シートを損傷することのないように作業しなければな

らない。 

14．受注者は，ターンテーブル設備の設置にあたり，その動きを円滑にするため，据付面をよく整

地し不陸をなくさなければならない。 

15．受注者は，トンネル用濁水処理設備の設置にあたり，水質汚濁防止法，関連地方自治体の公害

防止条例等の規定による水質を達成できるものとしなければならない。また，設備については，

湧水量，作業内容及び作業の進捗状況の変化に伴う処理水の水質変化に対応できるものとしなけ

ればならない。 

 

５‐10‐16 防塵対策工 

１．受注者は，工事車輛が車輪に泥土，土砂を付着したまま工事区域から外部に出る恐れがある場

合には，タイヤ洗浄装置及びこれに類する装置の設置，その対策について設計図書に関して監督

員と協議しなければならない。 

２．受注者は，工事用機械及び車輛の走行によって砂塵の被害を第三者に及ぼすおそれがある場合

には，散水あるいは路面清掃について，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 
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５‐10‐17 汚濁防止工 

１．受注者は，汚濁防止フェンスを施工する場合は，設置及び撤去時期，施工方法及び順序につい

て，工事着手前に検討し施工しなければならない。 

２．受注者は，河川あるいは下水道等に排水する場合において，設計図書に明示がない場合には，

工事着手前に，河川法，下水道法の規定に基づき，当該管理者に届出，あるいは許可を受けなけ

ればならない。 

３．受注者は，工事により発生する濁水を関係法令等に従って，濁りの除去等の処理を行った後，

放流しなければならない。 

 

５‐10‐18 防護施設工 

１．受注者は，防護施設の設置位置及び構造の選定にあたり，発破に伴う飛散物の周辺への影響が

ないように留意しなければならない。 

２．受注者は，仮囲い又は立入防止柵の設置にあたり，交通に支障をきたす場合あるいは苦情が発

生すると予想される場合には，工事前に対策を講じなければならない。 

 

５‐10‐19 足場工 

１ 受注者は，足場工の施工にあたり，「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働省 平

成２１年４月）」によるものとし，足場の組立，解体，変更の作業時及び使用時には，常時，全

ての作業床において二段手すり及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。  

２ 受注者は，足場工の施工にあたり，労働安全衛生規則の一部改正する省令（平成 21 年厚生労

働省令 23 号）によるものとする。 

 

 

第11節 法面工（共通） 

５‐11‐１ 一般事項 

本節は，法面工として植生工，吹付工，法枞工，法面施肥工，アンカー工，かご工その他これら

に類する工種について定めるものとする。 

 

５‐11‐２ 植生工 

１．種子散布は，ポンプを用いて基盤材（木質繊維ファイバー）等を厚さ１cm 未満に散布するも

のとする。客土吹付は，ポンプ又はモルタルガンを用いて客土（黒ボク等）を厚さ１～３cm に

吹付けるものとする。植生基材吹付工は，ポンプ又はモルタルガンを用いて植生基材（土，木質

繊維等），有機基材（バーク堆肥，ピートモス等）等を厚さ１～10cm に吹付けるものとする。 

２．受注者は，使用する材料の種類，品質及び配合については，設計図書によらなければならない。

また，工事実施の配合決定にあたっては，発芽率を考慮の上で決定し，設計図書に関して監督員

の承諾を得なければならない。 
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３．受注者は，肥料が設計図書に示されていない場合は，使用植物の育成特性，土壌特性，肥効期

間等を考慮して決定し，品質規格証明書を照合した上で，監督員の確認を受けなければならない。 

４．受注者は，芝付けを行うにあたり，芝の育成に適した土を敷均し，締固めて仕上げなければな

らない。 

５．受注者は，現場に搬入された芝は，すみやかに芝付けするものとし，直射光，雤露にさらした

り，積み重ねて枯死させないようにしなければならない。また，受注者は，芝付け後，枯死しな

いように養生しなければならない。 

なお，工事完了引渡しまでに枯死した場合は，受注者は，その原因を調査し，監督員に報告す

るとともに，再度施工し，施工結果を監督員に報告しなければならない。 

６．受注者は，張芝，筋芝，人工張芝の法肩に耳芝を施工しなければならない。耳芝とは，堤防等

の法肩の崩れを防ぐために，法肩に沿って天端に巾 10～15cm 程度の芝を立てて入れたものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－３ 耳  芝 

 

７．受注者は，張芝の施工に先立ち，施工箇所を不陸整正し，芝を張り，土羽板等を用いて地盤に

密着させなければならない。次に湿気のある目土を表面に均一に散布し，土羽板等で打ち固める

ものとする。 

８．受注者は，張芝の脱落を防止するため，張芝一枚当り２～３本の芝串で固定しなければならな

い。また，張付けにあたっては芝の長手を水平方向とし，縦目地を通さず施工しなければならな

い。 

９．受注者は，筋芝の施工にあたり，芝を敷延べ，上層に土羽土をおいて，丁張りに従い所定の形

状に土羽板等によって崩落しないよう硬く締固めなければならない。芝片は，法面の水平方向に

張るものとし，間隔は 30cm を標準とし，これ以外による場合は設計図書によるものとする。 

10．夏季における晴天時の散水は，日中を避け朝又は夕方に行うものとする。 

11．受注者は，吹付けの施工完了後は，発芽又は枯死予防のため保護養生を行わなければならない。

また，養生材を吹付ける場合は，種子散布面の浮水を排除してから施工しなければならない。 

なお，工事完了引渡しまでに，発芽不良又は枯死した場合は，受注者は，その原因を調査し監

督員に報告するとともに再度施工し，施工結果を監督員に報告しなければならない。 

12．種子散布吹付工及び客土吹付工の施工については，以下の各号の規定によるものとする。 
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（１）種子散布に着手する前に，法面の土壌硬度試験及び土壌試験（ＰＨ）を行い，その結果を

監督員に提出した後，着手するものとする。 

（２）施工時期については，設計図書によるものとするが，特に指定されていない場合は，乾燥

期を避けるものとし，やむを得ず乾燥期に施工する場合は，施工後も継続した散水養生を行

うものとする。 

（３）受注者は，吹付け面の浮土，その他の雑物を取り除き，凹凸は整正しなければならない。 

（４）受注者は，吹付け面が乾燥している場合には，吹付ける前に散水しなければならない。 

（５）受注者は，材料を撹拌混合した後，均一に吹付けなければならない。 

（６）受注者は，吹付け距離及びノズルの角度を，吹付け面の硬軟に応じて調節し，吹付け面を

荒らさないようにしなければならない。 

13．植生基材吹付の施工については，以下の各号の規定によるものとする。 

（１）受注者は，施工する前及び施工にあたり，吹付面の浮石その他雑物，付着の害となるもの

を，除去しなければならない。 

（２）受注者は，吹付厚さが均等になるよう施工しなければならない。 

14．植生シート工，植生マット工の施工については，以下の各号の規定によるものとする。 

（１）受注者は，シート，マットの境界に隙間が生じないようにしなければならない。 

（２）受注者は，シート，マットが自重により破損しないように，ネットを取付けなければなら

ない。 

15．受注者は，植生筋の施工にあたり，植生筋の切断が生じないように施工しなければならない。 

16．受注者は，植生筋の施工にあたり，帯の間隔を一定に保ち整然と施工しなければならない。 

17．受注者は，植生穴の施工にあたり，あらかじめマークした位置に，所定の径と深さとなるよう

に削孔しなければならない。 

18．受注者は，植生穴の施工にあたり，法面と同一面まで土砂で転圧し，埋戻さなければならない。 

 

５‐11‐３ 吹付工 

１．受注者は，吹付工の施工にあたり，吹付け厚さが均等になるよう施工しなければならない。 

なお，コンクリート及びモルタルの配合は，設計図書によるものとする。 

２．受注者は，吹付け面が岩盤の場合には，ごみ，泥土，浮石等の吹付け材の付着に害となるもの

は，除去しなければならない。吹付け面が吸水性の場合は，事前に吸水させなければならない。

また，吹付け面が土砂の場合は，吹付け圧により土砂が散乱しないように，打固めなければなら

ない。 

３．受注者は，吹付けの施工に影響を及ぼす湧水が発生した場合，又はそのおそれがあると予測さ

れた場合には，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

４．受注者は，補強用金網の設置にあたり，設計図書に示す仕上がり面からの間隔を確保し，かつ

吹付け等により移動しないように，法面に固定しなければならない。また，金網の継手の重ね巾

は，10cm 以上重ねなければならない。 
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５．受注者は，吹付けにあたっては，法面に直角に吹付けるものとし，法面の上部より順次下部へ

吹付け，はね返り材料の上に吹付けないようにしなければならない。 

６．受注者は，１日の作業の終了時及び休憩時には，吹付けの端部が次第に薄くなるように施工す

るものとし，これに打継ぐ場合は，この部分のごみ，泥土等吹付材の付着に害となるものを除去

及び清掃し，湿らせてから吹付けなければならない。 

７．受注者は，吹付け表面仕上げを行う場合には，吹付けた面とコンクリート又は，モルタル等が

付着するように仕上げるものとする。 

８．受注者は，吹付けに際しては，他の構造物を汚さないように施工しなければならない。又はね

返り材料は，すみやかに取り除いて不良箇所が生じないようにしなければならない。 

９．受注者は，吹付けを２層以上に分けて行う場合には，層間にはく離が生じないように施工しな

ければならない。 

10．受注者は，吹付工の伸縮目地，水抜き孔の施工については，設計図書によるものとする。 

11．受注者は，法肩の吹付けにあたっては，雤水などが浸透しないように地山に沿って巻き込んで

施工しなければならない。 

 

５‐11‐４ 法枠工 

１．法枞工とは，掘削（切土）又は盛土の法面上に，現場打法枞，プレキャスト法枞及び現場吹付

法枞を施工するものである。また，現場吹付法枞とは，コンクリート又はモルタルによる吹付法

枞を施工するものである。 

２．受注者は，法枞工を盛土面に施工するにあたり，盛土表面を締固め，平滑に仕上げなければな

らない。のり面を平坦に仕上げた後に部材をのり面に定着し，すべらないように積み上げなけれ

ばならない。 

３．受注者は，法枞工を掘削面に施工するにあたり，切り過ぎないように平滑に切取らなければな

らない。切り過ぎた場合には粘性土を使用し，良く締固め整形しなければならない。 

４．受注者は，法枞工の基面処理の施工にあたり，緩んだ転石，岩塊等は基面の安定のために除去

しなければならない。 

なお，浮石が大きく取除くことが困難な場合には，設計図書に関して監督員と協議しなければ

ならない。 

５．受注者は，法枞工の基礎の施工にあたり，沈下，滑動，不陸，その他法枞工の安定に影響を及

ぼさぬようにしなければならない。 

６．受注者は，プレキャスト法枞の設置にあたり，枞をかみ合わせ，滑動しないように積み上げな

ければならない。また，枞の支点部分に滑り止め用アンカーピンを用いる場合は，滑り止めアン

カーピンと枞が連結するよう施工しなければならない。 

７．受注者は，現場打法枞について地山の状況により，枞の支点にアンカーを設けて補強する場合

は，アンカーを法面に直角になるように施工しなければならない。 

８．受注者は，枞内に土砂を詰める場合は，枞工下部より枞の高さまで締固めながら施工しなけれ

ばならない。 
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９．受注者は，枞内に土のうを施工する場合は，土砂が詰まったものを使用し，枞の下端から脱落

しないように固定しなければならない。また，土のうの沈下や移動のないように密に施工しなけ

ればならない。 

10．受注者は，枞内に玉石などを詰める場合は，クラッシャーラン等で空隙を充てんしながら施工

しなければならない。 

11．受注者は，枞内にコンクリート版などを張る場合は，法面との空隙を生じないように施工しな

ければならない。また，枞とコンクリート板との空隙は，モルタルなどで充てんしなければなら

ない。 

12．受注者は，吹付けにあたり，吹付け厚さが均等になるよう施工しなければならない。 

なお，コンクリート及びモルタルの配合は，設計図書によるものとする。 

13．受注者は，吹付け面が吸水性の場合は，事前に吸水させなければならない。また，吹付け面が

土砂の場合は，吹付け圧により土砂が散乱しないように，打固めなければならない。吹付け材料

が飛散し型枞や鉄筋，吹付け面などに付着したときは，硬化する前に清掃除去しなければならな

い。 

14．受注者は，吹付けの施工に影響を及ぼす湧水が発生した場合，又はそのおそれがあると予測さ

れた場合には，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

15．受注者は，吹付けにあたっては，法面に直角に吹付けるものとし，はね返り材料の上に吹付け

てはならない。 

16．受注者は，吹付け表面仕上げを行う場合には，吹付けた面とコンクリート又はモルタル等が付

着するように仕上げるものとする。 

17．受注者は，吹付けに際しては，他の構造物を汚さないように，又はね返り材料は，すみやかに

取り除いて不良箇所が生じないように，施工しなければならない。 

18．受注者は，吹付けを２層以上に分けて行う場合には，層間にはく離が生じないように施工し

なければならない。 

 

５‐11‐５ 法面施肥工 

１．受注者は，法面施肥工に使用する肥料は，設計図書に示す使用量を根の回りに均一に施工し

なければならない。 

２．受注者は，施肥の施工にあたり，施工前に施工箇所の状況を調査するものとし，設計図書に

示す使用材料の種類，使用量等が施工箇所に適さない場合は設計図書に関して監督員と協議し

なければならない。 

３．受注者は，施肥の施工に支障となるゴミ等を撤去した後，施工しなければならない。 

 

５‐11‐６ アンカー工 

１．受注者は，アンカー工の施工に際しては，工事着手前に法面の安定，地盤の状況，地中障害

物及び湧水を調査しなければならない。 
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２．受注者は，本条１項の調査を行った結果，異常を発見した場合には状況を監督員に報告し，

その処理対策については監督員の指示によらなければならない。 

３．受注者は，アンカーの削孔に際して，設計図書に示された位置，削孔径，長さ及び方向で施

工し，周囲の地盤を乱さないよう施工しなければならない。 

４．受注者は，事前に既存の地質資料により定着層のスライム形状をよく把握して，削孔中にス

ライムの状態や削孔速度などにより，定着層の位置や層厚を推定するものとし，設計図書に示

された削孔長さに変化が生じた場合は，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

５．受注者は，削孔水の使用については清水を原則とし，定着グラウトに悪影響を及ぼす物質を

含んだものを使用してはならない。 

６．受注者は，削孔について直線性を保つよう施工し，削孔後の孔内は清水によりスライムを除

去し，洗浄しなければならない。 

７．受注者は，材料を保管する場合は，保管場所を水平で平らな所を選び，地表面と接しないよ

うに角材等を敷き，降雤にあたらないようにシート等で覆い，湿気，水に対する配慮を行わな

ければならない。 

８．受注者は，アンカー鋼材に注入材との付着を害するさび，油，泥等が付着しないように注意

して取扱い，万一付着した場合は，これらを取り除いてから組立加工を行わなければならない。 

９．受注者は，アンカー材注入にあたり，置換注入と加圧注入により行い，所定の位置に正確に

挿入しなければならない。 

10．受注者は，孔内グラウトに際しては，設計図書に示されたグラウトを最低部から注入するも

のとし，削孔内の排水及び排気を確実に行い所定のグラウトが孔口から排出されるまで作業を

中断してはならない。 

11．受注者は，アンカーの緊張・定着についてはグラウトが所定の強度に達したのち緊張力を与

え，多サイクル確認試験，１サイクル確認試験，定着時緊張力確認試験等により，変位特性を

確認し，所定の有効緊張力が得られるよう緊張力を与えなければならない。 

なお，試験方法は グラウンドアンカー設計・施工基準，同解説 第８章試験によるものとす

る。 

 

５‐11‐７ かご工 

１．受注者は，じゃかごの中詰用ぐり石については，15～25cmのもので，じゃかごの網目より大

きな天然石又は割ぐり石を使用しなければならない。 

２．受注者は，じゃかごの詰石については，じゃかごの先端から石を詰込み，じゃかご内の空隙

を尐なくしなければならない。 

なお，じゃかごの法肩及び法尻の屈折部が，偏平にならないようにしなければならない。 

３．受注者は，じゃかごの布設については，床ごしらえのうえ，間割りをしてかご頭の位置を定

めなければならない。 

４．受注者は，じゃかごの連結については，丸輪の箇所（骨線胴輪）でじゃかご用鉄線と同一規

格の鉄線で緊結しなければならない。 
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５．受注者は，じゃかごの詰石後，じゃかごの材質と同一規格の鉄線を使用し，じゃかごの開口

部を緊結しなければならない。 

６．受注者は，ふとんかごの中詰用ぐり石については，ふとんかごの厚さが30cmの場合は5～15cm，

ふとんかごの厚さが50cmの場合は，15～20cmの大きさとし，ふとんかごの編目より大きな天然

石又は割ぐり石を使用しなければならない。 

７．受注者は，ふとんかごの施工については，前各項により施工しなければならない。 

 

 

第12節 擁壁工（共通） 

５‐12‐１ 一般事項 

本節は，擁壁工としてプレキャスト擁壁工，補強土壁工，井桁ブロック工その他これらに類する

工種について定めるものとする。 

 

５‐12‐２ プレキャスト擁壁工 

１．受注者は，プレキャスト擁壁の施工については，基礎との密着をはかり，接合面が食い違わ

ないように施工しなければならない。 

２．受注者は，プレキャスト擁壁の目地施工については，設計図書によるものとし，付着・水密

性を保つよう施工しなければならない。 

 

５‐12‐３ 補強土壁工 

１．補強土壁工とは，面状あるいは帯状等の補強材を土中に敷設し，必要に応じて壁面部にのり

面処理工を設置することにより盛土のり面の安定を図ることをいうものとする。 

２．盛土材については設計図書によるものとする。受注者は，盛土材の巻出しに先立ち，予定し

ている盛土材料の確認を行い，設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

３．受注者は，第1層の補強材の敷設に先立ち，現地盤の伐開除根及び不陸の整地を行うとともに，

設計図書に関して監督員と協議のうえ，基盤面に排水処理工を行わなければならない。 

４．受注者は，設計図書に示された規格及び敷設長を有する補強材を，所定の位置に敷設しなけ

ればならない。補強材は水平に，かつたるみや極端な凹凸が無いように敷設し，ピンや土盛り

などにより適宜固定するものとする。 

５．受注者は，面状補強材の引張り強さを考慮する盛土横断方向については，設計図書で特に定

めのある場合を除き，面状補強材に継ぎ目を設けてはならない。 

６．受注者は，面状補強材の引張り強さを考慮しない盛土縦断方向については，設計図書で特に

定めのある場合を除き，面状補強材に５cm程度の重ね合せ幅を確保するものとする。 

７．受注者は，現場の状況や曲線，隅角などの折れ部により設計図書に示された方法で補強材を

敷設することが困難な場合は，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

８．受注者は，補強材を敷設する時は場合，やむを得ず隣り合う面状補強材との間に隙間が生じ

る場合においても，盛土の高さ方向に隙間が連続しないように敷設しなければならない。 
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９．受注者は，盛土材の敷均し及び締固めについては，２‐３‐３盛土工の規定により一層ごと

に適切に施工しなければならない。巻出し及び締固めは，壁面工側から順次奥へ行うとともに，

重機械の急停止や急旋回等を避け，補強材にずれや損傷を与えないように注意しなければなら

ない。 

10．受注者は，盛土に先行して組立てられる壁面工の段数は，２段までとしなければならない。 

11．受注者は，設計図書に明示した場合を除き，壁面工付近や隅角部の締固めにおいては，各補

強土工法のマニュアルに基づき，振動コンパクタや小型振動ローラなどを用いて人力によって

入念に行わなければならない。 

12．受注者は，補強材を壁面工と連結する場合や，面状補強材の盛土のり面や接合部での巻込み

に際しては，局部的な折れ曲がりやゆるみを生じないようにしなければならない。 

13．受注者は，壁面工の設置に先立ち，壁面の直線性や変形について確認しながら，ターンバッ

クルを用いた壁面調整しなければならない。許容値を超える壁面変位が観測された場合は，た

だちに作業を中止し，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。ただし，緊急を要

する場合には，応急措置を施すとともに監督員に報告しなければならない。 

14．受注者は，壁面材の搬入，仮置きや吊上げに際しては，損傷あるいは劣化をきたさないよう

にしなければならない。 

15．補強材は，搬入から敷設後の締固め完了までの施工期間中，劣化や破断によって強度が低下

することがないように管理しなければならない。面状補強材の保管にあたっては直射日光を避

け，紫外線による劣化を防がなければならない。 

 

５‐12‐４ 井桁ブロック工 

１．受注者は，枞の組立てにあたっては，各部材に無理な力がかからないように法尻から順序よ

く施工しなければならない。 

２．受注者は，中詰め石は部材に衝撃を与えないように枞内に入れ，中詰めには土砂を混入して

はならない。 

３．受注者は，背後地山と接する箇所には吸出し防止材を施工しなければならない。 

 

 

第13節 植栽工 

５‐13‐１ 一般事項 

本節は，植栽工として高木・中低木植栽工，芝付工，種子吹付工その他これらに類する工種につ

いて定めるものとする。 

 

５‐13‐２ 高木・中低木植栽工 

１．受注者は，樹木の運搬に当たり枝幹等の損傷，はちくずれ等がないよう十分に保護養生を行わ

なければならない。この場合において，必要に応じてはちくずれと乾燥を防止するため，わら，

ぬれこも等を巻き込むものとする。 
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２．受注者は，植栽地の土壌に問題があった場合は監督員に報告し，必要に応じて客土・肥料・土

壌改良を使用する場合は根の周りに均一に施工し，施肥は肥料が直接樹木の根に触れないように

し均等に行うものとする。また，蒸散抑制剤を使用する場合には，使用剤及び使用方法について，

監督員の承諾を得るものとする。 

３．受注者は，植え付けに当たっては，以下の各規定によらなければならない。 

（１）植え付けは，植木の搬入当日中に完了することを原則とする。ただし，当日中に植え付け

を完了しない場合は，監督員の承諾を得た後，樹木の根部の乾燥又は枝，条の折損がないよ

う養生を施し，翌日に植え付けを完了するものとする。 

（２）植え付けについて，地下埋設物に損傷を与えないよう特に注意しなければならない。万一

既存埋設物に損傷を与えた場合には，直ちに応急処置を行い，関係機関への連絡を行うとと

もに，監督員に報告し指示を受けなければならない。 

（３）樹木植付けは，植栽しようとする樹木に応じて相当余裕のある植穴を掘り，がれき，不良

土，その他樹木の生育に害のあるものは除去しなければならない。 

（４）植え付けは，根ごしらえ(根巻きのこも，ビニルひも等の除去を含む)及び枝すかしのうえ，

現場に応じて見栄えよく，樹木の表裏をよく見極めたうえ，植穴の中心に垂直になるよう立

て込み，客土で十分水極め，又は土極めにより地表まで埋め，適当な深さに水鉢を作らなけ

ればならない。 

（５）寄植及び株物植え付けは，既植樹木の配置を考慮して全般に過不足のないよう配植しなけ

ればならない。 

（６）排水不良，地下水位が高い場合等悪条件の箇所がある場合の植え付けは，監督員の指示に

従って必要な処置をしなければならない。 

（７）植え付けに際しては，根を鋭利な刃物で切りもどさなければならない。 

（８）植え付け後には，水鉢を壊さないよう注意して十分にかん水を行うものとし，夏季のかん

水については，正午前後の直射日光の照る時間帯はできるだけ避けなければならない。 

４．受注者は，埋め戻し完了後は，地均し等を行い，根元の周囲に水鉢を切って仕上げなければなら

ない。 

なお，根元周辺に低木等を植栽する場合は，地均し後に植栽する。 

５．受注者は，添木の設置について，設計図書に示された通り堅固に組立てるものとし，樹木との

取付け部は，杉皮等を巻き，しゅろ縄を用いて動かないよう結束しなければならない。 

 

５‐13‐３ 芝付工 

１．受注者は，芝の採取に当たっては，石，雑草等が混入しないよう所定の寸法にすき採り，芝根

の付着土が厚さ 3 cm 以下にならないようにしなければならない。 

２．受注者は，芝の採取後 3日以内に植え付けなければならない。やむを得ない場合は，植え付け

開始まで適切な処置を施し，植え付け前に監督員の確認を受けなければならない。 

３．受注者は，芝付けに当たり，乾燥期を避け，施工後必要に応じて適切な養生をしなければならな

い。 
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４．受注者は，芝の運搬，貯蔵に当たり，再生を妨げないよう根と根，葉と葉を重ね合わせ，一束

は 12枚程度とし，自然土を落とさないように注意しなければならない。 

５．受注者は，張芝に当たり，張り付け面を浅くかき起こし，石塊その他の雑物を除去した後，客

土を入れ，指定の目地をとって張り付けなければならない。 

６．受注者は，張芝に当たり，張り付け後に土羽板等で十分押し分け，目串で固定し，表面には腐

食土を薄く散布しなければならない。 

７．受注者は，天芝(耳芝)の施工に当たり，土工の切り盛りにかかわらず，法肩に張芝を準じて一

列に植え付けなければならない。 

８．受注者は，筋芝の施工に当たり，筋芝の間隔は法長 30 cmを標準とし，芝付けは，法面仕上げ

と平行して行い，法尻より 1層ずつ仕上げなければならない。 

９．受注者は，筋芝の施工に当たり，土羽打ちは入念に行い，法に合わせて表面を平らに仕上げ，

幅 10 cm程度の生芝を水平に敷き並べ，芝の小口を法面にあらわし，上に土を置いて十分締固め

た後，次の層を施工するものとし，天端には耳芝を施さなければならない。 

 

５‐13‐４ 種子吹付工 

１．受注者は，種子の品種，配合及び単位面積当たりの有効粒数等については，設計図書によらな

ければならない。 

２．受注者は，施工に先立ち土壌の検査を行い，養生材や肥料等の適正配合を決めなければならな

い。 

３．受注者は，吹付け部分について，表面をかき起こし，整地して均等に吹き付けなければならな

い。 

４．受注者は，降雤中，又は吹き付け後に降雤が予想される場合，施工してはならない。 

５．受注者は，吹き付け完了後，30 日経過した時点の発芽状態について，監督員の確認を受け，発

芽不良箇所は速やかに再吹き付けを行わなければならない。 

 

 

第14節 推進工 

５‐14‐１ 一般事項 

１．本節は，推進工として，立坑，仮設備工，推進，注入工，目地工，中押工，中大口径管推進工

法，小口径管推進工法について定めるものとする。 

２． 受注者は，推進工の施工にあたり，工事着手前に施工場所の土質，地下水の状況，地下埋設

物，危険箇所，その他工事に係る諸条件を十分調査し，その結果に基づき現場に適応した施工計

画を作成して監督員に提出しなければならない。 

３．受注者は，掘進箇所において，事前に土質の変化及び捨石，基礎杭等の存在が明らかになった

場合には，周辺の状況を的確に把握するとともに，監督員と土質・立坑位置・工法等について，

協議しなければならない。 
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４．受注者は，推進管の運搬，保管，据付けの際，管に衝撃を与えないように注意して取扱わなけ

ればならない。 

５．受注者は，現場に管を保管する場合には，第三者が保管場所に入らないよう柵等を設けるとと

もに，倒壊等が生じないように十分な安全対策を講じなければならない。 

６．受注者は，管等の取扱い及び運搬にあたり，落下，ぶつかり合いがないように慎重に取扱い，

放り投げるようなことをしてはならない。また，管等と荷台の接触部，特に管端部には，クッシ

ョン材等をはさみ，受口や差口が破損しないように十分注意しなければならない。 

７．受注者は，設計図書において特に定めのない事項については，下記の基準類によらなければな

らない。 

なお，基準類と設計図書に相違がある場合は，原則として設計図書の規定に従うものとし，疑

義がある場合は，監督員に確認を求めなければならない。 

 日本下水道協会   下水道推進工法の指針と解説   （2010 年） 

 土木学会 トンネル標準示方書(シールド工法)同解説  （2006 年制定） 

 土木学会  トンネル標準示方書(開削工法)同解説   （2006 年制定） 

 土木学会  コンクリート標準示方書(施工編)   （2007 年制定） 

 土木学会  コンクリート標準示方書(設計編)   （2007 年制定） 

 土木学会  コンクリート標準示方書(規準編)   （2007 年制定） 

 

５‐14‐２ 立坑 

１．立坑の計画 

（１）受注者は，立坑の位置・構造等についての施工計画は，設計図書の定めによるほか，以下

の項目によるものでなければならない。 

（２）立坑の大きさは，推進機の寸法，支圧壁寸法，支保工寸法，人孔据付け寸法及び発進に必

要な作業寸法等を考慮して定めるものとする。 

（３）立坑の構造については，土質条件，上載荷重条件に基づいて計画するものとする。 

（４）立坑は，作業員等が安全に昇降できる設備のスペースを考慮して計画するものとする。 

２．立坑の施工 

（１）受注者は，立坑の築造に当たっては，振動・騒音を防止するとともに，地下埋設物の状況

を観察し，また施工中は，土留めの状況を常に点検・監視しなければならない。 

（２）受注者は，支障となる地下埋設物，架空線等は切り回し又は防護等の適切な措置を講じな

ければならない。 

（３）受注者は，立坑を覆工する場合は，載荷重に対し十分な強度と剛性を確保しなければなら

ない。また，施工に当たっては，隙間や段差が生じないように平滑に敷きならべ，覆工板の

落下やばたつきによる振動，騒音が発生しないようにしなければならない。 
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５‐14‐３ 仮設備工 

１．支圧壁 

（１）支圧壁は，ジャッキ支圧力に対して変形や破壊の生じないよう十分な強度を持ったものと

する。 

（２）支圧壁は，推進管の管軸と直角に設置し，支圧面は平滑に仕上げるものとする。 

（３）受注者は，支圧壁には支保材を巻き込んではならない。 

２．坑口工 

（１）受注者は，発進立坑及び到達立坑には，原則として坑口を設置しなければならない。 

（２）受注者は，坑口について，滑材及び地下水等が漏出しないよう堅固な構造としなければな

らない。 

（３）受注者は，止水器（ゴムパッキン製）等を設置し，坑口箇所の止水に努めなければならな

い。 

３．鏡切り工 

切羽部の地盤の安定を確認した後，鏡切りを行い，先導体を発進又は到達させるものとする。 

４．推進設備 

（１）推進設備は，管を安全に推進し得る能力を有するとともに，掘削の進行を調整する機能を

持ち，坑内で行われる掘削，土砂搬出，滑材・裏込注入作業に支障なく能率的に掘進作業を

進めることができるものとする。 

（２）油圧機器の配管に当たっては，作動油の中にゴミ等が入らないように注意する。また，使

用中においては，不純物が混入しているかどうかを点検し，不純物が作動油に混入した場合

は速やかに交換しなくてはならない。 

（３）元押し装置，推進台はひずみや溶接個所の割れなどの有無を作業前に点検するものとする。 

５．クレーン設備 

（１）受注者は，クレーン設備の設置及びその使用については，労働安全衛生法をはじめとする

関係法令及び指針を遵守し，適切に行わなければならない。 

（２）受注者は，立坑内での吊込み，坑外での材料小運搬を効率的に行えるよう，現場条件に適

合したクレーンを配置しなければならない。 

（３）受注者は，推進管の吊下し及び掘削土砂のダンプへの積込み等を考慮し，必要な吊上げ能

力を有するクレーンを選定しなければならない。 

６．運搬設備 

（１）運搬設備の機種選定は，管内，立坑，坑外で行われる一連の作業を円滑に，かつ，能率的

に進めることができる設備であるものとする。 

（２）トロバケットによる土砂搬出の場合は，運行上で支障のないようトロバケットやレールの

点検整備を行うものとする。 

（３）流体輸送による土砂搬出の場合は，土質条件によっては排泥ポンプや排泥管に著しい摩擦

が生じ，排泥ポンプの摩耗による排泥性能の低下を引き起こすので，吐出流量及び圧力の能

力低下の状態を把握し，必要に応じてポンプの補修，交換を行うものとする。 
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（４）圧送ポンプによる土砂搬出の場合は，泥土の性状によっては搬送抵抗が異常に上昇する場

合があり，搬送抵抗及び搬送距離によっては，ポンプ圧送が不能になることがあるので，ポ

ンプ圧力の上昇や搬送状態に留意するものとする。 

（５）真空ポンプによる土砂搬出の場合は，泥土の性状によって搬送不能になることがあるので，

適正な性状に保つものとする。 

（６）真空搬送の場合は，配管中で空気漏れがあると搬送能力が低下するので，空気漏れを点検

するものとする。 

７．注入設備 

受注者は，注入設備は，管の全周及び全長にわたって均等に注入できる能力を有したものにし

なければならない。 

８．排水設備 

受注者は，排水設備は，立坑及び管内の湧水等を十分に排水できる能力を有するとともに，不 

測の出水などに対処できる予備機を準備しておかなければならない。 

９．電力設備及び照明設備 

（１）電力設備及び照明設備は，電気設備技術基準を定める省令に基づいて設備の設置及び維持

管理を行い，作業上の事故防止に努めなければならない。また，その保守管理には万全を期

すものとする。 

（２）有毒ガスが発生する恐れがある場合は，必要に応じて防爆構造のものを用いるものとする。 

10．保安設備 

（１）保安設備は，労働安全衛生法，建設工事公衆災害防止対策要綱などの関係法規に基づいて

工事の安全確保と作業員の健康管理のため必要な設備を設け，安全に作業を進めるものとす

る。 

（２）換気設備は，作業員の衛生上必要とする風量と管内機器の発熱量に対応する風量を確保す

るものとする。 

（３）有毒ガスが発生する恐れのある場合は，ガス発生量を調査してそれに対応する換気設備を

備えるとともに，空気呼吸器などを装備するものとする。 

（４）酸素欠乏の生じる恐れのある場合は，酸素欠乏症等防止規則を遵守して安全の確保に努 

め，作業場所には酸素濃度測定器，呼吸用保護具及び命綱などを備え付けるものとする。 

 

５‐14‐４ 推進 

１．推進 

（１）推進装置は立坑内の基礎の上に設計図書による高さ，方向等にあわせて堅固に精度よく据

付けるものとする。 

（２）掘進機又は先導体及び推進装置の仕様，形状，寸法が現場の条件に適合することを確認す

る。また，試運転を行い，性能，作動状況を点検するものとする。 

（３）管の推進は，原則として管内掘削と同時に行うものとする。 

（４）切羽等からの湧水は水中ポンプ等により坑外へ排水するものとする。 
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（５）受注者は，推進管の吊り下ろしは安全に，かつ，管に損傷を与えないように慎重に行うも

のとする。 

（６）管の接合時の電気ケーブルや油圧ホース等の切離し，接続作業においてケーブルやホース

の端部に水や異物が付着しないようにするものとする。 

２．測量・計測 

（１）受注者は，推進管が所定の方向，勾配及び高さを保ち，管渠としての機能を損なわないた

めに測量を行わなければならない。また，推進に伴う地表面の変位等を絶えず測量し，道路

交通，地下埋設物，近接構造物に対する影響を把握しなければならない。 

（２）受注者は，曲線部においては，曲線半径，曲線部の路線長，推進管径などにより見通し距

離が限られるので，工事条件に適合した効率的な測量の方法の検討・計画を行わなければな

らない。 

（３）受注者は，設計図書に示す管底高さ及び勾配に従って推進管を据付け，１本据付けるごと

に管底高，注入孔の位置等を確認しなければならない。 

（４）受注者は，掘進中常に掘進機の方向測量を行い，掘進機の姿勢を制御しなければならない。 

（５）受注者は，掘進時には設計図書に示した管底高・方向等計画線の維持に努め，管の蛇行・

屈曲が生じないように測定を行わなければならない。 

（６）受注者は，計画線に基づく上下・左右のずれ等について計測を行い，その記録を監督員に

提出しなければならない。 

 

５‐14‐５ 注入工 

１．滑材 

（１）滑材の材質は，地山に適したものを使用するものとする。 

（２）注入孔の位置はできるだけ推進管の下部に配置するものとする。 

（３）注入孔には，崩壊性の土質で孔口がつまる恐れのある場合は，逆止弁付のものを用いるも

のとする。 

（４）注入は，適切な注入圧で全管周に行きわたるように行うものとする。 

（５）注入圧は，地上や切羽への漏出のないように圧力上限を設定し，上限値を超えないように

注入する。また，滑材が推進管の外周に行きわたるために必要な圧力を保つようにするもの

とする。 

２．裏込め注入工 

受注者は，裏込注入の施工においては，以下の事項に留意して施工しなければならない。 

（１）裏込注入材料の選定，配合等は，土質その他の施工条件を十分考慮し，監督員の承諾を得

なければならない。 

（２）裏込注入工は，掘進完了後，速やかに施工しなければならない。なお，注入剤が十分管の

背面に行き渡る範囲で，できうる限り低圧注入とし，管体への偏圧を生じさせてはならない。 

（３）注入中においては，その状態を常に監視し，注入材が地表面に噴出しないよう留意し，注

入効果を最大限に発揮するよう施工しなければならない。 
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（４）注入完了後速やかに，測量結果，注入結果等の記録を整理し，監督員に提出しなければな

らない。 

 

５‐14‐６ 目地工 

１．管目地は，モルタルなどで充填し，完全止水するものとする。 

２．中大口径推進工法において，目地工を施す際には，管の目地溝部をよく清掃し，目地モルタル

がはく離しないようにするものとする。 

 

５‐14‐７ 中押工 

１．中押に使用する鉄筋コンクリート管は，中押管を使用するものとする。 

２．中押に使用する鋼製カラーは，別紙「下水道用資器材仕様書」に示すものを使用するものとす

る。 

３．中押設備は，その機能を十分発揮できるようにするとともに，その他の作業に支障がないよう

に守るものとする。 

４．中押に使用する油圧ジャッキは，できるだけ偏心しないよう配置するものとする。 

５．中押設備を設ける箇所は，検討書を提出し，監督員と協議のうえ，決めるものとする。 

 

５‐14‐８ 中大口径管推進工法 

１．適用範囲 

本節は，内径 800mm 以上の管推進工に適用するものとする。 

２．刃口推進工法 

（１）受注者は，刃口の形式及び構造を，掘削断面，土質条件並びに現場の施工条件を考慮して

安全確実な施工ができるものとしなければならない。 

（２）受注者は，掘削に際して，刃口を地山に貫入した後，管の先端周囲部の地山を緩めないよ

う注意して掘進し，先掘りを行ってはならない。 

（３）推進設備は，適切なジャッキ能力・本数・配置，油圧ユニットなどを配置することはもと

より，常に良好な状態に整備し管理するものとする。 

（４）推進作業は，切羽，推進管，反力受などの状態に注意して，その安定，保護を図るととも

に，推進管を所定の方向，勾配及び高さになるように正確に進むようにするものとする。 

（５）推進中には，推進力による推進管端部の破損，端部の目開き，端部からの漏水，滑材の漏

洩，坑口の止水パッキン，反力受の異常などを点検し，推進に伴う異常の発見に努めるもの

とする。 

３．土圧式推進工法 

（１）受注者は，土圧式掘進機について，土質に適応したカッターヘッドの支持形式，構造のも

のとし，掘削土量及び搬出するレキの大きさに適合したスクリューコンベアのものを選定し

なければならない。 
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（２）受注者は，切羽を安定させるため，カッターチャンバー内に満たされた掘削土砂又は泥土

がチャンバー内圧を維持するのに適した性状を保たなければならない。また，同時に切羽土

圧及び地下水圧に見合うチャンバー内圧を保持しなければならない。 

（３）添加材の注入量及び配合は，土質に適応したものとする。 

（４）ポンプ圧送により泥土を搬出する場合は，搬送距離，ポンプ圧力，搬送量，搬送速度や泥

土の性状などを総合的に勘案して，ポンプを運転するものとする。 

（５）受注者は，掘進機，送排泥設備，元押し推進装置及び滑材注入装置などの各機器の運転状

態を把握し，それぞれを適正な運転状態に維持しなければならない。 

（６）推進施工中は，チャンバー内土圧を所定の圧力に保つため，推進速度とスクリューコンベ

ア回転数を調節管理するものとする。 

（７）推進中には，推進力による推進管端部の破損，端部の目開き，端部からの漏水，滑材の漏

洩，坑口の止水パッキン，反力受の異常などを点検し，推進に伴う異常の発見に努めるもの

とする。 

４．泥水式推進工法 

（１）受注者は，泥水式掘進機について，土質に適応したカッターヘッドの支持形式，構造のも

のとし，掘削土量及び破砕されたレキの大きさに適合した排泥管径のものを選定しなければ

ならない。 

（２）受注者は，切羽を安定させるために，切羽面での膜面の形成及び所定の切羽泥水圧を保持

しなければならない。 

（３）受注者は，泥水の品質を維持するために泥水の物性（比重，粘性，ろ水量，砂分濃度，pH）

を計測し，必要に応じて物性を改善するための調整・操作を行わなければならない。 

（４）受注者は，掘削土砂を流体搬送するには，排泥管内で土砂の沈殿により管路が閉塞しない

ように，沈殿限界流速より高い流速に保つものとする。 

（５）受注者は，泥水推進に際し，切羽の状況，掘進機，送排泥設備，元押し推進装置及び滑材

注入装置などの各機器の運転状態を把握し，それぞれを適正な運転状態に維持しなければな

らない。 

（６）受注者は，泥水推進工事着手前に掘進位置の土質と地下水圧を十分把握して，適した泥水

圧を選定しなければならない。 

（７）受注者は，推進中に，推進力による推進管端部の破損，端部の目開き，端部からの漏水，

滑材の漏洩，坑口の止水パッキン，反力受の異常などを点検し，推進に伴う異常の発見に努

めるものとする。 

５．泥濃式推進工法 

（１）受注者は，泥濃式掘進機について土質に適応したカッターヘッドの構造のものとし，掘削

土量及び搬出するレキの大きさ等施工条件に適合したオーバーカッター，排土バルブ，分級

機を有するものを選定しなければならない。 
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（２）受注者は，泥濃式推進において，切羽を安定させるためにチャンバー内圧力の低下や圧力

変動をできるだけ尐なくする必要があり，保持圧力の調節やバルブ操作を適正に行わなけれ

ばならない。 

（３）受注者は，掘削土砂を真空搬送する場合は，掘削と土砂搬出が連続した並行作業となるの

で，推進速度と搬送能力が調和した稼動状態を維持するものとする。 

（４）受注者は，掘進機，送排泥設備，元押し推進装置及び滑材注入装置などの各機器の運転状

態を把握し，それぞれを適正な運転状態に維持するものとする。 

（５）受注者は，推進中に，推進力による推進管端部の破損，端部の目開き，端部からの漏水，

滑材の漏洩，坑口の止水パッキン，反力受の異常などを点検し，推進に伴う異常の発見に努

めるものとする。 

 

５‐14‐９ 小口径管推進工法 

１．適用範囲 

本節は，内径 700mm 以下の管推進工に適用するものとする。 

２．一般事項 

（１）切羽部の地山の不安定は，推進精度不良やローリングの原因となるので，適切な地山安定

処理を行うものとする。 

（２）初期掘進時の先導体の方向は，そのスパンの推進精度に大きく影響するので，慎重に推進

するものとする。 

（３）先導体の操作については，十分に試運転を行い，先導体の特性なども把握するものとする。 

（４）推進管の管内へケーシング等を装着又は撤去するときは，管端部や管内面を傷つけないよ

うに留意するものとする。 

（５）小口径管は，通常目地工を施すことができないので，止水性の確保について特に慎重に行

うものとする。 

（６）小口径管推進は，切羽の状態が目視できないので，ずり出しが過多になっていないか絶え

ず確認するものとする。 

（７）受注者は，滞水地盤においては推進完了後，浮力により布設管が浮上することがあるので，

先導体を測量するだけでなく，後続管列のチェックも怠ってはならない。 

（８）低耐荷力管は軸方向耐荷力が小さいので，低耐荷力管に作用している荷重が常に許容耐荷

力以下であることを確認しながら推進するものとする。 

（９）小型立坑や既設人孔に到達させ，先導体を分割回収する場合は，狭い空間で重量物を取り

扱うこととなるので，作業手順の徹底など作業員の安全確保に十分留意するものとする。 

３．圧入方式推進工法 

（１）受注者は，圧入方式推進機について土質に適応した先導体，拡大管の構造のものとし，掘

削土量及び搬出する土質に適合した排土スクリュー等を有するものを選定しなければなら

ない。 
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（２）一工程式 

一工程式は，排土しないで土を管周囲へ圧密させて推進するので，推進路線に近接する既

設構造物に対する影響に注意するものとする。 

（３）二工程式 

ア．誘導管推進時の推進途中で時間をおくと，周囲から締め付けられ，推進が不可能となる

場合があるので，推進の途中では中断せず到達させるものとする。 

イ．推進管推進時において，カッターの回転を止めたときにカッタースリットより土砂等が

流入し取込み過多となる場合があるので，スリットの開口率を土質，地下水圧に応じて調

整するものとする。 

４．オーガ方式推進工法 

（１）受注者は，オーガ方式推進機について，土質に適応したオーガヘッドの構造のものとし，

掘削土量及び土質に適合したスクリューコンベアのものを選定するものとし，推進管を接合

する前に，スクリューコンベアを推進管内に挿入しておかなければならない。 

（２）受注者は，推進管推進時において，カッターの回転を止めたときにカッタースリットより

土砂等が流入し取込み過多となる場合があるので，スリットの開口率を土質，地下水圧に応

じて調整するものとする。 

（３）受注者は，ずり出し作業中，スクリュコンベヤに土砂が詰まり，止まることがあるので注

入孔により周辺土を軟弱にすることや開口率を調整するものとする。 

５．ボーリング方式推進工法 

受注者は，ボーリング方式推進機について，土質に適応した切削ビットの構造のものとし，掘

削土量及び土質に適合したスクリューコンベアのものを選定しなければならない。 

 

５‐14‐10 注意事項 

１．ダクタイル推進管の施工においては，管内面の塗装を破損することのないよう管内養

生等を行って施工すること。 

２．「酸素欠乏症等防止規則」を厳守すること。 

３．ダクタイル推進管内の清掃時にスコップ等を使用し破損することのないよう，シール

コート等の意義を十分意識し施工すること。 

 

 

第15節 シールド工 

５‐15‐１ 一般事項 

本節は，シールド工として施工計画，測量・計測，セグメント，シールド機，立坑，仮設備工，

坑内設備工，立坑設備工，圧気設備工，送排泥設備工，泥水処理設備工，シールド掘進，一次覆工，

裏込注入，二次覆工その他これらに類する工種について定めるものとする。 
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５‐15‐２ 適用すべき諸基準 

受注者は，設計図書において特に定めのない事項については，下記の基準書等によらなければな

らない。 

なお，基準書等と設計図書に相違がある場合は，原則として設計図書の規定に従うものとし，疑

義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。 

 日本下水道協会 シールド工事用標準セグメント(A-3,4)  (2001 年) 

 日本下水道協会 下水道ミニシールド工法用鉄筋コンクリートセグメント (A-7) (2005 年) 

 土木学会 トンネル標準示方書 シールド工法・同解説  (2006 年制定) 

 土木学会 トンネル標準示方書 開削工法・同解説   (2006 年制定)  

 土木学会  コンクリート標準示方書(設計編)   (2007 年制定) 

 土木学会  コンクリート標準示方書(施工編)   (2007 年制定) 

 土木学会  コンクリート標準示方書(規準編)   (2007 年制定) 

 

５‐15‐３ 施工計画 

１．受注者は，工事の施工に当たっては，技術，経験等の豊富な技術者を配置し，あらかじめ施工

場所の土質，地下水の状況，その他工事に係る諸条件を十分に把握し，全工事が円滑かつ安全に

進められるよう計画を立てなければならない。 

２．受注者は，事前調査の結果，掘進路線に可燃性ガスが存在する場合は，トンネル工事における

可燃性ガス対策（昭和 53 年７月建設省大臣技術参事官通達）に準拠して対策を検討し，計画書

を作成のうえ，監督員と協議しなければならない。 

 

５‐15‐４ 測量・計測 

１．受注者は，施工に先立ち，地上において中心線測量及び縦断測量を行い，これらの基準となる

基準点を設けなければならない。 

２．受注者は，シールド掘進に先立ち，地上に沈下測定点を設け，シールド掘進中はもちろんシー

ルド掘進前後も一定期間沈下量の測定を行い，監督員に報告しなければならない。 

３．受注者は，立坑内へ中心線及び水準の導入をするに当たっては，特に精密に行わなければならな

い。 

４．受注者は，シールドの蛇行及び回転の傾向と，シールドと組立てられたセグメントの計画線か

らのずれを早期に把握するため，１日１回以上必ず坑内測量を行い，定期的にその測量結果を監

督員に報告しなければならない。 

 

５‐15‐５ セグメント 

１．セグメントの製作 

（１）セグメントは，「シールド工事用標準セグメント」（日本下水道協会）の規格に適合する製品

とする。ただし，設計図書において上記規格以外のセグメントを指定している場合はこの限り

でない。 
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（２）受注者は，セグメントの製作要領書，構造図，構造計算書及び製作工程表を作成し，あら

かじめ監督員に提出して承諾を得なければならない。 

（３）受注者は，すべてのセグメントに対して，製造番号，製造期日，製作者名，普通又はテー

パーの別，A，B，K の別及びテーパーリングの合わせ方の表示等必要なマーキングをしな

ければならない。 

２．セグメントの検査 

「シールド工事用標準セグメント」（日本下水道協会）の規格外のセグメントについては，工

場において発注者の立会検査を受け，工場検査完了後，現場に搬入するものとする。 

なお，検査願書は検査希望日の 20 日前までに監督員に提出するものとする。 

３．セグメントの保管，運搬及び取扱い 

（１）受注者は，セグメントを運搬，荷卸しする際には，損傷や変形等が起らないように取り扱

わなければならない。 

（２）受注者は，セグメントの保管に当たっては，セグメントに有害なひび割れまたは変形等を

生じないようにしなければならない。また，鋼製セグメントやセグメントの継手金具等の鋼

材については腐食することのないようにしなければならない。 

（３）受注者は，セグメントにシール材が貼付されている場合には，シール材を損傷しないよう

にしなければならない。また，水膨張性のシール材を用いる場合には，セグメントに貼付す

る前はもちろん貼付後においても，雤水等によってシール材が膨張することのないように注

意し，シートで覆う等，適切な対策を講じておかなければならない。 

 

５‐15‐６ シールド機 

１．シールド機の製作 

（１）受注者は，シールド機の製作に先立ち，製作仕様書，主要設計図書及び製作工程表等を作

成し，あらかじめ監督員に提出して承諾を得なければならない。 

（２）シールド機の製作に当たっては，土質，外圧及び掘削能力を十分に考慮し，安全確実，か

つ能率的な構造及び設備とするものとする。 

２．シールド機の検査 

（１）シールド製作完了後，工場において発注者の立会検査を受け，工場検査完了後現場に搬入

するものとする。 

なお，検査願書は検査希望日 20 日前までに監督員に提出するものとする。 

（２）検査は次の事項について受けるものとする。 

ア 材料 

イ 寸法 

ウ 溶接 

エ 油圧機器 

オ 工場仮組立て 

カ 作動確認検査 
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キ その他監督員が指示した事項 

３．シールド機の運搬 

受注者は，シールド機の運搬に際しては，ひずみや損傷を生じないようにしなければならない。 

４．シールド機の据え付け 

（１）現場におけるシールド機の組立てに当たっては，十分な強度を有するシールド受台上に，

正しい位置に正確に組み立て，仮締め又は仮付けし，寸法検査のうえ，締め付けるものとす

る。 

（２）受注者は，シールド機の各種機器を取り付け，整備が完了した時点で監督員の確認を受け

なければならない。 

 

５‐15‐７ 立坑 

１．受注者は，立坑の形状は，シールド機の大きさ，形状より本体の搬入又は部品の搬入組立てに

必要なスペースを保ち，かつ土圧等に十分耐えるよう堅固に構築しなければならない。 

２．立坑は，シールド機の発進に当たって，後方の土留壁が破壊しないような構造とするものとす

る。 

３．受注者は，作業員等が安全に昇降できる設備のスペースを考慮して立坑設備の計画をしなけれ

ばならない。 

４．受注者は，立坑周辺には十分な保安設備を設置し，作業員のみならず第三者に対しても事故の

防止に万全を期さなければならない。 

 

５‐15‐８ 仮設備工 

１．坑口 

受注者は，坑口について，裏込材及び地下水等が漏出しないように堅固な構造にしなければな

らない。 

２．支圧壁 

受注者は，立坑の後方土留壁及びシールドの反力受設備は，必要な推力に対して強度上十分に

耐えられる構造としなければならない。 

３．立坑内作業床 

（１）受注者は，シールド作業時に，発進立坑底部に作業床を設置しなければならない。 

（２）受注者は，作業床を設けるに当たり，沈下やガタツキが生じないように設置しなければな

らない。 

４．発進用受台 

（１）受注者は，シールド機の据付けに際し，発進立坑底部にシールド機受台を設置しなければ

ならない。 

（２）受注者は，シールド機受台を設置するに当たり，シールド機の自重によって沈下やズレを

生じないように，堅固に設置しなければならない。 
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（３）受注者は，シールド機受台を設置するに当たり，仮発進時の架台を兼用するため，所定の

高さ及び方向に基づいて設置しなければならない。 

５．後続台車据付 

（１）受注者は，シールド掘進に必要なパワーユニット，運転操作盤，裏込め注入設備は，後続

台車に設置しなければならない。 

（２）受注者は，後続台車の形式を，シールド径，シールド工事の作業性等を考慮して定めなけ

ればならない。 

（３）受注者は，蓄電池機関車を使用する場合は，必要に応じて予備蓄電池及び充電器を設置す

るとともに坑内で充電を行う場合は換気を行わなければならない。 

６．シールド機仮発進 

（１）受注者は，発進時の反力受けを組立てる際，仮組セグメント及び型鋼を用いるものとする。

また，セグメントに変形等が生じた場合は，当該セグメントを一次覆工に転用してはならな

い。 

（２）受注者は，シールド機の発進に当たり，シールド機の高さ及び方向を確認のうえ開始しな

ければならない。 

（３）受注者は，シールド機が坑口に貫入する際，エントランスパッキンの損傷・反転が生じな

いように措置しなければならない。 

（４）受注者は，仮組セグメントについて，シールド機の推進力がセグメントで受け持てるまで

撤去してはならない。 

（５）受注者は，初期掘進延長を，後方設備の延長及びシールド工事の作業性を考慮して定めな

ければならない。 

（６）受注者は，初期掘進における，切羽の安定について検討するものとし，検討の結果，地盤

改良等の初期掘進防護が必要となる場合は，施工計画書を作成し監督員と協議しなければな

らない。 

７．鏡切り 

受注者は，鏡切りの施工に当たっては，地山崩壊に注意し施工しなければならない。 

８．軌条設備 

（１）受注者は，軌道方式による運搬は，車両の逸走防止，制動装置及び運転に必要な安全装置，

連結器の離脱防止装置，暴走停止装置，運転者席の安全を確保する設備，安全通路，回避場

所，信号装置等それぞれ必要な設備を設けなければならない。 

（２）受注者は，運転に当たっては，坑内運転速度の制限，車両の留置時の安全の確保，信号表

示，合図方法の周知徹底等により運転の安全を図らなければならない。 

（３）受注者は，単線又は複線を採用するに当たり，シールド径及びシールド工事の作業性並び

に各種設備の配置等を考慮して定めなければならない。 
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９．シールド機解体残置 

受注者は，シールド機の解体残置について，解体内容，作業手順，安全対策等を施工計画書に

記入するとともに，解体時には，シールド機の構造及び機能を熟知した者を立ち会わせなければ

ならない。 

 

５‐15‐９ 坑内設備工 

受注者は，給水及び排水設備並びに配管設備は，次の規定により施工しなければならない。 

１．配管設備 

（１）坑内には，シールド工事に必要な給・排水設備及び各種の配管設備を設置するものとする。 

（２）給水及び排水設備は，必要な給水量及び排水量が確保できる能力を有するものとする。 

なお，排水設備は，切羽からの出水等に対応できるよう計画するものとする。 

（３）給水及び排水設備の配管は，施工条件に適合するように，管径及び設備長さを定めるもの

とする。 

（４）配管設備は，作業員及び作業車両の通行に支障のない位置に配置するものとする。 

なお，管の接合作業の前に，バルブ等の閉鎖を確認するものとする。 

２．換気設備 

（１）受注者は，換気設備において，換気ファン及び換気ダクトの容量を，必要な換気量に適合

するようにしなければならない。 

（２）受注者は，換気設備を設置する場合，粉じん，内燃機関の排気ガス，湧出有毒ガス等につ

いて，その濃度が関係法令等で定められた許容濃度以下に坑内環境を保つようにしなければ

ならない。また，停電時の非常時についても考慮した設備としなければならない。 

３．通信配線設備 

（１）受注者は，坑内の工程を把握し，坑内作業の安全を確保し，各作業箇所及び各設備間の連

絡を緊密にするため通信設備及び非常事態に備えて警報装置を設けなければならない。 

（２）受注者は，「トンネル工事における可燃性ガス対策」（昭和 53 年 7 月建設省大臣官房技術

参事官通達）及び「工事中の長大トンネルにおける防火安全対策について」（昭和 54 年 10

月建設省大臣官房技術参事官通達）に準拠して災害の防止に努めなければならない。 

４．スチールフォーム設備 

受注者は，覆工コンクリートに使用する型枞を原則としてスチールフォームとし，その形状，

寸法及び支保工は施工計画書に記載しなければならない。 

 

５‐15‐10 立坑設備工 

１．立坑設備 

受注者は，立坑設備について，次の規定により施工しなければならない。 

（１）クレーン等の設置及び使用に当たっては，関係法令等の定めるところに従い適切に行うものと

する。 

（２）昇降設備は鋼製の仮設階段を標準とし，関係法令を順守して設置するものとする。 
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（３）土砂搬出設備は，最大日進量に対して余裕のある設備容量とする。 

（４）立坑周囲及び地上施設物の出入口以外には，防護柵等を設置するとともに保安灯，夜間照

明設備等を完備し，保安要員を配置するなどの事故防止に努めるものとする。 

（５）工事の施工に伴い発生する騒音，振動等を防止するため，防音，防振の対策を講じるもの

とする。 

２．電力設備 

受注者は，電力設備について次の規定によらなければならない。 

（１）電力設備は，電気設備技術基準及び労働安全衛生規則等に基づいて設置及び維持管理する

ものとする。 

（２）受注者は，高圧の設備について，キュービクル型機器等を使用し，電線路には絶縁電線又

は絶縁ケーブルを使用して，すべて通電部分の露出することを避けなければならない。 

（３）受注者は，坑内電気設備について，坑内で使用する設備能力を把握し，トンネル延長等を

考慮して，必要にして十分な設備を施さなければならない。 

（４）受注者は，照明設備を設置する場合，切羽等直接作業を行う場所，保線作業，通路等に対

して適切な照度を確保するものとして，明暗の対比を尐なくするようにしなければならない。

また，停電時等の非常時への対応についても配慮した設備としなければならない。 

 

５‐15‐11 圧気設備工 

１．受注者は，施工に先立ち，所轄労働基準監督署に対し圧気工法作業開始届を提出し，その写し

を監督員に提出しなければならない。 

２．受注者は，施工前及び施工中に下記事項を監督員に報告しなければならない。 

（１）酸素欠乏危険作業主任者並びに調査員届 

（２）酸素濃度測定事前調査の報告 

（３）酸素欠乏防止に伴う土質調査報告 

（４）酸素濃度測定月報 

３．受注者は，酸素欠乏の事態が発生した場合には直ちに応急処置を講じるとともに，関係機関に

緊急連絡を行い，その指示に従わなければならない。 

４．受注者は，地上への漏気噴出を防止するため，監督員との協議により事前に路線付近の井戸，

横穴，地質調査，ボーリング孔等の調査を詳細に行わなければならない。 

５．受注者は，圧気内での火気に十分注意し，可燃物の圧気下における危険性について作業員に周

知徹底させなければならない。 

６．受注者は，送気中は坑内監視人を置き，送気異常の有無を確認し，かつ停電による送気中断の

対策を常に講じておかなければならない。 

７．受注者は，圧気を土質並びに湧水の状況に応じて調整するとともに，漏気の有無について常時

監視し，絶対に墳発を起こさせないようにしなければならない。 

８．受注者は，圧気設備について，トンネルの大きさ，土被り，土質，ロックの開閉，送気管の摩

擦，作業環境等に応じ必要空気量を常時充足できるものを設置しなければならない。 
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９．受注者は，コンプレッサー及びブロワ等の配置について，防音・ 防振に留意しなければなら

ない。 

10．受注者は，ロック設備について，所定の気圧に耐える気密機構で，信号設備，監視窓，警報設

備，照明設備を備えなければならない。また，マテリアルロック，マンロック，非常用ロックは

可能な限り別々に設けるものとする。 

 

５‐15‐12 送排泥設備工 

１．受注者は，切羽の安定，送排泥の輸送等に必要な容量の送排泥ポンプ及び送排泥管等の設備を

設けなければならない。 

２．受注者は，送排泥管に流体の流量を測定できる装置を設け，掘削土量及び切羽の逸水等を監視

しなければならない。 

３．受注者は，送排泥ポンプの回転数，送泥水圧及び送排泥流量を監視し，十分な運転管理を行わ

なければならない。 

 

５‐15‐13 泥水処理設備工 

１．受注者は，掘削土の性状，掘削土量，作業サイクル及び立地条件等を十分考慮し，泥水処理施

設を設けなければならない。 

２．受注者は，泥水処理設備を常に監視し，泥水の処理に支障を来さないよう運転管理に努めなけ

ればならない。 

３．受注者は，泥水処理設備の管理及び処理に当たって，周辺及び路上等の環境保全に留意し必要

な対策を講じなければならない。 

４．受注者は，泥水処理設備は，掘削する地山の土質に適合し，かつ，計画に対して適切な容量の

処理装置を設けなければならない。 

５．受注者は，凝集剤を使用する場合は，土質成分に適した材質，配合の有毒性の無い薬品とし，

その使用量は必要最小限にとどめなければならない。 

６．受注者は，泥水処理された土砂を，運搬が可能な状態にして搬出しなければならない。 

７．受注者は，余剰水について関係法令等に従って処理しなければならない。 

 

５‐15‐14 シールド掘進 

１．受注者は，シールドの掘進を開始するに当たっては，シールド機を所定の位置に正確に据付け，

監督員の承諾を得た後に，掘進作業を開始しなければならない。 

２．受注者は，地山の性質を考慮して切羽等の安定を十分に図りながらジャッキを適正に作動させ，

所定のルートに正確にシールド機を掘進させなければならない。 

３．受注者は，掘削に際しては，肌落ちが生じないように注意し，特に，切羽からの湧水がある場合

には，肌落ちの誘発，シールド底部の地盤のゆるみ等を考慮して適切な措置を講じなければならな

い。 
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４．シールドの掘進中は，なるべく機械を停止させないこと。 

なお，掘進速度は，工法，地質等に適した範囲を維持するものとする。 

５．受注者は，曲線部については，使用ジャッキ数，位置，曲線半径，曲率，推進抵抗等を考慮し

てセグメントに無理な応力のかからない様に推進しなければならない。 

６．受注者は，ずり出しに当たっては，掘削の方法，ずりの性質に適合し，計画工程を満足する能

力をもつ処理系統で施工しなければならない。 

７．受注者は，掘削に泥水又は掘削添加材を使用する場合は，関係法令を遵守し，土質，地下水の

状況を十分考慮して材料及び配合を定めなければならない。 

８．受注者は，シールド掘進中は，掘進機等の監視を行い，シールドの掘進長，推力等を記録して

監督員に提出しなければならない。 

なお，蛇行が生じた場合は，速やかに修正するとともに，その状況を監督員に報告しなければ

ならない。 

９．受注者は，シールド掘進中に異常が発生した場合は，直ちに掘進を中止し，原因を究明し，そ

の対策を監督員と協議しなければならない。 

10．受注者は，シールド発進時にセグメントを仮組みして使用する場合は，ひずみ，座屈等の生じ

ないような処置を講じておかなければならない。 

なお，セグメントに変形や割れ目が生じた時は，一次覆工用として使用してはならない。 

 

５‐15‐15 一次覆工 

１．受注者は，土圧及びシールド掘進推力に十分耐える強度を有するセグメントを使用しなければ

ならない。 

２．受注者は，セグメント組立前に十分に清浄するとともに，組み立てに際しては特にセグメント

継手面に密着するようなシール材を施し止水しなければならない。 

３．受注者は，セグメントに破損を与えないよう丁寧に取り扱い，運搬及び組み立ての途中で破損

が認められたものは，使用してはならない。 

４．受注者は，セグメントを１リング掘進するごとに直ちに組み立てなければならない。 

５．受注者は，セグメントを正しく所定の形に組み立てるものとし，シールド掘進による歪みが生

じないよう常にその保持に努めなければならない。 

６．受注者は，セグメントをボルトで締結する際は，ボルト孔に目違いのないよう調整し，ボルト全

数を十分締め付け，シールド掘削により生じるボルトのゆるみは，必ず締め直されなければならな

い。 

７．シール材は，防水性に富み，弾力性，接着性，耐侯性，薬品に対する耐性に優れ，作業性がよ

く，ボルトを締付けた状態で均一となるものを用いるものとする。 

８．受注者は，掘進後，漏水箇所を充填する場合は，防水性に富み，かつ，弾力性を有する目地材

を使用しなければならない。 

９．受注者は，一次覆工完了後，清掃，止水，軌道整備，仮設備の点検補修等の坑内整備を行わな

ければならない。 
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５‐15‐16 裏込注入 

１．受注者は，シールドの掘進によって生じたセグメントの背面の間隙には，裏込材を注入して地

山の崩壊，地表面の沈下を防止しなければならない。 

２．受注者は，同時又は即時注入方式により裏込注入を遅滞なく行わなければならない。 

３．裏込注入用の材料は，地質その他の施工条件を十分検討して定めるものとする。 

４．受注者は，偏圧の生じないよう，下方より上方に向って左右対称に注入を行うとともに空隙の

隅々まで行きわたるようにしなければならない。 

５．受注者は，シールドテール部よりの注入材の流出を防止するために，シールド機械に流出防止

装置を設置しなければならない。 

６．受注者は，注入中は，圧力計等により施工管理の徹底を図らなければならない。 

７．受注者は，注入量，注入圧及びシールドの掘進速度に十分対応できる性能を有する注入設備を

用いなければならない。 

 

５‐15‐17 二次覆工 

１．受注者は，コンクリートの打設に先立って，施工部の軌条設備，配管，配線等を撤去後，セグ

メントのボルト締直しを完全に行い，更に漏水を完全に止め，水洗清浄を行って付着物を除去し

た後，監督員の確認を受けなければならない。 

２．受注者は，スチールフォーム製作完了後，工場において発注者の立会検査を受け，工場検査完

了後現場に搬入しなければならない。ただし，監督員が指示する場合は，受注者の検査とするこ

とができる。 

なお，検査願書は検査希望日 20 日前までに監督員に提出しなければならない。 

３．受注者は，コンクリートの打設においては，コンクリートプレーサー又はコンクリートポンプ

を使用し，全円１回打設とし，打継ぎからの漏水防止を完全に行わなければならない。また，そ

の締固めは，骨材の分離が起きないよう振動締固め機により行わなければならない。 

４．受注者は，強度，耐久性，水密性等の所要の品質を確保するために，打設後一定期間を硬化に

必要な温度及び湿度に保ち，有害な作用の影響を受けないように，覆工コンクリートを十分養生

しなければならない。 
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５．受注者は，次の基準に従ってコンクリートの配合設計書を作成し，監督員の承諾を得てから施

工しなければならない。 

なお，混和材は必要に応じて使用してもよい。 

 脱型時  圧縮強度      σ  ＝１Ｎ／mm2以上 

 28 日間  圧縮強度     σ28＝24Ｎ／mm2 

 スランプ              12～18cm 

 粗骨材最大径          25mm 以下 

 水セメント比(ｗ/ｃ)    55％以下 

ただし，数値についてはシールド外経が４メートル程度以内の場合とし，それ以外については，

特に２次覆工の落下や変形が生じることのないよう，また，施工性を考慮し，十分に検討を行う

ものとする。 
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第６章 水道工事 

 

第１節 配水管等及び付属設備工事 

６‐１‐１ 適用範囲 

本節は，水道施設における配水管等の布設，布設替工事及び付属設備工事に適用する。 

 

６‐１‐２ 配管材料 

１．支給材料 

支給材料がある場合は，１‐１‐18「支給材料及び貸与物」によるものとする。 

２．受注者持ち材料 

受注者は，発注者より受注者持ち材料と指定された工事については，配水管及びその付属設備

の材料を受注者持ち材料とし，次の事項に従うこと。 

（１）受注者持ち材料は，設計図書に示されたものを除き，JIS規格，日本水道協会規格（以下

「JWWA」という），日本ダクタイル鉄管協会規格（以下「JDPA」という）等に適合すること。

また，これらの規格が改正された場合は，その最新版とする。 

（２）受注者持ち材料は，発注者が材料ごとに承諾したメーカー（資料６－１参照）の製品とす

ること。ただし，T頭ボルト・ナット及び六角ボルト・ナットについては，「資料６－２」に

適合すること。 

（３）設計図書等における配管材料の略号及び名称と内容は，JIS G 5526（ダクタイル鋳鉄管）

及び JWWA G 113（水道用ダクタイル鋳鉄管）の規格どおりとする。ただし，発注者が指定す

るもの及び規格にないものの略号及び名称と内容については，「表６－１」のとおりとする。  
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表６－１ 

略号及び名称 内          容 

D ダクタイル鋳鉄品を示す 

１，特，S 
管の種類を示す（1種管，KF 形・UF 形における特厚管，ＮＳφ500

以上におけるＳ種管） 

E エポキシ樹脂粉体塗装を示す 

NS NS 形を示す（その他も同様に示す） 

F フランジ形を示す 

CS モルタルライニングシールコート塗装を示す 

PS ポリエチレンスリーブ被覆を示す 

LW 特殊押輪のロングワイド型又は全数（全周）型を示す 

W 特殊押輪のワイド型又は半数型を示す 

 

（４）各接合口における接合材料の内容については，「資料６－３」のとおりとする。 

（５）鉄蓋及び調整リングについては，添付資料の各種製作図「図６－１６～１９」によること。 

（６）受注者は，受注者持ち配管材料の取扱いをする配管材料管理責任者を定め，監督員に届け

出，配管材料の使用計画及び在庫・発注品の管理を行うこと。 

（７）受注者は，監督員に配水管使用材料確認願を提出し，監督員の材料確認を受けなければな

らない。ただし，特殊材料等の材料製作仕様書に指示されている材料においては，品質を証

明する図書（品質証明書等）を工事に使用する前に監督員に提出し，承諾を得ること。 

（８）受注者は，材料確認した材料は損傷，変質等の不良化しないように保管すること。 

（９）受注者は，材料確認した材料が使用時に損傷，変質している場合は，新品と取り替え，再

確認を受けること。 

（10）受注者は，使用した配管材料の数量を確認し，監督員に配水管使用材料数量確認報告書を

提出すること。 

（11）受注者は，工事終了後，残った配管材料について，責任をもって処理すること。 

 

６‐１‐３ 一般 

１．一般事項 

受注者は，管布設に際しては，あらかじめ設計図書に基づき，平面位置，土被り，構造物等を

正確に把握しておくこと。また，施工順序，施工方法等について，監督員と十分打合せを行った

後，工事に着手すること。 

２．試掘調査 

受注者は，工事の施工に先立って，次の要領で試掘及びマーキングを行い，既設の地下埋設物

等の位置を確認しておくこと。 

（１）試掘に先立ち，設計図書等の位置図に基づき，地下埋設物の路上マーキング（水色ペイン

ト）を行うこと。 
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（２）試掘に当たっては，監督員に連絡し，関係企業立会いのうえ，原則として人力掘削で行う

ものとする。 

（３）既設埋設物の形状，材質，位置等の測定は，正確に行うこと。 

（４）試掘によって確認された関係地下埋設物の位置を路上マーキング（黄色ペイント）するこ

と。 

なお，砂利道等でマーキングが困難な場合は，監督員が承諾する方法で行うこと。 

（５）前記の表示位置を再現できるように記録しておくこと。 

（６）試掘箇所は即日埋戻しを行い，監督員の指示する仕様で仮復旧を行うこと。 

なお，埋戻しについては，特別な指示がない限り，全量入替（再生クラッシャーラン及び

再生粒度調整砕石）とすること。ただし，埋設管周囲については，山砂等で保護すること。 

（７）試掘前後のマーキングは，「図６－１」に準じて行うこと。 

 

６‐１‐４ 管路土工 

１．掘削工 

（１）掘削に当たっては，必要な機械器具，標示施設及び保安施設，その他の設備を整え，監督

員の確認を受けた後，着手すること。 

（２）舗装道路の掘削は，それぞれ適応したカッター等を使用して，周囲は直線的に切り取り，

面は垂直になるように行うこと。また，取り壊しに当たっては，在来舗装部分が粗雑になら

ないように行うこと。 

（３）掘削は，設計図書の指示による工種に従って行うこと。 

（４）床付け及び接合部の掘削は，配管及び接合作業が完全にできるように所定の形状に仕上げ

ること。 

なお，えぐり掘り等はしないこと。 

（５）掘削土は，監督員の承諾した箇所以外は現場に堆積しないこと。また，掘削土の周囲には

必ず根囲を設け，土砂の散乱を防止すること。 

２．土留工 

（１）掘削深さ 1.5mを越える場合及び軟弱地盤・湧水地帯においては，土留工を施すものとし，

工法及びその使用材料は，監督員の承諾を得て施工すること。 

（２）矢板の建込みは，既設埋設管の有無を確かめて行うこと。 

（３）矢板の抜取りは，埋戻した地盤が十分に締固まった後に，監督員の指示によって行うこと。 

（４）矢板の裏側に空隙を生じたときは，直ちに山砂を投入する等の処置を行うこと。 

（５）土質，湧水等その他現場の状況によって，土留の方法・使用材料の変更を命ずることがあ

る。 

３．埋戻工 

（１）埋戻しは，設計図書に示された工種により施工すること。 

（２）埋戻しは，管の継手が完全に終わった後，施工すること。 
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（３）埋戻し実施に当たっては，道路管理者の埋戻しの条件等を遵守するものとし，管周の砂層

は原則として十分な水締めを行い，上層路盤は 15cmごと，下層路盤及び路床（下層路盤下

約 1ｍ）は 20cm ごと，現場発生土（良質土）は 20cmごとに，タンパー等を使用して，十分

締固めること。 

（４）埋戻しは，がれき，石塊等を埋めてはならない。 

（５）埋戻し使用材料は，特に指定のない場合は，RC-40，RM-30等の再生材を用いることとする。

ただし，再生材製造工場の都合により，再生材の使用が困難な場合については，監督員と協

議のうえ，新材（JIS A 5001に定める粒度調整砕石 M-30、クラッシャーラン C-40）を用い

ることができる。 

（６）受注者は，道路管理者より指示のある埋戻し厚と転圧に関する特別条件を遵守して施工し

なければならない。 

４．残土処理工 

受注者は，残土，コンクリート塊及びアスファルト塊等の建設副産物の処理については，1-1-20

「建設副産物」に準ずるものとする。 

５．排水工 

（１）排水設備は，湧水，降雤，その他の出水に対して常に施工基面以下に水位を下げられるよ

うに十分なものを監督員の指示に従って設けること。 

（２）排水は，側溝，下水管及び河川等に適切な設備を設けて土砂を流さないよう放水するもの

とし，事前に監督員の承諾を受けること。 

６．仮復旧工 

（１）埋戻し完了後，直ちに設計図書の指示による工種（図６－２「仮復旧工標準図」参照）に

従って，仮復旧を施工すること。 

（２）仮復旧工事に当たっては，工事に必要かつ十分な機械器具を準備し，京都市登録舗装業者，

又は，アスファルト舗装に十分な技術・経験を有する主任技術者と熟練した作業員によって

施工すること。 

（３）使用する材料は，日本道路協会の舗装施工便覧に規定された材料規格に適合するものでな

ければならない。 

（４）路盤は，仮復旧が所定の厚さに仕上がるように，浮石その他の有害物を除去し，不陸を整

正した後，適切な転圧機械により，最適な含水状態で十分締め固めを行うこと。また，所定

の支持力（K30≧2.7N／mm2（28kgf／cm2））及び密度が一様に得られるように施工すること。 

（５）舗装の切断面は，整正のうえ清掃し，上下水道，電気，電話，ガス等の鉄蓋や枟等と接触

する部分についても，あらかじめ入念に清掃すること。 

（６）タックコート，プライムコートの散布に当たっては，散布温度に注意すること。また，縁

石等の構造物を汚さないように所定の量を均一に散布しなければならない。 
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（７）アスファルト合材の敷き均し・転圧は，下層表面が湿ってないときに行うものとし，ロー

ラーやランマー等により，十分締め固めを行い，所定の支持力及び密度が一様に得られるよ

うに施工すること。 

なお，作業中に雤が降り出した場合は，直ちに作業を中止すること。また，気温が摂氏 5

度以下のときは，原則として施工を行ってはならない。 

（８）転圧時のアスファルト合材の温度は 110℃以上とし，搬入に当たっては，気象条件によっ

て，シート類で混合物を覆うほか，数量，運搬距離等を考慮のうえ，適切な温度管理を行う

こと。 

（９）掘削にて影響を及ぼした視覚障害者用コンクリート平板ブロックは，特に指定のない限り，

すべて新品を使用し，敷モルタル工（C-530）及び目地モルタル工（C-720）にて，正しく復

旧すること。 

（10）在来舗装との取り合い部は，段差を生じないよう平滑に仕上げること。 

（11）上下水道，電気，電話，ガス等の鉄蓋や枟等を破損並びに隠ぺいしてはならない。 

（12）白線，黄線等の表示線については，速やかに，焼き付け方式により原形に復すこと。また，

交通鋲等についても，必ず所定の位置に復しておくこと。 

（13）仮復旧完了後，工事の起終点，交差点及び 20m間隔の箇所に，白色ラッカースプレーにて，

仮復旧の施工表示を行うこと。表示文字の太さは，1.5cmとし，文字・文字枞の形状・寸法

は，「図６－２」に記載の表示文字寸法・形状図によるものとする。 

（14）仮復旧路面については，受注者が適時現場を巡回し，沈下，その他不良箇所が生じた場合

は，速やかに適切な措置を施さなければならない。 

（15）仮復旧の仕上がり厚さについては，監督員が事前検査で確認を行う。その結果，厚み不足

等が生じていると認められる区間については，やり直し等の措置を命ずる。 

なお，検査跡については，速やかに復すること。 

 

６‐１‐５ 管布設工 

１．配水管の継手技能 

配水管を布設するに当たり，受注者は，次の条件の何れかに該当する者を継手工として従事さ

せること。ただし，ＮＳ形継手については，表６－２「ＮＳ継手技能者施工資格区分表」による

こと。 

なお，工事着工前に「配管技能者経歴書」「継手技術者経歴書」を発注者に提出すること。 

（１）社団法人日本水道協会主催の「配水管工技能講習会」を受講し，配水管技能者名簿に登録

されていること。 

（２）日本ダクタイル鉄管協会主催の「配管技能講習会」を受講し，修了証を受理していること。 

（３）京都市主催の「配管継手・技術研修会」を受講し，京都市上下水道局配管技能講習会受講

者名簿に登録されていること。 

（４）配管継手工事の経験が豊富で熟練しており，上記の項目と同等以上のものであること。 
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表６－２ ＮＳ継手技能者施工資格区分表 

発行者及び講習会等 

名称 
資   格 

施工できる NS形口径 

75mm以上 

250mm 以下 

300mm 以上 

450mm 以下 
500mm 以上 

京都市主催「配管継

手・技術研修会」 

配管技能講習会受講者

名簿登録者 
○ × × 

社団法人日本水道協会

主催の「配水管工技能

講習会」 

講習会Ⅰ受講証取得者 ○ ○ × 

講習会大口径管受講証

取得者 
○ ○ ○ 

日本ダクタイル鉄管協

会の「配管技能講習会」 

NS形（φ450mm以下）受

講証取得者 
○ ○ × 

NS形（φ500以上）受講

証取得者 
× × ○ 

メーカー講習 受講証等取得者 ○ ○ ○ 

○は施工できる，×は施工できない。 

 

２．管弁栓類の取扱い 

管弁栓類の取扱いは，重量物であるので，常に周到な注意をし，運搬及び据付けの設備は十分

耐力あるものを用い，衝撃，落下等により管弁栓類に損傷を与えないこと。また，損傷を与えた

ときは，監督員に届け出て新品に取り替える等指示を受けること。 

３．管弁栓類の据付 

（１）管弁栓類の据付けは，事前に監督員の指示に従って十分協議を行い，継手作業が円滑にで

きるようにすること。 

（２）管の吊降しは，管の内外をよく清掃した後，その方向勾配に合わせ，設計図書及び丁張り

に従って丁寧に行うこと。 

（３）布設中の管内に土砂，汚水，その他の異物が入らないように十分注意し，その日の作業終

了時には，管口を必ず監督員の確認を受けた蓋で覆うこと。 

４．管弁栓類の継手 

（１）受口の内部，挿口の外部及びフランジ面は特に清掃し，砂・油・その他の異物は完全に取

り除いて接合すること。 

（２）挿口及びゴム輪には，専用の滑材を塗り，ゴム輪を受口内の所定の位置に均等に押し入れ

ること。また，ボルトの締付けは，片締めにならないように注意すること。 

なお，締付けトルクは，「表６－３」の値を標準として入念に行うこと。 
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（３）特殊押輪の押ボルトの締付けについては，均等になるように注意し，締付けトルクは，ワ

イド，ロングワイドについては 100N･m，従来品については 130N･m，その他のものについて

は，製作メーカーの指示条件によるものとする。 

（４）曲げ配管を行う場合は，許容曲げ角度以内に収まるように配管するものとする。管種別継

手の許容曲げ角度及び許容胴付間隔は，「表６－４，５」によるものとする。 

（５）継手完了後，日本ダクタイル鉄管協会の「継手チェックシート」にてデータを整理し，そ

の結果を発注者に提出すること。（継手チェックシートは日本ダクタイル鉄管協会のウエブ

ページから最新版を用いること） 

表６－３ 管種別締付けトルク 

管種 呼び径 締付けトルク 種類 ボルト径 締付けトルク 

ＮＳ 

φ75 60N･m フランジ 

（ＧＦ形） 

全ての 

ボルト径 
60N･m 以上 

φ100～600 100N･m 

φ700～800 140N･m 

フランジ 

（ＲＦ形） 

Ｍ16 60N･m 

φ900～1000 200N･m Ｍ20 90N･m 

Ａ・Ｋ 

φ75 60N･m Ｍ22 120N･m 

φ100～600 100N･m Ｍ24 180N･m 

φ700～800 140N･m Ｍ30 330N･m 

φ900～2600 200N･m Ｍ36 500N･m 

ＳⅡ φ100～450 100N･m Ｔ型金具 － 120N･m 

Ｓ 

φ500～600 100N･m    

φ700～800 140N･m    

φ900～2600 200N･m    

Ｕ 

ＵＦ・ＵＳ 

φ700～1500 120N･m    

φ1600～2600 140N･m    

 

  

別紙１ 
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表６－４  許容曲げ角度及び管１本当たりの許容偏位量  

呼び径 

（㎜） 

Ｋ形 ＮＳ形 ＳⅡ形・Ｓ形 ＰⅠ形・ＰⅡ形 

曲げ 

角度 

偏位（cm） 曲げ 

角度 

偏位（cm） 曲げ 

角度 

偏位（cm） 曲げ 

角度 

偏位（cm） 

4 m 5 m 6 m 4 m 5 m 6 m 4 m 5 m 6 m 4 m 5 m 6 m 

75 5°00′ 35 － － 4°00′ 28 － － 4°00′ 28 － － － － － － 

100 5°00′ 35 － － 4°00′ 28 － － 4°00′ 28 － － － － － － 

150 5°00′ － 44 － 4°00′ － 35 － 4°00′ － 35 － － － － － 

200 5°00′ － 44 － 4°00′ － 35 － 4°00′ － 35 － － － － － 

250 4°10′ － 36 － 4°00′ － 35 － 4°00′ － 35 － － － － － 

300 5°00′ － － 52 3°00′ － － 31 3°00′ － － 31 4°00′ 28 － 42 

350 4°50′ － － 50 3°00′ － － 31 3°00′ － － 31 4°00′ 28 － 42 

400 4°10′ － － 43 3°00′ － － 31 3°00′ － － 31 4°00′ 28 － 42 

450 3°50′ － － 40 3°00′ － － 31 3°00′ － － 31 4°00′ 28 － 42 

500 3°20′ － － 35 3°20′ － － 35 3°20′ － － 35 4°00′ 28 － 42 

600 2°50′ － － 29 2°50′ － － 29 2°50′ － － 29 4°00′ 28 － 42 

 

表６－５  許容曲げ角度及び管１本当たりの許容偏位量・許容胴付間隔  

                              （最小，最大離隔の差 mm） 

呼び径 

（㎜） 

Ｋ形 Ｕ形・ＵS 形 ＮＳ形・Ｓ形 

曲げ 

角度 

偏位（cm） 許容 

胴付 

間隔 

曲げ 

角度 

偏位（cm） 許容 

胴付 

間隔 

曲げ 

角度 

偏位（cm） 許容 

胴付 

間隔 
4 m 5 m 6 m 4 m 5 m 6 m 4 m 5 m 6 m 

700 2°30′ － － 26 32 2°30′ 17 － 26 32 2°30′ － － 26 32 

800 2°10′ － － 22 32 2°10′ 15 － 22 32 2°10′ － － 22 32 

900 2°00′ － － 21 32 2°00′ 14 － 21 32 2°00′ － － 21 32 

1000 1°50′ － － 19 36 1°50′ 13 － 19 33 1°50′ － － 19 33 

1100 1°40′ － － 17 36 1°40′ 12 － 17 33 1°40′ － － 17 33 

1200 1°30′ － － 15 36 1°30′ 10 － 15 33 1°30′ － － 15 33 

1350 1°20′ － － 14 36 1°30′ 10 － 15 36 1°30′ － － 15 37 

1500 1°10′ － － 12 36 1°30′ 10 － 15 40 1°30′ － － 15 41 

1600 1°30′ 10 13 － 43 1°10′ 8 
1

0 
－ 33 1°30′ 10 13 － 43 

1650 1°30′ 10 13 － 45 1°05′ 7 9 － 33 1°30′ 10 13 － 45 
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５．管の切断 

（１）管の切断及び切管寸法は，φ600㎜以上の場合は特に監督員の承諾を受けてから行うこと。 

（２）管の切断については，カッターを使用し，管軸に対して直角に行うこと。 

（３）管の切断面は，衛生上無害な防食塗装を施すこと。 

（４）粉体塗装直管を切断する際は，以下のいずれかで行うこととし，切断砥石（レジノイド）

による切断は行わないこと。 

ア．ダイヤモンドブレードによる切断 

イ．バイト式のカッターによる切断 

ウ．電動のメタルソーによる切断 

また，切断面の補修については口径 350mm 以下については，専用の防食ゴムによる補修を

標準とし，口径 400mm以上については，専用の補修塗料(切管鉄部用塗料)による補修を行う

こと。 

なお，施工については「内面エポキシ樹脂粉体塗装ダクタイル鉄管について（日本ダクタ

イル鉄管協会発行）」の，「7.1切管方法」及び「7.2切管部などの補修方法」によること。 

６．弁室築造工 

（１）弁室の築造に用いるコンクリートブロック（「図６－３」参照）は，発注者が承諾した製

作メーカー（「資料６－１」参照）の製品を使用すること。 

（２）人孔用調整リング（「図６－４」参照）は，原則としてベースも含めて３枚以上（ただし，

３枚の場合 30㎜厚は１枚までとする。）敷き込むこと。（弁室標準図「図６－５，図６－６」

参照） 

７．弁・栓きょう築造工 

（１）コンクリートブロックは，発注者が承諾した製作メーカー（「資料６－１」参照）の製品

を使用すること。 

（２）コンクリートブロックの搬入及び取扱いについては，割れ，損傷等を生じさせないよう細

心の注意を払うこと。 

（３）コンクリートブロックの組立ては，「表６－６」及び「図６－７」を標準とすること。 

（４）各コンクリートブロックの形状及び寸法は，「図６－８，９，１０」による。 

（５）仕切弁のキャップ深さが 80㎝を越えるものには，「キーロッド規格表」に従いキーロッド

を設置する。ただし，材質及び軸径等において設計図書等で指示のある場合は，その指示に

従うものとする。 

（６）キーロッド長が 1.0m 以上のものには振れ止め金具を設置するものとする。ただし，材質

等の規格については，キーロッドと同一メーカーの仕様によるものとし，京都市型弁きょう

ブロック内に設置可能であるものとする。 

  



201 

 

キーロッド規格表 

 キーロッド長 1.0m以下 キーロッド長 1.0mを超える 

軸棒の材質 FCD450 SUS304 

軸棒の口径 φ30㎜以上 

φ32㎜以上 

ただし，SUS 鋼管の場合は外径φ34 ㎜

以上で管厚 4㎜以上 

キャップ及びカ

ップの材質等 

FCD450 

キャップ高さ 70㎜に対応できること。 

カップの設置方

式 

差し込み式を基本とする 

ただし，現場状況により固定式の指示があった場合は指示に従う 

ソフトシール弁

への対応 

作業弁がソフトシール弁の場合はキャップ上部に S マークを施すものとす

る 

※ 現場状況に応じて，材質を全て SUS304とすることが出来る。 

 

 

表６－６  仕切弁きょうコンクリートブロック組立寸法表  

口径 土被り 
仕切弁 コンクリートブロック数 

a h1 h2 V-30 V-15 V-10 V－B 

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (個) (個) (個) (個) 

75 

800 

100 

550 

184 

－ 3 － 1 

900 650 － 3 1 1 

1,200 950 1 3 1 1 

100 

800 

150 

500 

171 

－ 2 1 1 

900 600 － 2 2 1 

1,200 900 1 2 2 1 

150 

800 

200 

450 

176 

－ 1 2 1 

900 550 － 3 － 1 

1,200 850 1 3 － 1 

200 
900 

250 
500 

180 
－ 2 1 1 

1,200 800 1 2 1 1 

250 
900 

300 
450 

219 
－ 1 2 1 

1,200 750 1 1 2 1 

300 
900 

400 
350 

179 
－ 1 1 1 

1,200 650 1 1 1 1 

350 1,200 550 500 350 1 － 1 1 

400 1,300 650 500 370 1 － 1 1 

450 1,400 750 500 350 1 － 1 1 

備考 

①50mm 以内の天端調整を必要とする場合は，図で指示する位置にてモルタルで行

うこと。 

②50mmの天端調整の場合は，V-5ブロックを使用しても良いが，原則として上部よ

り 2段目以下に設置すること。 

注1 弁の土被りが異なる場合は，監督員の指示による。 
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８．管弁栓類の防護 

管の防護は，管の抜出し事故を防止するために行うものであるから，十分その目的に合うよう

設計図書並びに監督員の指示に従い，次の項目により施工すること。 

（１）あらかじめ施工面は十分な締固めを行うこと。 

（２）砕石基礎工は，管の据付け前に施工すること。 

（３）防護コンクリート打設に当たっては，管の表面をよく洗浄し，型枞を設け，入念にコンク

リートを打設すること。 

（４）ポリエチレンスリーブ被覆部については，11．ポリエチレンスリーブ被覆工を参照するこ

と。 

９．不断水連絡工 

（１）工事に先立ち，穿孔工事の実施時期について，監督員と十分な打合せを行い，工事に支障

のないように留意すること。 

（２）穿孔は，既設管に不断水連絡管及び仕切弁を受台に設けて設置し，所定の水圧試験を行い，

漏水のないことを確認してから行うこと。 

（３）穿孔後は，切り屑，切断片等を管外に排出したうえで管を接続すること。 

（４）穿孔機の取り付けに当たっては，支持台を適切に設置し，不断水連絡管に余分な応力を与

えないようにすること。 

10．水圧試験及び管内検査 

（１）不断水連絡管及び断水器の施工時水圧試験は，監督員の指示に従って行うものとし，その

試験水圧は「表６－７」によるものとする。 

 

表６－７  施工時試験水圧  

 水  圧  

不断水連絡管  1.25MPa 

断水器  1.25MPa 

 

（２）テストバンド 

呼び径 900㎜以上の直管継手１０箇所につき１箇所以上及び呼び径 800㎜以上の推進管継

手の全部についてテストバンドを行うものとする。（試験水圧は 0.5 MPa とし５分経過後，

0.4 MPa以上を合格とする。） 

（３）グラウトホール検査 

呼び径 800㎜以上の推進用鉄筋コンクリート管，シールドセグメント等のグラウトについ

ては発注者検査を受け，その後シールキャップを行うこと。 

なお，推進工法用ダクタイル鋳鉄管については，グラウトホールの発注者検査は実施しな

いが，水圧検査とコンポ状況の監督員検査を受け，工事記録写真に収めて提出すること。 
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（４）管内検査 

ア． 1000 ㎜以上のダクタイル管は，内面コンポ・継手状況・胴付間隔・管内

状況等について発注者の検査を行う。  

イ．800 ㎜以上のダクタイル管・推進用ヒューム管・シールドセグメント等に

ついては，監督員の確認検査を受けること。  

ウ．検査員及び監督員の管内立入りに先立ち，送排風機等の換気装置を使用

して管内の換気を行い，換気後の当該検査場所における空気中の酸素濃度

を「酸素欠乏症等防止規則」に基づき測定し，測定データを検査員及び監

督員に提出すること。  

エ．万一事故が発生したときの救助に必要な，空気呼吸器・繊維ロープ及び

台車等の退避又は救出するための用具を，完全状態で使用できるよう点検

し，現場に備えておくこと。  

オ．上記の設備及び用具が不備の場合は検査を行わない。    

11．ポリエチレンスリーブ被覆工 

（１）材料 

使用する被覆材は，JWWA K 158（水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ）に基

づくもので，発注者の承諾した製作メーカー（「資料６－１」参照）の製品とする。 

（２）材料は，軟質ポリエチレンを主原料とし，「表６－８」に寸法，「表６－９」に品質を示す。 

    表６－８ スリーブの各部の寸法  （単位：mm） 

適用管径 実内径 折り径 厚さ 長さ 

75 248 390 0.2 5000 

100 286 450 0.2 5000 

150 350 550 0.2 6000 

200 414 650 0.2 6000 

250 446 700 0.2 6000 

300 509 800 0.2 7000 

350 573 900 0.2 7000 

400 637 1000 0.2 7000 

450 700 1100 0.2 7000 

500 732 1150 0.2 7500 

600 859 1350 0.2 7500 

700 955 1500 0.2 7500 

800 1114 1750 0.2 7500 

900 1210 1900 0.2 7500 

1000 1305 2050 0.2 7500 

注 JDPA W 08「ダクタイル鉄管用ポリエチレンスリーブ施工要領書」より 
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表６－９ 品  質 

引張強さ（MPa） 伸び（%） 

10 以上 250 以上 

 

（３）固定方法 

スリーブと管の固定は，管 1本ごとに尐なくとも 1箇所を粘着テープ（幅 50～75mm）で全

周に 1回以上，もしくはゴムバンドを巻き付けて管と一体化し，スリーブと管の隙間の連続

性を断つこと。ただし，粘着テープ及びゴムバンドの仕様は，日本ダクタイル鉄管協会が発

刉する，JDPA W 08「ダクタイル鉄管用ポリエチレンスリーブ施工要領書」によること。 

（４）管直部の折り曲げてできる重ね部分は，管頂部にくるようにすること。防護コンクリート

部分は，ポリエチレンスリーブ被覆後，コンクリートの打設を行うものとする。また，ポリ

エチレンスリーブは破損することのないよう丁寧に扱うこと。 

なお，クサビ形特殊押輪を使用する場合は，コンクリートがクサビ部分に入らないように

入念に処理すること。 

（５）被覆後の管の移動は，ナイロンスリングやゴム等で保護されたワイヤーロープを用い，ス

リーブを傷つけない吊り具を用いること。 

（６）継手部は，押輪やボルト・ナットによりスリーブを破ることのないように十分な弛みを持

たせ，埋戻しした状態で継手の形状になじむようにすること。 

（７）施工上及び使用上等においてスリーブに欠陥が生じた場合は，別のスリーブ又はポリエチ

レンシートを用い補修すること。 

（８）直管部に打設する抜出し用防護コンクリートの場合は，ポリエチレンスリーブの被覆を行

わないこと。 

（９）粉体直管施工箇所については，粉体直管用のポリエチレンスリーブを使用し，ポリエチレ

ンスリーブの表面に印刷された「粉体塗装管」の文字が上部に来るように設置すること。 

12．電食防止工 

受注者は，電食防止の施工に当たっては，次の項目に注意すること。 

（１）管の塗装を傷つけないこと。 

（２）コンクリート構造物の鉄筋と管体が接触することがないこと。 

13．埋設管明示工 

（１）施工範囲 

水道施設として使用するφ75mm以上の新設配水管に埋設管明示テープを貼る。 
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（２）埋設管明示テープ 

幅  50mm 

１巻の長さ 20ｍ 

材質 塩化ビニル又はポリエチレン樹脂（片面接着剤付き） 

  青色テープに    マーク及び埋設年次（西暦）が白色で 

  印刷されているもの。 

（３）埋設管明示テープは，発注者より支給する。 

（４）明示テープの貼り方 （新設管の場合） 

詳細については，「図６－１１」に示す。 

ア．胴巻テープ（重ね合わせ長さφ350mm 以下：20cm，φ400mm 以上：30cm） 

（ア）直管及び切管甲 ・・・・受口部分及び受口より 2ｍ間隔で巻くこと。 

（イ）切管乙 ・・・・・・・・２ｍを超えるごとに１箇所，等間隔で巻くこと。ただし，

２ｍ以下の管には巻かなくてよい。 

（ウ）異形管 ・・・・・・・・受口部分に巻くこと。ただし，継ぎ輪は中央 1 箇所でよ

い。 

（エ）鋼管及びビニル管 ・・・２ｍ間隔で巻くこと。 

（オ）橋梁添架 ・・・・・・・２ｍ間隔で巻くこと。（橋の下に入るもの） 

（カ）水管橋及び露出配管 ・・巻かない。 

イ．天端テープ 

（ア）φ400mm 以上の管及び防護コンクリートには，上記ア 胴巻テープの他に，天端にも

テープを貼ること。ただし，継ぎ輪及び継手作業に支障となる最尐部分は除く。 

（イ）防護コンクリート打設後，直ちに埋戻しをする必要がある場合は，ベニヤ板等を防

護コンクリートにのせ，それにテープを貼ること。 

14．その他 

受注者は，配管材料の撤去材（再使用材料を除く）は，すべて受注者の責任において

スクラップ処分とする。撤去材の放置，不法投棄，不当な再使用はしてはならない。ま

た，受注者は，撤去時の工事写真，撤去材の受入業者の伝票等を整理し，撤去材が完全

に処分されたことを監督員が確認できるようにすること。 

 

６‐１‐６ ステンレス鋼管布設工 

１．水管橋の架設及び橋梁添架 

（１）工事に先立ち，材料を再度点検し，管の状態，附属部品，数量等を確認し，異常

があれば監督員に報告してその指示を受けること。 

（２）事前に再測量し，位置を正確に決め，アンカーボルト等で地震時荷重，風荷重等

に十分耐えるよう，堅固に取り付けること。 

（３）伸縮継手は，正確に規定の遊隙をもたせて取り付けること。 

（４）仮設用足場は，作業及び検査に支障のないよう安全なものであること。 
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２．適用規格 

設計図書に明記のない製品については，下記の規格を適用する。 

（１）直管 

管径φ300mm 以下は，「配管用ステンレス鋼管（JIS G 3459）」に規定するＳＵＳ304 ・Ｔ

Ｐ－Ａのスケジュール 20Ｓとする。管径φ400mm 以上は，「配管用溶接大径ステンレス鋼管

（JIS G 3468）」に規定するＳＵＳ304 ・ＴＰＹ管とする。スケジュールについては，特記

仕様書で規定する。 

表６－１０ スケジュール 20S の管厚及び単位重量（参考） 

管径（mm） 管厚（mm） 単位重量（kg/m） 

φ100 4.0 11.0 

φ150 5.0 20.0 

φ200 6.5 34.0 

φ250 6.5 42.2 

φ300 6.5 50.5 

（２）フランジ 

「水輸送用塗覆装鋼管－第２部：異形管（JIS G 3443-2）」に規定するＦ125 （ダクタイ

ル鋳鉄異形管（JIS G 5527）の 0.74MPa(7.5kgf/cm2) ＲＦフランジ相当品）の寸法とし，材

質はＳＵＳ304 とする。 

（３）管継手（45°エルボ・90°エルボ，等） 

管径φ300 mm以下は，「配管用鋼板製突合わせ溶接式管継手（JIS B 2313）」に規定する寸

法で，材質はＳＵＳ304 のスケジュール 20Ｓとする。管径φ400 mm 及びφ500 mmは，「配管

用鋼板製突合わせ溶接式管継手（JIS B 2313）」に規定する寸法とし，材質はＳＵＳ304 Ｗ

のスケジュール 20Ｓとする。 

なお，φ600 mm 以上の寸法については，JIS B 2313 規格の付表３～６のとおりとし，材

質は，ＳＵＳ304 Ｗで管厚については，直管のスケジュールによる管厚とする。 

３．付属部品 

空気弁カバー，管サポート，ボルト・ナット等の付属品についても材質は，ＳＵＳ304 とし，

形状寸法は設計図書による。 

４．製作手続き（承諾図等） 

受注者は，この仕様書並びに設計図書に基づき，製作図と施工要領書を提出し，監督員の承諾

を受けること。 

（１）検査の方法 

検査は，承諾図に基づく日本水道協会検査（原材料試験の検査証明書確認含む）とする。

ただし，納期の関係等により，日本水道協会の検査が受けられないと監督員が判断した場合

は，別途指示を行う。 
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（２）表示 

製品には，製造者マーク，製造年月，管番号（承諾図との対図）及び日本水道協会検査の

表示とする。 

（３）寸法許容差 

管溶接加工後の寸法許容差は次のとおりとする。 

項目 許容差 

長さ 4000mm以下 -0+10mm 

長さ 4000mmをこえるもの -0+15mm 

 

５．溶接工 

（１）溶接棒は，溶接母材，溶接方法，溶接形状等に適合するもので，「ステンレス鋼

被覆アーク溶接棒（JIS Z 3221）」に規定する製品であり，かつ，バックシールド

を大幅に節約でき，なおかつ，健全な裏波ビートが得られるステンレス鋼裏波専用

ＴＩＧ溶接棒を使用すること。 

（２）溶接は，できるだけ下向き溶接とし，溶接部には，ブロホール，溶け込み不足，

スラグ巻込み，アンダーカット，その他有害な欠陥があってはならない。 

（３）溶接前の管の固定に先立って，開先面相互に著しい段違いを生じないよう入念に

芯だしを行い，管相互の間隙は，測定ゲージを使用し，監督員が認めた特殊な場合

を除き，2.5cm±0.5mm の範囲内で，均一になるよう保持しなければならない。 

（４）管内の湿気及びガスの害を防止するために，十分な通風装置を備えること。  

（５）布設管の始端及び日々に布設した管の末端には，木蓋等で覆い土砂及び水が入ら

ないようにすること。 

（６）溶接工は，十分熟練したもので，「ステンレス鋼溶接技術検定における試験方法

及び判定基準（JIS Z 3821）」に規定する資格を有する溶接工又は，これと同等以

上の技量を有する者であること。 

なお，溶接工については，「現場溶接工経歴書」を監督員に提出すること。 

６．塗装工 

受注者は，特に指示する以外は，管の内外面及び付属部品に塗装は施さないこと。 

７．溶接部の検査 

管の溶接部は，縦横の交差箇所を含め１リング２箇所について，「ステンレス鋼溶接

継手の放射線透過試験方法（JIS Z 3106）」の規定に基づく検査を行い，フィルムと判

定書を監督員に提出すること。 

なお，合格判定級は，総合３等級以上とする。 

８．搬入 

受注者は，搬入に際しては，そのつど発注者へ連絡し，搬入場所，時間等の詳細な打ち合わ

せを行うこと。 

なお，搬入は監督員立会いの元で行い，１本ごとの外観，寸法，員数の確認をする。 
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６‐１‐７ 仮設配管工 

１．請負持ち配管材 

受注者の調達する配管材料は，次の製品とすること。 

品  名 適用規格 備考 

水道用硬質塩化ビニル 

ラ イ ニ ン グ 鋼 管 
JWWA K 116 略号：SGP－VA（φ75～150） 

水 道 用 樹 脂 

コーティング管継手 
 略号：PVC（φ75～150）（京都市総称） 

合 フ ラ ン ジ  

JIS G 5501の FC20 又は同等品以上 

黒ワニス仕上げ 

・ねじ込み部 0.98MPa 用 

・フランジ部 JIS G 5527 0.74MPa に準ずる 

ね じ 込 み 仕 切 弁 
JIS B 2011

に準ずる 

0.98MPa 用 

・止水栓キー開閉キャップ付き 

・仕切弁用開閉ショートキャップ付き(消火用装

置にて利用) 

消 火 用 装 置 ， 口 金 
JWWA B 103

に準ずる 
管用テーパねじ付き 

鉄 蓋 京都市型 FCD 白色ペイント塗り 

継 輪 JIS G 5527 接合材料含む 

 

２．配管及び再使用材料 

（１）既設管からの分岐部以外の配管及び再使用品でもよい材料の範囲は，「図６－１

２，１３」のとおりとする。 

（２）製作メーカー指定 

次の材料については，発注者が承諾した製作メーカー（「資料６－１」参照）の

製品によること。 

ア．ね じ 込 み 仕 切 弁 

イ．消 火 用 装 置 口 金 

ウ．仕切弁及び消火栓鉄蓋 

（３）配管材料の検査 

受注者の調達による配管材料は，あらかじめ監督員の検査を受けること。 

（４）継輪の使用について 

ア．仮設管の接合については，ねじ接合を原則とするが，工程の関係等により，監

督員が認めた場合に限り，継輪を使用してもよい。 

イ．継輪及び付属の接合材料については，受注者持ち材料とする。 
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３．鋼管の接合 

（１）鋼管におけるねじ接合は，ねじ山を正確に立て，ねじのシール剤及び管端面の防

食塗料を適正に塗布し接合すること。 

なお，シール剤及び防食塗料は「給水装置材料基準（京都市上下水道局）」によ

ること。 

（２）ねじ込みの均等，ねじ切り長の限度保持，ねじ締度合を適正に行うこと。 

（３）ねじ立ての長さは「表６－１１」にかかげるものを標準とする。 

表６－１１  

呼び径

（ mm）  

近似外径

（ mm）  

ねじ山高

（ mm）  

ねじ山数

（山）  

有効ねじ

長（ mm） 

シール剤標準塗布量

（g） 

ねじ部 両端部 

φ 75 89.1 1.479 11 29.84 2.9 1.3 

φ 100 114.3 1.479 11 35.80 4.5 1.6 

φ 150 165.2 1.479 11 40.10 10.5 2.4 

 

（４）継手ねじ込みのためパイプレンチを使用する場合は，レンチをあてがう部分に布

をまいて管外面の被覆に傷を付けないようにすること。 

４．弁きょう・消火用装置きょう築造 

ねじ込み仕切弁きょう並びに消火用装置きょうは「図６－１４，１５」を標準とする。 

５．完成図書 

（１）仮設配管については，既設配水管に取付く（残存する断水器，不断水連絡管等）

部分のみ，完成図の平面図（1／500）及び詳細図に記入すること。 

（２）取出し及びフランジ蓋位置は，最寄りの消火栓，仕切弁，官民道路境界等からの

距離を明記すること。 

６．その他 

（１）受注者は，配管材料の撤去材（再使用材料を除く）は，すべて受注者の責任にお

いてスクラップ処分とする。撤去材の放置，不法投棄，不当な再使用はしてはなら

ない。また，受注者は，撤去時の工事写真，撤去材の受入業者の伝票等を整理し，

撤去材が完全に処分されたことを監督員が確認できるようにすること。 

（２）配管施工後通水する際は，所要の乾燥時間（通常・常温で 24 時間）を確保するこ

と。 

（３）仮設配管については，埋設管明示工は施さないものとする。 

（４）呼び径φ75～150mm 以外の仮設配管を必要とする場合は，別途指示を行う。 

（５）仮設で使用する鉄蓋には，白ペイントにて標示しているが，標示が明らかでない

場合は監督員の指示する箇所に標示し直すこと。また，機能等についても監督員の

確認を受け指示に従うこと。 
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第２節 配水管布設替え等に伴う連絡替工事 

６‐２‐１ 適用範囲 

本節は，配水管の布設及び布設替工事又は移設工事等によって生じる給水管及び補助配

水管の連絡替工事に適用し，施工においては京都市指定給水装置業者が行うこととする。 

京都市指定給水装置業者は，施工に当たっては給水装置工事主任技術者を指名するとと

もに，分岐穿孔工事及び配管工事は適正に施工することが出来る技能者に行わせること。 

 

６‐２‐２ 配管材料 

１．受注者は，給水装置工事及び補助配水管工事について，「給水装置材料基準（京都市

上下水道局）」等に明記された材料を必ず使用すること。ただし，指示された材料を変

更する場合は，監督員の指示を受けること。 

２．給水装置の特定区間（配水管からの分岐部から水道メータまでの部分）に使用する材

料は，京都市水道事業条例第６条の３第１項の規定に基づき管理者が認めたもの（「給

水装置材料基準（京都市上下水道局）」参照）とすること。 

３．補助配水管に使用する材料については，給水装置材料基準に規定する材料を使用する

ことが必須であり，検査済証や JIS 表示マーク等により，個々の材料の品質を確認した

うえで使用すること。 

４．使用する材料が水道用ポリエチレン二層管（1 種）及び水道配水用ポリエチレン管で

ある場合は，次の事項により施工すること。 

（１）本設 

ア．給水管には水道用ポリエチレン二層管（1 種）（JIS K 6762）【略称 PE2(1)】

を使用し，接合部材については水道用ポリエチレン金属継手（JWWA B 116 及びそ

の準拠品）を使用する。 

「採用口径については，φ50，φ40，φ25，φ20 とする」 

イ．補助配水管については，水道配水用ポリエチレン管及び管継手（JWWA K 144・

145 及び PTC K 03・13）【略称 HPE】を使用すること。ただし，設計図書等で他の

管材料を使用するよう指示がある場合はその限りではない。 

なお，PTC K 03・13 とは配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格を示す。 

（２）仮設 

仮設時に使用する材料は，水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（JIS K 6742）及び

水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手（JIS K 6743）を使用すること。ただし，設

計図書等で他の管材料を使用するよう指示がある場合はその限りではない。 
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６‐２‐３ 一般事項 

１．受注者は，事前に十分な現地調査等を実施し，給水管の連絡漏れの無いようにすると

ともに，補助配水管・給水幹線の連絡時の断水範囲等を事前に把握すること。また，工

事に際しては，各戸に施工日等の通知を行い，施工前と終了時に必ず連絡すること。特

に，店舗等については，事前に十分な打合せを行い，施工日時を厳守すること。 

２．鉛管対策としての宅地内連絡については，その目的を十分に認識し，前もって先方に

十分な説明を行い，鉛製給水管の解消に努めること。 

３．水道配水用ポリエチレン管の施工は，配水用ポリエチレンパイプシステム協会（POLITEC）

が主催する「水道配水用ポリエチレン管・継手 施工講習会」を受講し，講習会の受講

証を受理した技能者が行わなければならない。 

なお，継手技能者通知書に上記受講証の写しを添付し提出すること。 

４．その他，打合せ時の注意事項を厳守すること。 

５．上記事項の他，一般については，本章６‐１‐３「一般」に準ずること。 

 

６‐２‐４ 土工 

土工については，本章６‐１‐４「管路土工」に準ずること。 

なお，掘削工及び埋戻し工においては，「図６‐２０」によること。 

 

６‐２‐５ 管弁類据付工 

１．管弁類の取扱いは，常に丁寧に行い，衝撃等による損傷の防止に努めること。 

なお，配水管等に損傷を与えた場合は，監督員に直ちに報告し，指示を受けること。 

２．管の埋設深さは，下記の表のとおりとする。ただし，監督員が特に管の埋設深さを指

示した場合は，その指示に従うこと。 
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給水管の埋設基準  

舗装工種別標準埋設深さ  

舗装工種  埋戻工種  土被り  

２号工（幹線）  
全 A 種  

1.2m 

２号工（準幹線）・３号工  0.9m 

４号工  B 種  0.7m 

歩道（市道）  C 種  0.6m 

私１号工  私道  0.6m 

砂利  D 種  0.6m 

車道（国道）  車道 C， D 交通  1.2m 

歩道（国道）  歩道  0.6m 

仮設市道（ 0.3m）   0.3m 

仮設市道（ 0.6m）  舗装工種に準ずる  0.6m 

仮設国道（ 0.4m）   0.4m 

 

３．本設作業 

（１）分岐穿孔 

ア．サドル取り付け部に傷がないかを確認し，管に土や汚れがある場合は清潔なウ

エスで清掃すること。 

イ．本設の分岐穿孔に当たっては，DIP 用サドル付分水栓（JWWA B 117 A）を使用す

る。 

ウ．配管口径φ25 以下の分岐穿孔は，口径φ25 の１種類とする。 

エ．エポキシ樹脂粉体塗装直管より分岐を行う場合は，穿孔用ドリルは粉体管用ド

リル（先端角 90～100°，ねじれ角 20～30°）を使用し，φ40 以上の穿孔を行う

場合は，センタードリル付ホールソーを用いること。 

なお，使用する穿孔用ドリルついては，着工前に監督員の確認を受けるととも

に，穿孔部の発錆を防ぐため，密着形銅コアを取り付けること。 

（２）配管 

ア．水道用ポリエチレン二層管(１種)及び水道配水用ポリエチレン管の垂直方向曲

げ配管において，原則として調整高さが 0.2ｍ以上の場合，エルボ，ベンドを使用

すること。 

イ．水道配水用ポリエチレン管及び水道用ポリエチレン二層管(１種)の最小曲げ半

径は，下表の最小曲げ半径以内に収まるよう配管を行うこと。 

水道配水用ポリエチレン管（JWWA K 144） 

呼び径  φ 50 

最小曲げ半径  5.0m 
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水道用ポリエチレン二層管（1種）（JIS K 6762） 

呼び径  φ20 φ25 φ40 φ50 

最小曲げ半径  0.55m 0.70m 1.00m 1.20m 

 

ウ．水道配水用ポリエチレン管及び水道用ポリエチレン二層管（1 種）は，バーナー及びト

ーチランプ等であぶって曲げ加工してはならない。 

エ．水道配水用ポリエチレン管及び水道用ポリエチレン二層管（1 種）には，全て浸透防止

スリーブ被覆を行うこと。 

オ．水道配水用ポリエチレン管布設で，ソフトシール弁を設置する部分については，下部に

U 形用側溝蓋(1 種)360（460 ㎜×65 ㎜×500 ㎜）を敷き，配管が不等沈下しないようにそ

の重量を支持させること。 

カ．補助配水管 50mm にソフトシール弁を設置した場合の鉄蓋は，補助配水管φ50 ソフトシ

ール弁用（下図参照）を使用すること。 

なお，既設の止水栓鉄蓋は撤去し適正な処分を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

キ．水道用ポリエチレン二層管（1種）を配管する場合は，延長の 20％を目処に蛇行配管を

行うこと。 

ク．仮設配管は，別途指示がない限り全て耐衝撃性硬質塩化ビニル管（HIVP)にて行うこと

とする。 

（３）管の切断 

ア．管の切断は，原則としてパイプカッターにて行うこと。 

イ．高速砥石タイプの切断工具は，熱で管切断面が変形する恐れがあるため使用しないこと。 

ウ．切断面が管軸に対して直角になるように切断しなければならない。（ノコ歯での切断は

行わない） 

なお，切断面のくいちがいが 5mm超えている場合は，切断面が直角になるように再切断

すること。また，有害な傷がある場合は，その箇所を切断し除去すること。 

（４）水道用ポリエチレン二層管（１種）の接合 

口径φ50以下の給水管の接合には，原則として水道用ポリエチレン二層管（1種）の金属

継手を用いることとし，以下のことに注意を払うこと。 

ア．接合部には，傷の無い箇所を選び，傷のあるときは再度切断し接合すること。 

イ．接合部の表面に泥等が付着している場合は，必ず水洗い又はウエスで取り除くこと。 

ウ．一度使用した金属継手のインコア及びリングは再使用してはならない。 
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エ．インコアには 1種管・2種管用があるが，必ず 1種管用を使用すること。 

オ．継手施工時には，必ず金属継手に付属のガイドプレートを取り外すこと。 

カ．冬季など低温時において，インコアが入りにくい場合は，面取器で内面のバリ取りを行

い施工すること。 

キ．水道用ポリエチレン二層管（1 種）にクランプ治具等を用いて圧縮し止水した場合（ス

クイズオフ工法）は，痕跡部を専用の補修バンドにて保護すること。 

ク．金属継手接合時に発生する水道用ポリエチレン二層管のネジレを緩和するため設置する

回転式のソケット（回転式分止水栓用ソケット，回転式メーターソケット）は，標準図を

参考に適正な位置に取り付けること。 

（５）水道配水用ポリエチレン管の接合 

水道配水用ポリエチレン管の接合は，原則として電気融着（エレクトロフュージョン融着）

方式で行うこと。 

ア．管融着面の切削 

（ア）管挿し口外面を清潔なウエス又はペーパータオルで清掃する。 

（イ）管挿し口から管融着に必要な長さまで油性ペンなどで全周にわたって「マーキング」

をして，専用のスクレーパで「マーキング」が，なくなるようにひと皮剥ぐこと。 

イ．融着面切削後の清掃 

（ア）融着面の清掃は，融着面の受口内面及び挿し口外面を原則としてアセトンをしみこ

ませたペーパータオル（アセトン等に溶解せず繊維の抜けにくいもの）で清掃を行い，

融着面の油脂等を完全に拭き取ること。（アセトンの代わりにエタノールを使用する

場合は，純度 95％以上のものを推奨する。） 

（イ）融着面の清掃には，ペーパータオルの代わりにティッシュペーパーやウエスを使用

してはいけない。 

（ウ）融着面の清掃は，原則として素手で行うこと。なお，軍手は，軍手自体の可溶成分

が溶け出して融着不良の恐れが有るため，使用してはならない。 

（エ）清掃後は融着面に手を触れてはいけない。触れた場合は再度清掃すること。 

ウ．融着時の固定 

通電及び冷却中に，管と継手が動かないようクランプを装着して固定すること。 

エ．融着 

（ア）原則として雤天時は，融着作業を行ってはならない。 

（イ）地下水の流出が多いところでは，排水を十分行い作業環境の改善を図ること。 

（ウ）急な雤天や湧水により融着接合の施工が不適当な場合は，監督員に確認の上，水道

配水用ポリエチレン管のメカニカル継手を使用するものとする。 

（エ）電気融着後ＥＦソケットのインジケーターが左右とも隆起していることを確認する

こと。 

なお，インジケーターが出ていない場合は，継手部を切り取ってやり直すこと。 
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オ．融着部の冷却 

（ア）標準冷却時間まではクランプを装着したままにし，接合部に外力を加えないこと。 

（イ）自然放置・冷却中は，水をかけたりして冷却してはならない。 

（６）水道配水用ポリエチレン管の通水 

管路内への通水は，最後の電気融着が終了してから，30分以上経過した後に行わなければ

ならない。 

（７）ポリエチレン管使用部の埋戻し 

ア．管の布設は掘削床面から山砂を 10 ㎝以上敷詰め，十分突固めて均した上に配管をする

こと。 

イ．水道配水用ポリエチレン管埋設箇所には，管頂 30 ㎝の位置に埋設標示シートを設置す

ること。 

（８）資材の保管 

水道配水用ポリエチレン管及び水道用ポリエチレン二層管（1 種）の管・継手の保管は，

製品の変形変色及び劣化を防止するため，以下の事項に注意すること。 

ア．管の保管は屋内保管を原則とし，メーカー出荷時の荷姿のままとすること。現場で屋外

保管をする場合はシートなどで直射日光を避けるとともに，熱気がこもらないように風通

しに配慮すること。また，水道用ポリエチレン二層管（1 種）においては，必ず管端キャ

ップを行うこと。 

なお，万一，管端キャップが外れていた場合は，使用前に管端部を 10 ㎝以上切り落と

すこと。（管端キャップは管端が直射日光に当たると材質が劣化する恐れがあるため） 

イ．水道配水用ポリエチレン管の保管は平坦な場所を選び，まくら木を約１ｍ間隔で敷き，

不陸が生じないようにして横積み（下図参照）すること。 

なお，井げた積みは絶対に行ってはならない。また，水道用ポリエチレン二層管（1種）

の保管は平面に横積みとし，積み高さは 1.5m以下とすること。 

 

（配水用ポリエチレンパイプシステム協会資料より） 
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ウ．継手の保管は屋内保管を原則とし，現場で屋外保管をする場合はメーカー出荷時の段ボ

ール梱包状態のままシート等で覆っておくこと。小運搬を行うときは，必ず管全体を持ち

上げて運び，引きずったり，滑らせて傷をつけてはいけない。また，水道用ポリエチレン

二層管金属継手は必ずそれぞれの種別ごとに保管すること。（開封し混在させると誤使用

の危険があるため） 

エ．管・継手とも，土砂，洗剤，溶剤，油が付着するおそれがある場所及び火気の側には置

かないこと。 

（９）その他 

Ｍ型止水栓と甲形止水栓が同時に存在する場合は，所有者の了解を得た上で甲形止水栓を

撤去することを原則とする。ただし，水路横断の上越し（露出）の場合及び給水幹線の場合

は，甲形止水栓を撤去してはならない。 

 

６‐２‐６ 弁，栓きょう築造工 

１．コンクリートブロックは，JIS 指定工場でかつ「給水装置材料基準（京都市上下水道

局）」で承諾された製作メーカーの製品を使用すること。 

２．コンクリートブロックの搬入及び取扱いについては，割れ，損傷等を生じさせないよ

う細心の注意を払うこと。 

３．コンクリートブロックの組立ては，特に監督員が指示する場合を除いて，「図６－２

１」を標準とすること。 

４．弁，栓きょうの鉄蓋の据付け方向は，「図６－２２」に示すとおりとする。 

 

６‐２‐７ 標示ピンによる給水装置の位置明示 

１．標示ピンの概要  

（１）形状（組立図，部分品図）・・・・「図６－２３」によること。 

（２）材質・・・・・・・・・・・・・・○ワッシャー部分：アルミ合金（AD5－1） 

      ○ネイル部分：特殊鋼線材（S45C） 

（３）形式・・・・・・・・・・・・・・京都市型（局マーク付き） 

（４）製作メーカー・・・・・・・・・・「資料６－１」による。 

２．設置方法  

接着剤による貼付又はドリル穿孔，打ち込みのいずれかの方法によって設置すること。 

３．設置場所  

配水管から給水装置が分岐されている位置の延長上で公私境界に近い宅地内で，道路

から見やすい固定できる地点に設置することを基本とするが，宅地内での設置が困難な

場合は，側溝等の上に設置する。 
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第３節 付 帯 設 備 

６‐３‐１ 適 用 

本章は，池状構造物や弁室等，土木工事に設ける付帯設備工事について適応するものとする。 

 

６‐３‐２ 階 段 

１．階段は，目的・用途を考慮し，幅，勾配を決定すること。 

２．機器・設備の搬入に使用する場合には，その大きさ，重量，搬入方法を考慮し，階段仕様を決

定すること。また，階段面を水が流れる可能性のある場合は，踏面に雤水等が流れるのを防止す

る為，片側に溝を設置すること。 

３．階段の蹴上げ及び踏み面の幅については，建築基準法施行令 23 条を準用し，踊り場の設置も

同様とすること。 

 

６‐３‐３ 足掛金物，タラップ 

１．池内や弁室に下りるための足掛金物やタラップを設置する場合，作業の目的や道具等の持込

量・かさを想定した上，形式を決定する。また，高低差の大きな場所では，必要により背面防護

柵（リアガード）の設置を検討すること。 

使用材質は，設置環境等を考慮して決定すること。 

２．背面防護柵（リアガード）は，前項，階段の踊り場の設置基準を準用し，４m を超えるものに

ついては，その設置を検討すること。しかし，設置すると，空間が制約されるため，かさ高い物

を下ろすことがある場合は，注意が必要である。 

３．SUS の種類（SUS304 や SUS316）については，設置環境等を考慮して決定すること。 

 

６‐３‐４ 手すり 

池上部の歩廊や周囲よりも２m 以上高い箇所での作業が行われる場合は，手すりを設置すること。

また，手すりの高さは 1.1m 以上とすること。 

使用材質は，設置環境等を考慮して決定すること。また，使用目的（設備等の搬入を行う場合等）

に応じて，取り外し可能な構造とすること。 

 

６‐３‐５ 覆 蓋 

１．搬入口に設置する覆蓋は，設備搬入等を考慮した開口寸法に合わせて設けるものとし，材質は

作業性（重量）や耐腐食性等を考慮して決定すること。 

２．搬入口に設置する覆蓋は，設置位置により，荷重がかかるものについてはその荷重を見込んで

部材を決定すること。 

３．覆蓋の使用材質は，設置環境を考慮して決定すること。 

４．弁室等に設ける覆蓋について，車輌荷重を見込む場合はＰＣ板の覆蓋とすること。 

５．池の覆蓋は，その使用目的に合わせて設けるものとし，維持管理性の良い構造とすること。 

６．覆蓋を設置する目的は，主に次のとおりである。 
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（１）無蓋構造物（沈でん池，ろ過池等）において，日光を遮断（遮光ネット等も含む） 

（２）テロ防止 

 

６‐３‐６ 通気口 

１．密閉された池状構造物には通気口を設けるものとし，外部から雤水，塵埃，小動物等の入らな

い構造とする。 

２．通気用設備としては主にガラリを設置する方法と通気用管を設置する方法があり，施設の規模

や構造等に応じて使い分けること。また，外部から塵埃，小動物等が入らないよう，防虫網を設

置する。また，テロ防止等の観点から，二重構造とすることが望ましい。 

 

蹴上浄水場低区配水池通気塔の例 

図５-１ 通気口設置例 

 

 

３．換気口の大きさについては，池の流入・流出水量の変動に相当する空気量が自由に出入りでき

る断面積を確保すること。 

４．通気口の材質は耐腐食性のあるものとすること。 

 

６‐３‐７ 塩素環境下で用いる扉 

１．配水池内に点検用扉を設ける場合は，耐酸性の材質を選定すること。 

２．扉の材質は，設置環境等を考慮して決定すること。 

３．表面処理方法は，日本下水道事業団（塩害対策の項）を参考として「常温乾燥型フッ素樹脂エ

ナメル塗り」等が望ましい。 

 

 

第４節 土 工（施設工事） 

６‐４‐１ 掘削工 

１．掘削工については，２‐３‐２「掘削工」及び５‐３‐３「作業土工（床掘り・埋戻し）」の

規定によるものとする。 
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２．受注者は，岩盤掘削等において，火薬又は破砕機を使用する場合は，必要以外の断面に影響を

与えないよう特に注意をするとともに，影響を与えるおそれが多分にある場合は，爆破を避け，

監督員と協議のうえ処置しなければならない。 

３．受注者は，指定された勾配によって法面の安定を欠くおそれがある場合や，転石等により法面

の不陸を招くおそれがある場合等は，監督員と協議のうえ施工しなければならない。 

４．受注者は，既設堤防及びこれに準ずる構造物を掘削する場合は，施工計画書に工事内容の細部

にわたって記載しなければならない。 

 

６‐４‐２ 埋戻工 

１．埋戻工については，５‐３‐３「作業土工（床掘り・埋戻し）」の規定によるものとする。 

２．受注者は，埋戻しの材料について，特に指定がない場合であっても監督員の承諾を受けなけれ

ばならない。 

３．受注者は，埋戻し箇所に湧水，滞水等がある場合は原則として排水し，やむを得ず水中埋戻し

を行う場合は，監督員の承諾を受けなければならない。 

４．受注者は，埋戻し箇所について，埋戻し作業開始前に清掃及び障害物の除去を行わなければな

らない。 

５．受注者は，埋戻しに当たって，監督員が特に指示しない限り，1層(30㎝以下)ごとに，水平に

敷き広げて十分締固め，均等の支持力が得られるようにしなければならない。ただし，路床(下

層路盤下の約 1 mの部分)，下層路盤，上層路盤は除く。 

 

６‐４‐３ 土取場 

１．受注者は，指定された土取場については，土取りに先立ち，地形を実測した資料を監督員に提出し

なければならない。ただし，実測が困難な場合は，これに代わる資料により監督員の承諾を得なけれ

ばならない。 

２．受注者は，土の採取に当たり，掘削方法，土取場の維持及び修復について，土取場ごとの条件に応

じて施工し，土の採取中土質に変化があった場合は，直ちに監督員と協議をしなければならない。 

３．受注者は，土取り跡の整理について，監督員の指示に従って行わなければならない。 

 

６‐４‐４ 残土処理工 

残土処理工については，２‐３‐５残土処理工の規定によるものとする。 

 

 

第５節 伸縮目地工 

６‐５‐１ 一般事項 

１．本節は，伸縮目地工として，止水板，伸縮目地板及び目地材，その他これらに類する事項につ

いて定めるものとする。 
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２．受注者は，止水板の施工に先立ち，躯体の施工図とともに止水板の割付図を提出しなければならな

い。 

３．受注者は，止水板の荷下ろし及び運搬の際には，止水板に損傷を与えないようにしなければならな

い。 

４．受注者は，止水板の保管に当たり，雤水，直射日光を避け，屋内で保管しなければならない。 

５．受注者は，止水板の現場接合は直線部分のみとし，その他の接合はすべて工場接合とするとと

もに，現場接合箇所は極力尐なくしなければならない。 

なお，現場接合部分の端面は直角にするものとし，現場接合に当たっては，接合作業者の技量，

天候，季節，作業環境等に十分配慮しなければならない。 

６．受注者は，現場での止水板加工は，原則として行わないものとする。 

７．受注者は，型枞に止水板を取り付けるときは，止水板が左右均等に入るようにしなければなら

ない。また，止水板には，一切，釘等を打ってはならない。 

８．受注者は，所定の位置に止水板を取り付けた後は，コンクリート打設まで止水板に損傷を与え

ないよう，適切な保護を行わなければならない。 

９．受注者は，コンクリート打設時には止水板を点検し，損傷，設置位置のずれがないことを確認

するとともに，止水板の移動がないことを確認しなければならない。 

10．受注者は，止水板が水平に設置されている場合には，止水板の下側にもコンクリートがよく詰

まるよう，コンクリートを止水板の高さまで打設した時点で一端止めて，十分にコンクリートを締

固めると同時に，止水板下面の水及び空気を排出しなければならない。 

11．受注者は，止水板が垂直に設置されている場合は，打設したコンクリートが止水板の両側で差

を生じないよう，均等にコンクリートを打設し，十分バイブレータで締固めなければならない。 

 

６‐５‐２ 止水板 

１．受注者は，ゴム製止水板の施工に当たり，止水板の接合方法は原則すべて加硫接合とし，接合

部の表面，裏面，端面を研磨しなければならない。 

なお，他の接合方法を用いる場合は，監督員の承諾を得るものとする。 

２．受注者は，塩化ビニル製止水板の施工に当たり，止水板は JIS K 6773(ポリ塩化ビニル止水板)

を使用するものとし，止水板の接合方法は，熱融着するとともに，接合部の上，下面の接合線に

極端な不陸がないようにしなければならない。 

 

６‐５‐３ 伸縮目地板及び目地材 

１．受注者は，伸縮目地板の施工に当たり，先打ちコンクリート面を清掃し，コンクリート釘，接

着剤等を用いて取り付け，コンクリート打ち込みに際して脱落しないよう十分注意して施工しな

ければならい。 

２．受注者は，伸縮目地材について，十分な伸縮性及び接着性等をもち，夏季等高温時に溶けない

ものを用いなければならない。 
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３．受注者は，充填箇所について，コンクリートの凹凸をなくし，レイタンス，砂，ごみ等の除去

を完全に行うとともに，接着面を完全に乾燥させ，プライマー塗布しなければならない。 

４．受注者は，目地材の充填に当たっては，プライマーが十分コンクリート面に浸透した後，へら

又は指先等で目地材を隙間のないよう十分充填しなければならない。 

 

 

第６節 防水工 

６‐６‐１ 一般事項 

本節は，防水工として，アスファルト防水工，シート防水工，モルタル防水工，塗膜防水工，

シーリング防水工その他これらに類する工種について定めるものとする。 

 

６‐６‐２ アスファルト防水工 

１．受注者は，アスファルトプライマー，アスファルトコンパウンドについて，使用前に監督員の

承諾を受けなければならない。 

２．受注者は，特殊ルーフィングの施工に当たり，強くて耐久性のある材料を，網状又は紙状に作

り，これにアスファルト加工したものを使用する。 

 

６‐６‐３ シート防水工 

１．ルーフィングは JIS A 6008 (合成高分子系ルーフィングシート)に準拠することとし，種類及

び厚さ等について定めのない場合は，監督員と協議しなければならない。 

２．受注者は，下地コンクリートについて，型枞の目違いによるはみ出し，型枞の不揃いその他に

起因する凹凸部を整正するものとし，不陸が甚だしい場合は，モルタルで整正しなければならな

い。 

３．受注者は，下地コンクリート(モルタル)を十分乾燥させ，レイタンス，砂，ちり等の除去を完

全に行った後，下地コンクリートにプライマーを塗布浸透させ，ルーフィングの裏面に接着剤を

塗布し，接着剤の指触乾燥を待ってシートを張り付け，ゴムローラ等で圧着しなければならない。 

４ 受注者は，特に伸縮目地部について，その機能を十分発揮するよう丁寧に施工しなければならな

い。 

 

６‐６‐４ モルタル防水工 

１．受注者は，モルタルの配合，塗厚，層数，使用するセメントの種類及び防水剤等について定め

のない場合は，監督員と協議しなければならない。 

２．受注者は，下地コンクリートについて，型枞の目違いによるはみ出し，型枞の不揃い，その他

に起因する凹凸部を整正しなければならない。 

３．受注者は，モルタル防水の施工に当たり，型枞の締付け鉄線，その他種々の異物があった場合

は，完全にはつり取ってから入念に施工しなければならない。 
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４．受注者は，下地コンクリート面について，ワイヤブラシ等で引っかきながら清澄水で清掃し，

表面に付着しているちり，セメントくず等を完全に除去しなければならない。 

５．下塗りは十分に塗り付け，目につくような空隙を残さないようにし，14 日間以上放置してラス

の継目等の亀裂が十分出来てから，次の塗り付けにかからなければならない。 

６．中塗りは，金串類で荒らし目を付けるものとし，その放置期間は下塗りと同様とする。 

７．上塗りは，中塗りの水引き加減を見はからい，面，角に注意し，こてむら，地むら等のないよ

う塗りつけなければならない。 

８．伸縮目地部は，あらかじめ目地棒で通りよく仕切って，仕上げ後，目地棒を取り去り，目地仕

上げを行わなければならない。 

９．受注者は，床面を施工する場合，コンクリート打ち込み後，なるべく早く取りかからなければ

ならない。 

10．受注者は，打ち込み後日数を経たコンクリートに施工する場合は，入念に清掃してセメントペ

ーストを十分流し，ほうき類で掻き均した後，塗り付けなければならない。 

 

６‐６‐５ 塗膜防水工 

１．受注者は，塗膜防水の材質，塗厚，層数及び仕上げ色について，定めのない場合は，監督員と

協議しなければならない。 

２．受注者は，下地コンクリートの処理は，以下の各規定に従わなければならない。 

（１）受注者は，型枞によるコンクリートの目違いを整正しなければならない。 

（２）受注者は，コンクリートの粗面(豆板，その他)部分を補修しなければならない。 

（３）受注者は，フォームタイの穴埋めをモルタルで入念に行わなければならない。 

（４）受注者は，コンクリート面の凹凸部を無くすため，サンダー等によりコンクリート面を滑

らかに仕上げた後，真空掃除機等により完全に清掃しなければならない。また，清掃の終わ

った部分よりエポキシモルタル等で小さな凹部の目つぶしを行わなければならない。 

（５）受注者は，コンクリート面に湿りのある部分は，完全に乾燥させなければならない。 

（６）受注者は，漏水箇所及び亀裂箇所等は，Ｖカット等して適当な樹脂材で止水しなければな

らない。 

（７）受注者は，コンクリート壁面隅角部は，エポキシモルタル等で丸みを帯びるよう下地処理

を行わなければならない。 

３．受注者は，塗布に当たって，以下の各規定に従わなければならない。 

（１）受注者は，下地処理完了後プライマー塗布を行い，プライマー乾燥後中塗りを行い，さら

に乾燥後上塗りを行わなければならない。 

（２）受注者は，塗膜のピンホール，たれ，吹きむら，塗りむら，吹き残し，塗り残し等のない

よう丁寧に塗布するものとし，特に伸縮継手部及びしまい部は慎重に施工しなければならな

い。 

（３）受注者は，下塗り～中塗り～上塗りの塗り重ねは段逃げとし，塗り継ぎは直線としなければ

ならない。 
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（４）受注者は，火気には十分注意し，喫煙場所は危険のない箇所に指定しておかなければなら

い。 

（５）受注者は，降雤の時には直ちに作業を中止し，未乾燥面はビニールシートで覆い，雤上が

り後，表面が乾燥するまで作業を一時中止しなければならない。 

（６）受注者は，暗渠等に施工する場合は，ガスを排除するため，送風機，排風機等を整備して

作業の安全を図らなければならない。 

 

６‐６‐６ シーリング防水工 

１．受注者は，下地の施工に当たり，十分乾燥させ，油分，塵埃，モルタル，塗料等の付着物や金

属部の錆の除去を完全に行わなければならない。 

２．受注者は，目地の深さがシーリング用材料の寸法より深い場合は，バックアップ材は押し込み，

所要の深さをとらなければならない。 

３．受注者は，充填に当たり，原則として仕上げ前に行わなければならない。 

なお，仕上げ後充填する場合は目地等の周囲にテープ等をはり付けて，はみ出さないようにし

なければならない。 

４．受注者は，降雤，多湿等により結露のおそれのある場合は，作業を中止しなければならない。 

５．受注者は，充填用コーキングガンを使用する場合のノズルは，目地幅よりわずかに細いものを使

用し，隅々まで十分行きわたるように加圧しながら充填しなければならない。 

６．受注者は，充填に先立ちプライマーを塗布し，プライマー塗布後 30～60 分放置して指触乾燥

状態になった後速やかに充填しなければならない。ただし，バックアップ材等には，プライマー

を塗布しないものとする。 

７．受注者は，プライマー塗布後，ごみ，ほこり等が付着した場合，又は当日充填ができない場合

は再清掃し，プライマーを再塗布しなければならない。 

８．受注者は，2 成分型シーリング材について，製造所の指示する配合により，可使時間に見合っ

た量を，十分練り混ぜて使用しなければならない。 

９．受注者は，充填後はへらで十分押さえ，下地と密着させて表面を平滑に仕上げなければならな

い。 
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第７章 下水道工事 

 

第１節 管布設工事 

７‐１‐１ 適用範囲 

本節は，下水道施設における管布設工事（鉄筋コンクリート管，硬質塩化ビニル管及び強化プラ

スチック複合管，ダクタイル鋳鉄管，ポリエチレン管，カルバート，取付管）について適用するも

のとする。 

 

７‐１‐２ 一般事項 

１．受注者は，必要に応じて試験掘等の調査及び測量結果により，他の埋設物等を記入して下水管

路の中心線及びマンホール設置箇所等を決定し，施工図を必要部数作成して監督員の承諾を受け

なければならない。 

２. 受注者は，現場に管を保管する場合には，第三者が保管場所に入らないよう柵等を設けるとと

もに，倒壊等が生じないように十分な安全対策を講じなければならない。 

３. 受注者は，接着剤，樹脂系接合剤，滑剤，ゴム輪等は，材質の変質を防止する措置（冷暗な場

所に保管する等）をとらなければならない。 

４. 受注者は，管等の取扱い及び運搬にあたり，落下，ぶつかり合いがないように慎重に取扱い，

放り投げるようなことをしてはならない。また，管等と荷台の接触部，特に管端部には，クッシ

ョン材等をはさみ，受口や差口が破損しないように十分注意しなければならない。 

５. 受注者は，管の吊下し及び据付けについては，現場の状況に適応した安全な方法により丁寧に

行わなければならない。 

６. 受注者は，管の布設にあたっては，所定の基礎を施した後，上流の方向に受口を向け，他の管

端を既設管に密着させ，中心線，勾配及び管底高を保ち，かつ漏水，不陸，偏心等のないよう施

工しなければならない。 

 

７‐１‐３ 鉄筋コンクリート管布設工 

１．管種 

鉄筋コンクリート管の管種は，表７－１によるものとする。 

表７－１ 使用管の種類等 

種  類 
管 の 呼 び 径 

Ｂ  形 Ｃ  形 ＮＣ形 

外圧管１種 150 ～ 1，350 1，500 ～ 3，000 1，500 ～ 3，000 

外圧管２種 150 ～ 1，350 1，500 ～ 3，000 1，500 ～ 3，000 

外圧管３種   1，500 ～ 3，000 
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２．運搬 

（１）受注者は，管の積み下ろし作業には，十分な能力のあるクレーンやフォークリフトなどの

荷役機械を用いなければならない。 

（２）受注者は，管の積み下ろしに際しては，ひび割れ，欠けなどの有害な傷を生じるような衝

撃を与えないようにしなければならない。特に，管端は破損しやすいため，緩衝材として縄

等を巻くのが望ましいものとする。 

（３）受注者は，運搬に際しては，必ず転び止めを施し，更にロープなどにより確実に締めつけ

て固定しなければならない。 

（４）受注者は，手作業又はウインチで管を下ろす場合には，必ず管の重心点又は両端をロープ

で支持しながら徐々に下ろし，２本以上の管を順次下ろす場合は，先に下ろした管に角材等

の緩衝材を当てておき，ひび割れ，欠けなどの発生を防がなければならない。また，管を堅

い地面に下ろす場合には，板材等の緩衝材を使用するものとする。 

３．保管 

（１）受注者は，管を現場に一時保管するときは，できるだけ平坦な場所に置き，特に継手部が

地面に当たって破損することのないように注意しなければならない。 

（２）受注者は，現場状況によってやむを得ず管を積み重ねる場合は，小口径管で３～４段，中

口径管でも２段程度までとし，管を確実に支えられる大きさの転び止め及びロープによって

固定し，振動で動き出したり，崩れたりしないようにしなければならない。 

（３）受注者は，管の保管が長期にわたる場合には，夏季における直射日光，冬季における凍害

や通風によるコンクリートの乾燥収縮を避けるための措置を講じなければならない。 

（４）ゴム輪は，日光等によって劣化しやすいので，折れ曲がったり，ねじれたりしないように

して屋内の冷暗所に保管し，施工の直前に装着するものとする。 

４．管の搬入，仮置及び吊り下ろし 

（１）受注者は，布設現場の状況をよく検討して，作業手順に最も便利になるように管を現場に

搬入し，布設作業中に建設機械等によって損傷を受けることがないような所に管を仮置きし

なければならない。また，ゴム輪は種類及び呼び径並びに傷及び劣化のないことを確認する

ものとする。 

（２）受注者は，ゴム輪を取付ける際には，差し口を清掃点検した後，円周各部のゴムの伸びが

均一になるようにしながら所定の位置まで押込まなければならない。 

（３）受注者は，管を吊り下ろす前にあらかじめ基礎の仕上がり，据付け高さ及び勾配を確認し，

吊り下ろした後で修正を行うことがないようにしなければならない。 

（４）受注者は，管を吊り下ろす際には，受口を上流に向け管軸が布設方向と一致するようにし，

溝壁，土留め支保材や布設済みの管その他に接触しないようにしなければならない。 

５．接合 

（１）受注者は，管を布設する場合は，下流から受口を上流に向けて行い，布設済みの管の受口

に差し口を挿入しなければならない。 
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（２）受注者は，管の接合作業の直前に，受口内面及びゴム輪の滑動面を点検清掃し，はけ又は

新しいウエスなどを用いて滑材を均等に塗布し，土砂やごみなどが付着しないように注意し

なければならない。 

（３）管の接合については，管を吊ったままの状態で，接合する管の差し口を静かに受口に近づ

け，管の軸心を合わせながら，差し口の上端を受口内面の上端につけ，慎重に吊り下ろしを

行いながら軸心を正確に合わせて差し口を受口に挿入するものとする。 

（４）受注者は，管の接合が終った際には，管が正しく挿入されているかを確認しなければなら

ない。また，正しく挿入されていないときは，管をいったん外して継手部及びゴム輪を点検

し，異常がなければ，再び同じ手順によって管を挿入するものとする。 

（５）管の挿入状態は，小中口径管では管の差し口側に挿入限界線をあらかじめ引いておき，こ

れと受口端面の位置で確認する。管の内部に入れる大口径管では，内部から確認するものと

する。 

（６）受注者は，接合作業が終了したら管路内をよく点検し，使用工具等を片付け，土砂，コン

クリートかす等がないようによく清掃しなければならない。 

 

７‐１‐４ 硬質塩化ビニル管及び強化プラスチック複合管布設工 

１．運搬 

（１）受注者は，管の積み下しに際しては，管を放り投げたり，衝撃を与えてはならない。また，

小運搬を行う場合は，管を滑らせたり引きずってはならない。 

（２）受注者は，荷台に管を積み込む場合は，受口と差し口を交互に千鳥積みにして，ロープな

どで適切に固定しなければならない。また，荷台のかどに直接当たらないようクッション材

で保護しなければならない。 

２．保管 

（１）受注者は，管を保管する場合は，保管場所を原則として屋内とし，やむを得ず屋外に保管

する場合は，簡単な屋根を設けるか，不透明シート等をかけ直射日光を避けるとともに，熱

気がこもらないように風通しのよい状態に保つとともに，管に有害な曲がりやそりが生じな

いように措置しなければならない。 

（２）受注者は，管を保管する場合は，平坦な場所を選び，不陸が生じないように管を静置しな

ければならない。 

（３）受注者は，管を長期にわたって保管する場合は，ゴム輪を受口から外し，冷暗所に保管し

なければならない。また，塩化ビニル管用接着剤，樹脂系接合剤及び滑剤は，変質を避ける

ため冷暗所に保管しなければならない。 

３．切断及び面取り 

（１）受注者は，マンホール際等で調整のため管を切断する場合は，必要長さの寸法出しを正確

に行わなければならない。 

（２）受注者は，管に切断標線記入する場合は，切断箇所に帯テープ，細ひもなどを当て，管軸

に直角に油性マーカー等で記入しなければならない。 
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（３）受注者は，管を切断する場合は，標線に沿って，ジグソー又は大工のこぎり等で，切断面

の食い違いを生じないように注意して正確に切断しなければならない。 

（４）受注者は，管の切断面に生じた，ばりや食い違いを平らに仕上げ，管端部の面取りを行わ

なければならない。 

４．接合 

（１）受注者は，管を接合させる際には，管受口内面及び差し口外面をウエスで拭き，砂や泥等

を取らねばならない。また，ゴム輪接合の際は，ゴム輪の状態を確認し，ゴム輪がねじれて

いたり，はみ出したりしている場合は，ゴム輪を取り出し，溝を拭いてから再装着しなけれ

ばならない。  

（２）受注者は，管を接合させる際には，管の差し口端の面取り及び差込標線を確認しなければ

ならない。 

（３）受注者は，管差込に挿入機を使用する場合は，あらかじめ差し口側及び受口側にワイヤー

ロープを巻きつけておき，差込み作業の下準備をしておかなければならない。 

（４）受注者は，管を接合させる際には，滑剤又は接着剤を差し口及びゴム輪表面，若しくは接

着受口に均一に刷毛で塗布しなければならない。  

（５）受注者は，管を挿入する場合は，管軸を合わせ，一気に差し口を標線まで差し込まなけれ

ばならない。 

（６）受注者は，ゴム輪接合をする際には，チェックゲージを受口の隙間からゴム輪に当たるま

で挿入し，外周に沿わせてゲージの出入りをチェックし，ゴム輪が差込みによって，ねじれ

ていないかを確認しなければならない。また，ゴム輪がねじれている場合はいったん管を抜

き，ゴム輪を再確認のうえ，再度滑剤を塗って差し込まなければならない。 

（７）受注者は，接着接合をする際には，管を挿入した後，そのまましばらく保持しなければな

らない（保持時間は取付管で夏期 30 秒以上，冬期１分以上，本管で夏期１～５分，冬期３

～15 分程度とする）。 

５．心出し及び仮固定 

（１）受注者は，管を据付ける際は，下げ振り，水準器等を使用して正確に心出しを行って据付

けなければならない。また，施工時において万一管に反りがある場合は，管の反りを水平方

向にとり，杭，横木等により矯正しなければならない。 

（２）受注者は，心出しの後，管側部を埋め戻す際に管が移動しないよう接合部に近い位置で，

くいと番線を用いて管を仮固定しなければならない。また，仮固定完了後，管底高の確認を

行い，管底部の埋戻しにより管を完全に固定した後，仮固定を撤去するものとする。 

 

７‐１‐５ ダクタイル鋳鉄管布設工 

１．一般事項 

管の布設，基礎工の断面寸法については，設計図書によるものとする。 
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２．継手技能者の資格 

受注者はダクタイル鋳鉄管を布設するに当たり，次の条件の何れかに該当する者を継手工とし

て従事させること。ただし，ＮＳ形継手については，「ＮＳ継手技能者施工資格区分表」による

こと。 

なお，工事着工前に「配管技能者経歴書」「継手技術者経歴書」を発注者に提出すること。 

（１）社団法人日本水道協会主催の「配水管工技能講習会」を受講し，配水管技能者名簿に登録

されていること。 

（２）日本ダクタイル鉄管協会主催の「配管技能講習会」を受講し，修了証を受理していること。 

（３）京都市主催の「配管継手・技術研修会」を受講し，京都市上下水道局配管技能講習会受講

者名簿に登録されていること。 

（４）配管継手工事の経験が豊富で熟練しており，上記の項目と同等以上のものであること。 

ＮＳ継手技能者施工資格区分表 

発行者及び講習会等名称 資   格 

施工できる NS形口径 

75mm以上 

250mm 以下 

300mm 以上 

450mm 以下 
500mm 以上 

京都市主催「配管継手・

技術研修会」 

配管技能講習会受

講者名簿登録者 
○ × × 

社団法人日本水道協会主

催の「配水管工技能講習

会」 

講習会Ⅰ受講証取

得者 
○ ○ × 

講習会大口径管受

講証取得者 
○ ○ ○ 

日本ダクタイル鉄管協会

の「配管技能講習会」 

NS形（φ450mm以下）

受講証取得者 
○ ○ × 

NS 形（φ500以上）

受講証取得者 
× × ○ 

メーカー講習 受講証等取得者 ○ ○ ○ 

○は施工できる，×は施工できない。 

３．管・付属品の取扱い 

管・付属品の取扱いは，次のように行うものとする。 

（１）開封後のボルト･ナットは，直接地上に置くことを避け，所定の容器に入れて持ち運びす

るものとする。 

（２）押輪は，直接地上に置かず，台木の上に並べて保管すること。また，呼び径 600mm 以上

の押輪は，水平に積んで保管するものとする。 

（３）ゴム輪は，油，溶剤などが付着しないよう注意して使用すること。 

４．管の布設 

管の布設は，次のように行うものとする。 
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（１）管の布設の前には必ず受口表示マークの管種（１種管，２種管など）を確認し，設計図書

に定めてある管種を使用するものとする。 

（２）管の布設に当たっては，管内を十分清掃し，異物などがないことを確認したうえで製造会

社の表示マークの中心を管頂にして据付けるものとする。 

（３）施工上やむを得ず継手部を曲げ配管する場合には，許容の曲げ角度以内で，かつ，複数の

継手部に分割して曲げ配管を行うものとする。 

５．管の切断 

（１）管の切断及び切管寸法は，φ600㎜以上の場合は監督員の承諾を受けてから行うこと。 

（２）管の切断については，カッターを使用し，管軸に対して直角に行うこと。 

（３）管の切断面は，専用の補修塗料にて補修すること。 

（４）粉体塗装直管を切断する際は，以下のいずれかで行うこととし，切断砥石（レジノイド）

による切断は行わないこと。 

ア．ダイヤモンドブレードによる切断 

イ．バイト式のカッターによる切断 

ウ．電動のメタルソーによる切断 

なお，施工については「内面エポキシ樹脂粉体塗装ダクタイル鉄管について（日本ダク

タイル鉄管協会発行）」の，「7.1切管方法」及び「7.2切管部などの補修方法」によるこ

と。 

６．管の防食 

管の防食については，次のように行うものとする。 

（１）ポリエチレンスリーブ被覆工 

ア．材料 

使用する被覆材は，JWWA K 158（水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ）と

同等品以上とする。 
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イ．材料は，軟質ポリエチレンを主原料とし，寸法及び品質は下表に示すものとする。 

スリーブの各部の寸法（単位：mm） 

適用管径 実内径 折り径 厚さ 長さ 

75 248 390 0.2 5000 

100 286 450 0.2 5000 

150 350 550 0.2 6000 

200 414 650 0.2 6000 

250 446 700 0.2 6000 

300 509 800 0.2 7000 

350 573 900 0.2 7000 

400 637 1000 0.2 7000 

450 700 1100 0.2 7000 

500 732 1150 0.2 7500 

600 859 1350 0.2 7500 

700 955 1500 0.2 7500 

800 1114 1750 0.2 7500 

900 1210 1900 0.2 7500 

1000 1305 2050 0.2 7500 

注 JDPA W 08「ダクタイル鉄管用ポリエチレンスリーブ施工要領書」より 

 

品  質 

引張強さ（MPa） 伸び（%） 

10 以上 250 以上 

ウ．固定方法 

スリーブと管の固定は，管 1本ごとに尐なくとも 1箇所を粘着テープ（幅 50～75mm）で

全周に 1回以上，もしくはゴムバンドを巻き付けて管と一体化し，スリーブと管の隙間の

連続性を断つこと。ただし，粘着テープ及びゴムバンドの仕様は，日本ダクタイル鉄管協

会が発刉する，JDPA W 08「ダクタイル鉄管用ポリエチレンスリーブ施工要領書」による

こと。 

エ．管直部の折り曲げてできる重ね部分は，管頂部にくるようにすること。防護コンクリー

ト部分は，ポリエチレンスリーブ被覆後，コンクリートの打設を行うものとする。また，

ポリエチレンスリーブは破損することのないよう丁寧に扱うこと。 

なお，クサビ形特殊押輪を使用する場合は，コンクリートがクサビ部分に入らないよう

に入念に処理すること。 

オ．被覆後の管の移動は，ナイロンスリングやゴム等で保護されたワイヤーロープを用い，

スリーブを傷つけない吊り具を用いること。 

カ．継手部は，押輪やボルト・ナットによりスリーブを破ることのないように十分な弛みを

持たせ，埋戻しした状態で継手の形状になじむようにすること。 
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キ．工上及び使用上等においてスリーブに欠陥が生じた場合は，別のスリーブ又はポリエチ

レンシートを用い補修すること。 

ク．直管部に打設する抜出し用防護コンクリートの場合は，ポリエチレンスリーブの被覆を

行わないこと。 

（２）電食防止工 

受注者は，電食防止の施工に当たっては，次の項目に注意すること。 

ア．管の塗装を傷つけないこと。 

イ．コンクリート構造物の鉄筋と管体が接触することがないこと。 

７．継手接合 

継手接合については，次のように行うものとするが，詳細については，日本ダクタイル鉄管協

会が発刉する，管種ごとの接合要領書により行う。ただし，この節に適用しない継手形式につい

ては，JSWAS G-1（下水道用ダクタイル鋳鉄管）の規格によるものとする。 

（１）Ｋ形継手 

ア．ゴム輪の挿入に際しては，ダクタイル管継手用滑材を十分塗布し，ゴム輪が所定位置に

入りやすくする。また，ゴム輪の表裏を間違えないよう形状，表示マークを確認して使用

するものとする。 

イ．ボルトの締付けは，均等に，かつ，数回に分けて追締めするものとする。 

ウ．ボルトの最終締付けトルクは，表７－２に示す値とし，トルクレンチで測定，記録する

ものとする。 

表７－２ 締付けトルク 

ボルトの呼び 
締付けトルク 

Ｎ･ｍ（kg･ｍ） 
使用呼び径 

mm 

Ｍ16 60（6） 75 

Ｍ20 100（10） 100～600 

Ｍ24 140（14） 700，800 

Ｍ30 200（20） 900～2600 

（２）NS 形継手（φ７５～４５０） 

ア．直管及び異形管（φ７５～２５０）のゴム輪は，ゴム輪の表示が NS 形用であることを

確認し，ゴム輪を清掃して受口内面に正しく収め，プラスチックハンマーにてなじませる

ように叩き，浮き上がりの無いようにセットし，セット後の受口端面からゴム輪最頂部の

最大寸法（ｃ）を確認すること。 

なお，異形管（φ３００～４５０）については，ゴム輪及びバックアップリングの向き

に注意して，挿し口に預け入れること。 

イ．直管及び異形管（φ７５～２５０）については，管挿入後に受口と挿し口の隙間に薄板

ゲージを差し込み，ゴム輪の入り込み量（ｂ）が最大寸法（ｃ）以下であることを確認し，

1 箇所でも，ｂ≧ｃとなった場合は，その継手を解体しゴム輪を新品に変えて再度接合作

業を行うこと。 
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ウ．異形管（φ３００～４５０）の接続は，全周均等にボルトを取付け，クサビを使用して

押輪の心出しを行い，受口と押輪の間隔が均一になるように仮締め付けを行い，トルクレ

ンチを使用して適性に締め付けを行うこと。 

エ．直管受口に異形管を接続する場合は，ライナ及びライナ心出し用ゴムを設置すること。

また，管路を一体化する範囲内にある直管受口にもライナ及びライナ心出し用ゴムを設置

すること。 

オ．ライナの設置されていない直管受口にて曲げ配管を行う場合は，管挿入を行いゴム輪の

入り込み量が適正かの確認後に，許容曲げ角度の範囲内で行うこととし，安全確保の目的

から許容曲げ角度一杯まで曲げないこと。 

カ．切管及び挿し口加工する直管は，必ず 1 種管にて行うこと。 

（３）フランジ形継手 

ア．フランジ面及びガスケット溝を清掃し，異物を確実に除去するものとする。 

イ．ガスケットは，管芯及びボルト穴の位置によく合わせ，ズレが生じないように薄い粘着

テープなどで仮止めするものとする。 

ウ．接合に当たっては，ガスケット面を損傷させないよう当て木などを使用するものとする。 

エ．ガスケットの位置及びボルト穴に注意しながらＫ形継手と同要領でボルトを締付けるも

のとする。 

オ．ボルトの最終締付けトルクは，表７－３に示す値とし，トルクレンチで測定，記録する

ものとする。 

表７－３ 締付けトルク（ＲＦ形フランジに適用） 

ボルトの呼び 
締付けトルク 

Ｎ･ｍ（kg･ｍ） 
使用呼び径 

mm 

Ｍ16 60（6） 75～200 

Ｍ20 90（9） 250，300 

Ｍ22 120（12） 350，400 

Ｍ24 180（18） 450～600 

Ｍ30 330（33） 700～1200 

Ｍ36 500（50） 1350～1800 

Ｍ42 580（58） 2000～2400 

Ｍ48 700（70） 2600 

なお，メタルタッチ溝形の場合は，60N・m 以上で締め付ける。 

８．塗装 

塗装については，次のように行うものとする。 

（１）管内面塗装については，流体の種類など使用条件によって，表７－４の区分によるものと

する。 
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表７－４ 内面塗装及びモルタルライニングの区分 

種    類 条       件 内面防食仕様 

汚    水 
－  ＣＬ ＬＥ ＰＥ 

酸性が強い場合や温度が高い場合  ＬＥ ＰＥ 

雤    水 －  ＣＬ ＬＥ ＰＥ 

汚    泥 
－  ＣＬ ＬＥ ＰＥ 

酸性が強い場合や温度が高い場合  ＬＥ ＰＥ 

返 送 水 －  ＬＥ ＰＥ 

注 ＣＬ：モルタルライニング 

  ＰＥ：エポキシ樹脂粉体塗装 

  ＬＥ：液状エポキシ樹脂塗装 

 

（２）管外面塗装については，表７－５の区分によるものとする。 
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表７－５ 外面塗装の区分 

種

類 

工場塗装 現場塗装 

１次塗装 ２次塗装 ３次塗装 １次塗装 ２次塗装 用  途 備  考 

A 

1 

鉛系さび
止め塗料 
塗膜の厚
さ 35μm 

鉛系さび止
め塗料 
塗膜の厚さ
30μm 

－ 

合成樹脂調
合塗料 
フタル酸樹
脂塗料 
ﾌｪﾉｰﾙ樹脂
塗料等 
塗膜の厚さ
15μm以上 

合成樹脂調
合塗料 
フタル酸樹
脂塗料 
ﾌｪﾉｰﾙ樹脂
塗料等 
塗膜の厚さ
15μm以上 

主 と し
て 露 出
配 管 に
用いる。 

色の指定がで
き，歩道橋や建
築関係で通常用
いられている。
塗料は市販性が
良く，入手しや
すい。 

2 

鉛系さび
止め塗料 
塗膜の厚
さ 35μm 

鉛系さび止
め塗料 
塗膜の厚さ
30μm 

ﾌ ｪ ﾉ ｰ ﾙ
M.I.O 塗料 
塗膜の厚さ
50μm 

塩化ゴム系
塗料 
塗膜の厚さ
20μm以上 

塩化ゴム系
塗料 
塗膜の厚さ
20μm以上 

色の指定がで
き，耐候性が要
求される場合に
使用される。 

B 

1 

 
亜鉛溶射
又はジン
クリッチ
ペイント
(注） 
 

エポキシ樹
脂塗料 
塗膜の厚さ
50μm 

エ ポ キ シ
M.I.O 塗料 
塗膜の厚さ
50μm 

塩化ゴム系
塗料 
塗膜の厚さ
20μm以上 

塩化ゴム系
塗料 
塗膜の厚さ
20μm以上 

色の指定がで
き，湿度が高い
所で，耐候性が
要求される場合
に使用される。 

2 

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹
脂塗料 
塗膜の厚さ
20μm以上 

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹
脂塗料 
塗膜の厚さ
20μm以上 

色の指定がで
き，湿度が高い
所で，特に耐候
性が要求される
場合に使用され
る。定期的な補
修塗装が困難な
場所に使用され
る。 

3 

エポキシ樹
脂塗料 
塗膜の厚さ
20μm以上 

エポキシ樹
脂塗料 
塗膜の厚さ
20μm以上 

水 中 配
管 及 び
湿 度 の
高 い 所
の 露 出
配 管 に
用いる。 

色の指定がで
き，耐候性が要
求される場合に
使用される。 

注 １次塗装の塗布量は，亜鉛溶射の場合 130g/㎡，ジンクリッチペイントの場合 150g/㎡を基準とし，塗膜厚さは 20

μm として積算する。 

 

９．水圧試験 

水圧試験については，原則管路水圧試験（呼び径φ800mm 未満）又はテストバンドによる水

圧試験（呼び径φ800mm 以上）を行うものとする。 

10．その他 

受注者は，配管材料の撤去材（再使用材料を除く）は，すべて受注者の責任において

スクラップ処分とする。撤去材の放置，不法投棄，不当な再使用はしてはならない。ま

た，受注者は，撤去時の工事写真，撤去材の受入業者の伝票等を整理し，撤去材が完全

に処分されたことを監督員が確認できるようにすること。 
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７‐１‐６ 下水道用ポリエチレン管布設工 

１．運搬 

（１）積降に際しては，管を放り投げたり衝撃を与えてはならない。 

（２）小運搬に際しては，管を滑らせたり引きずってはならない。 

（３）管を荷台に積込む場合は，受口と差し口を交互に千鳥積みにして，ロープなどで適切に固

定する。また，荷台の角に直接当たらないようクッション材で保護すること。 

２．保管 

（１）保管場所は原則として屋内とし，やむを得ず屋外に保管するときは簡単な屋根を設けるか

又は不透明のシートを掛け直射日光を避けるとともに，熱気がこもらないように風通しのよ

い状態を保たなければならない。 

（２）保管場所は，平坦な場所を選び，角材の適当なまくら木を約１ｍ間隔に敷き，その上に受

口部に管が乗らないよう積み上げることとするが，過度に積み上げることがないよう注意す

ること。  

（３）長期にわたって保管する場合は，できるだけ温度の低い直射日光が当たらない場所に保管

し，受口部に雤がかからないようカバーなどを掛けること。 

３．管の切断 

（１）管を切断するときは，必要な寸法出しを正確に行い，管に傷や汚れがないことを確認し，

管に土や汚れが付着している場合は，ペーパータオル又は清潔なウエスで清掃すること。 

（２）有害な傷がある場合は，その箇所を切断，除去しなければならない。 

（３）管を切断するときは，管軸に直角に切断票線を引き，原則として専用切断機で切断するこ

と。 

（４）専用切断機がない場合はパイプカッター又は丸のこなどで切断し，切断面に 5mm 以上の

食い違いが生じないよう注意しなければならない。 

（５）切断面に 5mm 以上の食い違いが生じた場合は，再度切断するかグラインダーなどでバリ

や食い違い部分を平らに仕上げること。 

４．管融着面の切削 

管差し口部の外表面の土や汚れを落した後，管差し口からスクレープに必要な長さの位置に標

線を引き，専用のスクレーパーで標線の手前まで管外表面を 0.1mm 程度削り取る。このとき削

り過ぎに十分注意しなければならない。 

５．融着面の清掃 

（１）管差し口に有害な傷がないことを確認し，傷がある場合はその部分を切断除去し，再度融

着面の切削を行なわなければならない。 

（２）融着前には管受口面及び管差し口切削融着面をアセトンなどを浸み込ませたペーパータオ

ルで清掃し，融着面の油脂等の汚れが完全に拭き取られていることを確認すること。 

（３）清掃後に融着面に直接手を触れてはいけない。触れた場合は再度清掃すること。 
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６．芯出し及び仮固定 

（１）事前に管差し口から挿入必要長さを測り，管軸に直角に油性マーカー等で標線を記入して

おくこと。 

（２）管差し口を管受口に挿入するときは，標線まで挿入されていることを確認しなければなら

ない。 

（３）クランプを装着するときは，管の接続部が斜めにならないよう注意しなければならない。 

（４）管路の芯出し，こう配の正確な設定を行うときは下げ振り，水準器等を使用して正確に行

うこと。 

（５）施工時に管の反りがある場合は，管の反りを水平にとり，くい，横木等により矯正しなけ

ればならない。ただし，継手のターミナルピン接続部ができるだけ下方にならないよう注意

しなければならない。 

（６）芯出し後埋め戻す際，管が移動しないよう接合部に近い位置で杭と番線を用いて管の仮固

定を行い，管底高の確認を行わなければならない。 

（７）仮固定に用いた杭と番線は，埋戻しに際に必ず撤去しなければならない。 

７．融着 

（１）融着作業は，地下水，湧水の多い箇所で行なってはならない。また，雤天時は作業を中止

すること。 

（２）融着前には，必ず製造者の示す融着前点検を行いその結果を記録しておかなければならな

い。 

（３）融着後は，必ずインジケーターが出ていることを確認すること。インジケーターが出てい

ない場合は，継手部を切り取ってやり直さなければならない。 

（４）融着後製造者より示された標準冷却時間まで，クランプを装着したまま放置冷却し，その

間管を動かしたり無理な力をかけてはならない。 

８．気密（真空）検査又は水圧検査 

埋戻しを行なう前に，発注者が指定する気密（真空）検査又は水圧試験を行わなければならな

い。指示がない場合は気密（真空）検査とする。 

９．異形管の施工 

（１）カラーを管に装着するときは，それぞれの管の標線が受口のラインと一致していることを

確認し，標線が受口のラインより 5mm 以上出ている場合は，融着を行なってはならない。 

（２）曲管を挿入するときは，曲管に管を標線まで挿入し接合角度を確認したのち，油性マーカ

ー等で「合マーク」を記入しておき，「合マーク」を保持しながらクランプ装着，融着を行

なわなければならない。 

（３）直管で曲り部を作製して接続する場合は，接合部を真っすぐにし，曲り接合を行なっては

ならない。 

（４）曲管下部の砂基礎部は空隙が生じないよう，突き棒等を用いて砂を十分充填すること。 
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（５）フランジ短管 

弁や機器等との接続に使用するフランジ短管の施工は設計図書によること。また，フラン

ジ短管と管をカラーにより接合する場合，フランジが重いため，クランプをしっかり締め，

曲がって接合されないよう十分注意しなければならない。 

（６）Ｙ形分岐管の接合を行なうとき分岐部で無理な力をかけて管が変形することのないよう施

工しなければならない。また，分岐部に空隙が生じないよう，突き棒等を用いて砂を十分充

填すること。 

 

７‐１‐７ カルバート工 

１．一般事項 

（１）本条は，現場打カルバート工，プレキャストカルバート工について定めるものとする。 

（２）受注者は，カルバートの施工に当たっては，道路土工－擁壁・カルバート・仮設構造物工

指針３－６施工一般，道路土工－排水工指針 ２－３道路横断排水によらなければならない。 

（３）本条でいうカルバートとは，地中に埋設された鉄筋コンクリート製ボックスカルバート及

びパイプカルバート（プレストレスコンクリート管（ＰＣ管）等）をいう。 

２．材料 

受注者は，プレキャストカルバート工の施工に使用する材料は，設計図書によるものとするが

記載がない場合，ＰＣボックスカルバート道路埋設指針 ２－２製品規格，鉄筋コンクリート製

プレキャストボックスカルバート道路埋設指針 ２製品規格の規定によらなければならない。 

３．現場カルバート工 

（１）受注者は，均しコンクリートの施工に当たって，沈下，滑動，不陸などが生じないように

しなければならない。 

（２）受注者は，１回（１日）のコンクリート打設高さを施工計画書に明記しなければならない。

また，受注者は，これを変更する場合には，施工方法を監督員に提出しなければならない。 

（３）受注者は，足場の施工に当たって，足場の沈下，滑動を防止するとともに，継手方法その

緊結方法に注意して組立てなければならない。また，足場から工具・資材などが落下するお

それがある場合は，落下物防護工を設置するものとする。 

（４）受注者は，目地材及び止水板の施工に当たって，付着，水密性を保つよう施工しなければ

ならない。 

４．プレキャストカルバート工 

（１）受注者は，現地の状況により設計図書に示された据付け勾配により難い場合は，監督員と

協議しなければならない。 

（２）受注者は，プレキャストカルバート工の設置については，基礎との密着を図り，接合面が

食い違わぬように注意して，原則的に，カルバートの下流側又は低い側から設置しなければ

ならない。 
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（３）受注者は，プレキャストボックスの縦締め施工については，道路土工－カルバート工指針

第 3 章設計及び第 4 章施工によらなければならない。これ以外の施工方法による場合は，施

工前に監督員の承諾を得なければならない。 

（４）受注者は，プレキャストパイプの施工については，ソケットのあるパイプの場合はソケッ

トをカルバートの上流側又は高い側に向けて設置しなければならない。ソケットのないパイ

プの接合は，カラー接合又は印ろう接合とし，接合部はモルタルでコーキングし，漏水が起

らないように施工するものとする。 

（５）受注者は，プレキャストパイプの施工については，管の一部を切断する必要のある場合は，

切断によって使用部分に損傷が生じないように施工しなければならない。また，損傷させた

場合には，取り替えなければならない。 

 

７‐１‐８ 取付管布設工 

１．一般事項 

（１）受注者は，取付管の布設に当たっては，ますの予定位置，深さ及び本管の枝管又はせん孔

個所を確認のうえ，施工しなければならない。 

（２）取付管の布設範囲は，道路境界線までとする。 

（３）取付管は，原則として 30°曲管を使用して布設するが，地下埋設物等の都合によりこれに

より難い場合は，監督員の承諾を得て 30°曲管以外を使用して布設してもよいものとする。 

２．下水道用硬質塩化ビニル管 

（１）支管のつば内側及び本管せん孔個所周囲を，乾いたウエス等できれいにふきとり，接着剤

を薄く均一に塗布し，せん孔箇所と支管の内側が一致するよう慎重に装着し，番線（＃12）

で支管を本管に締めつけ圧着するものとする。 

（２）取付管の管端部は，必ずゴム輸受口となるように布設するものとする。 

（３）管基礎は，現地盤とし不陸のないようにするものとする。 

（４）取付管の防護用砂は，砂を用い管頂 15 ㎝まで充分転圧して埋戻すこと。特に支管部は，

曲げ荷重を受けやすいので，支管の周囲は充分転圧し防護するものとする。 

（５）その他については，前記 第５節 下水道用硬質塩化ビニル管布設工によるものとする。 

 

７‐１‐９ 埋設管明示工及び埋設標示シート設置工 

１．施工範囲 

受注者は，下水道施設として使用するダクタイル鋳鉄管及び電線管等，他企業とまぎらわしい

管に埋設管明示テープを貼らなければならない。また，他企業の掘削工事等により損傷を受ける

恐れのある管には，埋設標示シートを設置すること。 
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２．埋設管明示テープ 

（１）形状寸法   幅     50mm 

    １巻の長さ  20ｍ 

    材質 塩化ビニル(片面接着剤付) 

    色 茶色 

（２）上記埋設管明示テープは，口径，埋設年度(西暦)を表示すること。 

（３）埋設管明示テープの貼り方 

ア．胴巻テープ 

2.0ｍ間隔で巻くこと。 

イ．天端テープ 

埋設管及び防護コンクリートには胴巻テープの他に天端にもテープを貼ること。 

なお，防護コンクリート打設後直ちに埋戻しをする必要がある場合は，ベニヤ板等を防

護コンクリートの上に載せ，それにテープを貼ること。 

 

３．埋設標示シート 

設計図にて設置位置の指示が無い場合は，埋設管の管頂 30 ㎝の位置に埋設標示シートを設置

すること。 

 

７‐１‐10 工事説明 

１．受注者は，地元住民等に対し，工事施工の内容，方法，時期その他必要な事項に関する説明（以

下「工事説明」という。）を十分に行い，地元住民等の理解と協力を得るようにしなければなら

ない。 

２．受注者は，監督員の指示により，工事説明に関する資料として次に掲げる事項を記載した図書

を作成しなければならない。 

なお，監督員の承諾を得て記載内容の変更・省略をすることができる。 

（１）工事名，工事場所，発注者の施工担当課又は事務所名，請負業者名，電話番号 

（２）工事区域内の施工順序及び予定日数 

図 7－1  直管及び切管甲 

図 7－2  切管乙 
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（３）掘削土仮置場の位置並びに残土の運搬方法及び経路 

（４）工事用材料置場の位置 

（５）現場事務所の位置，現場代理人の氏名，電話番号，ＦＡＸ番号 

（６）覆蓋箇所と構造 

（７）一時掘削する路線の延長 

（８）昼夜間の施工区分 

（９）公私道の区別 

（10）上記による作成図面 

ア．平面図 

道路線 ・・・青色 

管渠，マンホール等の構造物・・赤色 

その他 ・・・黒色 

イ．覆蓋工詳細図 

木材   ・・・茶色 

鋼材   ・・・青色 

構造物 ・・・赤色 

その他 ・・・黒色 

ウ．道路掘削断面図 

道路構造，土留，管渠，電柱，地下埋設物，民家 ・・・ アと同じ 

エ．見取図（系統図） …  監督員の指示する枚数 

（11）その他監督員の指示する資料 

３．受注者は，工事説明会の開催のため会場を借用する場合は，その会場費の支払，説明会の準備

及び後片付け等を行わなければならない。 

４．受注者は，工事説明会における質疑応答事項を記録し，監督員へ提出しなければならない。 

５．受注者は，工事施工の順序，方法等について，監督員と協議のうえ，地元住民等の要望に沿う

ように施工計画を立案しなければならない。 

 

７‐１‐11 地下埋設物等 

１．受注者は，地下埋設物（地上工作物を含む。以下同じ。）による事故を防止するため，工事箇

所に存在する埋設物の位置，大きさ，種別等について事前調査，試験掘り等により確認するとと

もに，下請負者，現場作業員等に至るまで埋設物の全容，取扱い，措置等について周知徹底を図

って施工しなければならない。 

２．受注者は，占用物管理者と綿密な連絡をとるとともに，工事の各段階の施工方法，埋設物の防

護方法等について十分協議しなければならない。 

３．受注者は，試験掘りに先立ち占用物管理者に埋設物の位置の標示を求め，占用物管理者が行う

埋設物の仮路面標示には必ず立ち会わなければならない。 
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４．受注者は，試験掘りを行うときは，あらかじめ日時及び場所を占用物管理者に連絡し，試験掘

りのときは占用物管理者とともに立ち会わなければならない。 

５．受注者は，下記 10 号の施工方法の例により試験掘りを行い，埋設物を完全に露出させ，位置，

大きさ，種別等の確認を行うとともに，確認した埋設物の路面標示を行わなければならない。 

６．受注者は，地下埋設物について現場立会い又は協議を行ったときは，そのつど，立会確認書又

は協議確認書を作成し，占用物管理者及び監督員に提出し，その控えを保管しなければならない。 

７．受注者は，占用物管理者ごとの埋設物配置図，試験掘りの成果図及び写真により図書を作成し

保管しなければならない。 

８．受注者は，占用物管理者と協議した防護方法に基づき，埋設物を慎重かつ安全に防護しなけれ

ばならない。 

９．受注者は，工事施工中，占用物管理者の指示に従って，露出し，又は近接する埋設物の保安管

理を行い，埋設物の損傷又はこれによる災害等の事故を防止するとともに，露出した埋設物には，

占用物管理者と立会いのうえ，表示板を取り付けて注意を喚起しなければならない。 

10．受注者は，埋設物を損傷するおそれがある範囲内で，路面取り壊し又は掘削を行う場合は，人

力（40 ㎏級以下のブレ－カ及びベルトコンベアの使用を含む。）により慎重に施工するものとし，

掘削機械，積込機械その他埋設物に衝撃を与える機械類を使用してはならない。また，掘削から

埋戻しまでの間及び埋戻し後に，掘削した周囲の地盤の緩み，沈下等が生じないように注意し，

かつ，埋設物が損傷しないようにしなければならない。 

 

７‐１‐12 調査測定 

１．受注者は，工事着工前に施工路線の市街地構成，交通量，生活環境等の立地条件を十分調査し

なければならない。 

２．受注者は，工事着工前に監督員の承諾を得て，次に掲げる事項について調査を行わなければな

らない。 

（１）道路明示プレート及び用地境界杭等用地境界等を明示する杭は，原則として移動，撤去し

てはならない。ただし，施工上やむを得ず一時撤去する場合は，地主等の関係者の承諾を得

たうえ控杭をうち，オフセット，写真等で現状を確認しておき，工事完了後関係者立会いの

もとに境界杭を復元しなければならない。 

（２）水準点等 

受注者は，建設局等設置の水準点等の調査を行わなければならない。 

（３）井戸 

受注者は，工事現場付近の井戸の調査を行い，井戸の形状，使用目的，揚水量，水質等を

把握し，工事完了まで監視するとともに，異常が発生した場合は監督員に連絡し速やかに対

処しなければならない。 

（４）土質 

受注者は，施工場所の土質，地下水等の状況を把握し，施工に万全を期さなければならな

い。 
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（５）その他 

受注者は，以上の事項以外でも施工上必要とする調査を行わなければならない。 

 

 

第２節 管 路 土 工 

７‐２‐１ 掘削工 

１．土留工については，５‐３‐３「作業土工（床掘り・埋戻し）」，５‐４‐４「深礎工」（１～

２，９～１４項）及び５‐１０‐５「土留・仮締切工」の規定によるものとする。 

２．受注者は，土留壁，支保工及び地下埋設物付近を掘削する場合は，人力により掘削しなければ

ならない。 

３．受注者は，支保工工事の進捗に合せて掘削を行うものとし，支保工の設置後に下部の掘削を開

始しなければならない。 

４．受注者は，床付部の掘削作業において基礎地盤を乱さないように十分留意し，むらがないよう

に仕上げなければならない。 

５．受注者は，床付面以下を掘削した場合は，監督員の承諾を受けて，受注者の責任で栗石又はコ

ンクリートを床付面まで施工しなければならない。 

６．受注者は，あらかじめ監督員から指示を受けた掘削面積以上の舗装を破壊破損した場合は，そ

の超えた面積の路面復旧は受注者の責任で施工しなければならない。 

７．受注者は，掘削箇所及びその周辺に，他の企業者の地下占用物等が埋設されている場合は，そ

の地下占用物の防護，立会等，保全上の適切な措置を講じなければならない。 

 

７‐２‐２ 埋戻工 

１．受注者は，埋戻し材料を設計図書に定めるものを使用しなければならない。 

なお，建物副産物の活用等により，埋戻し材料の変更を監督員が指示する場合は，受注者はこ

れに従わなければならない。 

２．受注者は，埋戻し材の投入を行う場合は，機械又は人力で行うものとし，直接ダンプトラック

から投入してはならない。 

３．受注者は，埋戻しを行う場合は，管渠その他の構造物に損傷を与えたり，又は管の移動を生じ

ないように施工しなければならない。 

４．受注者は，締固め方法及び締固め機械について，施工条件を考慮して適切に選定を行わなけれ

ばならない。 

５．受注者は，埋設管周囲を管頂より 15cm まで砂等で充填し，充分な水締めを行わなければなら

ない。 

６．受注者は，道路管理者より指示のある，埋戻し厚と転圧に関する特別条件を遵守して施工しな

ければならない。 
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７‐２‐３ 基礎工 

１．受注者は，基礎栗石工を施工する場合は，指定の厚さに栗石を敷並べ，再生クラッシャーラン

をつめてから十分に突き固めなければならない。 

２．受注者は，再生クラッシャーラン基礎を施工する場合は地盤を突き固めた後，所定寸法に敷均

し再び突き固めを行わなければならない。 

 

７‐２‐４ 仮復旧工 

１．受注者は，埋戻し完了後速やかに，監督員の指示された工種により仮復旧工を施工しなければ

ならない。 

なお，その形状寸法は，京都市建設局の道路掘削及び路面復旧工事標準仕様書によるものとす

る。 

２．受注者は，仮復旧工事完了後速やかに「下水」と白ペンキ等で図７－３のとおり表示しなけれ

ばならない。また，その表示は，工事の起点及び 20 メートル間隔の箇所に施すものとする。 

３．受注者は，道路管理者による検査の結果，京都市建設局の道路掘削及び路面復旧工事標準仕様

書及びその他指示された事項に適合していない場合は，監督員の指示に従い速やかに手直しを行

い，再検査を受けなければならない。 

４．路盤材および復旧材は，再生材を使用すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７－３ 表 示 例 

 

７‐２‐５ 砂利道 

受注者は，砂利道の復旧においては，次の各号に定める事項により施工しなければならない。 
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１．使用する材料は，主として再生クラッシャーランを使用すること。 

２．散布する材料については，山砂等を使用し，使用量は敷均し砂利率の 10～20％とすること。 

３．復旧路面の仕上げは，在来路面となじみよく仕上げ，散布砂利が路面に散乱しないように十分

転圧を行うこと。 

４．特に砂利道復旧については，復旧後の沈下及び不良箇所を生じないよう復旧後の巡回を頻繁に

行い，手直しを完全に施工すること。 

 

 

第３節 管更生工事 

７‐３‐１ 適用範囲 

本節は，公共下水道管渠更生工事に適用する。 

 

７‐３‐２ 事前確認及び事前処理 

１．工事に先立ち，管渠の状況及び取付管の位置の確認を行い，取付管の位置図を作成し，監督員

の確認を得るものとする。 

２．工事に先立ち，木根，突起物その他の堆積物を適切な方法で除去するものとする。また，受注

者は，浸入水が多い場合は，施工が可能な程度に処理を行わなければならない。 

３．既設管及びマンホール内に立ち入る場合は受注者の責任において，酸素濃度及び硫化水素濃度

の測定，換気を行うものとする。 

 

７‐３‐３ 工法及び使用材料 

１．採用する工法及び使用する更生材の品質は，㈶下水道新技術推進機構又は日本下水道事業団に

おける技術審査証明を受けたものとする。 

２．採用する工法・使用する更生材及びその厚さについては，監督員に承諾を受けるものとする。 

 

７‐３‐４ 施工 

１．施工に当たっては，管渠内の洗浄を行い，φ700mm 以下についてはテレビカメラ，φ800mm

以上については原則として目視により管渠の状況及び取付管の位置の確認を行い，施工するもの

とする。 

２．取付管の仮締め切りを民地の接続ますから行う場合は，受注者は事前に住民に説明を行い，住

民の承諾を得た後行うこととし，取付管の仮締め切りによる障害を最小限に止めるよう必要な措

置を講じるものとする。 

３．溢水が生じないよう流下下水量に応じた水替を行うものとする。 

４．施工については，マンホールや管壁，材料に損傷及び誤閉塞のないように注意し行うものとす

る。 

５．取付管口の削孔及び処理に際し，民地の接続ますを使用する場合は，受注者は事前に住民に説

明を行い，住民の承諾を得た後行うものとする。 
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６．仕上げの施工は，本管及び取付管の管口からの漏水等による分離及び取付管口に汚物等の堆積

が生じないように行うものとする。また，既設取付管で使用がされていない箇所については特に

注意しなければならない。 

 

７‐３‐５ 施工管理 

１．更生材の厚さは承諾を受けた厚さとし，スパンごとにマンホール内の管口で測定を行い，監督

員へ報告を行うものとする。 

２．施工完了時には，管渠内を洗浄した後，φ700mm 以下については，テレビカメラにより施工

後の状況をＤＶＤ等に収録することとし，φ800mm 以上については，本管部及び取付管部の写

真撮影を行うものとする。 

 

 

第４節 マンホール・ます等築造工事 

７‐４‐１ マンホール・ます等築造工 

１．一般事項 

（１）マンホール及びますの形状寸法は，設計図書によるものとする。 

（２）受注者は，マンホール及びますの施工をする場合は，基礎について支持力が均等となるよ

うに，かつ，不陸を生じないようにしなければならない。 

（３）受注者は，マンホールの設置位置について，設計図書に示された事項をもとに，埋設物，

道路交通，住民の生活，接続管渠の流入流出方向に注意し，施工性，管理面についても考慮

して決定しなければならない。なお，位置決定に際し，監督員の承諾を得なければならない。 

（４）受注者は，マンホール天端の仕上り高さ及び勾配は，道路又は敷地の表面勾配に合致する

ように仕上げなければならない。 

（５）受注者は，現場で施工するコンクリート，接合目地モルタル，インバート仕上げモルタル

等の品質管理，施工管理に十分留意して堅固な構造物に仕上げなければならない。 

２．管等の取付け 

（１）マンホール及びますに接続する管は，管の端面を内壁に一致させるものとする。 

（２）受注者は，既設マンホール等に管・水路等を接続するときには，壁部のせん孔及びモルタ

ルの充填に注意し，漏水，破損のないよう施工しなければならない。 

（３）受注者は，管の取付けについて，以下の規定によらなければならない。 

ア．マンホールに取付ける管の軸方向の中心線は，原則としてマンホールの中心に一致させ

なければならない。 

イ．マンホールに取付ける管は，管の端面を内壁に一致させなければならない。 

ウ．マンホールに取付ける管の管底高は，設計図書に示すものを基準とし，マンホール位置

を変更した時は，修正しなければならない。 

エ．管体とマンホール壁体部分は，漏水のないようモルタル等で入念に仕上げなければなら

ない。 
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オ．既設部分への接続に対しては必ず，既設管底高及びマンホール高を測定し，設計高との

照査を行い，監督員に報告しなければならない。 

カ．受注者は，既設マンホールその他地下構造物に出入りする場合には，必ず滞留する有毒

ガス，酸素欠乏等に対して，十分な調査を行わなければならない。 

３．インバート 

（１）受注者は，インバートの施工に当たっては，管接続部，底部及び側壁部より漏水がないこ

とを確認した後，堅固に行わなければならない。 

（２）インバートは，設計図書により生コンクリートで施工し，モルタルで仕上げるものとする。 

なお，特殊なインバートは監督員の指示によるものとする。 

（３）マンホール部において，本管の段差が１ｍ以上となる場合は，石張等を設置するものとす

る。 

（４）底部石張工は，表面仕上げ，小たたき２回の板石（花崗岩）を設計図書のとおりモルタル

をもって据え付けるものとし，芋継ぎ又は空洞がないようにする。 

なお，特殊な石張は監督員の指示によるものとする。 

（５）受注者は，既設マンホールに管を挿入した場合，底部インバートも挿入管にならい，手直

しを行わなければならない。 

（６）インバートは，流入下水の流れに沿う線形とし，表面は汚物等が付着，停滞せず流れるよ

う，接続管の管径，管底に合わせて滑らかに仕上げなければならない。 

４．足掛金物 

（１）足掛金物は，「下水道用資器材仕様書」に適合するものを使用するものとする。 

なお，これ以外の製品を使用する場合は，監督員と協議するものとする。 

（２）足掛金物は，30cm 間隔ごとに正確かつ強固に取り付けるものとする。 

（３）受注者は，足掛金物の取付けについては，正確かつ堅固に取付けるものとし，所定の埋込

み長さを確保するとともに，緩みを生じないようにしなければならない。 

５．側塊，床版 

（１）マンホール側塊は，「下水道用資器材仕様書」に適合するものを使用するものとする。 

なお，これ以外の製品を使用する場合は，監督員と協議するものとする。 

（２）マンホール床版の設置にあたり，工場製品を使用する場合は，「下水道用資器材仕様書」

に適合するものを使用するものとする。 

なお，これ以外の製品を使用する場合は，監督員と協議するものとする。 

（３）マンホール側塊は，設計図書のとおりとするものとする。 

（４）マンホール側塊及び床版は，モルタルを敷均し，静かに吊降して据え付けるものとする。

目地モルタルは，原則として６mm とするものとする。また，目地を隠すために，内部上塗

りモルタルを施すものとする。 

（５）受注者は，マンホール側塊の据付けについて，以下の規定によらなければならない。 

ア．マンホール側塊は，躯体コンクリートが硬化した後，内面を一致させ垂直に取付けなけ

ればならない。 
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イ．各側塊の間には，目地モルタルを敷均した後，各側塊を据付け，漏水等が生じないよう，

さらに内外面より目地仕上げを行い，水密に仕上げなければならない。 

ウ．マンホール蓋の高さの調整は，調整コンクリートブロック，現場打ちコンクリート及び

無収縮モルタルで行うことを原則とする。 

エ．モルタル使用箇所は，さらに内外面より仕上げを行わなければならない。 

６．副管 

（１）マンホール部において，本管の段差が 60cm 以上となる場合は，原則として副管を設置す

るものとする。ただし，雤水用マンホールには設置しないものとする。 

（２）副管設置に使用する本管は，硬質塩化ビニル管（マンホール継手・上流用）を使用するも

のとする。（砂付部分等の処置を施すこと。） 

（３）内副管は，硬質塩化ビニル管（プレーンエンド直管）とし，接合がある場合はカラー接合

とするものとする。 

（４）パイプサポートバンドの材質及び形状は，塩ビ製・丸形とするものとする。 

（５）パイプサポートバンドの中段の取付箇所は，最下段パイプサポートバンドから１m 間隔を

標準とするものとする。 

（６）パイプサポートバンドの最下段の取付位置は，上流管頂より＋30cm の位置とするものと

する。 

（７）内副管の最下端切口は直切りとし，位置は上・下流管の管頂とするものとする。 

（８）本管下流部は，開口（蓋なし）とするものとする。 

（９）第２～４号中床版付マンホールで本管流入が中床版より上になる場合は，隔壁を設置する

ものとする。また，複数の流入がある場合は，内副管を１本にまとめて設置するものとする。 

（10）受注者は，副管の設置について，以下の規定によらなければならない。 

ア．副管の取付けにあたり，本管のせん孔は，クラックが入らぬよう丁寧に施工し，また，

管口，目地等についても，本管の施工に準じて施工しなければならない。 

イ．副管の本管への接合は，管端が突出しないように注意しなければならない。 

ウ．副管の設置は，鉛直に行わなければならない。 

７．マンホール鉄蓋等 

（１）京都市型マンホール鉄蓋の使用は，京都市上下水道局指定業者製造のマンホール鉄蓋としな

ければならない。 

（２）受注者は，鉄蓋の設置については，本体及び路面と段差が生じないよう平坦に施工しなけ

ればならない。 

（３）鉄蓋の使い分けについては，表７－６を標準とするものとする。 
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表７－６ マンホール鉄蓋の種類と使用区分 

使用区分 
道路幅員 6.0ｍ以上の道路 

（T－25） 

道路幅員 6.0ｍ未満の道路 

及び歩道（T－14） 

合流式の放流管及び分流式

の雤水管 
ＡＴ 形 ＡＴ 形 

分流式の汚水管 ただし，

φ300 以上の会合点を除く 
ＢＴ 形 ＢＴ 形 

放流管を除く合流管，分流

式汚水管（φ300 以上）の

会合点 

ＣＴ 形 ＣＴ 形 

注１ 道路幅員 6.0ｍ以上の道路とは，車両総重量 25tf の自動車が通常の状態で支障なく通行できる道路 

２ 道路幅員 6.0ｍ未満の道路とは，大型車両の通行には制約があり，大型車両の交通量が尐ないと考えられ

る道路 

 

（４）鉄蓋の設置方向 

ア．小口径管の場合，鉄蓋は原則として下流側に開閉できるように設置するものとする。ま

た，足掛金物についても下流側に設置するものとする。 

なお，マンホールの形状等により設置できない場合は，監督員と協議するものとする。 

イ．中大口径管の場合，マンホール底部へ到達できるよう，まず足掛金物の位置を決定し，

同じ方向に開閉できるよう鉄蓋を設置するものとする。 

（５）マンホール鉄蓋の調整部材は，無収縮・高流動性・超早強のもので，施工性・耐久性に優

れたプレミックス材を使用するものとする。また，使用期限については，十分注意するもの

とする。 

（６）掃除ますの縁塊は，モルタルを敷均し，正確かつ強固に据え付けるものとする。 

８．下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール設置工 

（１）保管 

ア．壁塊ブロック等の保管は，不陸の尐ない水平な場所に角材を敷いて行い，複数の積み重

ねを行なってはならない。 

イ．シール材等の付属部品は汚れ，損傷，紛失のないよう屋内に保管しなければならない。

また，可燃物もあるため火気に注意すること。 

（２）壁塊ブロック移動及び吊り降ろし 

ア．作業前に必ず吊り具，機械等の始業点検を行い，機械操作や玉掛け作業等の特定作業に

ついては有資格者が行なわなければならない。 

イ．壁塊ブロックの移動は，衝撃によるコバ欠けに注意しながら専用の機械で行なわなけれ

ばならない。 

ウ．壁塊ブロックの吊り降ろしは，製品ごとに必ず専用の吊り具を使用し１個ごとに行ない，

複数のつなぎ合わせを行ってはならない。 
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エ．吊り上げた部材の下に人が入ってはならない。 

（３）基礎工 

ア．基礎工は地盤が良好な場合は，砕石基礎とする。 

イ．基礎工は，十分な転圧を行い，高さと水平度を正確に仕上げること。 

ウ．マンホールが特に深い場合や軟弱地盤では，監督員と協議のうえ適正な支持力を得るた

め地盤改良，砕石基礎の厚みの増，基礎コンクリートの打設，コンクリート製底版の使用

等の処置を行なわなければならない。 

（４）底版設置工 

底版は，基礎面に十分なじむよう設置し，位置，高さ，水平，方向に間違いがないか確認

すること。 

（５）管取付け壁設置工 

ア．管取付け壁は，合わせマークや合わせピン等を利用し，接続管の方向を間違わないよう

設置すること。 

イ．止むを得ず現場削孔を行なう場合は，原則として現場用削孔機を使用することとするが，

現場削孔機が使用できない場合は，ドリルによる案内孔等で削孔することとする。 

ウ．可とう性継手の管を接続する場合は，接続する管の説明書に準拠して行なうこと。 

（６）直壁設置工 

ア．ブロックに衝撃や損傷を与えないよう注意し，接合面のゴミ，ドロ，水分等をふき取り，

シール材を施した後，上部の部材合わせマークや合わせピン等を利用して設置すること。 

イ．深いマンホールの設置に際しては，作業用足場又は設置中間段階での埋戻しを行なうこ

と。 

ウ．片斜壁は吊り上げた際に傾くため，位置合わせに注意すること。 

（７）調整リング及びふた受枞設置工 

ア．調整金具等によりふた受枞の高さを路面高さに合わせ，調整リングとふた受枞の間に調

整用のモルタルを施し，ボルトで連結した後，各々なじみよく接合させること。 

イ．調整用モルタルについて，設計図書で速硬性のモルタルの使用が明示されている場合は，

材料及び配合等について，これらの仕様によらなければならない。 

（８）副管設置工 

副管設置は設計図書に従うこととするが，内副管設置におけるサポートバンドのアンカー

の設置に際しては，壁塊ブロック壁の打ち抜きが生じないよう注意しなければならない。  

（９）沈下に対する処置 

施工現場の土質状況により，矢板引き抜き時の偏土圧，衝撃によりマンホールの沈下の恐

れがある場合は，監督員と協議のうえ，矢板根入れ部の存置，無振動工法による矢板引き抜

き等の処置を行なわなければならない。 
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９．下水道用鉄筋コンクリート製組立小型マンホール設置工 

（１）保管 

ア．壁塊ブロック等の保管は，不陸の尐ない水平な場所に角材等を敷いて行い，複数の積み

重ねを行なってはならない。 

イ．シール材等の付属部品は汚れ，損傷，紛失のないよう屋内に保管しなければならない。

また，可燃物もあるため火気に注意すること。 

（２）壁塊ブロック移動及び吊り降ろし 

ア．作業前に必ず吊り具，機械等の始業点検を行い，機械操作や玉掛け作業等の特定作業に

ついては有資格者が行なわなければならない。 

イ．壁塊ブロックの移動は，衝撃によるコバ欠けに注意しながら専用の機械で行なわなけれ

ばならない。 

ウ．壁塊ブロックの吊り降ろしは，製品ごとに必ず専用の吊り具を使用し１個ごとに行ない，

複数のつなぎ合わせを行ってはならない。 

エ．吊り上げた部材の下に作業員等が入ってはならない。 

（３）基礎工 

ア．基礎工は砂利又は砕石基礎とする。 

イ．基礎工は，十分な転圧を行い，高さと水平度を正確に仕上げること。 

（４）底版設置工 

底版は，基礎面に十分なじむよう設置し，位置，高さ，水平，方向に間違いがないか確認

すること。 

（５）管取付け壁設置工 

ア．管取付け壁は，接続管の方向を間違わないよう設置すること。 

イ．可とう性継手の管を接続する場合は，接続する管の説明書に準拠して行なうこと。 

ウ．現場でプレキャスト製インバートを設置する場合は，管きょの接続状況に応じた方法で

行なうこと。 

（６）直壁設置工 

ア．接合面のゴミ，ドロ，水分等をふき取り，シール材を施した後，管取付け壁上部に静か

に据え付けること。 

イ．接合部の構造により金具などで連結する場合には，連結位置を合わせて設置する。 

（７）斜壁設置工 

直壁と同様の設置方法とする。 

（８）調整リング及びふた受枞設置工 

ア．調整金具等によりふた受枞の高さを路面高さに合わせ，調整リングとふた受枞の間に調

整用のモルタルを施し，ボルトで連結した後，各々なじみよく接合させること。 

イ．調整用モルタルについて，設計図書で速硬性のモルタルの使用が明示されている場合は，

材料及び配合等について，これらの仕様によらなければならない。 
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10．下水道用レジンコンクリート製マンホール設置工 

（１）運搬及び保管 

ア．積込み，積み降ろし，小運搬及び設置作業の際は，製品に衝撃を与えないよう注意する

こと。 

イ．仮置き及び保管は，平坦な場所で必ず下に角材を敷いて製品下面を保護すること。 

ウ．付属部品は，紛失，汚れ，水濡れ，破損などのないよう屋内に保管すること。また，接

着剤などの可燃物に対しては火気に十分注意しなければならない。 

（２）基礎工 

ア．地盤が良好な場合は，マンホールが特に深い場合を除いて，砂利又は砕石基礎とする。 

イ．基礎は，十分な転圧を行い，高さと水平度を正確に仕上げること。 

ウ．マンホールが特に深い場合や軟弱地盤では，監督員と協議のうえ適正な支持力を得るた

め地盤改良，砕石基礎の厚みの増，基礎コンクリートの打設，コンクリート製底版の使用

等の処置を行なわなければならない。 

（３）吊り下ろし 

各部材は，管の接続方向に注意しながら吊り下ろすこと。このとき吊り上げた部材の下に

作業員等が立ち入ってはならない。 

（４）底版設置工 

底版は，設置位置及び管の接続方向に注意し据付を行なう。据え付けた後には必ず底版の

位置，高さ，水平度，据わり具合を確認すること。 

（５）管取付け壁，直壁，上部壁，斜壁及び頂版設置工 

ア．事前に接合面を清掃し，水分を十分拭き取ること。 

イ．一体構造の場合は，所定の接着強度を発現させるためのプライマーを接合面に塗布し，

ウレタン系接着剤などを使用すること。 

ウ．可とう構造の場合は，凹溝にブチルゴムなどを装着し，エポキシ系接着剤などを併用す

る。 

エ．足掛金物及びはしごを設置する際には，各部材の設置方向に注意し，特にはしごを後付

で設置する場合は，底版外面のはしご位置マークと各部材のはしご位置マークを合わせて

据付を行なうこと。 

（６）調整リング設置工 

ア．事前に接合面を清掃し，水分を十分拭き取ること。 

イ．一体構造の場合は，所定の接着強度を発現させるためのプライマーを接合面に塗布し，

ウレタン系接着剤などを使用すること。 

ウ．可とう構造の場合は，頂版の段落ち部にブチルゴムなどを装着すること。 

エ．上部壁，斜壁及び頂版上面に埋め込んでいる３箇所のインサートナットにボルトを立て

込み，このボルトを案内にして据えつけること。 
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（７）マンホールの高さ調整 

ア．マンホール深さ及びふたと道路面及び道路面の勾配との微調整は，調整リングとふた及

び枞の間で行なうこと。 

イ．前項微調整は調整金具又はプラスチック製調整駒などで行い，その間隙部には無収縮モ

ルタルなどを充填する。設計図書で速硬性のモルタルの使用が明示されている場合は，材

料及び配合等について，これらの仕様によらなければならない。 

（８）インバート工 

インバートの設置は，一般のマンホール設置工に準ずることとするが，インバート表面に

耐酸性のモルタルなどを使用する場合は，設計図書による材質，配合とする。 

（９）沈下に対する処置 

施工現場の土質状況により，矢板引き抜き時の偏土圧，衝撃によりマンホールの沈下の恐

れがある場合は，監督員と協議のうえ，矢板根入れ部の存置，無振動工法による矢板引き抜

き等の処置を行なわなければならない。 

11．下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール工 

（１）保管 

保管場所は原則として屋内とするが，止むを得ず屋外に保管するときは，荷崩れや変形を

来たさないようにするとともに，不透明シートをかけ直射日光を避け熱気がこもらない風通

しのよい状態を保つよう努めなければならない。 

（２）運搬 

軽量で取扱いが容易であるが，積み降ろしに際しては，放り投げたり衝撃を与えてはなら

ない。 

（３）基礎工 

ア．下水道用硬質塩化ビニル管の本管と同様の 10～20cm 程度の砂基礎とする。 

イ．基礎は十分突き固め，所定の高さに仕上げること。 

ウ．軟弱な地盤においては，掘削床面の一部を砕石又は栗石で置き換え，10～20cm 程度の

砂基礎を施すこと。 

（４）据え付け及び本管との接合 

ア．本管接合部及びマンホール部の掘削は，本管部の掘削に対して継手掘りを行うこと。 

イ．据え付け及び本管接合は，本管のこう配にマンホール部のインバートを合わせ，本管と

マンホールインバート部のゴム輪接合を行なうこと。 

ウ．接合後はマンホールのインバートの底側部が空洞にならないよう，左右バランスよく交

互に砂を入れ，木だこ又は突き棒等で十分突き固めなければならない。 

（５）立ち上がり部の接合 

ア．立ち上がり部の寸法は，地表面より防護ふたの高さ 15cm を差し引いた長さで切断する

こと。 

イ．インバート部との接合は，マンホールが傾いたり，ずれないようゴム輪接合により丁寧

に行なうこと。 
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（６）防護ふた設置 

ア．基礎部は再生粒度調整砕石基礎を標準使用とし，締め固めが容易な材料を使用し，十分

に締め固めること。 

イ．防護ふたと路面の高さを合わせるための微調整は空練りモルタルを敷きならして行なう

こととし，砂を使用してはならない。 

ウ．防護ふたと台座の設置に際しては，当木等を使用し，偏りが生じないよう立ち上がり部

と同心になるよう積み重ねて設置すること。 

なお，高さ 110mm の防護ふたはコンクリート製又はレジンコンクリート製の台座に緊

結すること。 

12．組立マンホールの削孔 

（１）削孔は原則として製造工場で行うものとする。 

（２）削孔は管取付ブロック及び直壁ブロックに行うものとし，斜壁ブロックに削孔してはならない。 

（３）多孔の削孔を行う場合は，マンホールの補強方法について検討し，設置状況によって防護

等の処置をとるものとする。 

13．ブロックマンホール設置工 

（１）ブロックマンホール設置及び石張敷設時の目地材は，エポキシ樹脂系接着剤（コンクリー

ト・石材用）を使用するものとする。 

（２）ブロックマンホール設置時にステップ又は副管が付く場合で，上流挿入管が直壁（底付）

高さを越える場合は，その箇所の直壁（0.6ｍ，t＝6cm）以下を直壁（0.6ｍ，t＝10cm）に

変更使用するものとする。 

（３）同一ブロック内で３箇所以上の挿入は，極力避けること。また，設置状況によって防護等

の処置をとるものとする。 

 

７‐４‐２ 雨水ます，取入ます，手入口 

１．一般事項 

（１）雤水ます，取入ます，手入口の形状寸法は，設計図書によるものとする。 

（２）ますの設置場所は，設計図書又は監督員の指示によるものとする。 

（３）グレーチング製蓋は，「下水道用資器材仕様書」に適合するものを使用するものとする。 

なお，これ以外の製品を使用する場合は，監督員と協議するものとする。 

（４）ダクタイル鋳鉄製雤水ます蓋は，「下水道用資器材仕様書」に適合するものを使用するも

のとする。 

なお，これ以外の製品を使用する場合は，監督員と協議するものとする。 

２．管等の取付け 

（１）受注者は，取付管の管端部はますの内壁に一致するように取り付けなければならない。 

（２）受注者は，既設ます等に管・水路等を接続するときには，壁部のせん孔及びモルタルの充

填に注意し，漏水，破損のないよう施工しなければならない。 

（３）在来水路等の取入口には，除塵金物を取り付けるものとする。 
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３．ますの設置 

（１）受注者は，ますの施工をする場合は，基礎について支持力が均等となるように，かつ，不

陸を生じないようにしなければならない。 

（２）雤水ます及び取入ますには所定の泥だめを設けるものとする。 

（３）ますの縁塊及び壁塊は，モルタルをもって正確かつ強固に据付けること。特に雤水ますの

縁塊の据付けに当たっては，街渠との取合いを十分考慮するものとする。 

４．蓋，壁塊等 

（１）雤水ますに使用するコンクリート製蓋，縁塊，壁塊は，「下水道用資器材仕様書」に適合

するものを使用するものとする。 

なお，これ以外の製品を使用する場合は，監督員と協議するものとする。 

（２）受注者は，蓋の設置については，本体及び路面と段差が生じないよう平坦に施工しなけれ

ばならない。 

 

７‐４‐３ 街渠 

１．一般事項 

（１）街渠の形状寸法は，設計図書によるものとする。 

（２）受注者は，施工に先立ち，監督員立会いのうえ，用地境界を確認しなければならない。 

（３）街渠は，「下水道用資器材仕様書」に適合するものを使用するものとする。 

なお，これ以外の製品を使用する場合は，監督員と協議するものとする。 

２．街渠の設置 

（１）受注者は，街渠の施工をする場合は，基礎について支持力が均等となるように，かつ，不

陸を生じないようにしなければならない。 

（２）受注者は，雤水ます間の勾配は道路勾配と民地との関係を十分考慮して３パーミル以上と

して街渠を設置しなければならない。また，据付けは，モルタルを使用し，凹凸がないよう

正確かつ強固に設置するものとする。 

（３）敷モルタルは，厚 25mm とし，目地幅は６mm 以内，据付けの水平（コロビ）は±15mm

以内とするものとする。 

（４）止水栓，電柱，その他障害物があるとき及び曲線部，直結部の端数等における街渠の設置

については，現場打ち街渠とするものとする。 

（５）現場打ち街渠は，生コンクリートとモルタル厚 10mm 仕上げとするものとする。 

 

７‐４‐４ 側溝・横断溝 

１．一般事項 

（１）側溝・横断溝の形状寸法は，設計図書によるものとする。 

（２）受注者は，施工に先立ち，監督員立会いのうえ，用地境界を確認しなければならない。 

  



255 

 

（３）鉄筋コンクリート側溝を使用する場合は，JIS A 5345（道路用鉄筋コンクリート側溝）に

適合したものを使用するものとする。 

なお，これ以外の製品を使用する場合は，監督員と協議するものとする。 

（４）受注者は，側溝・横断溝の施工に当たっては，この項に定めるもののほか，道路土工－排

水工指針の規定によらなければならない。 

（５）受注者は，宅地等からの既設排水口を事前に確認し誤閉塞のないように十分注意しなけれ

ばならない。 

なお，誤閉塞等で障害が発生した場合は，責任をもって対処しなければならない。 

２．側溝・横断溝の設置 

（１）受注者は，側溝・横断溝の施工をする場合は，基礎について支持力が均等となるように，

かつ，不陸が生じないようにしなければならない。 

（２）受注者は，現地の状況により，設計図書に示された水路勾配により難い場合は，監督員と

協議するとともに，下流側又は低い側から設置するとともに，底面は滑らかで一様な勾配に

なるように施工しなければならない。 

（３）受注者は，側溝の有効断面を妨げる地下埋設物については，事前に調査し，支障となる場

合は，監督員の指示を受けなければならない。 

（４）側溝底高の決定については，既設側溝の底高及び宅地等からの雤水排水を確認して行うも

のとする。 

（５）受注者は，民家への出入口は，必ず堅固な歩板等を設け，出入りに支障を及ぼさないよう

措置しなければならない。 

（６）受注者は，石垣，よう壁，建築物の基礎等の構造物に近接して掘削する場合は，基礎の確

認その他必要な調査を行い，崩壊又は沈下を起さないように施工しなければならない。 

（７）受注者は，側溝の施工に当たっては，ふた掛りの水平，垂直部をとおりよく仕上げてふた

据付けをなじみよく行わなければならない。 

（８）受注者は，鉄筋コンクリートＵ型等コンクリート製品を用いて施工する場合は，継目から

漏水しないようモルタルを十分充填しなければならない。この場合において，据付けは，道

路面にあわせて，路面に滞水しないように注意して行うものとする。 

（９）溝底のインバート仕上げは，コンクリート打設時に荒仕上げをし，硬化直前に金ごて等で

凹凸のないよう入念に仕上げなければならない。 

３．側溝ふた等 

（１）コンクリート側溝ふたは，「下水道用資器材仕様書」に適合するものを使用するものとす

る。 

なお，これ以外の製品を使用する場合は，監督員と協議しなければならない。 

（２）グレーチング製ふたは，「下水道用資器材仕様書」に適合するものを使用するものとする。 

なお，これ以外の製品を使用する場合は，監督員と協議しなければならない。 

（３）受注者は，ふたの設置については，本体及び路面と段差が生じないよう平坦に施工しなけ

ればならない。 
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第５節 付 帯 工 事 

７‐５‐１ モルタル仕上げ 

１．モルタルの配合は次表のとおりとする。 

モルタル配合     １ｍ３当たり 

 

 

 

 

 

 

２．練り混ぜ 

（１）練り混ぜは，原則としては機械練りとする。ただし，やむを得ない場合は監督員の承諾を

得て，手練りとすることができる。 

（２）受注者は，配合を行う場合，一練りずつ正確に計量しなければならない。 

（３）練り混ぜ時間は，ミキサー内に材料を全部投入した後，毎秒１ｍの回転外周速度で１分 30

秒以上行わなければならない。また，手練りの場合は，セメント及び洗砂が均等の色合にな

るまで，往復３回以上空練りのうえ，指定水量を注ぎつつ往復３回以上練り合わすこと。 

３．受注者は，モルタル仕上げを行うコンクリートの表面を，あらかじめ目荒しを行い，清掃のう

え下塗りを施工しなければならない。 

４．中塗りは，定規摺りを行い木ごて押えとし，上塗りは，中塗りの水引き加減をみはからって行

わなければならない。また，上塗りは面の不陸がなく，かつ，むらのないよう仕上げなければな

らない。 

５．床塗りは，コンクリート面のレイタンスなどを除去し，よく清掃のうえ，水しめしを行い，セ

メントペーストを十分流して，ほうきの類でかき均しの後，塗りつけにかからなければならない。

塗りつけは，硬練りモルタルを板べら等でたたき込み，表面に水分を滲み出させ，水引き加減を

みはからい，金ごて仕上げを行わなければならない。 

６．防水モルタルに混入する防水剤は，あらかじめ監督員の承諾を得たものを使用しなければなら

ない。 

７．受注者は，目地を設ける場合，あらかじめ目地棒で通りよく仕切り，仕上げ後，目地棒を外し，

目地塗りをしなければならない。 

 

７‐５‐２ 箱抜工 

１．受注者は，電気，機械工事との関連で必要とされる配管用又は機器据付用の箱抜又はさし筋は，

監督員の指示に従い施工しなければならない。 

２．受注者は，箱抜工又はさし筋の施工に当たって，関連する設計図書を十分検討したうえ，施工

図を作成し，監督員の承諾を得なければならない。 

  

種  類 セメント 洗  砂 備  考 

Ｃ－１１００ １,１００㎏ ０.７５ｍ３ １：１ 

Ｃ－ ７２０ ７２０㎏ ０.９５ｍ３ １：２ 

Ｃ－ ５３０ ５３０㎏ １.０５ｍ３ １：３ 
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３．受注者は，スラブ上の箱抜き箇所について落下等の危険を防止するために，安全対策を講じな

ければならない。 

 

７‐５‐３ 足掛金物 

１．足掛金物は原則として，合成樹脂被膜付のものを使用しなければならない。 

２．受注者は，足掛金物の取付けを行う場合，設計図面にならって，正確かつ堅固に取り付けるも

のとし，尐しでもゆるみがあってはならない。また，被膜部の一部を完全にコンクリート壁中に

埋め込むこと。 

 

７‐５‐４ グレーチング蓋 

１．グレーチング蓋は原則として，溶融亜鉛メッキ製品とし，ピッチ，巾，寸法などは設計図書に

よらなければならない。 

なお，グレーチングを切断して使用する場合は，その枞は同質以上のもので加工し仕上げなけ

ればならない。 

２．受注者は，現場加工による損傷部の補修は，素地を十分調整した後，ジンクロメートさび止め

ペイント（JIS K 5627）及びアルミニウムペイント（JIS K 5492）による塗装又は同等以上の防

食を施さなければならない。 

３．グレーチングの受枞は原則として，材質が SUS304 の鋼板又はアングルを用いて加工しなけれ

ばならない。また，アンカー（SS400φ13）等により，躯体部に強固に取り付けなければならな

い。 

４．グレーチングの形状が大きい場合，又は大きな荷重がグレーチングにかかるような場合は，監

督員の指示に従って，所要の強度試験を行い，結果を報告しなければならない。 

５．グレーチングは，転落等を防止するため，なるべく速やかに取り付けなければならない。 

 

７‐５‐５ コンクリート製蓋（ＰＣ蓋，ＲＣ蓋） 

１．コンクリート製蓋に使用するコンクリート，ＰＣ鋼線，メッシュ等は JIS の規格に適合しな

ければならない。 

２．受注者は，コンクリート製蓋について，その規格，形状ごとに所定の強度試験を行い，監督員

に報告しなければならない。 

３．コンクリート製蓋の受枞は，グレーチング蓋の受枞に準じなければならない。 

４．コンクリート製蓋は，コンクリート構造物上面と同一面となるように取り付けなければならな

い。 

５．コンクリート製蓋は，転落等を防止するため，なるべく速やかに取り付けなければならない。 
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７‐５‐６ 耐食性防臭蓋 

１．防臭蓋は，ガラス繊維強化プラスチック製で，その材料は発泡ウレタン樹脂又は不飽和ポリエ

ステル樹脂（オルソフタル酸系）とし，成形作業に適し，耐侯性，耐食性，耐久性を有するもの

でなければならない。 

２．受注者は，防臭蓋にはスベリ止めの加工を施し，成形加工したステンレス製の把手を取り付け

なければならない。 

３．受注者は，開口１箇所当たりに１枚，耐荷重，用途を記した名称等を取り付けなければならな

い。ただし，分割枚数が７枚以上になるときは，５枚当たりに１箇所程度取り付けなければなら

ない。 

４．受注者は，防臭蓋の分割方法，数については，設計図を参考として１枚当たりの重量を原則と

して 50kg以下にしなければならない。 

５．防臭蓋の受枞は，グレーチング蓋の受枞に準じなければならない。 

６．受注者は，製作前に，製作メーカー，構造計算書，色見本等を記した施工計画図を監督員に提

出し，承諾を受けなければならない。 

なお，型式，荷重条件は設計図・特記仕様書によらなければならない。 

７．防臭蓋は，転落等を防止するため，なるべく速やかに取り付けなければならない。 

８．受注者は，建家外部に設置される防臭蓋は強風によって飛散しないような措置を講じておかな

ければならない。 

 

７‐５‐７ 塗装工 

１．塗装工は，同種の工事に従事した経験を有する熟練者でなければならない。 

２．受注者は，塗装工事に先だち，塗装対象，範囲，色彩等について監督員と十分に協議を行い，

監督員の指示があった場合には施工計画書を提出しなければならない。 

３．受注者は，必要に応じて，施工前に塗装材料，工程など同一条件にして作成した見本を提出し，

監督員の承諾を得なければならない。 

４．現場での塗装は，塗装工程ごとに監督員の立会いを受けなければならない。 

５．受注者の都合により，現場搬入前に塗装を施す必要のある場合は監督員の承諾を得なければな

らない。 

６．受注者は，塗装に当たり，塗り残し，気泡，むらのないよう全面を均一の厚さに塗り上げなけ

ればならない。 

７．塗装は，あらかじめ錆，汚物等をブラシ等で清浄し，再用品の場合は老朽化した塗料を剥離し，

構造が複雑な部分は適応する工具を使用して入念に施工しなければならない。 

８．受注者は，次の場合，塗装を行ってはならない。 

（１）気温５℃以下のとき又は雤天で相対湿度 80％以上のとき。 

（２）風が強いとき及びじんあいが多いとき。 

（３）塗装の乾燥前に降雪雤のおそれがあるとき。 

（４）その他監督員が不適当と認めたとき。 
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９．受注者は，塗り重ねにおいては，前回塗装面，塗膜の乾燥及び清掃状態を確認して行わなけれ

ばならない。 

10．塗装は，はけ塗りを原則とし，受注者は塗装工程ごとに色を変えて，写真，塗装見本その他の

方法により工程確認ができるようにしなければならない。 

 

７‐５‐８ 鋼管・ステンレス管及び鋳鉄管布設工 

１．鋼管，ステンレス鋼管は日本工業規格（JIS）に定められている製品を使用しなければならな

い。また，ダクタイル鋳鉄管は（社）日本下水道協会規格（JSWAS）及び日本工業規格（JIS）に

定められた製品を使用しなければならない。ただし，特記が無い限り３種を標準とする。 

２．受注者は，配管工事において，既設構造物の関係又は現場の事情で配管方法を変更する必要が

生じた場合は，監督員の指示によらなければならない。 

３．受注者は，管の運搬及びつり降しは特に慎重に行い管に衝撃を与えてはならない。また，管据

付けに先だって管内の泥土，その他雑物を取除き同時に継手箇所及びさし口部分をよく清掃しな

ければならない。 

４．受注者は，配管を行う場合，製造所マークを上にし，布設位置を確認のうえ，管体に無理な外

力が加わらないように施工しなければならない。また，管の切断曲げなどに当っては，割れ，ひ

ずみ又は有害な傷を生じないよう注意しなければならない。 

５．受注者は，直管の継手を曲げて配管する場合は，当初から曲げたまま配管せずに必ずまっすぐ

に継ぎ，ボルトを仮締めしてから所定の角度まで曲げ，その後本締めを行うことにより施工しな

ければならない。 

なお，直管の継手を曲げるに当たっては，監督員の承諾を得なければならない。 

６．受注者は，鋼管・ステンレス管及び鋳鉄管の布設について「機械設備工事一般仕様書 第２章 

製作，施工 第２ 配管工事」（京都市上下水道局）によらなければならない。 

７．受注者は，配管に塗装を行う場合は６‐１‐６ 「塗装」の規定によらなければならない。 

８．受注者は，部材の運搬及び組立て中に工場塗装がはげた部分について，工場塗装と同じ塗装で

受注者の責任と費用負担により補修しなければならない。 

９．受注者は，継手接合に従事する配管工にダクタイル鋳鉄管の配管経験が豊富で，使用する管の

材質や継手の特性，構造等を熟知したものを配置しなければならない。 

10．受注者は，メカニカルジョイント型鋳鉄管の配管において，直立配管部分又は曲管部分など継

手が離脱するおそれのある箇所は，図面に基づいてすべて特殊押輪を使用しなければならない。 

11．受注者は，コンクリート構造物，その他の配管貫通部は配管施工後，入念にモルタルを充てん

し漏水が生じないよう仕上げなければならない。 

なお，特に重要な箇所については監督員の承諾する工法で閉塞しなければならない。 

12．受注者は，布設された管と構造物を貫通した配管とが，接続する支持構造物が異なり可とう管

が必要な場合は監督員と協議しなければならない。 

13．埋設配管になる箇所は，埋戻し等を行う前に監督員の検査を受けなければならない。 
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７‐５‐９ 伸縮継手 

１．受注者は，設計図に指示された伸縮継手部において，止水板，伸縮目地材，目地充填材を丁寧

に取り付けなければならない。使用材料は監督員の承諾を得なければならない。 

２．止水板は，Ｗ＝280mm 又はＷ＝300mmのゴム製耐震用特殊止水板を標準とする。 

３．伸縮目地材はゴム発泡系とし，厚さ 20mmを標準とする。 

４．目地充填材は，ポリサルファイド系又はポリウレタン系とし，20mm×20mmを標準とする。 

 

７‐５‐10 手すり 

１．手すりは，鋼製，アルミ製，ステンレス製とし，材質は JISの規格に適合したもので，図面に

基づいて設置しなければならない。 

２．手すりの取付け位置は，原則としてコンクリート構造部端部から内側 100mmの線上を標準とす

る。 

３．伸縮継手にかかる手すりは継手部で切断して施工しなければならない。 

 

７‐５‐11 防食工 

防食工は京都市コンクリート防食塗装指針によらなければならない。 

 

７‐５‐12 防水工 

１．受注者は，以下に示す事項により難い場合は，公共建築工事標準仕様書（建築工事編）第９章

防水工事によらなければならない。 

２．受注者は，防水工事全般について，設計図書によるほか，以下に留意して施工しなければなら

ない。 

（１）降雤，降雪が予想される場合，下地の乾燥が不十分な場合，気温が著しく低下した場合，

強風及び高湿の場合，その他防水に悪影響を及ぼす恐れのある場合には施工を行ってはなら

ない。 

（２）防水層の施工は，随時，監督員の検査を受けなければならない。 

（３）防水層施工後，保護層を施工するまでの間は，機材等によって防水層を損傷しないよう注

意しなければならない。 

３．受注者は，下地処理について，設計図書によるほか，以下に留意して施工しなければならない。 

（１）防水工を施すコンクリート面は，原則として床面は金ごて仕上げ，側面は打ち放しとしな

ければならない。 

（２）入隅部，出隅部は，所定の形状に仕上げなければならない。 

（３）塗膜防水の場合，コンクリート打継目及び著しいひび割れ個所はＵ型にはつり，シーリン

グ材を充填した後所定の補強布で補強しなければならない。 

４．受注者は，プライマー塗りについて，設計図書によるほか，以下に留意して施工しなければな

らない。 
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（１）プライマー塗りに先だって下地の清掃を行い，下地が十分乾燥した後でなければプライマ

ー塗りを行ってはならない。 

（２）プライマーは，所定の位置まで均一に塗りつけ乾燥させなければならない。 

（３）塗りつけは，下地以外の個所を汚染しないように行わなければならない。 

５．受注者は，防水層施工について，設計図書によるほか，以下に留意して施工しなければならな

い。 

（１）アスファルト防水，シート防水の場合，ルーフィングの張り付けは所定の方法で行い，引

張りやしわ等が生じないよう注意して下層に密着させなければならない。 

（２）塗膜防水の場合，材料の可使時間に見合った量，方法で練り混ぜ，均一に塗りつけなけれ

ばならない。 

６．受注者は，保護層について，設計図書によって施工しなければならない。 

 

 

第６節 改 修 工 事 

７‐６‐１ 劣化部除去工 

１．劣化コンクリートの除去は，超高圧水処理を標準とする。部分処理を要する場合は，ハツリ処

理を適用する。 

２．受注者は，劣化コンクリートを設計図書に示す施工範囲にて所定の深さまで除去し，監督員の

指示する下地検査を行わなければならない。 

３．受注者は，下地検査で欠陥が認められた個所は手直し，又は所要の欠陥部処理等の処置を施さ

なければならない。 

 

７‐６‐２ 鉄筋処理工 

１．腐食鉄筋は，さびの発生の程度及び断面欠損の程度により，受注者は，設計図書に示されたア

ルカリ含浸処理，防錆処理，補強筋設置を行わなければならない。 

２．受注者は，アルカリ含浸処理を施す時は，設計図書によるほか，以下に留意して施工しなけれ

ばならない。 

（１）設計図書に基づく処理範囲をマーキングし，監督員の了承を得なければならない。 

（２）コンクリート表面にアルカリ溶液の所定量を均一に塗布・含浸させなければならない。 

３．受注者は，防錆剤塗布処理を施す時は，設計図書によるほか，以下に留意して施工しなければ

ならない。 

（１）設計図書に基づいて処理範囲の鉄筋位置を特定し，マーキングし監督員の了承を得なけれ

ばならない。 

（２）処理箇所の鉄筋周囲のコンクリートをはつり取り鉄筋を露出させた後，ブラッシング・サ

ンディングなどケレン処理を施し，浮きさび・赤さびを除去しなければならない。 

（３）防錆剤を，塗り残し・塗りむらが生じないよう入念に塗布しなければならない。 

（４）防錆剤の乾燥を確認し，断面修復材（補修用モルタル）を用いて露出鉄筋を埋め戻すこと。 
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４．受注者は，補強筋設置を施す時は，設計図書によるほか，以下に留意して施工しなければなら

ない。 

（１）設計図書に基づいて処理範囲の鉄筋位置を特定し，マーキングし監督員の了承を得なけれ

ばならない。 

（２）処理箇所の鉄筋周囲のコンクリートをはつり取り鉄筋を露出させた後，ブラッシング・サ

ンディングなどケレン処理を施し，浮きさび・赤さびを除去しなければならない。 

（３）防錆剤を，塗り残し・塗りむらが生じないよう入念に塗布しなければならない。 

（４）補強筋を使用する場合は，補強筋を既設鉄筋の健全部に結束した後，エポキシ樹脂系接着

剤で既存鉄筋との結束部を包み込むように接着固定しなければならない。樹脂接着部の長さ

は５cm 以上としなければならない。 

（５）炭素繊維ロッドによる補強筋・補充筋の場合は，既設筋の健全部に結束した後，エポキシ

樹脂系接着剤で既存筋との結束部を包み込むように接着固定する。樹脂接着部の長さは５cm

以上としなければならない。炭素繊維グリッドは，既設鉄筋の健全部に格子 2個所分ラップ

させる。グリッドのラップは格子２個所ラップさせる。炭素繊維グリッドをアンカーボルト

で固定する。アンカーボルトは，樹脂被覆など防食処理の施されたものを使用しなければな

らない。 

（６）防錆剤と接着剤の乾燥を確認し，断面修復材（補修用モルタル）を用い露出鉄筋を埋め戻

すこと。 

 

７‐６‐３ 断面修復工 

１．受注者は，断面修復工に当たっては，劣化部を除去して健全な表面を露出させたコンクリート

の欠損断面を元の断面まで修復し，設計図書に基づいて入念に仕上げなければならない。 

２．受注者は，ライニング工法及び吹付け被覆工法に適用する補修用モルタルを用いた断面修復工

を施す時は，設計図書によるほか，以下に留意して施工しなければならない。 

（１）下地コンクリートとの接着性を確保するため，水湿し，又は接着剤を塗付しなければなら

ない。 

（２）受注者は，補修用モルタルを設計図書にて規定された配合比により，粉体，水，樹脂液等

を均一になるまで３分間以上，混練しなければならない。 

（３）施工厚に所要量のモルタルをコテなどを用いて塗り付け，又はモルタルガンで吹付けなけ

ればならない。また，金コテを用いて平坦かつ密実に仕上げなければならない。 

（４）断面修復厚が３cm 以上の場合は，補修用モルタルを断面修復深さの１/２～２/３まで塗

り付け又は吹付け，仕上げは櫛目ゴテ等にて行わなければならない。 

（５）モルタル施工後，炭素繊維グリッドをラップさせずに設置しなければならない。取付アン

カーは，樹脂被覆などで防食施工が施されたものを使用しなければならない。炭素繊維グリ

ッド上に，規定の断面修復深さに達するまで補修用モルタルで修復しなければならない。 

（６）所定の強度が発現するまで適切な養生を行わなければならない。 
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３．受注者は，成型品被覆工法に適用する補修用グラウトを用いた断面修復工を施す時は，設計図

書によるほか，以下に留意して施工しなければならない。 

（１）下地コンクリートとの接着性を確保するため，接着剤を塗付しなければならない。 

（２）成型品を設置して下地に所定の断面修復厚の空隙を設けて貼付け，目地を処理する。 

（３）受注者は，補修用モルタルを設計図書にて規定された配合比により，粉体，水，樹脂液等

を均一になるまで３分間以上，混練しなければならない。 

（４）充填状態を点検しながら流入口からグラウトを注入しなければならない。 

（５）所定の強度が発現するまで適切な養生を行わなければならない。 

４．受注者は，ひび割れ補修を施す時は，設計図書によるほか，以下に留意して施工しなければな

らない。 

（１）ひび割れ上に注入口を設置した後，ひび割れをシール処理しなければならない。 

（２）注入口より水を注入して内部洗浄するとともに，ひび割れ経路を確認し漏水を点検しなけ

ればならない。 

（３）規定の配合比により均一になるまで２分間以上，混練しなければならない。 

（４）低濃度の注入材を先行注入した後，高濃度の注入材で本注入を行うこと。注入は下部より

順次上部に移行し，先行注入した低濃度の注入材が高濃度の注入材と置換して注入口から押

し出されるのを確認しながら行うこと。 

（５）注入材が硬化した後，注入口を除去し，サンディング等でシール材を除去し表面を平滑に

仕上げなければならない。 

 

７‐６‐４ 工事用仮設工 

１．受注者は，安全な作業を行うことを目的とし，適切な工事用仮設工を設置しなければならない。 

２．足場の仮設は，作業箇所の高さが２ｍ以上の場合に設置しなければならない。また，搬入用開

口部の大きさが 600mm×600mm未満，φ900mm未満の場合及び設置床面が平坦でない場合は，

原則として単管足場としなければならない。これにより難い場合は枞組み足場とすることができ

る。 

３．作業用照明は，５ｍ離れて作業範囲が 100 ルクス以上の明るさを保持できる器具（ハロゲンラ

ンプ）の設置を原則としなければならない。受注者は，照明器具の間隔は５ｍ以内とし，足場の

段ごとに設置しなければならない。 

４．換気設備は，１時間程度で施工箇所の空気が入れ替わる能力を有さなければならない。 

５．受注者は，施工箇所周辺の計器類に埃が入らないようにビニールシート等で覆わなければなら

ない。 

６．受注者は，施工箇所内の配管や機器等が汚れないようにシート等で覆わなければならない。 

７．受注者は，通路部や材料練り場を，ビニールシート等で養生を行わなければならない。 

８．受注者は，施工対象処理槽の流入口の仮締め切りを行い，水中ポンプ等を用いて排水を行わな

ければならない。仮締め切りは，事前に施工図を提出し，監督員の了承を得なければならない。 
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第７節 土工（水環境保全センター，ポンプ場） 

７‐７‐１ 掘削工 

１．掘削工については，２‐３‐２「掘削工」及び５‐３‐３「作業土工（床掘り・埋戻し）」の

規定によるものとする。 

２．掘削は掘削方法，運搬方法，処分方法についてあらかじめ監督員の承諾を得たうえ，保安設備，

土留，排水，覆工，その他必要な仮設の準備を整えた後でなければ着工してはならない。 

３．受注者は，床付け面の近くでは，手掘工具（てこ，つち，つるはし，コールビックハンマーな

ど）を使用し，基礎面をゆるめないように注意して浮石など崩壊の原因となるものを除去しなけ

ればならない。 

４．受注者は，機械施工による切取りでは法面に特に注意し，切りすぎないように仕上り面に近い

面を作らなければならない。 

５．床掘りは，土質の硬軟，地形の状況により必要に応じ土留工等の工法をもって所定の深さに掘

り下げなければならない。 

６．受注者は，床掘りのうち，掘り過ぎとなった部分は砂，砕石又はコンクリートなどで監督員の

指示に従って入念に埋め戻さなければならない。 

７．受注者は，直接基礎において，載荷試験を実施する場合は事前に試験計画を提出し，監督員の

承諾を得なければならない。 

８．受注者は，床付け基面に予期しない不良土質が現れた場合又は載荷試験において設計地耐力を

満足しない場合は監督員と協議しなければならない。 

 

７‐７‐２ 埋戻工 

埋戻工については，５‐３‐３「作業土工（床掘り・埋戻し）」の規定によるものとする。 

 

７‐７‐３ 基礎工 

１．受注者は床掘りが終って所定の厚さに栗石を敷並べ，目潰用切込み砂利を詰めてから十分に締

め固めを行わなければならない。 

２．受注者は，杭支持によらない直接基礎の場合は床付面を十分固めたのち，栗石（砕石）を所定

の厚さに敷均し，十分締め固めを行わなければならない。 

３．受注者は，施工基面の地質が不良なときは，監督員に報告し指示に従い処置しなければならな

い。 

 

７‐７‐４ 残土処理工 

残土処理工については，２‐３‐５残土処理工の規定によるものとする。 
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図６－１７ 

※部は製造者の仕様とするが，性能等については事前に局の承諾を受けたものとする。 
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※部は製造者の仕様とするが，性能等については事前に局の承諾を受けたものとする。 
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